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第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、姫島

村（以下、「村」という。）における地震・津波災害に対応するための活動体制の整備

確立を図るとともに、防災行政を総合的かつ計画的に推進し、もって村域の保全と村民

の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とするものである。 

第２節 計画の性格と内容 

この計画は、地震によって発生する災害や津波の襲来による災害に係る防災事務又は

業務の処理に関し、概ね次の事項について総括的な方針及び実施基準を示すものとする。

このため、指定地方行政機関、県及び村並びにその他の防災関係機関は、相互の緊密な

連携と協力のための体制を整備するとともに、広域的な応援・受援体制の強化・充実を

図ることにより、この計画の示す方針及び実施基準に則り、災害の防除と被害の軽減に

努めるものとする。 

なお、計画の策定にあたっては、地域における生活者の多様な視点を取り入れた防災

体制を確立するため、防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取組むなど、防

災に関する政策・方針決定過程への女性や高齢者、障がい者などの参画に配慮するもの

とする。 

この計画は姫島村地域防災計画「地震・津波対策編」であり、別途策定する姫島村防

災計画「風水害等対策編」「事故等災害対策編」とは、対象とする災害の種類において

区別される。 

（１）村の区域を管轄する指定地方行政機関、県、村、指定公共機関、指定地方公共機

関及び公共団体等の処理すべき防災に関する事務又は業務の大綱 

（２）防災業務の促進、防災施設及び設備の新設又は改良、防災のための調査研究、教

育及び訓練その他の災害予防に関する事項 

（３）情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、

水防、救難、救助、衛生その他災害応急措置事項 

（４）災害応急対策に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配

分、輸送、通信等の措置事項 

（５）災害復旧に関する事項 

（６）その他防災に関し必要な事項 
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第３節 計画の理念 

「村民の生命、身体と財産を災害から守る」という防災の究極の目標（理念）を実現

するため、災害予防対策、災害応急対策について以下の基本的な目標を設定し、各々の

施策を有機的に結び付けながら防災対策を総合的に推進する。 

（１）村民の生命・財産の安全を確保するための災害予防対策の推進 

・災害に強いむらづくり 

・災害に強い人づくり 

・迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置 

（２）迅速かつ的確な災害応急対策の実施 

・活動体制の確立 

・生命及び財産への被害を最小限とするための活動の展開 

・被災者の保護及び救助のための活動の展開 

・社会基盤の応急対策の迅速かつ的確な推進 

（３）速やかな復旧・復興の推進 
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第４節 計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害対策基本法 防災基本計画（災害対策基本法第34条） 

・中央防災会議 

（内閣府に設置、会長：内閣総理大臣）が作成。 

・災害及び災害防止に関する科学的研究の成果並び

に発生した災害の状況及びこれに対して行われた

災害応急対策の効果を勘案して、毎年検討を加

え、必要があると認めるときは修正しなければな

らない。 

国土や国民を災害から守るため、公共機関が必要

な体制を整備し、責任の所在や必要な災害対策の基

本を定めることにより、総合的な防災行政の整備・

推進を図る。 

震災（地震）、風水害、海上災害、雪害や人為的

災害である原子力災害、事故災害（航空災害など）

に適用される。 

大分県地域防災計画（災害対策基本法第40条、防災基本計画） 

・大分県防災会議が防災基本計画に基づいて作成し、毎年検討を加え、必要があると認めるときは修正しな

ければならない。 

・県民の生命、身体及び財産を災害から保護することが目的 

風水害等対策計画編 

○豪雨災害・台風 

○その他の気象災害（雪害、風

害、火山噴火災害、干害） 

○火山災害 

地震・津波対策計画編 

○地震による災害 

○津波による災害 

事故等災害対策編 

○道路災害   ○鉄道災害  

○航空機災害  ○海上災害 

○大規模災害  ○林野火災 

○放射性物質事故及び原子力災害 

○危険物等災害 ○その他の災害 

姫島村国土強靭化地域計画 

大規模自然災害に対し

て、村民の生命・身体・財

産を守り、社会・経済への

致命的な被害を回避し、迅

速な復旧・復興に資する強

靭な地域づくりを推進する

ために令和３年３月に策

定。 

 

地域強靭化に関する施策に

ついて、本村の他の計画の

指針となる。 

姫島村地域防災計画（災害対策基本法第42条、防災基本計画） 

・姫島村防災会議が災害対策基本法の規定に基づいて作成し、毎年

検討を加え、必要があると認めるときは修正しなければならな

い。 

・村民の生命、身体及び財産を災害から保護することが目的 

風水害等対策計画編 

○豪雨災害・台風 

○その他の気象災害（高

潮、風害、火災、干害） 

地震・津波対策計画編 

○地震による災害 

○津波による災害 

事故等災害対策編 

○道路災害  ○航空機災害 

○海上災害  ○大規模な火災 

○林野火災 

○放射性物質事故及び原子力災害 

○危険物等災害 

○その他の災害 



第１部 総則 第１章 計画の目的 

-8- 

第５節 計画の修正 

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると

認めたときは、修正を加えるものとする。 

第６節 計画の周知 

この計画は、平素から、訓練、研修、広報その他の方法により、村及び防災関係機関、

並びにその他防災に関する重要な施設の管理者に周知徹底させるとともに、特に必要と

認める事項については村民にも広く周知徹底させ、その適切な運用を図るものとする。 
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【参考】災害発生時等の基本的な行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４：３日を想定 

防災教育・啓発、避難訓練、非常用物資備蓄 

日常生活 

緊急地震速報（※１） 

震度速報（※２） 

※１：震度５弱以上が予測されるときに発表 

※２：震度３以上で発表 

地震発生から約１分30秒 

津波による災害のおそれ

があると予想される場合 

津波による災害のおそれ

はないと予想される場合 

火災、建物の崩壊、土砂災害等の
発生又はそのおそれ 

大津波警報・津波警報・注意報発表 
（気象庁） 

指定緊急避難場所等へ避難 指定緊急避難場所等へ避難 （避難所へ移動） 

滞在期間 

及び 

食料備蓄 

滞在期間 

及び 

食料備蓄 

指定避難所での生活開始 

仮設住宅（※５）の建設開始 

日常生活へ 

産業の復興、雇用・ 
一般住宅の確保等 

一般対策・災害復旧対策 
公共土木施設 
農林水産施設 

その他 
※概ね３年を目途に実施 

地域防災計画の対象 

予防 

※３：約３分 

※４：速やかに 
（３分） 

※４：３日を想定 
 
※４：３日以内 
（多くが３日以内に到着） 
 

※４：３日以内 
（３日後） 

※４：20日以内 
（８日後） 

※４：20日以内 
（３日後） 

※４：速やかに 
（29日後～） 

※４：速やかに 
（16日後） 

仮設住宅への入居開始 

（６～７か月後（予定）） （概ね７か月後） 

※３：気象庁の目標値 
※４：大分県地域防災計画の 

目標値 
（ ）書きは東日本 
大震災での実例 

※４：大分県地域防災計画の目標値 
（ ）書きは阪神・淡路大 
震災での実例 

※５：１戸あたり９坪、２か年以内 
なるべく借地料を必要としな
い場所 

避難指示発令（村） 避難指示発令（村） 

仮設住宅への入居完了 

応急対策 

復旧・復興 

地震発生 
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第２章 姫島村の地勢 
 

 

 

 第１節 地形 

 第２節 地質 

 第３節 災害の素因と誘因及び災害に対する基本的な考え方 
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第１節 地形 

本村は瀬戸内海の西端、大分県国東半島の北５㎞の周防灘海域に位置する東西6.6㎞、

南北2.6㎞、周囲17㎞、総面積6.99㎢の一島一村の離島である。 

本村は、第四系の基盤の上に噴出した４つの火山が砂州によって連結されてできたも

のであり、島の中央南端に矢筈岳（266.6ｍ）がそびえ、それを中心に西端に達磨山

（105ｍ）、その北東に城山（62ｍ）、東端に灯台のある柱ケ岳（45ｍ）がある。 

これらの連結された山間の平地に集落が形成されている。 

気候は、年平均気温17.5℃と温暖で積雪はほとんどみられず、降雨量は年平均1,500

㎜前後である。 

第２節 地質 

本村は東西に細長い島で第四系堆積岩類からなる基盤とこれを貫く７つの単成火山、

４つの小島をつなぐトンボロ（砂州）からなる島（陸繋島）である。第四系堆積岩類は、

岩相によって下位より、丸石鼻層、川尻礫層、唐戸層の３つに区分されている。７つの

単成火山は、約30万年前以降に活動した達磨山、城山、浮洲、矢筈岳、大海、金、稲積

の各火山であり、島内各所に溶岩ドームや火口跡などの火山地形を形成している。 
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第３節 災害の素因と誘因及び災害に対する基本的な考え方 

１ 災害の素因と誘因 

（１）災害の素因（地盤環境） 

イ 災害の素因とは、地形・地質、生活している場所の状況、生活圏の状態（密

集性等）、家屋がいつ建てられたのか、どういう生活パターンなのか、あるい

は農業が主体の地域なのか林業なのかなど災害から影響を受ける要因をいい、

これらの組み合わせにより被害状況は全く異なってくる。 

ロ 災害に対応する場合は、特に自然から見た県土の理解が非常に重要になって

くる。県南から県北、県東部から西部まで、素因（地盤環境）を理解すること

により、自分たちにどう影響してくるのかが認識できる。 

（イ）基本的な視点の例 

ａ．地形・地質の特徴（山の高さ、地形の傾斜（地震動により岩石が崩落す

る）、内陸なのか沿岸なのか、平野なのか盆地なのか）で、対応の仕方が変

わり、起こる現象も変わってくる。 

ｂ．物性の観点から、岩石等の堅さ・密度・速度なども影響する。岩石の堅さ

により、建物やダムの基礎に適している場合、地震や大雨等により地盤が影

響を受け、地すべりや土石流といった表層崩壊・深層崩壊の危険性がある地

盤もある。 

ｃ．水が地下と地表でどう流れているか、雨量と地下水、河川流量が災害に密

接に結びついている。地下水位が高いか低いかで、液状化を起こすバロメー

ターとなる。 

ｄ．長時間地震の揺れが続くと、切り土や盛り土を行った箇所（大規模な住宅

地として利用されている造成地）や埋立地で、被害の割合が極端に変わって

くる。 

■ 参考関連図 
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（２）災害の誘因（地震環境） 

イ 災害の誘因とは、地球上で起きる地震や台風などの自然現象であり、大分県

においては、地震を起こす環境、津波を起こす環境、火山噴火を起こす環境、

気象災害と関連した現象（台風、大雨、竜巻等）を起こす環境である。 

ロ どういう場所で起こりやすいのか、また、災害の繰り返し間隔や継続時間に

より、被害の程度が異なってくる。 

ハ 災害の繰り返し間隔については、千年に一回であるのか、数十年に一回であ

るのかなど、多様な時間での繰り返しが考えられる。継続時間については、地

震は揺れた時のみであるが、津波は引いても繰り返し来るので、数日間は経過

をみる必要がある。また、火山噴火の場合は、何年間にも及ぶことがある。こ

れらのことは、災害史からも知ることができ、参考にする必要がある。 

ニ なお、侵食や堆積現象を起こす環境もあり、阿蘇の溶結凝灰岩では、雨など

である程度の期間、風化・侵食されたところに地震などの別の誘因が重なるこ

とで、大きく一度に崩れることがある。 
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２ 災害に対する基本的な考え方 

起こりうる想定に対して、着実にハード及びソフト対策を進めることが災害への

対応ということになる。そのためには、自分の住む地域や村域を見て知り、的確な診

断の上に立った想定に基づき、村民全体がそれらの認識を持つことが重要である。 

地震や大雨など様々な誘因があり、起こる場所も含めていろんな影響（大雨が降

れば山が崩れたり、地震動により地盤が液状化したりする。）、多様な素因を分析し

ておくことが重要となることから、被害想定において、誘因の影響評価（災害情報の

評価）を含めて適切に行い、その上で生活圏への影響を最大限軽減するように防災対

策の充実を図る。 

地震災害の場合、災害誘因となる地震は、規模や揺れの範囲などが地震源によっ

て異なっている。それによって生じた被害は、地域に残された貴重な記録であるので、

それらの検討と検証は重要な課題である。 

例えば、安政南海地震と大分県中部地震をみると、影響を受ける地域・範囲が異

なっている。村内で対応できる場合と広域的に対応していく場合があり、それぞれに

応じて対応の仕方を考えておく必要がある。 

■ 海溝型と活断層型（内陸で発生）の震度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成16年大分県地域活断層調査研究委員会報告資料） 
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第１節 地震・津波の特性 

県内各地域において、主に影響を受けると考えられる地震の震源は、次のとおりであ

る。 

区分 主に影響を受ける地震の震源 

南部地域 （海溝型） 
南海トラフ、日向灘、安芸灘～伊予灘～豊後水道を震源とする

地震 

中部地域 

（海溝型） 
南海トラフ、日向灘、安芸灘～伊予灘～豊後水道を震源とする

地震 

（活断層型） 
中央構造線断層帯（⑩豊予海峡-由布院区間） 

日出生断層帯 

北部地域 （活断層型） 周防灘断層群（主部） 

西部地域 （活断層型） 
日出生断層帯 

万年山－崩平山断層帯 

 

■ 地震位置図 
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■ 地層がずれた例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成16年大分県地域活断層調査研究委員会報告資料） 

 

■ 周防灘断層帯図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震調査研究推進本部「周防灘断層帯（周防灘断層群・宇部沖断層群）の長期評価」

を引用） 
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■ 中央構造線断層帯図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震調査研究推進本部「中央構造線断層帯（金剛山地東縁－由布院）の長期評価（第

二版）」を引用） 

■ 日出生断層帯図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震調査研究推進本部「日出生断層帯の長期評価（第一版）」を引用） 



第１部 総則 第３章 地震・津波の特性 

-22- 

■ 万年山－崩平山断層帯図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震調査研究推進本部「万年山－崩平山断層帯の長期評価（第一版）」を引用） 
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第２節 海溝型地震と活断層型地震等の特性 

１ 海溝型地震 

大分県東方海域で発生する主な海溝型地震は、南海トラフを震源とする地震と、

日向灘を震源とする地震、及び安芸灘～伊予灘～豊後水道を震源とする地震である。

これらの地震について、地震調査研究推進本部地震調査委員会が行った地震発生確率

等に関する長期評価等は次のとおりである。 

（１）南海トラフを震源とする地震（南海地震、東南海地震等）は、陸のプレートの下

にフィリピン海プレートが沈み込むことに伴い、これら二つのプレートの境界面

が破壊することによって発生する地震（以下、「プレート間地震」という。）で

ある。過去の地震の規模は、南海地震でＭ8.0～Ｍ8.4、東南海地震でＭ7.9～Ｍ

8.4、二つの地震の領域が一度に破壊したとされる1707年の宝永地震ではＭ8.6で

あったとされている。今後、南海トラフを領域としてＭ８～Ｍ９クラスの地震が

30年以内に発生する確率は、70～80％とされている。 

佐伯市米水津の龍神池での津波堆積物の調査により、過去3300年間に８回の大

津波が襲来したことが判明しており、684年の白鳳地震以来、大津波を伴う地震が

約300年～400年と約700年の間隔で繰り返し発生したと推定されている。現在、約

300年前の宝永地震（1707年）によるものが最新と考えられていることから、次の

南海トラフの地震は大津波を発生する可能性が高いと考えられる。 

（２）日向灘を震源とする地震はプレート間地震で、Ｍ８程度の巨大地震の発生頻度は

不明である。同様の地震が今後30年以内に発生する確率はＸランク（不明）とさ

れている。Ｍ7.0～Ｍ7.5程度の地震は過去約100年で５回（およそ20.6年に１回）

の頻度で発生しており、同様の地震が今後30年以内に発生する確率は80％程度と

されている。 

（３）安芸灘～伊予灘～豊後水道を震源とする地震は、主に沈み込むフィリピン海プレ

ートの内部が破壊することによって発生する地震で、Ｍ6.7～Ｍ7.4の規模の地震

が過去約400年間で７回（およそ60.3年に１回）の頻度で発生しており、同様な地

震が今後30年以内に発生する確率は40％程度とされている。 

（４）海溝型地震は、津波に対して注意（深い海底で起こる海溝型地震による津波は、

東北地方太平洋沖地震のように10分から数十分程度の間、海面が上昇しつづけ、

したがって浸水範囲が広くなると考えられている。）が必要であり、特に佐賀関

半島から南のリアス式海岸の湾奥では、集中効果などにより、津波の高さが高く

なる可能性がある。また、第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性

がある。 

２ 活断層型地震 

県内には、震源断層となる活断層として中央構造断層帯等が分布しており、従来

の活動区間や活動規模、地震の発生確率、活動間隔等は次のとおりである。 
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（１）中央構造線断層帯（⑩豊予海峡-由布院区間）の過去の活動時期は、17世紀頃と

され、平均活動間隔は約１千６百～１千７百年とされている。活動時の地震の規

模は、Ｍ7.8程度と推定され、将来の地震発生確率は、今後30年以内にほぼ０％、

Ｚランクに評価されている。 

（２）日出生断層帯は、過去の活動時期は、約７千３百年前以後、６世紀前とされ、平

均活動間隔は約２万～２万７千年とされている。活動時の地震の規模は、Ｍ7.5程

度と推定され、将来の地震発生確率は、今後30年以内にほぼ０％、Ｚランクに評

価されている。 

（３）万年山－崩平山断層帯は、過去の活動時期は、13世紀以後とされ、平均活動間隔

は約２千１百～３千７百年とされている。活動時の地震の規模は、Ｍ7.3程度と推

定され、将来の地震発生確率は0.004％以下とされ、Ｚランクに評価されている。 

（４）周防灘断層帯主部区間は、全体が一つの区間として活動すると推定され、その場

合、マグニチュード7.6程度の地震が発生すると推定される。30年以内の地震発生

確率は、２～４％と見込まれ、我が国の主な活断層の中では高いグループに属す

る。 

（５）大分県中部地震クラスのマグニチュード６程度以下の地震については、地表に断

層のずれが表れないため、活動履歴の把握ができず、将来の地震発生の予測は困

難で、この規模の地震は、中央構造線断層帯（⑩豊予海峡-由布院布院区間）、日

出生断層帯、万年山－崩平山断層帯のどこでも常に発生する可能性があるものと

して考えておく必要がある。 

（６）海域の地震では、津波に対する注意も必要であるが、活断層型地震は、地震動に

よる建物の倒壊、火災、地盤の液状化による被害が大きいことから、それらに対

する注意が特に必要である。なお、活断層型地震による津波は、浅い海底で起き、

短時間の間に海面が上下するため浸水範囲が限定される。津波波源で持ち上げら

れた水の量や津波のエネルギーは、海溝型地震に比べて小さく、したがって遡上

する範囲や距離が小さいと考えられている。また、海溝型地震と同様に第二波、

第三波などの後続波の方が大きくなる可能性がある。 

３ その他のもの 

県内では、海溝型地震・活断層による地震以外の地震も発生する可能性がある。

このような地震については、地震発生場所の特定はもとより、地震発生確率等の長期

評価を行うことは現時点では困難であるとされている。 
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第３節 県内に被害を及ぼした地震・津波 

１ 地震による災害 

災害の原因となった地震には、南海トラフや日向灘で発生したもの（海溝型地

震）、県の内陸部や別府湾地域の断層が動いて発生したと考えられるもの（活断層に

よる地震）及びこれらの地震以外の地震がある。特に被害を及ぼした地震の震源は、

伊予灘、別府湾、豊後水道、日向灘、南海道沖及び県内の臼杵－八代構造線と中央構

造線及び別府－島原地溝帯の活断層が分布する領域である。近年では、昭和50年

（1975年）に大分県中部を震源とする地震が発生し、庄内町、湯布院町等に家屋倒壊

等の大きな被害を及ぼしている。また、平成28年（2016年）には、大分県中部を震央

とする地震が発生し、別府市、由布市等に家屋倒壊等の被害を及ぼしている。 

２ 津波による災害 

県内では、南海トラフで発生した1707年の宝永地震、1854年の安政南海地震、及

び1946年の南海地震並びに別府湾で発生した1596年の慶長豊後地震並びに日向灘で発

生した地震等によって津波が来襲した履歴がある。 

南海トラフで発生した地震による津波は、東海道から四国にかけて大きな被害を

及ぼしており、大分県でも、1707年の宝永地震が過去最大の地震と位置付けられてい

る。この地震では、佐伯市米水津の養福寺で11.5ｍなど歴史的古文書の記録から津波

の到達した高さが推定されている。 
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１ 村（村長、教育委員会） 

村は、第１段階の防災関係機関として概ね次の事項を担当し、災害救助法が適用

された場合は、県（知事）の委任に基づき、必要な救助の実施にあたるものとする。 

（１）姫島村防災会議に関すること。 

（２）災害対策本部を設置し、地域防災の推進を図ること。 

（３）気象予報又は警報の村民への伝達等に関すること。 

（４）災害に関する情報の収集及び伝達等に関すること。 

（５）被害状況の調査報告に関すること。 

（６）消防、水防、その他の応急措置に関すること。 

（７）居住者、滞在者その他の者に対する避難の指示等に関すること。 

（８）被災者の救難、救助、その他の保護に関すること。 

（９）清掃、防疫、その他の保健衛生に関すること。 

（10）所管施設及び設備の応急復旧に関すること。 

（11）その他防災に関し、村の所掌すべきこと。 

２ 消防機関（国東市消防本部姫島出張所） 

国東市消防本部は、村及び指定地方公共機関が処理する防災事務又は業務を助け、

概ね次の事項を担当し、必要な救助等の実施にあたるものとする。 

（１）消防、水防、その他の応急措置に関すること。 

（２）気象予報又は警報の村民への伝達等に関すること。 

（３）災害に関する情報の収集及び伝達等に関すること。 

（４）被害状況の調査報告に関すること。 

（５）居住者、滞在者その他の者に対する避難の指示等の伝達に関すること。 

（６）被災者の救難、救助、その他の保護に関すること。 

（７）所管施設及び設備の応急復旧に関すること。 

（８）その他防災に関し、消防機関の所掌すべきこと。 

３ 大分県（知事、警察本部、教育委員会、企業局、病院局） 

県は、村及び指定地方公共機関が処理する防災事務又は業務を助け、これらを総

合調整するとともに、概ね次の事項を担当し、また災害救助法に基づく応急救助を実

施し、かつ村に対し、必要な防災上の指示、勧告を行うものとする。 

（１）県防災会議に関すること。 

（２）災害対策本部を設置し、県の地域にかかる防災の推進を図ること。 

（３）被害状況の収集調査に関すること。 

（４）水防その他の応急措置に関すること。 

（５）犯罪の予防、交通規制、その他災害地における社会秩序の維持に関すること。 

（６）緊急輸送車両の確認に関すること。 

（７）災害を受けた児童及び生徒の応急教育に関すること。 
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（８）所管施設及び設備の応急復旧に関すること。 

（９）他の地方公共団体等に対する応援要請に関すること。 

（10）その他防災に関し、県の所掌すべきこと。 

４ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、その組織及び機能のすべてをあげて、防災に関し概ね次の

事項を担当するとともに、県及び村が処理すべき防災事務に関し積極的な協力を行う

ものとする。 

（１）福岡管区気象台（大分地方気象台） 

イ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること。 

ロ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。）、

水象の予報及び特別警報・警報・注意報等の適時・的確な防災関係機関への伝

達及びこれらの機関や報道機関を通じて村民への周知に関すること。 

ハ 気象庁が発表する緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に関すること。 

ニ 村が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成につ

いての技術的な支援・協力に関すること。 

ホ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、県や村に対しての気

象状況の推移やその予想の解説等に関すること。 

へ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及・啓発活動に関すること（活動に

あたっては県や村、その他の防災関係機関との連携に配慮する。）。 

ト 気象業務に必要な観測体制の充実及び、予報、通信等の施設及び設備の整備

に関すること。 

（２）第七管区海上保安本部（大分海上保安部） 

イ 関係機関等の災害応急対策の実施に対する支援に関すること。 

ロ 災害に関する情報収集及び関係機関等との連絡調整に関すること。 

ハ 地震・津波警報等の伝達に関すること。 

ニ 海難救助及び緊急輸送等に関すること。 

ホ 流出油・有害液体物質の防除指導に関すること。 

へ 海上交通安全（危険物の保安措置を含む。）に関すること。 

ト 犯罪の予防・治安の維持等に関すること。 

チ その他防災に関し、海上保安部の所掌すべきこと。 

（３）九州運輸局（大分運輸支局） 

イ 陸上及び海上における物資及び旅客の輸送を確保するため、運送事業者に協

力要請を行うこと。 

ロ 被災者、救済用物資等の輸送調整に関すること。 

ハ 自動車運送事業者に対する輸送命令に関すること。 

ニ 船舶運航事業者に対する航海命令に関すること。 

ホ 港湾運送事業者に対する公益命令に関すること。 

へ その他防災に関し運輸支局の所掌すべきこと。 
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（４）九州地方整備局（大分河川国道事務所） 

イ 航路、海岸、砂防の整備及び防災に関すること。 

ロ 津波災害等の予防に関すること。 

ハ 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の協定に基づく応援

に関すること。 

ニ その他防災に関し、九州地方整備局の所掌すべきこと。 

５ 自衛隊 

（１）災害時における人命救助、消防、水防に関すること及び被災地域への医療、防疫、

給水、災害通信に関すること。 

（２）災害復旧における道路の応急復旧に関すること。 

（３）その他防災に関し、自衛隊の所掌すべきこと。 

６ 指定公共機関 

指定公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、防災に関し概ね次の事項

を担当するとともに、県及び村が処理すべき防災事務に関し積極的に協力するものと

する。 

（１）ＮＴＴ西日本株式会社（大分支店） 

電気通信設備の防災、保全と重要通信の確保に関すること。 

（２）ＫＤＤＩ株式会社（九州総支社） 

携帯通信施設の保全と重要通信の確保に関すること。 

（３）株式会社ＮＴＴドコモ九州（大分支店） 

携帯通信施設の保全と重要通信の確保に関すること。 

（４）日本赤十字社（大分県支部） 

イ 医療救護に関すること。 

ロ 救援物資の備蓄と配分に関すること。 

ハ 災害時の血液製剤の供給に関すること。 

ニ 義援金の受付と配分に関すること。 

ホ その他災害救護に必要な業務に関すること。 

（５）日本放送協会（大分放送局） 

イ 気象予警報、災害情報の放送による周知徹底及び防災知識の普及等災害広報

に関すること。 

ロ 社会事業団体等の行う義援金の募集等に対する協力に関すること。 

（６）日本通運株式会社（大分支店） 

災害時における貨物自動車による救助物資及び避難者の輸送協力に関すること。 

（７）九州電力株式会社（大分支店） 

イ 電力施設の整備と防災管理に関すること。 

ロ 災害時における電力供給確保に関すること。 
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ハ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

（８）日本郵便株式会社（大分中央郵便局） 

イ 災害時における郵政事業運営の確保に関すること。 

ロ 災害時における郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び援護対策に関するこ

と。 

（イ）被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること。 

（ロ）被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること。 

（ハ）被災地あて救助用郵便物の料金免除に関すること。 

（ニ）被災者の救援を目的とする寄附金の送付のための郵便振替の料金免除に関

すること。 

（ホ）ゆうちょ銀行委託業務及びかんぽ生命委託業務の非常取扱いに関すること。 

ハ その他防災に関し、日本郵便株式会社の所掌すべきこと。 

（９）ソフトバンク株式会社 

携帯通信施設の保全と重要通信の確保に関すること。 

（10）楽天モバイル株式会社（九州営業部） 

携帯通信施設の保全と重要通信の確保に関すること。 

７ 指定地方公共機関 

指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、防災に関し概ね次の

事項を担当するとともに、県及び村が処理すべき防災事務に関し積極的に協力するも

のとする。 

（１）株式会社大分放送、株式会社テレビ大分、大分朝日放送株式会社、株式会社エフ

エム大分、大分県デジタルネットワークセンター株式会社 

気象予警報、災害情報の放送による周知徹底及び防災知識の普及等災害広報の

協力に関すること。 

（２）公益社団法人大分県トラック協会 

イ 災害時における貨物自動車による救助物資及び避難者の輸送の協力に関する

こと。 

ロ 災害時における輸送・物流に関する専門知識を有する者の派遣協力に関する

こと。 

（３）一般社団法人大分県バス協会、大分交通株式会社 

イ 災害時における自動車による被災者及び一般利用者等の輸送の協力に関する

こと。 

ロ 災害時における輸送線路及び施設の確保に関すること。 

（４）一般社団法人大分県医師会 

災害時における助産、医療救護に関すること。 

（５）一般社団法人大分県ＬＰガス協会 

イ ガス施設の整備と防災管理に関すること。 
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ロ 災害時におけるガス供給確保に関すること。 

ハ 被災施設の応急対策と災害復旧に関すること。 

（６）一般社団法人大分県歯科医師会 

災害時における医療救護及び被災者の特定等に関すること。 

（７）有限会社大分合同新聞社、株式会社朝日新聞社大分支局、一般社団法人共同通信

社大分支局、株式会社時事通信社大分支局、株式会社西日本新聞社大分総局、株

式会社日刊工業新聞社大分支局、株式会社日本経済新聞社大分支局、株式会社毎

日新聞社大分支局、株式会社読売新聞社大分支局 

気象予警報、災害情報の新聞による周知徹底及び防災知識の普及等災害広報の

協力に関すること。 

（８）公益社団法人大分県看護協会 

イ 災害時における災害看護に関すること。 

ロ 災害後の要援護者の支援に関すること。 

（９）一般社団法人大分県地域婦人団体連合会 

災害時における女性の福祉の増進に関すること。 

（10）公益社団法人大分県薬剤師会 

災害時における医療救護及び医薬品の供給への支援に関すること。 

（11）一般社団法人大分県建設業協会 

イ 災害時における道路啓開に関すること。 

ロ 公共土木施設等の災害応急対策に関すること。 

（12）社会福祉法人大分県社会福祉協議会 

イ 災害ボランティアに関すること。 

ロ 避難行動要支援者への支援に関すること。 

ハ 生活福祉資金の貸付に関すること。 

８ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的な団体及び防災上重要な施設の管理者は、当該業務の実施を通じて防災に

寄与するとともに、県及び村が処理すべき防災業務について、自発的に協力するもの

とする。 

（１）大分県社会福祉協議会、姫島村社会福祉協議会 

イ 災害時のボランティア活動に関する連絡調整に関すること。 

ロ ボランティアの登録・受付及びその受入体制の確保に関すること。 

（２）大分県農業協同組合、大分県漁業協同組合 

イ 村が行う農林、水産関係の被害調査及び応急対策に対する協力に関すること。 

ロ 農作物、水産物等についての指導に関すること。 

ハ り災農漁家に対する融資又はそのあっせんに関すること。 

ニ 共同利用施設の災害応急対策及び復旧に関すること。 

ホ 肥料、種苗、漁具の確保対策に関すること。 



第１部 総則 第４章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

-34- 

（３）姫島村商工会 

イ 村が行う商工関係者被害調査、融資希望者の取りまとめ、融資あっせん等の

協力に関すること。 

ロ 災害時における物価安定についての協力に関すること。 

ハ 救助用物資、衛生医療品、復旧資材等の確保についての協力及びこれらのあ

っせんに関すること。 

（４）姫島村区長会、姫島村婦人会、社会教育団体 

村が実施する応急対策についての協力に関すること。 

（５）社会福祉施設の管理者 

イ 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

ロ 災害時における入所者の保護及び誘導に関すること。 

（６）学校施設の管理者 

イ 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。 

ロ 災害時における応急教育対策計画の樹立と実施に関すること。 

（７）公共施設等の施設管理者 

イ 避難訓練の実施に関すること。 

ロ 災害時における応急対策に関すること。 

（８）危険関係施設の管理者 

イ 災害時における危険物の保安措置に関すること。 

ロ 危険物関係施設に係る防災訓練の実施に関すること。 

９ 村民 

食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄や防災訓練への参加に関すること。 
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第１節 地震・津波想定 

平成29年12月に地震調査研究推進本部が公表した「中央構造線断層帯の長期評価（第

二版）」、「日出生断層帯の長期評価（第一版）」及び「万年山-崩平山断層帯の長期

評価（第一版）」を受けて、本県に及ぼす影響と対策について検討するため、平成30年

２月に大分県有識者会議を設置し有識者からの意見を踏まえ、過去の調査内容を踏襲し

たうえで、最新の知見を反映した「平成30年度大分県地震被害想定調査」と、平成23年

３月11日の東北地方太平洋沖地震を受けて、本県に被害を及ぼした地震・津波の歴史記

録を繙き、大分県防災対策推進委員会（平成24年４月30日までは大分県地域防災計画再

検討委員会）有識者会議・被害想定部会の意見を踏まえて行った平成24年度大分県津波

浸水予測調査・地震津波被害想定調査、阪神淡路大震災規模の地震を想定して行った平

成19年度大分県地震被害想定調査に基づき、次の地震・津波を想定する。 

なお、防災・減災対策を推進するにあたっては、各地域において最大の被害が予測さ

れる地震・津波を対象とするが、津波被害のおそれがある沿岸市町村は、本県における

海溝型地震と活断層型地震に係る過去の活動間隔や地震の発生確率から、南海トラフの

巨大地震を喫緊の課題として捉え、防災・減災対策を推進し、活断層型地震に対する対

応については、国の調査研究等の動向を踏まえて、中期的な課題として、今後検討して

いく。 

１ 想定する地震・津波 

（１）想定する地震・津波被害（震源） 

イ 南海トラフ 

ロ 中央構造線断層帯 

ハ 周防灘断層群（主部） 

ニ 日出生断層帯 

ホ 万年山－崩平山断層帯 

ヘ プレート内 
 

平成 19年度 

大分県地震被害想定調査 

 平成 24年度 

大分県地震津波被害想定調査 

 平成 30年度 

大分県地震被害想定調査 

想定地震  想定地震  想定地震 

日向灘  
南海トラフの巨大地震 

 
①南海トラフの巨大地震 

東南海・南海   

中央構造線  
別府湾の地震 

（慶長豊後型） 

 

②中央構造線断層帯 別府地溝南縁断層帯   

別府湾断層帯   

周防灘断層帯  周防灘断層群主部  ③周防灘断層群主部 

別府地溝北縁断層帯    ④日出生断層帯 

崩平山-万年山地溝北縁断層帯    ⑤万年山‐崩平山断層帯 

プレート内    ⑥プレート内 
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（２）想定する津波浸水予測（平成24年度大分県津波浸水予測調査） 

イ 南海トラフ 

ロ 別府湾の地震（慶長豊後型地震） 

ハ 周防灘断層群（主部） 

２ 地震動 

平成30年度大分県地震被害想定調査の震源域から想定される地震動は次のとおり

である。 

対象地震等 県内最大震度 姫島村の最大震度 

①南海トラフの巨大地震 ６強 ５弱 

②中央構造線断層帯 ７ ４ 

③周防灘断層群主部 ６強 ５強 

④日出生断層帯 ７ ４ 

⑤万年山‐崩平山断層帯 ７ ４ 

⑥プレート内 ６強 ５弱 

 

３ 津波高及び津波到達時間帯 

平成24年度大分県津波浸水予測調査（以下、「津波浸水調査」という。）に基づ

く津波高及び津波到達時間は次のとおりである。 

（１）津波高 

地点名 

南海トラフの巨大地震（2012内閣府モデルケース 11） 

最大津波高 

（地殻変動前）① 

（T.P.m） 

地殻変動量 

②（m） 

最大津波高 

（地殻変動後） 

③（①－②）（m） 

南浦 2.89 △ 0.08 2.97 

西浦漁港 2.73 △ 0.08 2.81 

東浦漁港（稲積） 2.88 △ 0.08 2.96 

 

地点名 

別府湾の地震（慶長豊後型地震） 

最大津波高 

（地殻変動前）④ 

（T.P.m） 

地殻変動量 

⑤（m） 

最大津波高 

（地殻変動後） 

⑥（④－⑤）（m） 

南浦 2.77 △ 0.01 2.78 

西浦漁港 2.23 △ 0.01 2.24 

東浦漁港（稲積） 2.4 △ 0.02 2.42 
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地点名 

周防灘断層群（主部） 

最大津波高 

（地殻変動前）⑦ 

（T.P.m） 

地殻変動量 

⑧（m） 

最大津波高 

（地殻変動後） 

⑨（⑦－⑧）（m） 

南浦 2.57 △ 0.11 2.68 

西浦漁港 4.94 △ 0.12 5.06 

東浦漁港（稲積） 2.58 △ 0.08 2.66 

注１ 地殻変動量②、⑤、⑧におけるマイナス数値は、沈降を示している。 

 ２ 各地点において、３地震を比較し、最大となる津波高に着色している。 

 

（２）津波到達時間 

地点 
南海トラフの巨大地震（2012内閣府モデルケース 11） 

１ｍ津波高 最大津波高 

南浦 － ２時間 37分 

西浦漁港 － ５時間 31分 

東浦漁港（稲積） － ２時間 39分 

 

地点 
別府湾の地震（慶長豊後型地震） 

１ｍ津波高 最大津波高 

南浦 － １時間 41分 

西浦漁港 － ２時間 17分 

東浦漁港（稲積） － １時間 39分 

 

地点 
周防灘断層群（主部） 

１ｍ津波高 最大津波高 

南浦 － 23分 

西浦漁港 15分 16分 

東浦漁港（稲積） － 26分 

注１ 「１ｍ津波高」欄の「－」は、地震による津波の変動が１ｍ未満のため計測され

ない。 

 ２ 別府湾の地震（慶長豊後型地震）の津波到達時間は、歴史記録の津波高を満たす

ために別府湾の断層を時間差で連動させた場合であり、同時に動いた場合の「１

ｍ津波高」の到達時間は、数分となる地点が予想される。 

 

（３）防災対策の基準 

津波シミュレーションにおける津波断層モデルの不確実性、計算誤差等を考慮

して、津波浸水調査による浸水予測図を基準（堤防が機能しないとした場合の３

つの地震に係る浸水予測図を重ね合わせた最大のもの）に、村において設定する

津波避難対策等の基準は次のとおりである。 
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対象 

地震 

対象 

地域 

水平避難 垂直避難 【参考】平成

23 年度地震・

津波高の緊急

対応暫定想定

を基にしたこ

れまでのｿﾌﾄ対

策基準（m） 

市町村 県 市町村 

県 

（最大浸水

深） 

（m） 

周防灘 

南海ﾄﾗﾌ 

村 

全域 

海抜６ｍ 

以上 

「大分県津波浸水

予測調査の浸水予

測図（確定値）」

による浸水域を基

準とする。 

なお、それ以上に

内陸側に広く設定

することができ

る。 

海抜６ｍ 

以上 

・西浦漁港 

 海抜６ｍ

以上 

・それ以外 

 海抜３ｍ

以上 

海抜 7.08ｍ 

以上 
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第２節 被害想定 

１ 人的・建物被害の想定 

第１節で想定する地震・津波に対して、平成30年度大分県地震被害想定調査に基

づき予測される被害は次のとおりであり、各地域の実情に応じて被害を想定する。 

（１）人的被害の想定 

 
冬５時 夏 12時 冬 18時 

死者 重篤者 重傷者 中等傷者 死者 重篤者 重傷者 中等傷者 死者 重篤者 重傷者 中等傷者 

中央構造線断層

帯による地震 
12 0 3 6 14 0 2 4 13 0 2 4 

日出生断層帯に

よる地震 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

万年山-崩平山断

層帯による地震 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南海トラフの巨

大地震 
22 0 4 9 24 0 1 1 23 0 1 1 

周防灘断層群主

部による地震 
139 0 103 199 122 0 33 64 137 0 36 70 

プレート内地震 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

（２）建物被害の想定 

 

冬５時 夏 12時 冬 18時 

全壊・

焼失 
半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

全壊・

焼失 
半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

全壊・

焼失 
半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

中央構造線断層

帯による地震 
5 70 211 133 5 70 211 133 5 70 211 133 

日出生断層帯に

よる地震 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

万年山-崩平山断

層帯による地震 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南海トラフの巨

大地震 
12 106 292 145 12 106 292 145 12 106 292 145 

周防灘断層群主

部による地震 
58 169 350 168 58 169 350 168 58 169 350 168 

プレート内地震 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

（参考）迅速な避難と津波避難ビルが効果的に機能した場合の人的被害 

 
冬５時 夏 12時 冬 18時 

死者 重篤者 重傷者 中等傷者 死者 重篤者 重傷者 中等傷者 死者 重篤者 重傷者 中等傷者 

中央構造線断層

帯による地震 
12 0 1 2 13 0 1 2 13 0 1 1 

南海トラフの巨

大地震 
20 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 

周防灘断層群主

部による地震 
48 0 35 69 38 0 3 6 44 0 5 9 

 

２ 減災目標と具体的な防災・減災対策 

１の人的・建物被害の想定を踏まえ、人命最優先にソフトとハード対策を組み合

わせて、第２部災害予防で記載する防災・減災対策を推進するほか、想定される人

的・建物被害を最小限にするため、具体的な減災目標を定め、進行管理を行うととも

に、県と目標を共有しながら推進する。 
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○ 第２期大分県地震・津波防災アクションプラン 

（令和７年３月策定、計画期間：令和７年度から令和11年度までの５年間。） 

イ 減災目標 

大分県地震被害想定調査の対象となっている各地震において想定されている死

者数の半減を目指し、その中でも、喫緊の課題である南海トラフの巨大地震につ

いては、同調査で示された軽減効果（死者数約２万人を約６百人に軽減）の達成

を目指す。 

さらに、これらの目標に止まらず、人的被害を限りなくゼロにすることを目指

す。 

ロ 具体的な防災・減災対策（施策体系） 

上記減災目標を達成するために、「３つの柱」「27の施策項目」「100の対策

項目」の施策体系に沿って58の目標指標を設定し、着実に推進する。 
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第１節 災害予防の基本的な考え方 

村において地震・津波災害から村民の生命・財産の安全を確保するための災害予防対

策は大別して「災害に強いむらづくりのための対策」、「災害に強い人づくりのための

対策」及び「迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置」の３つに区分できる。こ

のうち「災害に強いむらづくりのための対策」は、災害防止のための施設整備等のハー

ド施設であり、「災害に強い人づくりのための対策」及び「迅速かつ円滑な災害応急対

策のための事前措置」は、災害の発生に備え、被害を最小限とするために事前に措置す

べきソフト施策である。 

なお、この部に記す耐震対策は、施設の重要度、活断層の分布、活動状況に応じて実

施するものであり、現行の耐震基準に添ったものとする。 

１ 災害に強いむらづくりのための対策 

ハード整備による予防を完璧に実施することは、物理的にも予算的にも限界があ

る。そのため、本項で言う「災害に強いむらづくり」とは、災害の発生を抑制し、発

生したとしても被害を最小限に止めるための対策である。主な内容は以下のとおりで

ある。 

（１）災害発生・拡大要因の低減（耐震補強、護岸整備等の防災事業による。） 

（２）防災むらづくり（防災施設の予防管理、地域の防災環境の整備） 

（３）施設・設備の安全化（建築物及び公共施設等の安全性の確保） 

（４）特殊災害の予防対策（危険物等） 

（５）地震防災緊急事業５箇年計画の推進 

（６）防災調査研究（地震災害危険箇所等の調査等） 

（７）社会資本の老朽化対策（長寿命化計画の作成・実施等） 

２ 災害に強い人づくりのための対策 

防災訓練、防災知識の普及・啓発活動、消防団・自主防災組織の育成・強化事業

を通じて、防災関係機関職員や村民の防災行動力を向上させ、災害に際して適切な行

動が取れるようにするための対策である。主な内容は以下のとおりである。 

（１）自主防災組織 

（２）防災訓練 

（３）防災教育 

（４）消防団・ボランティアの育成・強化 

（５）高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下、「要配慮者」と

いう。）の安全確保（旅行者・外国人対策を含む。） 

（６）帰宅困難者の安全確保 

（７）村民運動の展開 

３ 迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置 

迅速かつ円滑に災害応急対策を実施するために必要な活動体制・活動条件の整備
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や物資等の整備に関する事前対策である。主な内容は、以下のとおりである。 

（１）初動体制の強化（職員配備・災害対策本部設置方策、情報収集・伝達体制の整備） 

（２）活動体制の確立（職員の防災能力向上、物資等の調達体制の充実、応援体制、交

通・輸送体制、広報体制、防災拠点の整備等） 

（３）津波からの避難に関する事前の対策（緊急避難場所、避難路等の指定・整備、居

住者等の避難対策、避難所の維持・運営、津波避難のための意識啓発） 

（４）個別応急対策の迅速かつ円滑な実施のための事前措置の充実（生命・財産への被

害を最小限とするための事前措置、被災者の保護・救援のための事前措置） 

（５）救助物資の備蓄（救助物資の品目・量・備蓄場所） 
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第２節 災害予防の体系 

第２章～第４章に示す災害予防の体系は、以下のとおりである。 

 

村
民
の
生
命
・
財
産
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
災
害
予
防
対
策
の
推
進 

  
災害に強いむらづくり 

 ○被害の未然防止事業 

○災害危険区域等の対策 

○防災施設の災害予防管理 

○地域の防災環境整備 

○建築物等の安全性の確保 

○公共施設等の災害予防 

○特殊災害の予防 

○地震防災緊急事業５箇年計画の推進 

○防災調査研究の推進 

○社会資本の老朽化対策 

   

  （第２章）  

     

  
災害に強い人づくり 

 ○自主防災組織 

○防災訓練 

○防災教育 

○消防団・ボランティアの育成・強化 

○要配慮者の安全確保 

○帰宅困難者の安全確保 

○村民運動の展開 

   

  （第３章）  

     

  迅速かつ円滑な災害応急

対策のための事前措置 

 ○初動体制の強化 

○活動体制の確立 

○津波からの避難に関する事前の対策 

○個別応急対策の迅速かつ円滑な実施のため 

の事前措置の充実 

○救助物資の備蓄 

○地域の孤立化対策 

   

  （第４章）  

     

  
その他の災害予防 

 
○災害対策基金の設置 

   

  （第５章）   
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【災害に強いむらづくりの基本的な考え方】 

「災害に強いむらづくり」とは、災害を防止し、又は災害が発生した場合における被

害の拡大を防ぐため、海岸、道路、その他の公共施設の維持管理を適正に行うとともに、

治山事業、港湾事業、海岸・漁港事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対

策事業、その他の村土保全事業及び道路の地震対策事業を計画的かつ総合的に推進する

ことを主な内容とし、特殊災害の予防、地震防災緊急事業５箇年計画及び防災研究の推

進と併せ、全体として、災害に強いむらづくりを目指す対策として位置付けられる。 

津波災害対策として、最大クラスの津波に対しては、村民等の生命を守ることを最優

先とする。村民等の避難を軸に、そのための村民の防災意識の向上及び海岸保全施設の

整備、浸水を防止する機能を有する交通インフラ等の活用、土地のかさ上げ、緊急避難

場所・避難路・避難階段等の整備・確保等の警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏ま

えた土地利用・建築制限等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多

重防御」による地域づくりを推進していく。また、比較的発生頻度の高い一定程度の津

波に対しては、人命保護に加え、村民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な

生産拠点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進めるとともに、地震発生後の防

御機能の維持のため、耐震診断や補強による耐震性の確保を図るものとする。 

災害に強いむらづくりを、以下に体系図として示す。 
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第１節 被害の未然防止事業 

災害から村土の保全と村民の生命、身体、財産を保護するため防災施設の新設及び改

良等の事業は、この節の定めるところによって実施する。 

被害を未然に防止するための防災事業は、概ね以下のように区分される。 

イ 港湾事業、漁港海岸事業、道路事業等の重要構造物の新設の際の地盤改良な

ど液状化の対策 

ロ 土砂災害防止としての砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業

の実施 

ハ 海岸、港湾、漁港等の整備 

ニ 村長が指定する緊急避難場所（避難地）・避難路の整備 

１ 地盤災害防止事業 

（１）地盤災害防止事業の基本方針 

地震による液状化等の被害は、地盤特性、地形及び地質に大きく左右され、低

地部等の砂質地盤において液状化が懸念される。 

液状化対策としては、土木施設については地盤の改良による方法、構造物につ

いては基礎・支持杭・擁壁による対策工法、地下埋設物については、既存施設の

技術的改良、新設管の耐震化、管網のネットワーク化などによる対策方法がある。 

液状化による被害を最小限に止めるためには、上記構造物の新設時に、法令や

各構造物の技術基準等を遵守する。 

（２）地盤災害防止事業の実施 

地震災害を念頭にした、今後の地盤災害防止事業は以下のとおりである。 

イ 防災上重要な基幹施設や地域の拠点施設で液状化の予想されるところについ

ては、新設の際に所要の対策を実施し、構造物の補強対策を実施する。 

ロ 今後の産業用地等の新規開発については、地盤改良等の徹底を行う。 

ハ 将来発生のおそれがある大規模地震時の液状化被害やそれらへの技術的対応

方法については、研究途上の分野でもあるため、その成果について積極的に村

民や関係方面への周知・広報に努める。 

２ 土砂災害防止事業 

（１）土砂災害防止事業の基本方針 

地震発生を契機とする斜面崩壊等の直接的な災害、流出土砂による貯水池の埋

没、氾濫等の間接的な災害、あるいは余震に伴う二次災害が懸念される。 

本村の土砂災害防止事業の状況は、姫島村地域防災計画「風水害等対策編」第

２部第２章第１節「被害の未然防止事業」に示されているとおりである。 

従来より、土砂災害警戒区域等や急傾斜地崩壊危険箇所を中心に施設整備を実

施しているが、引き続き整備を進め、地震に伴う災害防止に努める。 

また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
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（以下、「土砂災害防止法」という。）に基づく土砂災害警戒区域等の指定によ

るソフト対策を実施する。さらに、盛土等については、宅地造成及び特定盛土等

規制法や都市計画法等による一定規模以上の盛土等の許可制度のもとで規制誘導

策がとられているが、引き続きこれら法令や制度による指導・監督に努める。 

（２）土砂災害防止事業の実施 

イ 重要交通網などの重要インフラ、避難所、要配慮者利用施設、防災拠点に対

する土砂災害対策を重点的に実施する。 

ロ 土砂災害警戒区域等については、危険性の程度に応じて地すべり対策事業、

急傾斜地崩壊対策事業を計画的に実施することにより、災害に備える。 

ハ 治山事業にかかる山腹崩壊危険地区等については、従来からの事業を継続し、

危険性の高いところから事業を計画的に実施し、森林整備などの対策を推進す

ることにより、災害に備える。 

ニ 村による急傾斜地崩壊対策事業及び土砂災害防止法に基づく警戒避難体制の

整備を行う。 

ホ 土砂災害防止法に基づく特定開発行為（住宅宅地分譲、要配慮者関連施設建

築のための開発行為）、その他、新規宅地開発に伴う宅地造成開発許可の際の

指導・監督等を通じて安全措置を実施するものとする。 

３ 海岸保全事業 

（１）海岸保全事業の基本方針 

これまで、主に台風、高潮等を念頭にした海岸保全事業により、海岸堤防等の

築堤を漸次進捗してきた。今後大規模な地震災害が発生した場合に備えて、背後

に人口・資産が集中した地域など必要な箇所において耐震対策、液状化対策、老

朽化対策や安全情報伝達施設の整備等の防災機能に優れた海岸保全施設の整備を

促進する。 

今後の津波対策については、発生頻度は極めて低いが発生すれば甚大な被害を

もたらす大規模な津波と、大規模な津波に比べ発生頻度は高く、津波高は低いも

のの大きな被害をもたらす津波の二つのレベルの津波を想定し、前者については

村民の生命を守ることを最優先とし、村民の避難を軸に土地利用、避難施設、防

災施設等を組み合わせた総合的な津波対策を進める。後者については人命保護に

加えて村民財産の保護、地域の経済活動の安定、効率的な生産拠点の確保の観点

から、海岸保全施設等の整備を進めていくものとする。 

なお、海岸保全施設等については設計対象の津波高を超えた場合でも、施設の

効果が粘り強く発揮できるような構造物の技術開発を進め、整備していくものと

する。 

（２）海岸保全事業の実施 

従来の台風、高潮等を念頭にした海岸保全事業に加え、大規模な地震災害に備

え、老朽化した海岸保全施設の耐震診断・老朽度点検を行い、特に重要な施設か

らの耐震補強、老朽化対策等を計画的に実施する。 



第２部 災害予防 第２章 災害に強いむらづくり 

-56- 

また、比較的発生頻度の高い一定程度の津波高に対して、各施設の管理者は以

下に示す事業を推進するものとする。 

イ 津波防災施設の計画的な整備及び点検の実施 

津波による被害を防止・軽減するため、比較的発生頻度の高い一定程度の津波

高に対して、防潮堤、堤防、水門等の津波防災施設の計画的な整備を実施するも

のとする。 

ロ 水門等の開閉体制等の整備 

水門等の開閉体制、開閉手順、平時の管理方法等の確立及び定期的な開閉点検、

開閉訓練等の実施に努めるものとする。この場合において、強い地震（震度４程

度以上）を感じた時、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた

時、又は、地震を感じなくとも津波警報が発表された時は、直ちに海岸から離れ、

急いで安全な場所に避難することを原則とし、その後、津波に関する情報を把握

し、津波到達時間までに時間的余裕があると認められる場合には、避難に要する

時間を十分確保した上で、必要な安全確保対策を実施することを踏まえ、水門等

の閉鎖に係る作業員の安全確保に配慮するものとする。 

４ 港湾・漁港整備事業 

（１）港湾・漁港整備事業の基本方針 

港湾・漁港等は、台風・高潮対策を重点にその施設整備を実施してきたところ

であるが、今後も地震・津波の発生に備え、より一層災害に強い施設の整備を推

進する。 

（２）港湾・漁港整備事業の実施 

港湾・漁港は、地震災害時の救援物資・資機材や人員等の海上輸送拠点となる

ことから、重点的に施設の耐震補強、耐震強化岸壁の整備等の事業を推進するも

のとする。 

５ 道路整備事業 

（１）道路整備事業の基本方針 

道路は、村民の生活と産業の基盤施設として重要な社会資本であるとともに、

地震・津波災害時において人員、物資の緊急輸送その他災害応急対策上の重要な

役割を発揮する。特に、風水害に比較して地震・津波災害時は、災害の発生に際

して道路の被害が即時表面化し、被災者の避難行動や各機関の災害応急対策の障

害となって現れることが想定されることに鑑み、災害に強い道路網の整備を計画

的に推進する必要がある。特に比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、

内陸での浸水を防止する機能を有する道路盛土等を活用するなどの道路防災対策

を通じて、安全性、信頼性の高い道路網の整備を図るものとする。 

（２）道路整備事業の実施 

地震災害を念頭にした今後の道路整備事業は、以下の事業を実施する。 

イ 大地震による幹線道路の寸断が経済活動、村民生活に及ぼす影響を最小限に
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止め、必要な代替ルートが可能となるよう幹線道路及びその他道路等の整備を

推進するものとする。 

ロ 地区内道路については、多重性、代替性の確保が可能となるよう体系的に整

備を図るものとする。 

ハ 道路利用者に対する情報提供のため、道路情報板、路側通信等の道路情報提

供装置の整備を図るものとする。 

道路網が脆弱な地域で災害が発生した場合、集落の孤立を招き、村民生活に深

刻な影響が及ぶおそれがあるため、特定の集落に至る唯一の道路（「生命線道

路」）においては、幅員が狭小、極端な急勾配・急カーブなど、交通に支障があ

る区間の改良や落石対策などの防災対策を実施する。 

ニ 緊急避難場所（避難地）、避難路となる道路、公園等においては、高齢者、

障がい者等の要配慮者に配慮した整備を図るものとする。 

６ 農地防災事業の促進 

（１）農地防災事業の基本方針 

土砂崩壊、湛水等に対して農地、農業用施設等を防護するため、ため池、用排

水施設等を整備して、災害の発生防止を図るものとする。 

（２）農地防災事業の実施 

地震に伴う土砂崩壊、湛水等に対して農地、農業用施設等を防護するため、た

め池、用排水路等の施設の点検維持を継続して実施する。 

防災重点農業用ため池に指定されている「大海溜池」「金溜池」に関しては、

緊急時の迅速な避難行動につなげるため、防災重点農業用ため池におけるハザー

ドマップの周知や緊急連絡体制の整備等を促進する。 

（３）地域防災施設整備事業の実施 

地震等災害発生時に消防水利又は生活水利を容易にするための施設としての防

火水槽、吸水枡、給水栓及びアクセス施設等の整備を行い、地域の防災対策を支

援する。 
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第２節 災害危険区域等の対策 

地震に関する災害危険区域及び災害予想危険箇所等並びに津波による人的被害を防止

するための津波災害（特別）警戒区域（以下、「災害危険区域」という。）における対

策は、この節で定めるところによって実施する。 

村は、災害危険区域における対策を効果的・系統的に推進するため、法令等に基づく

災害危険区域（姫島村地域防災計画「風水害等対策編」に示す急傾斜地崩壊危険区域、

地すべり危険区域等の災害危険区域と同様であり、地震時においても、地震直後の崩壊

や二次災害等の危険が予想される区域、また津波防災地域づくりに関する法律（平成23

年法律第123号）に基づく津波災害（特別）警戒区域）や、本章第９節「防災調査研究

の推進」に示す今後の防災調査研究によって把握される地盤震動、液状化、斜面崩壊そ

の他の災害予想危険箇所を念頭に、防災工事等の計画的推進、がけ地近接危険住宅マッ

プ等の作成、関係する村民への広報・啓発、並びに警戒避難体制の整備等の事業を推進

する。 
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第３節 防災施設の災害予防管理 

地震による被害の拡大を防止するための施設を整備するとともに、これら施設を維

持・管理するための災害予防管理事業は、この節で定めるところによって実施する。地

震災害時の対策は、地震動に伴う施設・構造物等への直接的な損傷等が急激に発生する

点において風水害等とは異なるため、個々の防災施設の様相に応じた災害予防計画を定

めるものとする。 

１ 津波災害防止施設の予防管理 

（１）津波災害防止施設の予防管理の基本方針 

村の津波災害予防施設としては、海岸法等に基づく海岸保全施設が機能する。

また、通常の維持管理により、海岸堤防の破損・老朽箇所を改良・整備するとと

もに、樋門・門扉等の管理・補修等を行い、津波災害に備えることとしている。 

（２）津波災害防止施設の予防管理の実施 

今後の津波災害防止施設・設備等の整備事業としては、津波発生時の情報収集

に努め、各施設の維持管理を図る。 

２ 地震時水害防止施設の予防管理 

（１）地震時水害防止施設の予防管理の基本方針 

地震災害時の海岸保全施設決壊・漏水に備えた施設の維持管理においては、必

要に応じて耐震化を図りつつ風水害時に用いる施設のものと同様とする。 

（２）地震時水害防止施設の予防管理の実施 

防災行政無線網等を利用した情報連絡手段として、県との相互の情報収集・伝

達ネットワークの整備を推進するとともに、各施設の維持・管理に努める。 

３ 土砂災害防止施設の予防管理 

（１）土砂災害防止施設の予防管理の基本方針 

地震災害時の斜面崩壊や降雨による土砂災害等の二次災害を予防するための諸

施策は、危険区域の防災工事や砂防設備・土木構造物等の整備等により災害要因

を除去する。 

（２）土砂災害防止施設の予防管理の実施 

村内の土砂災害警戒区域等の事前把握を行い、地震時の斜面崩壊や地すべり等

の前兆が現れたら、直ちに村及び県の機関等に連絡できる体制を図るとともに、

必要に応じて警戒・避難体制の確立が図られるよう事前に検討しておく。  
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第４節 地域の防災環境整備 

地域の防災環境の整備に関する事業は、この節に定めるところによって実施する。村

は、地震・津波に強いむらづくりを推進するため、関係部局による共同での計画作成、

むらづくりへの防災専門家の参画などにより、地域防災計画等の計画相互の有機的な連

携を図る。また、地域の基盤施設の整備を推進し、被害の拡大を防ぎ、軽減させるため、

これまで関係各課や関係機関において個別に実施されている各種地域の防災環境を整備

するための事業を総合調整して実施する。 

１ 防災的土地利用の推進 

（１）防災的土地利用に関する事業の基本方針 

地震災害に備えた適正な土地利用の推進により、安全な市街地環境の整備を促

進する。 

（２）防災的土地利用に関する事業の実施 

新規開発に伴う指導・誘導について、危険斜面の周辺等での開発行為に際して

は、防災に配慮した土地利用への誘導等を計画的に行う。 

（３）所有者不明土地法に基づく措置の活用 

村は、所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のお

それのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利用の円

滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進するものとす

る。 

２ 市街地の防災構造化 

（１）市街地の防災構造化に関する基本方針 

防災構造化対策を緊急かつ総合的に実施すべき市街地については、道路・公園、

河川・港湾、砂防等の都市基盤施設や防災拠点、緊急避難場所（避難地）、避難

路、避難誘導標識等の整備に係る事業の計画を策定し、市街地の防災化対策を推

進する。 

（２）市街地の防災構造化に関する事業の実施 

地震に強い市街地構造の形成を図るための具体的な事業の内容は、以下のとお

りである。 

イ 基盤施設等の整備 

ロ 緑地の整備・保全 

ハ 緊急避難場所（避難地）・避難路の確保、誘導標識等の設置 

ニ 防災拠点の確保・整備 

３ 地震火災の予防 

（１）地震火災予防事業の基本方針 

地震により発生する火災の防止を前提にした事業として、今後予想される大規
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模地震の発生に際して、特に、地震火災の防止を図り、市街地の不燃化を推進す

るための事業の基本方針は以下のとおりである。 

イ 建築物や公共施設の不燃化の推進 

ロ 消火活動困難地域の解消 

ハ 延焼遮断帯等の整備 

ニ その他の地震火災防止のための事業 

（２）地震火災予防事業の実施 

地震により発生する火災の防止を図るため、消防力の基準等に照らし、消防力

施設等の充足状況を勘案し、予想される地震火災に対応できるよう、各種事業に

より、市街地における消防水利・耐震性貯水槽等の整備を推進する。 
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第５節 建築物等の安全性の確保 

建築物の災害予防施策に関する事業は、この節に定めるところによって実施する。特

に、既存建築物の耐震性の向上を図るため、公共施設及び一般建築物の耐震改修の促進

に関する法律（平成７年法律第123号）の的確な施行により、公共施設及び一般建築物

の耐震診断・耐震改修の促進に努めるとともに、必要に応じ、がけ地の崩壊等による危

険から村民の生命の安全を確保するため、建築基準法（昭和25年法律第201号）第39条

の規定による災害危険区域を指定し、住宅等の建築制限を行う。 

１ 公共施設の安全性確保 

（１）公共施設に関する事業の基本方針 

公共施設をはじめ、医療機関、学校、公民館等の避難施設、不特定多数の者が

利用する公的建造物の安全性を確保する。 

（２）公共施設に関する事業の実施 

村有施設について、以下の対策を講ずるものとする。 

イ 耐震性の確保 

新耐震基準によらない既存建築物については、災害応急対策実施上の重要性、

有効性、地域特性等を考慮し、防災上重要な建築物を選定し、耐震診断を実施し、

耐震性の劣るものについては、当該建築物の重要度を考慮して、耐震改修の推進

に努める。 

特に、避難所施設等の耐震化対策が必要である。 

ロ 非構造部材の脱落・転倒防止対策 

天井材等の非構造部材の脱落防止対策、家具等の転倒防止対策等の推進に努め

る。 

ハ 非常用電源設備等の整備 

再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや自家発電設備、燃料貯蔵設

備等の整備を図り、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるような燃料の

備蓄等を行い、平時から点検に努める。 

ニ 津波浸水対策 

できるだけ浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを

得ず浸水のおそれがある場所に立地する場合には、建築物の耐浪化の推進に努め

る。 

また、浸水のおそれのある場所に非常用電源設備がある場合は、高い場所への

移設や浸水防止対策を施す等の工夫に努める。 

２ 一般建築物の安全性確保 

（１）一般建築物に関する事業の基本方針 

イ 住宅をはじめ、要配慮者に係る社会福祉施設、医療施設や不特定多数の者が

利用する集会所、旅館等の個々の一般建築物の安全性を確保する。 
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ロ 地震発生時に通行を確保すべき道路である「緊急輸送道路」沿道の建築物の

耐震化を促進する。 

（２）一般建築物に関する事業の実施 

イ 耐震性の確保 

施設管理者等を対象とした、耐震診断や耐震改修に関する相談窓口の開設や、

講習会等を実施して知識の啓発、普及を図ることにより、診断、改修を促進する。

特に旧耐震基準で建てられた木造住宅については、耐震アドバイザーの派遣や耐

震診断、改修を促進するための助成等を実施する。 

ロ 非行造部材等の脱落・転倒防止対策 

天井材等の非行造部材の脱落防止対策、ブロック塀及び家具等の転倒防止対策、

エレベーターにおける閉じ込め防止等の促進に努める。 

ハ 津波に対する安全性の確保 

津波に対する避難施設の管理者は、施設の適切な維持管理を通じて、津波に対

する建築物の安全性の確保を図る。 

ニ 地震火災の防止 

近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生しており、地震

時の電気火災リスクを低減するため、感震ブレーカーの普及を推進する。 

３ 文化財構造物及び公開・収蔵施設の耐震性確保 

（１）文化財構造物及び公開・収蔵施設に関する事業の基本方針 

不特定多数の者が鑑賞等を目的とした利用を行う文化財構造物及び公開・収蔵

施設については、耐震診断等により、これらの耐震化を推進する。 

（２）文化財構造物及び公開・収蔵施設に関する事業の実施 

文化財構造物の修理・修復事業にあたっては、耐震診断等を実施し文化財的価

値を損なうことなく、耐震措置を講じることができるよう事業体系の整備を図る。

文化財の公開・収蔵施設の新設、改修事業についても耐震措置を講じることがで

きるよう事業体系の整備を図る。 
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第６節 公共施設等の災害予防 

簡易水道、下水道、電力、ガス、交通、通信等のライフライン施設の災害予防に係る

事業は、この節の定めるところによって実施する。ライフライン施設は、地域生活の基

幹をなすものであり、地震により被害を受け、機能麻痺に陥ることによる影響は極めて

大きいため、それらの被害を最小限に止める予防施策を講ずるものとする。 

１ 簡易水道、下水道施設の災害予防 

（１）簡易水道、下水道施設の災害予防事業の基本方針 

簡易水道、下水道施設は、村民の日常生活に不可欠であり、これまでも災害に

備え、機能が保持できるよう施設整備を行っているが、引き続き地震災害に強い

施設の整備に努める。そのため、簡易水道・下水道一体となって、老朽施設・配

水管・管路施設等の点検・補修、浄水場・処理場等の耐震化・停電対策を図ると

ともに、被災時の復旧用資機材や被災者への応急給水施設等を整備することによ

り、耐災害性強化を促進する。 

（２）簡易水道、下水道施設の災害予防事業の実施 

イ 簡易水道 

水道施設の整備については、（公社）日本水道協会制定の「水道施設設計指針」

「水道施設耐震工法指針」等によって施設の耐震化を推進する。特に、水供給機

能が麻痺したときの社会的影響の大きさに鑑み、供給システム自体の耐震性の強

化や飲料水兼用耐震性貯水槽の整備を推進する。 

また、村民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧水として活用するた

めの登録制度や、防災拠点施設・指定避難所等における公共井戸の整備等により、

代替水源の確保に努めるものとする。 

ロ 下水道 

下水道施設については、浄化センターや処理場の集中監視システムを活用する

とともに、将来的には、下水道の公共施設管理の高度化、効率化のため、光ファ

イバーにより、公共施設の被害状況の把握や災害発生時の緊急連絡用として利用

できるように検討していくものとする。 

また、新設の下水道施設については、建設当初の段階から耐災害性を有した整

備を行う。既設下水道施設については、耐震及び浸水津波対策を図るために、地

震・津波時において下水道が有すべき機能の必要度や緊急度に応じて段階的な整

備目標を設定し、耐災害性強化の促進に努める。 

２ 港湾・漁港施設の災害予防 

（１）港湾・漁港施設災害予防事業の基本方針 

港湾・漁港施設は、大規模な地震発生時の緊急物資及び避難者・負傷者の海上

輸送にあてられることから、海上輸送拠点としての機能が発揮できるよう岸壁・

護岸等の耐震化の推進に努める。 
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（２）港湾・漁港施設災害予防事業の実施 

拠点・港湾・漁港及びこれを補完する漁港を位置付け、耐震性を強めた施設

（岸壁・護岸等）の整備を進める。なお、施設自体の地震、津波、液状化等によ

る被害を防止するための施設整備計画は、本章第１節「被害の未然防止事業」に

よる。 

３ 道路施設の災害予防 

（１）道路施設災害予防事業の基本方針 

道路は、災害時の消防、救出・救助、避難、医療・救護、救援活動の際、重要

な交通手段・輸送経路の役割を果たすこととなるため、従来から災害に強い施設

構造とすべく整備されているが、地震災害時の道路被害は、著しい活動障害とな

ることが想定されるため、道路施設の耐震性確保を基本とする対策を推進する。 

なお、道路、擁壁、周辺の人工斜面等の施設ごとに、老朽化したり、耐震性に

問題のある箇所については点検・補修を行うことにより耐震性の確保に努める。 

（２）道路施設災害予防事業の実施 

道路施設の重要性に応じて、既存道路施設の耐震性の向上のための補強対策を

実施する。 

イ 道路の整備 

地震災害発生時における道路機能を確保するため、所管道路について、危険箇

所調査を実施し、補修等対策工事により道路の整備を推進する。道路隣接法面の

路面への崩落が予想される箇所及び路体崩壊が予想される箇所等を把握するため、

「道路法面、盛土について道路防災点検」を実施し、この結果に基づき、道路の

防災補修工事が必要な箇所について、対策工事を実施する。 

ロ トンネルの整備 

地震災害発生時におけるトンネルの交通機能の確保のため、所管のトンネルに

ついて、安全点検調査を実施し、補強対策工事が必要である箇所について、トン

ネルの補強を実施する。 

４ 電力施設の災害予防 

電力事業者は、地震災害に伴う電力施設被害の防止について恒久的設備対策計画

を推進する。また、電力施設の耐震性確保及び被害軽減のための施策を実施し、地震

による被害を最小限に止めるよう、万全の予防措置を講ずるものとする。 

５ ガス施設の災害予防 

ガス事業者は、常日頃から災害が発生した場合にも対処できるよう備えておくと

ともに、災害発生時には、迅速かつ的確な措置により二次災害の防止を図るため、こ

れに必要な体制、設備・予防対策、緊急対策、復旧対策、支援体制の整備等を行うも

のとする。 
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６ 通信設備の災害予防 

災害により豊の国ハイパーネット回線が切断された場合、村内でのケーブルネッ

トワークが遮断されることから、衛星からのネットワークを利用して村内のネットワ

ークをカバーする等の別ルートを検討する。 

また、電気通信事業者は、災害等が発生した場合において電気通信サービスを確

保するために、電気通信設備等の防災に関する計画を策定し、実施するものとする。 

７ 携帯通信施設災害予防 

携帯電話事業者は、通信施設の耐震性の確保に関する事業を推進することにより、

地震災害等異常時の一般通信サービスの確保を図るため、通信施設について、予防措

置を講じ万全を期するものとする。 
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第７節 特殊災害の予防 

特殊災害の予防は、危険物、火薬類、高圧ガス等の種類や属性に応じて法令を遵守し

つつ、基本的な対策を実施することとなる。地震災害が発生した場合に危険が増大する

これらの物品及びその運搬、移動についての災害防止対策は、この節に定めるところに

よって実施するものとする。 

１ 危険物災害予防対策 

近年、産業経済の発展に伴い、危険物の使用量が増加しているが、その維持管理

については、一層厳正を期する必要がある。 

なお、村内の危険物の貯蔵所及び取扱所（以下、「危険物取扱施設」という。）

の維持管理等の指導は、消防法（昭和23年法律第186号）の定めるところにより、国

東市消防署姫島出張所がこれにあたっている。 

（１）危険物取扱施設の維持管理 

消防機関は、随時に行う立入検査のほか、次の事項を重点的に少なくとも毎年

１回以上定例的な立入検査を行い、危険物取扱施設における災害の防止について

積極的な指導を行うものとする。 

イ 位置、製造及び設備の維持管理状況 

ロ 消火設備、警報設備の保守管理状況 

ハ 危険物の貯蔵及び取扱状況 

ニ 危険物取扱者の立会状況 

（２）危険物の運搬指導 

消防機関は、危険物の運搬上の災害を予防するため、随時警察官の立会を求め

るなどして、運搬容器、積載方法及び運搬方法等に関する技術上の基準が遵守さ

れるよう必要な指導を行うものとする。 

（３）危険物の保安管理指導 

県及び消防機関は、危険物取扱施設の設置者又は危険物取扱者等に対する研修

会、講習会又は協議会等を通じて、次の事項の遵守を指導する。 

なお、大規模な危険物を貯蔵し、又は取扱う事業所については、予防規程の作

成を通じて必要な指導を行うものとする。 

イ 少量危険物、指定可燃物に関する届出等の励行 

ロ 危険物（少量、指定可燃物含む｡）の貯蔵及び取扱基準の遵守 

ハ 休業、廃止の届出の励行 

ニ 製造所保安管理体制の確立 

ホ 危険物取扱者立会の励行 

へ 危険物保安管理体制の確立 

（４）危険物取扱施設の未改修施設に対する改修指導 

消防機関は、危険物取扱施設が政令で定める技術上の基準に適合しないものに

ついては、次の措置により、早期の改修整備を指導するものとする。 
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イ 整備計画の提出を求め計画的な改修の促進（その裏付として改修期限の誓約

書の提出） 

ロ 消防機関の立入検査の強化 

ハ 現地指導による整備計画の推進 

ニ 誠意のない者に対しては、業務の停止命令等の行政処分 

２ 高圧ガス保安対策 

（１）県と連携し、高圧ガスに係る保安は、法による「規制」に加えて、事業者の「自

主保安」の確保に努める。 

イ 各事業者は、「高圧ガス保安法」（昭和26年法律第204号）及び「液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」（昭和42年法律第149号）に基

づいて、高圧ガスの製造、販売、移動、消費等に関する施設基準、運用基準、

管理者資格、保安管理組織等が定められており、災害時における保安の確保は、

事業者の自己責任のもとに行うこととなっているが、立入検査、保安検査及び

行政指導等によりその推進を図るものとする。 

ロ 各事業者に対して、危害予防規程に定めた災害等に関する保安教育、訓練等

を従業員に行うよう指導する。 

ハ 関係事業者で構成する保安団体を育成指導して、業種別講習会の開催を行う

ほか、災害等に関する広域的な応援体制の充実強化を図るため、防災指定事業

所の拡充、防災資機材の整備、また液化石油ガス販売事業者間の緊急時の各地

域別出動体制の整備等を指導して、各事業者の自主保安の確保を促進する。 

（２）（１）の対策のほか、地震災害に関して次の対策を行うものとする。 

イ 液化石油ガス消費者保安対策 

地震災害を防止し、軽減するためには、ＬＰガス設備等の耐震性強化をはじめ、

地震発生時の対応、応急、復旧体制を予め整備し、災害発生時には有効に機能さ

せるため次のことに取組む。 

（イ）一般消費者の保安意識の高揚を図るため、保安講習会の開催、パンフレッ

トの配布、ラジオ、テレビ等による啓発等の実施。 

（ロ）一般消費者の消費設備の保安確保を図るため、認定調査機関の育成指導、

立入検査等の実施。 

（ハ）販売事業者に対し、法令に基づくＬＰガス設備等の耐震性向上のため、必

要な設備の整備を促進する。 

（ニ）業界の保安団体による地震防災体制組織の整備を促進し、緊急点検等に必

要な資機材の確保、防災訓練の実施、応急復旧体制の整備及び消費者に対す

る情報提供手段の整備等を行う。 

ロ 高圧ガス移動中の保安対策 

防災指定事業所等の充実、応援隊員の研修、防災資機材の配備、移動監視者の

保安講習会の開催、高圧ガス移動車両防災訓練の実施、及び高圧ガス防災事業所、

同連絡所自主門前集合訓練の実施等を促進する。 
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ハ 国の定める高圧ガス設備等の耐震設計基準に基づいて、各関係事業者に対し、

必要な耐震設備等の整備を推進する。 

３ 船舶等の海上及び岸壁等接岸時における危険物に関する保安対策 

（１）船舶等の海上及び岸壁等接岸時（以下、「海上等」という。）における危険物に

関する保安対策については、港則法（昭和23年法律第174号）、海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）の規定に基づき、船舶が油、

危険物等を運搬、荷役等する場合の保安の確保は事業者等の自己責任のもと行う

こととなっているが、立入検査及び行政指導等によりその促進を図るものとする。 

（２）関係機関等で構成する団体等を育成指導し、各種講習会、訓練において海上にお

ける流出油、有害液体物質等の防除等に関し初動体制の確保等必要な措置を指導

する。 

第８節 地震防災緊急事業５箇年計画の推進 

地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）の施行に伴い、都道府県知事は、

社会的条件、自然的条件等を総合的に勘案して、地震により著しい被害が生ずるおそれ

があると認められる地区について、地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災対

策上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成８年度を初年度とする地震防災

緊急事業５箇年計画を作成することができることとなった。 

このため、県では平成８年度を初年度とする地震防災緊急事業５箇年計画、さらに、

令和３年度を初年度とする第６次地震防災緊急事業５箇年計画を策定し、緊急を要する

施設等の整備を重点的・計画的に行うこととなっている。 

村は、地震防災対策を計画的に推進するため、県が策定する地震防災緊急事業５箇年

計画に基づき、これに定められた事項の着実な推進を図るものとする。 
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第９節 防災調査研究の推進 

村及び防災関係機関が実施すべき地震防災上の課題に対応した防災調査研究の推進に

関する事業は、この節に定めるところによって実施する。 

１ 防災調査研究の目的・内容 

村内の地震災害危険区域の実態を総合的・科学的に把握するため、国等が行う調

査研究の成果や既往の災害事例等を参考に、地震による地盤震動、液状化、斜面崩壊、

津波等によって災害の発生が予想される危険箇所や、建物倒壊、出火・延焼、ライフ

ライン施設被害、人的被害等について資料収集、被災原因の分析等を行い、地域防災

計画の見直しに反映させる。 

また、地震時の職員の早期招集・活動要領、自主防災組織や各種のボランティア

等の育成要領、村民生活への支援方策等に関する研究を推進する。 

２ 防災調査研究の実施体制 

（１）防災に関する調査研究を企画・検討し、その進捗状況や効果等を総合的に評価・

検討できる体制づくりに努める。 

（２）防災関係機関等は、防災研究の基礎となる過去の災害記録、防災施設に関する資

料、その他各種災害に関する資料を収集・分析し、適切な項目に分類整理し、必

要により活用できるよう努めることとする。 

第10節 社会資本の老朽化対策 

村及び防災関係機関は、老朽化した社会資本について長寿命化計画の作成・実施等に

より、その適切な維持管理に努めるものとする。 
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【災害に強い人づくりのための計画の基本的な考え方】 

「災害に強い人づくり」は、村及び防災関係機関、公共的機関・各種団体・民間企業

等の防災担当職員並びに村民ごとの防災対策上の役割と責務を周知させるとともに、

各々の防災意識を高め、災害時の防災対応力を向上させることを目的とし、村・消防機

関及び防災関係職員及び村民が主体となって取組むべきものである。 

したがって、「災害に強い人づくり」を目標に、村民の役割と基本的な防災知識を徹

底して身につけさせることを基本に、自主防災組織、ボランティア、民間企業、報道機

関等すべての組織が関わり、その対応能力を向上させる必要がある。 

防災訓練、防災知識の普及・啓発、消防団・自主防災組織・ボランティアの育成・強

化、要配慮者対策の推進にあたっては、デジタル技術も活用しながら、地震災害の種類

に応じて内容や方策を明確にして実施するものとする。 

これらの節の体系図を以下に図示する。 
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災
害
に
強
い
人
づ
く
り 

自主防災組織の結成及び活性化に向けて 

自主防災組織 

学校における防災教育 

各種防災訓練例 

総合防災訓練、防災訓練の実施 

訓練想定の基本 

地域における津波からの避難計画づくり

について 

地域等における防災教育 

消防団の育成・強化 

事業所の自主防災体制の充実 

ボランティアの育成・強化 

大分県水難救済会の育成・強化 

防災訓練 

防災教育 

消防団・ボランティア

の育成・強化 

（第１節） 

（第２節） 

（第３節） 

（第４節） 

社会福祉施設における要配慮者対策 

地域における要配慮者対策 

宿泊場所の確保 

村民、事業所・学校等への啓発 

自助の推進 

共助の推進 

要配慮者の安全確保 

帰宅困難者の安全確保 

村民運動の展開 

村民生部局、村の体制整備 

旅行者や外国人等への対策の推進 

（第５節） 

（第６節） 

（第７節） 
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第１節 自主防災組織 

１ 自主防災組織の必要性 

地震・津波に備えるには、災害対策基本法第５条に規定された隣保協同の精神に

基づく村民よる自主的な防災活動を行える体制の確立が被害の未然防止、軽減に有効

な対策となる。 

２ 村内の自主防災組織等の現状と課題 

村内における自主防災組織等の数は令和７年４月１日時点で６組織で、自主防災

組織における防災訓練の実施率は、令和６年度実績で100％となっている。今後は、

組織活動の再活性化と充実が課題となっている。 

３ 自主防災組織の果たす役割と活動 

（１）行政と村民との架け橋 

避難率の向上を図るには、津波に関する情報伝達手段の拡充や防災教育・啓発

の充実とともに、行政と村民との信頼関係の構築が重要であることから、自主防

災組織が仲立ちとなり、行政と村民が平時からコミュニケーションを密にするこ

とで適切な行動がとれるよう取組む必要がある。 

（２）地域コミュニティの活性化と防災体制づくり 

自主防災組織は、ハザードマップを活用し、高台などの緊急避難場所や避難経

路の見直し、海抜表示板の設置場所の検討及び地域の危険箇所や防災に役立つ施

設などを確認する「防災むらあるき」や防災訓練を行うなど、村民が災害に関す

る意識を共有し、自らの問題として積極的に防災活動に関わるような取組を進め

るとともに、日頃から高齢者の見守りや行政区の行事などを通じて、村民相互の

コミュニケーションを高めることで地域コミュニティの活性化を図り、防災士等

の多様な主体との連携を通じて災害時に有効な体制づくりを行う。 

また、避難所の運営に自主防災組織があたる際、着替えや授乳のスペースなど

女性の視点に立った対応が必要となるため、組織の立ち上げ・運営に女性の参加

を促すことも重要である。そのため、女性視点を持った防災人材の育成やリーダ

ー層の意識醸成のための啓発等を推進し、自主防災組織など防災現場における女

性参画の拡大に努める。 

（３）自主防災組織など自助・共助の取組の促進 

避難訓練等の実施が困難な自主防災組織等に対しては、訓練等の実施とその定

着を図るため、訓練の計画から実施までの取組を促進する。 

（４）防災訓練～学校との連携 

自主防災組織は防災行動力の強化、組織活動の習熟及び関係機関団体との連携

を図るため組織的な訓練を実施する必要がある。 

津波に対しては指定緊急避難場所、避難路の周知を徹底し、村民が自主避難行
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動をとれるよう取組む必要がある。 

また、地域ぐるみで児童生徒の生命を守るため、地域の関係機関団体である学

校とも協働して防災訓練を行う必要がある。なお、学校は村の指定避難所となっ

ているため、災害時に村民の防災拠点として学校の防災機能の向上を図ることも

重要である。 

（５）防災教育 

自主防災組織は村の防災部局や国東市消防署姫島出張所などと協力しながら、

村民への防災に関する意識向上や知識の普及などの啓発に努める必要がある。特

に津波防災啓発は地域の中で津波の知識や防災の経験を有した者が行うことが大

切であり、そのための人材育成が重要である。 

（６）避難行動要支援者の把握と支援体制づくり 

自主防災組織の原点は、互いに助け合い支え合う地域づくりである。自主防災

組織は地域で支援を必要とする避難行動要支援者の把握と支援体制の確立のため、

村民生部局や村社会福祉協議会の協力のもとに村民の理解を得るとともに、行政

区、社会福祉施設、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、保健所、福祉

事務所などと連携を図ることが重要である。 

また、民生委員・児童委員は地域における行政区や自主防災組織と要配慮者と

の架け橋である。行政区や自主防災組織は、地域での防災訓練に、民生委員・児

童委員にも参加を依頼し、要配慮者に配慮した避難方法や避難所の運営のあり方

等について助言をいただき、要配慮者を含めた防災訓練を実施するとともに、声

をかけ合い、助け合う隣保協同の気運を高めていくことが重要である。 

（７）率先避難と声かけ 

津波が発生した際、まずは自主防災組織の役員等が率先して高台の指定避難所

に避難する姿を見せることが村民の避難のきっかけになる。また、玄関先での声

かけやハンドマイクのサイレンを鳴らしたまま避難するなど、自主防災組織の役

員等が自らの安全を確保しつつ、村民の緊張感を高め、避難行動を連鎖的に広げ、

いち早く避難させることができるような工夫が重要である。 

４ 村の推進方針 

自主防災組織の充実活性化の支援として次の取組を県と連携して推進する。 

（１）自主防災組織の整備の推進 

本村にはもともと無常講等の組織があり、その隣保互助の精神はそのまま自主

防災組織の精神に基づくものであり、被害の未然防止、軽減を図る上で、より有

効な防災対策となる。それらの機能に加えて、防災に対する知識及び意識の高揚

を図るため、地区の行事等を利用して災害に対する知識及び処置の徹底に努め、

併せて地域防災の担い手となるリーダーとして防災士を育成する。 

（２）自主防災組織における資機材等の整備 

活動をより効果的なものとするため、想定される地震被害に対応した装備や防
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災資機材等の整備を支援する。 

（３）自主防災組織に対する村の措置 

村は、自主防災組織が実施する活動について、積極的に指導援助を行うものと

する。 

また、防災関係機関（国東市消防署姫島出張所）は、村の自主防災組織の育成

に関し、指導を行うとともに地震災害に対する防災訓練などを通じて、災害の未

然防止、拡大防止策が講じられるよう指導協力するものとする。 

５ 地域における津波からの避難計画について 

村では、南海トラフ地震への津波避難対策の基本的な対応をより明確に規定し、

自主防災組織等が、実効性の高い「地域津波避難行動計画」を作成できるよう、「姫

島村津波避難計画」（平成27年３月）を作成しており、津波による浸水が予想される

各地区においては津波避難行動計画も作成されている。 

今後も、津波による人的被害を軽減するため、地区ごとの地域津波避難行動計画

に基づいた避難訓練を定期的に行うなどにより、計画の内容を検証し修正するととも

に、迅速かつ安全な避難行動につなげていくことが大事である。 

６ 緊急避難場所及び避難所 

村は、公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、災害のおそれのない場所

に、地域の人口、地形、災害に対する安全性等を踏まえ、その管理者の同意を得た上

で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避

難者が避難生活を送るための指定避難所について、必要十分な数・規模の施設等をあ

らかじめ指定し、平時から，指定避難所の場所、収容人数等について、村民への周知

徹底を図るものとする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知す

ることも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるも

のとする。 

なお、指定緊急避難場所については、被災が想定されない安全区域内に立地する

施設等又は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される津波

等の水位以上の高さに避難者の受入部分及び当該部分への避難経路を有する施設であ

って、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するも

のを指定するものとする。 

また、指定避難所については、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模

を有し、速やかに被災者等を受入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であ

って、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容

易な場所にあるものを指定するものとする。さらに、避難所の耐震化、生活物資の提

供、プライバシーの確保、健康・衛生面の管理、ペット同行避難の受入れ等の環境整

備を進めるとともに、指定避難所における支援内容等について村民へ情報発信に努め

る。 
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７ 地区防災計画 

（１）村内の一定の地区内の村民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区に

おける防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高

齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。こ

の場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成

し、これを地区防災計画の素案として村防災会議に提案するなど、村と連携して

防災活動を行うこととする。 

（２）村は、地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう村内の一定の地区内の村民

及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、村防災会議において、必

要があると認めるときは、地域防災計画に地区防災計画を定めるものとする。 
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第２節 防災訓練 

村及び防災関係機関は、地域防災計画・防災業務計画等の習熟、防災関係機関の応急

対応能力の向上、村民の防災思想の高揚等を目的に、自主防災組織、ボランティア団体、

村民等とも連携し、各種災害に備えた地域の災害リスクに基づく防災訓練を実施するも

のとする。 

なお、訓練実施にあたっては、次の点に留意するものとする。 

（１）防災関係機関相互、さらには村民の代表者等を含め連絡協調体制を確立しておく

ことが肝要であるので、訓練計画策定に向けた検討会や現地説明会等の調整過程

についても、参加者間の人間関係構築に向けた訓練の一部という認識のもと、工

夫を凝らした運営を心がける。 

（２）高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、旅行者、外国人等要配慮者に十分配慮し、

地域において避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

（３）感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した

避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

（４）図上訓練と実働訓練を交互に取り入れ、図上訓練で認識を統一した後、実働訓練

を実施するなど、訓練の効率的な実施に努める。 

（５）地域の特性に応じた訓練項目・内容を精選した訓練実施に努める。 

（６）訓練実施後に結果を検証の上、防災計画の実効性を確保する。 

１ 訓練想定の基本 

各種の防災訓練における想定地震・津波、想定津波高等は原則として次のとおり

とする。 

（１）想定地震・津波 

第１部第５章第１節１で想定する地震・津波とする。 

（２）想定津波高・津波到達時間 

第１部第５章第１節３で想定する津波高及び津波到達時間とする。 

本村の場合、南海トラフの巨大地震では、最大津波高（４ｍ）の津波が最も早

い地域では約94分後に到達するものと想定されている。これに対し、活断層型の

地震（周防灘断層群（主部））が発生した場合、震源に近い地域では最大津波高

（5.06ｍ）の津波が約16分後（西浦漁港）に到達するものと予想される。よって、

これらを踏まえ、避難に要する時間の長短等を考慮に入れた避難訓練の実施が必

要である。 

２ 県の総合防災訓練への参加 

村は、地震・津波災害時の防災体制の万全を期するため、県の実施する総合防災

訓練に積極的に参加するものとする。 
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３ 防災訓練の実施 

村は、津波による被害を防止するため、自主防災組織等とともに津波に対する防

災訓練を実施する。津波に対しては自主避難行動が重要であることから、特にその啓

発に努めるものとする。 

（１）村民等の防災訓練 

村は、津波による被害のおそれのある地域の村民に対して、平時から指定緊急

避難場所、避難路等を周知するとともに、村民による自主防災組織等の組織化、

活性化を図る。 

（２）教育施設での防災訓練 

村は、学校等の教育施設において、児童・生徒等に対して津波に対する避難方

法等を教えるとともに、自主的な避難が行えるよう指導する。また、野外活動に

おける津波対応について、引率者となる教職員等にその方法等を周知する。 

（３）要配慮者及び医療施設での安全確保 

村は、高齢者、障がい者等の要配慮者の安全確保のため、防災関係機関、村民

及び自主防災組織等の協力を得て避難訓練を行う。 

医療施設等では、関係機関を含めた防災組織の組織化を図るとともに、入院患

者等を含めた避難訓練を行うことが必要である。 

（４）船舶等の安全確保 

村は、船舶、海洋レジャー関係者等の避難活動が迅速かつ適切に行えるよう、

防災訓練等の実施に併せて、あるいは別途、防災訓練を実施し、津波来襲時にお

ける船舶等の避難の時期、避難方法等について周知する。 

４ 防災訓練の成果の点検 

各種防災訓練の実施後は、その成果を点検・評価し、その後の防災施策に反映す

べき事項を抽出する方式を確立する。 

特に、地震防災訓練を実施し、訓練実施時の社会的要請等に合わせ訓練の対象、

規模、内容を設定し、その成果を点検・評価し、防災施策に反映しうる仕組みを確立

する。 
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５ 各種防災訓練例 

（１）地震・津波共通訓練 

訓練名 内容 

図 

上 

訓 

練 

訓練実施計画の策

定訓練 

防災担当者に、効果的な訓練実施の基礎となる訓練計画の策定能

力を身につけさせるため、担当者自身に訓練計画を企画立案させる

訓練。 

複数の防災関係機関が集まり、担当者が協議検討しながら立案す

れば、関係者間の人間関係構築にも繋がり、より効果的である。 

情報収集・集約訓

練 

進行管理者（コントローラー）が断片的な被災情報を訓練参加者

（プレーヤー）に付与し、これを受けたプレーヤーが必要な情報を

いかに迅速・正確に収集するか、また、他のプレーヤーがこれら情

報を集約し、いかに対応すべきか、参加者がそれぞれの立場に立っ

て行うロールプレーイング方式での訓練。 

広域応援に際して

の受入れ・応援派

遣等の訓練 

地区ごとの被災状況の大小、緊急輸送路その他道路の被災状況等

の条件を付与し、どこに、どの経路で応援部隊を受入れるのか、ま

た、どこから、どの経路で派遣するのか等を参加者に判断させるロ

ールプレーイング方式の訓練。 

民間企業・ボラン

ティア等の活用訓

練 

各種被害の状況、民間企業の職種、ボランティアの経歴・特技等

の条件を付与した上で、参加者に各現場への的確な人員配置を行わ

せるロールプレーイング方式の訓練。 

避難所運営訓練 

参加者が避難所運営委員という立場で、生活の時間（起床、消

灯、食事、清掃）、生活の基本（貴重品の管理、土足禁止、飲

酒）、場所の設定（喫煙、携帯電話使用）、水・物資の管理、トイ

レの管理、ゴミ処理等のルール作り、その他必要事項についての検

討を行う図上訓練。 

なお、実施にあたり、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム（静岡県総務部

防災局西部地域防災局考案））などの利用も有効。 

離島等孤立可能性

地域の想定訓練 

津波や崖崩れなどによって交通・通信が寸断され、孤立するおそ

れがある離島、沿岸部、山間部の集落等を抽出した上で、地震・津

波災害発生時の通信手段、救命・救出方法、医療活動、水・食料・

医薬品等の搬入方法、交通経路の復旧、輸送活動、避難の方法等を

図上で想定し、課題抽出と解決策、予め備えておくべきこと等をシ

ミュレートする訓練。（図上演習） 

具体的には、地域の人口、年齢構成、地形等を確認した上で、衛

星携帯電話の活用、ＤＭＡＴへの連絡要請、ヘリコプターの緊急離

着陸場所・物資投下拠点及び海上からの輸送接岸場所の想定、避難

方法、現物備蓄しておくべき品目・量の検討等を行う。シミュレー

ト後の実地踏査による検証も重要である。 

なお、図上想定を行うにあたっては、村民、消防、自衛隊、海上

保安部、医療関係者（離島、沿岸部の場合は、港湾管理者、フェリ

ー会社など）等と協議しながら課題の抽出や事前の取り決め等を検

討することが望ましい。 

通学路実態把握の

ための訓練 

児童・生徒が居住区ごとに班を編成（同じ通学路を使う者１班 20

名程度で編成）し、それぞれの班単位で通学路周辺における地震・

津波時の危険予想箇所（家屋・塀倒壊、がけ崩れ、浸水）及び緊急

避難場所（できる限り複数）等について地図を使って検討する図上

訓練。（検討後の集団下校実施訓練及び訓練後の再検討も重要。） 
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訓練名 内容 

図

上

訓

練 

ヘリコプター運用

による救出訓練 

山間部における地震による道路遮断、沿岸地域における津波によ

る道路冠水等を想定した、ヘリコプターによる総合調整訓練（総合

オペレーション訓練）、離発着訓練、被害状況監視訓練、孤立村民

救出訓練、救援物資搬送訓練。 

教育施設における

訓練 

理科の実験や家庭科の実習など火を使った授業をしているときな

どに行う抜き打ち訓練。 

実

働

訓

練 

避難所における避

難者名簿作成訓練 

事前に避難者名簿用の必要事項記入メモを準備しておき、避難訓

練等の機会を利用し、参加者に実際に記入してもらった上で、避難

所管理の職員等がその内容をパソコン入力する訓練。 

避難所における生

活支援訓練・物資

集積拠点における

配送訓練 

段ボール等を活用したプライバシー確保のための区分けや避難者

の正確な把握等を行う避難所開設訓練。 

ペットボトル・ポリ袋・段ボール・新聞紙・ブルーシート等を活

用した、給食・給水・入浴等をスムーズに行うための訓練。 

避難者のニーズを把握し、これによって得た支援物資を的確に配

分・搬送し、有効活用するための訓練。 

 

（２）地震対応訓練 

訓練名 内容 

図
上
（
実
働
）
訓
練 

市街地（家屋密集

地域）における避

難路検討訓練 

隣保班単位で緊急避難場所への経路実態に沿った道路閉塞箇所

（火災・家屋倒壊・液状化等を原因とする閉塞）を想定し、種々の

避難路を検討する訓練。 

※検討後の実働による検証も重要。 

斜面崩壊危険箇所

隣接地域における

避難路検討訓練 

急傾斜地の土砂災害警戒区域等の崩壊及びそのおそれを想定し、

詳細地図上で安全な避難路を検討する訓練。 

※検討後の実働による検証も重要。 

住宅・工場等が混

在する地域におけ

る緊急避難場所等

検討訓練 

地震後の工場有毒ガス漏出等を想定し、村民・事業者が共同で緊

急避難場所等を風向きごとに検討する訓練。 

※検討後の実働による避難（誘導）訓練及びその検証も重要。 

安否確認・情報伝

達訓練 

地震直後を想定し、自治会の班長が各戸を回り、班員の安否確認

を実施。各戸では付与された想定（負傷者・要救助者の有無、状

態、ライフラインの状況等）を班長に伝え、班長は地区責任者を通

じて、若しくは直接に、消防等に必要な情報を伝達する訓練。 

負傷者の救出・搬

送訓練 

倒壊家屋からの救出等を想定しての各種機材（自動車用ジャッ

キ、バール、ハンマー、ロープ、チェーンソー、ノコギリ、スコッ

プ、消火器等）の取扱訓練。 

さらに、竹竿・毛布で簡易担架を作り、救出した負傷者を搬送す

る訓練。 

 

 

  



第２部 災害予防 第３章 災害に強い人づくり 

-83- 

（３）津波対応訓練 

訓練名 内容 

図

上

訓

練 

地区実態把握のた

めの訓練 

地区の公民館等に集合の上、少人数の班（回覧板を回す 10～20 戸

程度を１班とする。）ごとに、 

○ 地図を活用の上、地震直後の集合場所、近隣地区の地震津波災

害時の危険予想箇所、避難路、緊急避難場所を検討 

○ 避難行動要支援者の実態確認及び支援方法の検討等を行う図上

訓練 

上記で確認した集合場所から避難路を経由し、緊急避難場所まで

の実働避難訓練。 

実 

働 

訓 

練 

海溝型地震想定避

難訓練（地震発生

後、20分以内の避

難完了を目指した

訓練） 

行政区若しくは隣保班単位で、全戸が徒歩により 20 分以内の避難

が可能な浸水想定区域外にある緊急避難場所を検討しておいた上で

行う避難訓練。 

本村への高さ１ｍの津波到達予想時間は、津波の変動が１ｍ未満

のため計測されないとされている。ただし、安全性を担保するため

には、できる限り短い時間での避難が肝要であることから、訓練で

は、20分以内での避難完了を目指すものとする。 

なお、徒歩 20 分以内の距離に適切な緊急避難場所を設定できない

所においては、津波到達予想時間内（村にあっては１時間 20 分程

度）に徒歩避難が可能な緊急避難場所を選定し、訓練を実施するも

のとする。 

また、避難行動要支援者の避難支援のため、津波到達予想時間内

の避難完了には自動車を使わざるを得ない場合等、自動車使用の必

然性も勘案し、避難方法を検討しておく必要がある。 

避難広報・情報伝

達訓練 

夜間や停電時を想定した、安全かつ効率的な経路で避難広報を行

うための広報車の運用訓練。 

半鐘（寺の鐘）の使用や予め伝達経路を定めておいた上での近隣

への相互声かけ等による情報伝達訓練。 

沿岸の観光施設に

おける避難誘導訓

練 

予め、地震発生時の指定緊急避難場所を検討した上で行う、観光

施設職員を対象とした避難誘導訓練。 

また、海水浴客、サーファー等への警報・指定緊急避難場所の周

知、避難誘導を実施する訓練。 

教育施設における

防災訓練 

学校でのＰＴＡ授業参観等の機会を活用した「児童、生徒、保護

者」参加による実働避難訓練（保護者に対しても、実際にこどもの

避難路、指定緊急避難場所を確認しておくことで安心感を与えるこ

とができる。）。 

宿泊を伴う避難訓練～例えば、夕食後に学校に参集（避難）し、

防災教育（避難の重要性を学ばせる映像等視聴、地区ごとの指定緊

急避難場所の確認等）を受け、体育館・教室等で宿泊後、翌朝朝食

を取って解散するなど、印象に残す工夫を凝らした訓練。 

昼休み時間等に行う抜き打ち避難訓練。前提として、事前に 

・指定緊急避難場所、避難路を周知するための避難訓練 

・教師がいない場合の自己判断による避難の意識付け（指導）を行

った上で実施する。 

クラス単位での統一行動をしていない時間帯であることから発災

の合図とともに各人の判断で避難し、点呼は原則として避難先で実

施するものとする。 

なお、交通量の多い市街地の学校では、事前に教員を交差点等に

配置するなどの配慮も必要。 
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訓練名 内容 

実

働

訓

練 

避難行動要支援者

及び医療施設等で

の安全確保訓練 

社会福祉施設や医療施設において、施設高層階への移動で対応で

きる場合や他所への避難をせざるを得ない場合等々を想定し、種々

の避難路、指定緊急避難場所、避難手段を検討の上行う実働避難訓

練。 

船舶等の安全確保

訓練及び船舶等へ

の避難訓練 

種々の津波到達予測時間を想定して行う、船舶の港外退避訓練、

係留強化訓練、小型船の高所固縛訓練。 

活断層型地震想定

避難訓練（地震発

生後、５分以内で

の避難完了を目指

した訓練） 

自治会内において話し合い、予め各戸の緊急避難場所（それぞれ

が５分以内（概ね 300ｍの距離）に徒歩避難可能な、ある程度安全性

を担保できる高度を有する場所）を設定しておいた上で行う避難訓

練。 

緊急避難場所としては、裏山、高台等で大分県津波浸水予測図

（以下、「浸水予測図」という。）の各地域における最大浸水深を

超える高度を満たす場所が望ましいが、「５分以内」という条件の

中では、適当な避難場所がない場合も考えられる。このような場合

には事前の避難場所として、低層であっても鉄筋コンクリート作り

の家屋等も考慮する。 

なお、緊急避難場所の高度が上記に満たない場合は、更なる避難

が必要となることも考えられるので、緊急避難場所は、できる限り

海岸から離れる方向での選定が必要である。 

また、現実的には、避難開始時点において地震種別（活断層型か

海溝型か）が判明していない場合が多いと考えられるので、避難に

際しては、事後の情報入手のため、ラジオ、携帯電話の携行が重要

である。 

活断層型地震の場合、村内における＋１ｍ波到達時間は 

地点 
別府湾の地震 

（慶長豊後型地震） 

周防灘断層群 

（主部） 

南浦 － － 

西浦漁港 － 15 分後 

東浦漁港（稲積） － － 

となっている。 

よって、緊急避難場所が浸水予測図の浸水想定区域にある地区に

ついては、これら到達予想時間を勘案し、更なる避難先を検討して

おかなければならない。 
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第３節 防災教育 

１ 目標 

災害による人的被害をなくすためには、事前の備えと早期避難が肝要である。東

日本大震災では、中学生が小学生の避難を助け、また中学生等の避難行動がきっかけ

となり周囲の人々が避難し、被害を最小限に抑えるなど、防災教育の有無が生死を分

けた事例があったことから、防災教育の重要性が改めて認識された。このため、家庭、

地域、職場、学校等において、周辺の災害リスクや自分は大丈夫という思い込み（正

常性バイアス）等の必要な知識を教える実践的な防災教育を実施する必要がある。 

また、避難にあたっては地域においても防災リーダーを中心として地域コミュニ

ティにおける自主防災組織を充実・活性化することが重要になることから、防災リー

ダーの養成、自主防災組織等各団体に対する研修会や講習会等を通じて、学校におけ

る防災教育と地域における防災教育がそれぞれ相互に補完しながら、人から人へ、子

世代から孫世代へと受け継ぎ、横と縦のつながりを通じて村土の自然の特徴を理解し

つつ高い防災意識を維持するために一体的に普及・啓発していくこととする。 

２ 学校等における防災教育 

（１）基本方針 

イ 東日本大震災のように想定した被害を超える自然災害等の発生に際しても、

自ら危険を予測し回避するために、災害に関する基本的な知識を身に付けさせ

るとともに、習得した知識に基づいて的確に判断し、迅速な行動を取ることが

できる「主体的に行動する態度」を育成する防災教育を推進する。 

ロ ボランティア活動などを通して、思いやりや生命尊重などの心を養い、進ん

で安全で安心な社会づくりに貢献できるような資質や能力を養うための防災教

育を推進する。 

ハ 災害時における児童生徒等の安全を確保するため、教職員の資質向上や津波

に係る対応マニュアルの整備、村の防災担当部局等との連携体制の構築、地域

ぐるみの避難訓練など防災管理・組織活動を充実していく。 

（２）各発達段階等における防災教育 

各学校等で、児童生徒等の発達段階や地域の実情を考慮して計画を作成し、指

導にあたる。 

イ 幼児 

日常生活で、自らが安全に対する認識や関心を高めることができるようにする。

災害時には、教職員・保育士や保護者の指示に従い行動できるようにする。また、

危険な状態を発見したときには教職員や保育士など近くの大人に伝えることがで

きるようにする。 

ロ 小学生 

（イ）低学年 
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安全に行動することの大切さを理解し、安全のための決まり・約束を守るこ

とや身の回りの危険に気付くことができるようにする。また、危険な状態を発

見した場合や災害時には、教職員など近くの大人に速やかに連絡し、指示に従

うなど適切な行動ができるようにする。 

（ロ）中学年 

災害に関する様々な危険を理解し、危険に気付くことができるようにすると

ともに、自ら安全な行動をとることができるようにする。 

（ハ）高学年 

中学年までの学習を一層深め、様々な場面で発生する危険を予測し、進んで

安全な行動ができるようにする。また、家族など身近な人々の安全にも気配り

ができるようにする。さらに、簡単な応急手当ができるようにする。 

ハ 中学生 

小学校までの学習をさらに深め、災害安全に関して適切な行動をとるとともに、

応急手当の技能を身に付けたり、防災への日常の備えや的確な避難行動ができる

ようにする。また、他者の安全に配慮することはもちろん、自他の安全に対する

責任感の育成も必要である。さらに、学校、地域の防災や災害時のボランティア

活動（例：避難所運営の手伝い）等の大切さについても理解を深め、参加できる

ようにする。 

ニ 高校生 

自らの安全の確保はもとより、友人や家族、地域社会の人々の安全にも貢献す

る大切さについて一層理解を深める。また、心肺蘇生などの応急手当の技能を高

め、適切な手当が実践できるようにする。さらに、安全で安心な社会づくりへの

理解を深めるとともに、地域の安全に関する活動や災害時のボランティア活動

（例：避難所運営）等に積極的に参加できるようにする。 

ホ 障がいのある児童生徒等 

児童生徒等の障がいの状態、発達の段階、特性及び地域の実態等に応じて、自

ら危険な場所や状況を予測・回避したり、必要な場合には援助を求めたりするこ

とができるようにする。 

（３）防災教育の内容 

様々な災害発生時における危険について理解し、正しい備えと適切な行動がと

れるようにする。 

イ 村における地震・津波の歴史 

ロ 地震・津波発生時における危険の理解と安全な行動の仕方 

ハ 火災発生時における危険の理解と安全な行動の仕方 

ニ 避難所の役割と避難経路についての理解、避難の仕方 

ホ 災害に関する情報の活用や災害に対する備えについての理解 

へ 地域の防災活動の理解と積極的な参加・協力 

ト 災害時における心のケア 
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（４）教育課程における防災教育 

学校における防災教育は、安全教育の一環として教育課程の各教科・科目、道

徳、特別活動、総合的な学習の時間等に位置付け、児童生徒等の発達段階や、各

教科等それぞれの特質に応じ適切に実施する。 

そのためには、各学校において指導内容、指導時間数について整理した「学校

安全計画（生活安全、交通安全、災害安全を盛り込んだもの）」を作成し、安全

学習と安全指導を密接に関連付けながら、計画的に実施する。 

また、児童生徒等の学習効果を高めるため、危険予測の演習、視聴覚教材や指

導資料の活用、地域校内の安全マップづくりなど指導方法の多様化を図る。 

（５）地域ぐるみの防災教育 

児童生徒等は地域の一員という側面もあり、また、登下校時や放課後など学校

管理下外で災害に遭う場合も想定されることから、保護者等との連携を図りなが

ら、自主的な判断力を養うとともに、地域における指定緊急避難場所等について

理解させることが重要である。 

そのため、学校として地域の防災訓練等に参加することや、学校を拠点とした

防災教育プログラムを、村民と協働して実施するなど、日頃から村、国東市消防

署姫島出張所、公民館や自主防災組織などの関係機関団体との連携を図るよう努

める。 

さらに、「学校安全委員会」に保護者や地域の防災関係者の参加を得るととも

に、地域の「協育」ネットワークを積極的に活用し、体験学習や過去の体験談を

聞く機会の設定、隣接する学校、病院等との合同避難訓練の実施等、学校、家庭、

地域ぐるみの防災教育の推進に努める。 

（６）教職員に対する防災教育 

すべての教職員は、災害発生時に児童生徒等の安全を確保するための適切な指

示や支援をすることとともに、児童生徒等の発達段階や、各教科等それぞれの特

質に応じた防災教育を適切に実施することが求められる。 

管理職や学校安全の中核となる教職員は、そのために必要な知識や技能につい

て他の教職員に指導・助言し、防災管理・組織活動の体制の整備を図ることが必

要である。 

そのため、管理職や安全担当教職員に対する専門的知識や資質の向上を図る研

修を充実させるとともに、各学校等においては、管理職や安全担当教職員を核と

した校内研修の充実、避難時における学校での点呼のあり方や児童の引き渡し方

法などを盛り込んだ地震・津波に対応したマニュアルの整備等を通じて教職員の

防災対応能力や指導力の向上を図る。 

３ 地域等における防災教育 

（１）基本方針 

イ 災害時に危険を認識し、状況に応じて自らの安全を確保するための行動がで

きるようにする。なお、防災教育にあたっては、高齢者、障がい者、外国人、
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乳幼児、妊産婦等要配慮者や被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に

十分配慮する。 

ロ 地域防災リーダー（防災士）を育成し、その者を中心に自主防災組織を充

実・活性化することにより、地域ぐるみの防災対策を推進する。 

ハ 防災関係機関や団体等への効果的な防災教育により、災害発生時の応急対応

のための体制の早急確立ができるようにする。 

（２）村民に対する防災教育 

村は、防災意識・知識の向上や防災の日常化を図るため、防災関係機関と協力

して、村民に対する防災教育を実施する。防災教育は、次の事項を含むものとし、

マスメディア・村ホームページ・ケーブルテレビ姫島・ＳＮＳの活用、動画・映

像の放映・配信、パンフレット・ハザードマップ等の配布、各種集会の実施など

地域の実情に合わせた、より具体的な手法により、実践的な教育を行うものとす

る。災害による人的被害をなくすためには、村民一人ひとりが、地域の災害リス

クを把握し、早期避難を習慣化しておくことが肝要である。そのため、ハザード

マップなど防災教育・啓発ツールを活用し、居住する地域の災害リスクや住宅の

条件等を考慮した上で、とるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努

めるとともに、①避難時に使用する道路状況を確認すること、②安全な場所にい

る人まで避難場所に行く必要がないこと、③避難先として安全な親戚・知人宅等

も選択肢としてあること、④警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべき

こと等の避難に関する情報の意味の理解の促進に努めるものとする。 

イ 地震・津波に関する知識 

（イ）地震・津波に関する基礎知識、村の災害史等 

（ロ）津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二

波、第三波等の後続波の方が大きくなる可能性、数時間から場合によっては

一日以上にわたり津波が継続する可能性があること 

さらには、強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆ

る津波地震や遠地地震の発生の可能性など、津波の特性に関する情報 

（ハ）地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、特に地震

発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があること、津波浸

水想定の対象地域外でも浸水する可能性があること、指定緊急避難所、指定

避難所の孤立や避難所自体の被災も有り得ることなど、津波に関する想定・

予測の不確実性 

ロ 各地域における避難対象地区、土砂災害警戒区域等に関する知識 

ハ 正確な情報入手の方法 

ニ 警報等発表時や避難指示等の発令時にとるべき行動、指定避難所での行動 

ホ 家庭内における津波発生時の連絡方法や避難ルールの取決め 

へ 地震が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、

自動車運行の自粛、適切な避難行動等防災上とるべき行動に関する知識 
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ト 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

チ 平素村民が実施しうる応急手当、最低３日間、推奨一週間分の食料、飲料水、

携帯トイレ、トイレットペーパー等生活必需品の備蓄、非常持出品（救急箱、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、負傷の防止や避難路の確保の観点から

の家具・ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物との同行避難や

指定避難所での飼養についての準備、出火防止等の家庭での予防・安全対策 

リ 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

（３）家庭における防災教育 

教育の原点は、家庭にあり、親、祖父母、兄弟等の教えである。家庭での防災

教育が、子、孫の命を守ることにつながるため、災害の経験、教訓を伝えていく

ことが重要となる。 

そのため、地域の防災訓練に親子で参加し、住んでいる地域の特性を学ぶとと

もに、指定避難所の位置や避難経路を確認すること、こどもが学校教育で学んだ

ことを家庭で共有することなど、地域における教育や学校教育と併せ、あらゆる

機会を利用して家庭でのコミュニケーションを通じて、家庭における防災教育の

充実を図るものとする。 

（４）自主防災組織に対する防災教育 

村は、講習会を開催し、地域の防災リーダー（防災士）を養成するとともに、

その者が中心となり自主防災組織の中で指導、啓発することにより、地域コミュ

ニティにおける自主防災組織の充実・活性化を図るものとする。 

また、地域防災リーダーの資質向上を図るため、研修会の開催などに取組む。 

（５）防災上重要な施設における防災教育 

村は、防災関係機関と連携して、危険物を取扱う施設、不特定多数の者が出入

りする施設、その他防災上重要な施設の管理者に対して、災害発生時に適切な行

動がとれるよう、研修会や講習会等を通じて、防災教育を行うものとする。 

（６）各種団体等に対する防災教育 

村及び国東市消防署姫島出張所は、防災関係機関と連携して、研修会や講演会

等を通じて防災教育を行うものとする。 

さらに、村は、日本赤十字社大分県支部や防災関係機関と連携して、児童・生

徒及び村民に対して、次の事項を含む必要な防災教育を対象者（年齢）に合わせ

た内容で行うものとする。 

イ 避難所生活で特に体調悪化や生活不活発病を生じやすい高齢者を適切に支援

するための知識と技術を習得する「災害時の高齢者生活支援講習」 

ロ 心肺蘇生、応急手当等の知識と技術を習得するための「救急法講習及び幼児

安全法講習」 

ハ 災害時における危険の理解と安全な行動の仕方、非常持出品や災害時の食事

体験等を通じ、災害から命を守る力を身につけるための「防災プログラム」 

（７）防災対策要員（村職員等）に対する防災教育 
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村職員のうち災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合

における災害応急対策の円滑な実施を図るため、次の事項を含む必要な防災教育

を行うものとする。 

イ 地震・津波に関する知識 

ロ 地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

ハ 職員等が果たすべき役割 

ニ 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

ホ 今後地震対策として取組む必要のある課題 

（８）災害教訓の伝承 

村民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防災教育、慰霊祭等の開催、

伝承碑の保存その他の方法により、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。ま

た、村は、過去に起こった大災害の教訓を確実に後世に伝えていくため、大災害

に関する各種資料（古文書、自然記録、映像等）や調査分析結果等をアーカイブ

として広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲覧できるよう

公開に努めるものとする。 

また、災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正し

く後世に伝えていくよう努めるものとする。 

なお、公開にあたっては、事前に古文書の信頼性の検証を行っておくことや、

村民にも分かりやすい自然記録の解説を付記するなど、その資料の持つ意味を正

しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

村は県と連携し、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災

害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、

村民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 
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第４節 消防団・ボランティアの育成・強化 

消防団、自主防災組織（事業所）の育成及び強化については、この節の定めるところ

によって推進する。 

１ 消防団の育成・強化 

（１）消防団の育成・強化の必要性 

消防団は常備消防と並んで地域社会における地域防災力の中核として重要な役

割を果たしており、また、本村の活力・生産力の中心的な世代が多く最も重要な

組織の一つである。しかし、近年では漁業後継者等の不足、高齢化、サラリーマ

ン化等により団員数の維持確保が難しい状況にあるため、地域との連携を進めな

がら、その育成・強化を図ることが必要となっている。 

（２）消防団の育成・強化策の推進 

村は、以下の観点から消防団の育成・強化を図り、地域社会の防災体制の推進

を図る。 

イ 消防団員への理解の促進 

消防団は、地域防災力の中核として位置付けられていることから、自主防災組

織や防災士等と連携を図りながら、村民の消防団活動に対する理解を促進し、ひ

いては消防団への加入、協力する環境づくりを推進する。また、大規模災害等に

備えるため資機材、訓練等の充実に向けた取組を推進する。 

ロ 消防団への加入促進 

消防団員数は少子高齢化等の要因から減少の傾向にあるため、若年層をはじめ

とする村民に対する消防防災思想の普及・啓発を担う地域消防アドバイザーへの

活動支援、事業所に対する協力要請及び女性消防団員の採用促進等を通じて消防

団への加入を促進する。 

また、消防団員の資質向上を図るため、消防学校における教育訓練の充実を図

る。 

ハ 消防団組織・制度の多様化 

村民、女性が入団しやすい組織・制度として特定の活動にのみ参加する「機能

別団員・分団制度」、特に、大規模災害時に限定して出動し、基本団員だけでは

対応できない役割を担う「大規模災害団員」の導入を促進する。 

２ 事業所の自主防災体制の充実 

（１）多数の者が勤務し又は出入りする施設については、自らの施設からの災害の未然

防止・拡大防止を図るため、消防法により消防計画を作成し自衛消防組織を設置

することとなっている。今後は、それら施設に対する消防機関による指導を強化

するとともに、法令に基づき段階的に適切な措置を施す等、適正な対策を講ずる

こととする。 

また、それ以外の事業所についても、自主的な防災組織の設置を推進すること
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とし、関係機関は指導に留意するものとする。 

なお、自衛消防組織の行うべき事項は次のとおりとする。 

イ 防災訓練、消火設備等の維持管理 

ロ 消火活動、通報連絡及び避難誘導措置 

ハ 防災要員の配備 

ニ 情報収集能力の強化（連絡体制の確立） 

（２）災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、地域貢献等）を認識させるととも

に、業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促す。 

３ ボランティアの育成・強化 

災害発生時には、被災地や被災者一人ひとりの状況に応じた支援活動が重要であ

り、村など公的機関の応急・復旧活動や、自主防災組織の活動とともに、ボランティ

ア･ＮＰＯ等の特性を活かしたきめ細かな支援活動が不可欠である。 

このため、村及び防災関係機関は、ボランティア･ＮＰＯ等活動の支援に関する情

報提供やコーディネート等を実施する（福）大分県社会福祉協議会大分県ボランティ

ア・市民活動センターや災害中間支援組織、被災者援護協力団体などと連携し、平時

からボランティア･ＮＰＯ等と顔が見える協働関係を構築することで、災害時にボラ

ンティア･ＮＰＯ等が効果的に活動できる環境整備を行う。 

また、大分県社会福祉協議会及び各市町村社会福祉協議会が設置する災害ボラン

ティアネットワークや災害中間支援組織が実施する情報共有会議等に参画し、協力・

連携体制の整備、情報交換、災害時の備え等を行う。 

さらに、災害ボランティアセンターの機能強化を図るため、リーダーとして運営

実務を担うことができるスタッフ等の育成を目的とした研修を実施する。 

なお、県から事務の委任を受けた場合、村は、共助のボランティア活動と地方公

共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボラン

ティアセンターに委託するときは、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の

国庫負担の対象とすることができる。 

４ 大分県水難救済会の育成・強化 

海上における救命防災体制を強化うるため、大分県水難救済会への支援を行うと

ともに救命防災体制の確保を図る。 
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第５節 要配慮者の安全確保 

「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。

また、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避

難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を

要するものを「避難行動要支援者」という。 

避難行動に支援を要する人だけでなく、避難所での生活に困難をきたす人も「要配慮

者」に含まれる。 

（１）災害発生時の避難行動に支援を要する人 

例えば 

イ 四肢、視覚、聴覚等に障がいがある人 

ロ 状況の把握が困難な人（知的障がい者、精神障がい者、認知症の人） 

ハ 要介護の高齢者 

ニ 日本語の理解が不十分な外国人など 

（２）上記の他、自分自身で避難行動はとれるものの避難所等での生活が困難な人 

例えば 

イ 人工透析を行っている人 

ロ インスリンの自己注射をしている人 

ハ 特殊な薬剤（治療）を必要とする人（精神疾患患者、難病患者等） 

ニ 集団生活や環境の変化になじみにくい人（発達障がい児・者） 

ホ 妊産婦や乳幼児  など 

要配慮者の安全確保及びその防災活動の支援を行うための対策は、この節に定めると

ころにより実施するものとする。 

１ 地域における要配慮者対策 

（１）避難行動要支援者名簿の作成・個別避難計画の作成及び活用等 

イ 基本方針 

（イ）村は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（Ｈ25.８月

（Ｒ３.５月改訂）内閣府）」を参考に、避難行動要支援者を適切に避難誘導

し、安否確認等を行うための措置について定めるものとする。 

（ロ）村は、防災担当部局と福祉担当部局との連携のもと、平時から避難行動要

支援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。 

また、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の

居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期

的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活

用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

（ハ）村は、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携のもと、福祉専門

職、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、村民等の避難支援等に携わる関

係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得
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て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。また、個別避難計画に

ついては、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、

災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じ

て更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の

活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努めるものと

する。 

（ニ）村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及

び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するも

のとする。 

（ホ）村は、避難支援等に関わる関係者（以下、「避難支援等関係者」という。）

に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支

援者名簿及び個別避難計画を提供する。多様な主体の協力を得ながら、避難

行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、

避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、名簿情報及び個別避難計

画情報の漏洩の防止等必要な措置を講じるものとする。 

（へ）村は、避難支援等関係者に平時から避難行動要支援者の名簿情報及び個別

避難計画情報を提供するために、避難行動要支援者本人に郵送や戸別訪問な

ど直接的な働きかけを行うほか、より積極的に避難支援を実効性あるものと

する等の観点から、本人の同意がなくても平時から名簿情報を避難支援等関

係者に提供できるよう、条例による特例措置を検討することとする。 

（ト）村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避

難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平時から、避難支援等に携わる

関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支

援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

（チ）県は、村における避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支

援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を支援する。 

（リ）県は、村が行う避難行動要支援者名簿の作成が円滑に行われるよう協力す

る。 

（ヌ）村及び県は、個別避難計画の作成を促進するため、避難行動要支援者や避

難支援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等に努めるものとする。 

ロ 避難行動要支援者名簿の作成 

避難行動要支援者の支援対策を推進するため、「避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針」に基づき、平常時より避難行動要支援者に関する情報を

把握し、避難行動要支援者名簿を作成する。 

また、避難行動要支援者の具体的な支援等については、別に定めるものとする。 

（イ）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

村内に居住し生活の基盤が自宅にある要配慮者のうち、災害が発生し、又は

災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、そ

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者とし、以下の要
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件に該当する者を避難行動要支援者とする。 

ａ．要介護認定３～５を受けている者 

ｂ．身体障害者手帳１・２級を所持する身体障がい者（心臓、腎臓機能障がい

のみで該当する者は除く。） 

ｃ．療育手帳Ａを所持する知的障がい者 

ｄ．精神障害者保健福祉手帳１級を所持する精神障がい者 

ｅ．上記以外で自治会が支援の必要を認めた者 

（ロ）避難行動要支援者名簿に必要な個人情報及びその入手方法 

避難行動要支援者名簿に必要な個人情報は次のとおりとし、名簿を作成する

にあたり、次に掲げる入手方法を通じて、避難行動要支援者情報の把握に努め

るものとする。また、名簿に掲載される者に対し、平常時から避難支援等関係

者に対して名簿情報を提供することについて同意の確認を行うこととする。 

ａ．名簿記載事項 

・氏名 

・生年月日 

・年齢 

・性別 

・電話番号及び携帯番号 

・住所 

・同居者の有無 

・避難支援等を必要とする事由 

ｂ．入手方法 

避難行動要支援者の情報は、村の関係部局で把握している住民基本台帳、

要介護認定情報、障害者手帳交付台帳、療育手帳交付台帳、精神障害者保健

福祉手帳交付台帳等から台帳を作成し、訪問・聞き取り調査により情報収集

を行う。 

（ハ）名簿の更新 

名簿については、村民の転入・転出、介護認定、身体障害者手帳交付等の事

務を通じて得た情報をもとに、定期的に更新し、最新の状態に保つものとする。 

（ニ）名簿情報の提供 

ａ．避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供 

名簿の情報について、本人の同意が得られた場合には、次の避難支援等関

係者となる者に対して、事前に名簿情報を提供することができる。 

【避難支援等関係者】 

・国東市消防本部姫島出張所 

・国東警察署姫島警察官駐在所 

・行政区区長 

・自主防災組織 

・民生委員・児童委員 
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・村社会福祉協議会 

・その他避難支援等の実施に携わる関係者 

ｂ．避難支援等関係者への災害発生時等における名簿情報の提供 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、避難行動要支援者の生命・

身体を保護するために特に必要があると認めるときには、村長の決定により、

上記の避難支援等関係者に加え、自衛隊等の避難支援等関係者に対して、避

難行動要支援者の同意を得ずに名簿情報を提供することができる。 

ハ 個別避難計画の作成 

避難行動要支援者の避難誘導等を迅速かつ適切に実施するため、「避難行動要

支援者名簿の手引き」等を活用し、福祉事業者、行政区委員、民生委員・児童委

員等の協力を得ながら、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。 

（イ）個別避難計画の作成 

個別避難計画は、村が主体となり、避難行動要支援者本人及びその家族と作

成するよう努めるものとする。本人に関する情報の外部提供に対して同意があ

った場合については、避難支援等関係者と連携を取りながら、避難行動要支援

者本人と避難支援等実施者、避難場所、避難時の留意事項等について具体的に

話し合うことにより作成するよう努めるものとする。 

（ロ）個別避難計画作成に必要な個人情報及びその入手方法 

個別避難計画作成に必要な個人情報は次のとおりとする。 

また、個別避難計画を作成する避難行動要支援者本人に対し、平常時から避

難支援等関係者に対して個別避難計画情報を提供することについて同意の確認

を行うこととする。 

ａ．個別避難計画記載事項 

・氏名 

・生年月日 

・年齢 

・性別 

・避難時に配慮しなくてはならない事項 

・同居者の有無 

・緊急時の連絡先（氏名、続柄、連絡先） 

・避難支援者情報（氏名、連絡先） 

・避難場所 

・注意すべき事項 

ｂ．入手方法 

避難行動要支援者の情報は、村の関係部局で把握している住民基本台帳、

要介護認定情報、障害者手帳交付台帳、療育手帳交付台帳、精神障害者保健

福祉手帳交付台帳等から台帳を作成し、訪問・聞き取り調査により情報収集

を行う。 

（ハ）個別避難計画の更新 
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個別避難計画は、避難行動要支援者の個人情報が多く含まれているため、そ

の保護には十分に留意し、災害時に迅速かつ適切な避難を行うため、情報の更

新を随時行うこととする。具体的には、個別避難計画の内容に変更が生じた場

合や本人等から変更の申し出があった場合には、その都度速やかに更新する。

また、避難支援等関係者の協力を得て更新を行う。 

（ニ）個別避難計画情報の提供 

ａ．避難支援等関係者への事前の個別避難計画情報の提供 

個別避難計画情報について、本人の同意が得られた場合には、次の者に対

して、事前に個別避難計画情報を提供することができる。 

【避難支援等関係者】 

・国東市消防本部姫島出張所 

・国東警察署姫島警察官駐在所 

・行政区区長 

・自主防災組織 

・民生委員・児童委員 

・村社会福祉協議会 

・居宅介護支援事業者・相談支援事業者等の福祉事業者 

・その他避難支援等の実施に携わる関係者 

ｂ．避難支援等関係者等への災害発生時等における個別避難計画情報の提供 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、避難行動要支援者の生命・

身体を保護するために特に必要があると認めるときには、村長の決定により、

避難支援等関係者に加え、派遣された警察、自衛隊等に対して、避難行動要

支援者の同意を得ずに個別避難計画情報を提供することができる。 

（ホ）個別避難計画の作成の進め方 

個別避難計画の作成にあたっては、一律に作成を進めるものとする。 

ニ 名簿及び個別避難計画の提供における情報漏えいの防止 

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の提供に際しては、避難支援等関係者

が適切な情報管理を図るよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

（イ）当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する

ものとする。 

（ロ）災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられて

いることを説明するものとする。 

（ハ）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画については、施錠可能な場所へ保

管するなど、厳重なる保管を行い個人情報が流出することのないよう指導す

るものとする。 

（ニ）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を必要以上に複製しないよう指導

するものとする。 

（ホ）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の提供先が個人でなく団体である

場合には、その団体内部で避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を取り扱
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う者を限定するよう指導するものとする。 

ホ 避難情報の伝達 

避難情報は、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難にあたって重要な情報で

ある。そのため、避難支援等関係者が名簿及び個別避難計画を活用して着実な情

報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるよう、その発令及び伝達にあたっ

ては、以下の点に留意する。 

（イ）高齢者や障がい者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人

一人に的確に伝わるようにする。 

（ロ）同じ障がいであっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意

する。 

（ハ）高齢者や障がい者に合った、必要な情報を提供する。 

（ニ）姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、

屋外拡声放送設備、広報車、県民安全・安心メール、携帯電話事業者が提供

する緊急速報メール（エリアメール等）、おおいた防災アプリ、インターネ

ット（村ホームページや、ＳＮＳ等）を活用するなど、複数の手段を有機的

に組み合わせる。 

ヘ 避難支援等関係者の安全確保 

災害時の避難支援については、地域活動として可能な範囲で行うもので法的な

責任や義務を負うものではない。そのため、避難支援等関係者本人又はその家族

等の生命及び身体の安全を十分に確保した上で、地域の実情や災害の状況に応じ

て、可能な範囲で避難支援を実施する。 

ト 安否確認体制の整備 

避難行動要支援者の安全確保を行うため安否確認体制を行政区、民生委員・児

童委員、自主防災組織、防災士、消防団、居宅介護支援事業者・相談支援事業者

等の福祉事業者等と協力して整備・支援する。その際、安否確認体制は、避難行

動要支援者の把握と連動し、速やかに各地区の村民において行えるよう整備、支

援する。 

（２）避難誘導体制の整備 

村は、避難行動要支援者の避難誘導が円滑に行われるよう、平時において、自

主防災組織との協働により地域ごとに緊急避難場所の確保及び避難路の整備を行

うとともに、定期的な防災訓練により検証を進める。 

また、自力での移動が困難な避難行動要支援者の避難に際して、各自主防災組

織が地域の実情に応じて、個別避難計画等により自動車の利用など移動手段をあ

らかじめ定めておくよう支援する。 

（３）福祉避難所の指定 

村は、指定避難所に要配慮者のための窓口やスペースを確保するとともに、一

般の指定避難所では生活が困難な要配慮者に配慮した福祉避難所の指定を推進す

る。 
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特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の

確保に努めるとともに、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸

引器等の医療機器の電源確保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。 

指定にあたっては、社会福祉施設だけでなく、旅館等とあらかじめ協定を締結

し、指定避難所での集団生活に支障をきたす要配慮者とその家族に対しては、多

様な避難場所を提供できるよう努めるとともに、必要に応じて福祉避難所ごとに

受入対象者を特定し、指定した福祉避難所に関する情報を村民に周知（公示）す

る。また、福祉避難所の設置にあたっては、公共施設や特別支援学校、旅館等を

福祉避難所として利用する場合においても介護職員の派遣等について、社会福祉

法人等に協力を要請する。さらに、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受入

れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避難計画等を作成し、要配慮者が、避

難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよう努めるものと

する。 

また、村や県をまたぐ広域避難も想定し、福祉避難所や一般避難所福祉避難ス

ペースの施設数や所在、受入可能人数等の情報について、平時から県との共有を

図る。 

さらに、村は県と連携し、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域

の実情に応じて実施している状況把握の取組が円滑に行うことができるよう、事

前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、

個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努める。 

【福祉避難所について】 

イ 福祉避難所の入所対象者 

福祉避難所は、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする人で、介

護保険施設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の在宅の要配慮者を対

象とする。 

ロ 福祉避難所への入所対象者の把握 

村は要配慮者の情報を基に、福祉避難所の入所対象者概数及び現況を平時に把

握しておく。 

ハ 福祉避難所として利用可能な施設の把握 

村は、現状において要配慮者の入所が可能な社会福祉施設だけでなく、一般の

指定避難所のように現況では特別の機能を有していない場合であっても、災害発

生に伴い設備を整備することによって福祉避難所として利用可能となる施設に対

して、災害時に緊急的な受入れを要請する可能性があることから、それらの施設

に関する情報もデータベースとして整備を行う。 

また、災害時にすぐに福祉避難所が利用できない場合は、一般の指定避難所に

要配慮者用の窓口を設置するとともに、介護や医療相談を受けるスペースを確保

する。 

（４）防災設備・物資・資機材等の整備 
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村は、最低３日間、推奨１週間分の食料・飲料水等について、村民自らの家庭

備蓄によっても対応できるよう事前の備えを推進するための啓発を行う。また、

要配慮者に配慮した救援活動が行えるよう、物資の備蓄・調達体制の整備を行う。 

（５）在宅高齢者、障がい者に対する防災知識の普及 

村は、ホームヘルパーや民生委員・児童委員等、高齢者、障がい者の居宅の状

況に接することのできる者に対し、家庭における家財点検や適切な避難行動等の

防災知識の普及を推進する。 

また、村は県と連携し、透析患者、人工呼吸器患者及び在宅酸素患者等の難病

患者に対して、「お薬手帳」の常備や病状・かかりつけ医療機関・服用薬などを

記入できる「難病患者のための災害時準備ガイドブック」の携帯等、自らを守る

ための資源の活用について普及・啓発に努める。 

２ 社会福祉施設における要配慮者対策 

（１）組織体制の整備 

イ 村は、要配慮者が利用する社会福祉施設等の安全確保のための組織・体制の

整備を促進するよう施設を管理する社会福祉法人等を指導・支援する。 

ロ 村は、自主防災組織や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じて、それら

の組織と社会福祉施設等との連携を図り、施設利用者及び入所者の安全確保に

関する協力体制を整備する。 

ハ 社会福祉施設等の管理者は、災害時に備えてあらかじめ防災組織を整備し、

職員の任務分担、動員計画及び緊急連絡体制等の整備を図るとともに、職員等

に対する防災教育及び防災訓練を実施する。特に、夜間や荒天時等における消

防機関等への緊急通報及び入所者の避難誘導体制に十分配慮した体制を整備す

る。また、村、自主防災組織、近隣の村民と連携をとり、施設利用者及び入所

者の安全確保に関する協力体制づくりを行う。 

（２）防災設備等の整備 

イ 村は、社会福祉施設の管理者に対して、施設利用者及び入所者の安全確保の

ために防災設備等の整備を促進するよう指導・支援する。 

ロ 社会福祉施設等の管理者は、施設自体の災害に対する安全性を高めるととも

に、災害発生直後の施設利用者及び入所者の生活を維持するため、物資及び防

災資機材等を整備する。また、災害発生に備え、消防機関等への緊急通報、避

難誘導のための防災設備及び体制の整備を行う。 

（３）要配慮者を考慮した防災基盤の整備 

村は、施設利用者及び入所者の災害対応能力及び社会福祉施設の立地を考慮し

緊急避難場所及び避難路等の防災基盤の整備を図る。 

３ 要配慮者対策における村の体制整備 

災害の発生に伴い、指定避難所の設置管理、食事・物資の提供、遺体の取扱い等

の災害救助関係業務のほか、民生関係業務として、生活福祉資金の貸付、応急仮設住
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宅等における福祉サービスの実施、り災証明の発行等、膨大な種類と量の業務が発生

することから、災害の規模及び行政機能状況等を勘案し、以下の点に留意しながら、

福祉に係る災害応急対策を実施する。 

（１）災害発生により食事・物資の分配業務、遺体の取扱い業務等の災害救助関係業務

と並行して障がい者及び高齢者に対するホームヘルパーや手話通訳者の派遣、補

装具の提供等の福祉サービス等の福祉関係業務の増大にも対応できるよう、業務

処理体制の確保に努める。 

（２）大分県及び市町村相互間の災害時応援協定により、速やかに応援を要請する。 

（３）県を通じ、内閣府政策統括官（防災担当）に対し、他都道府県の市町村民生部局

等の職員の応援を要請する。 

（４）災害発生後一定の期間経過後に業務量が増大することから、時間の経過とともに

変化する状況に対応した組織と人員の投入に留意しつつ、対策を講ずる。 

４ 傷病者対策の体制整備 

災害発生直後の混乱した状況の中では、特殊な医療を必要とする患者を含め、傷

病者に対しても特別な配慮が必要となる場合がある。村は、これらの者に対する安全

の確保をはじめ、医療機関の被災状況の把握、避難誘導を行うための体制を整備する。 

５ 旅行者の安全確保 

（１）基本方針 

村、防災関係機関及び観光施設等の管理者は、土地勘のない旅行者等が地震災

害に遭遇した場合を想定した安全確保対策や避難・救護・輸送対策の構築に努め

る。 

（２）実施内容 

村及び施設管理者等は、以下の点に留意した対策を推進する。 

イ 村は、指定避難所・避難路の標識が観光客・旅行者等にも容易に判別できる

表示とし、その安全確保に努める。 

ロ 村及び自主防災組織等は、地域全体で地震災害時の観光客・旅行者等への安

全確保や救助活動を実施できる体制を整備する。 

ハ 旅館等の観光施設管理者は、災害時の避難誘導体制を事前に整備しておくな

ど宿泊客の安全を確保することに止まらず、被災者への救援活動の拠点となれ

るよう平素から食料、飲料水、医薬品等の備蓄や被災者の収容・受入体制の整

備に努めるものとする。 

６ 外国人の安全確保 

（１）基本方針 

村は、国際化の進展に伴い、村内に居住、又は来訪する外国人が増加し多様化

していることを踏まえ、言語・文化・生活習慣の異なる外国人が受ける被害を最

小限に止め、的確な行動がとれる防災環境づくりに努める。 
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（２）実施内容 

村及び防災関係機関は、以下の点に留意した対策を推進する。 

イ 村は、指定避難所・避難路の標識への外国語の付記、災害時の多言語による

広報等、外国人に配慮した情報伝達手段の整備に努める。 

ロ 村、公共的団体及び自主防災組織等は、地域全体で外国人の安全確保、救助

活動、安否確認等の支援体制を整備する。 

ハ 村は、地震災害時に地域内で生活する外国人の安全確保を図るため、多言語

による防災知識の普及活動を推進し、外国人を対象にした防災教育を実施する

よう努める。具体的には、英語を始めとする外国語の防災パンフレットやビデ

オ等の作成・普及、外国人を対象とした防災訓練の実施を推進する。 

ニ 村は、国が行う研修を通じて、災害時に行政等から提供される災害や生活支

援等に関する情報を整理し、避難所等にいる外国人のニーズとのマッチングを

行う災害時外国人支援情報コーディネーターの育成に努める。 
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第６節 帰宅困難者の安全確保 

大規模な災害が発生した場合、交通機能停止等により自力で自宅に帰ることができな

い人々（以下、「帰宅困難者」という。）が発生することが予想される。 

これらの帰宅困難者の安全確保のために、以下の事前措置を講ずる必要がある。 

１ 宿泊場所の確保 

村は、中心部の公共的施設等を宿泊所として提供できるよう施設の管理者等とあ

らかじめ使用協定を締結するよう努める。なお、宿泊所の確保にあたっては、男女の

ニーズの違いや要配慮者の多様なニーズに配慮した宿泊所の運営に努める。 

事業所・学校等は帰宅困難者の宿泊に対応できるよう食料・水・毛布などの生活

用品の備蓄に努める。 

２ 村民、事業所・学校等への啓発 

（１）村民への啓発 

村は、村民に対して、帰宅が困難な場合には安全な場所に留まること、家族間

の連絡手段や徒歩帰宅の経路を事前確認すること等、平時からの備えの重要性に

ついて啓発を行うとともに、災害用伝言ダイヤル等を活用した安否確認等につい

て周知を行う。 

（２）事業所・学校等への要請 

村は事業所・学校等に対し、災害時の従業員・学生等の安全確保を図るため、

帰宅困難者を想定した食料・物資の確保、備蓄等の検討を要請する。 

また、スーパー、外食店舗等を徒歩帰宅者の立ち寄り所として利用できるよう

トイレ、水、情報の提供について、あらかじめ協定を締結するよう努める。 
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第７節 村民運動の展開 

自然災害の発生を防ぐことはできないが、その被害は村民一人ひとりの日頃の努力に

よって減らすことが可能である。行政による「公助」はもとより、自分の命は自分で守

る「自助」、自分たちの地域は自分たちで守る「共助」を実践し、地域社会における防

災力を向上させることによって、被害を最小限に抑える減災社会を実現しなければなら

ない。 

１ 自助の推進 

（１）村民は防災に関する研修会、防災訓練、防災ボランティア活動その他の防災に関

する活動に積極的に参加し、防災に関する知識及び技能の習得に努めるものとす

る。 

また、村及び県は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティアによる防災

活動に関する事業者及び国民の関心と理解を深めるとともに、休暇の取得の促進

その他のボランティアによる防災活動への国民の参加を促進するため必要な措置

を講ずるものとする。 

（２）村民は、自らが生活する地域において、村、県及びその他の関係機関が提供する

防災に関する情報を活用して災害が発生するおそれのある危険箇所、指定緊急避

難場所、避難経路、避難方法その他の安全の確保に必要な事項について確認する

とともに、安否確認の連絡方法等をあらかじめ確認しておくよう努める。 

（３）建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行うとともに、その結果を踏

まえ、耐震改修その他の適切な措置を行うよう努める。 

（４）村民は、災害の発生に備え、最低３日分、推奨１週間分の食料、飲料水と医薬品

等の生活物資を備蓄するよう努める。 

２ 共助の推進 

（１）村民は、互いに助け合って自分たちの地域を守る共助の中核をなす組織として、

自主防災組織を結成し、その活動に積極的に参加するよう努める。 

（２）自主防災組織は、村、事業者等と連携しながら、防災知識の普及、地域の安全点

検、防災訓練その他の災害予防対策を地域の実情に合わせて日常的に行うよう努

める。 

（３）事業者は、災害時において事業を継続し、又は早期に復旧するための計画を作成

するとともに、地域社会の一員として地域における防災活動に積極的に協力する

よう努める。 

 



 

-105- 

 

 

 

 

 

第４章 迅速かつ円滑な災害応急対策の

ための事前措置 
 

 

 

 第１節 初動体制の強化 

 第２節 活動体制の確立 

 第３節 津波からの避難に関する事前の対策 

 第４節 個別応急対策の迅速かつ円滑な実施のための事前措置の充実 

 第５節 救助物資の備蓄 

 第６節 地域の孤立化対策 
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【迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置計画の基本的な考え方】 

迅速かつ円滑に災害応急対策を遂行するために、「初動体制の強化」、「活動体制の

確立」、「津波からの避難に関する事前の対策」、「個別応急対策の迅速かつ円滑な実

施のための事前措置の充実」、「救助物資の備蓄」を柱とする各種の事前措置を推進す

る。 

１ 村 

（１）姫島村防災会議は、姫島村地域防災計画の見直しや防災に係る調査研究に携わる

だけでなく、防災施策の点検・調整を行うものとする。 

（２）災害対策本部及びそれに準ずる事前体制（災害警戒本部等）や初動段階の職員参

集基準等について、村の地域特性に合わせて事前に整備しておく。また、大分県

地域防災計画の地震・津波対策編、第２部第４章第２節の事前措置に準じた措置

を講じる。 

２ 防災関係機関 

各機関別の防災体制を点検・整備し、効果的に災害時の対応がとれるよう、各機

関の防災計画及び活動マニュアルを整備するものとする 

 

これらの体系を以下に図示する。 
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連携体制の充実及び応援体制の強化 

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

初動体制の強化 

職員の動員配備対策の充実 

災害対策本部の円滑な設置・運営のため

の備えの充実 

災害情報の収集・伝達体制の充実 

津波監視体制の整備 

村職員の防災能力の向上 

物資、資機材の確保体制の充実 

交通確保・輸送体制の充実 

広報体制の充実 

防災拠点の整備 

緊急避難場所、避難路等の指定・整備 

居住者等の避難対策 

避難所の維持・運営 

津波避難のための意識啓発 

被災住宅の被害調査の迅速化のための対

策 

活動体制の確立 

迅
速
か
つ
円
滑
な
災
害
応
急
対
策
の
た
め
の
事
前
措
置 

（第１節） 

（第２節） 

津波からの避難に関す

る事前の対策 

（第３節） 

救助物資の備蓄 

生命・財産への被害を最小限とするため

の事前措置の充実 

被災者の保護・救援のための事前措置の

充実 

個別応急対策の迅速か

つ円滑な実施のための

事前措置の充実 

（第４節） 

（第５節） 

防災業務従事者の安全確保対策 

受援計画の策定 

地域の孤立化対策 （第６節） 
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第１節 初動体制の強化 

村は、第３部「災害応急対策」に記載する対策を、災害発生時に迅速かつ円滑に遂行

できるよう、以下に示す事前の措置を全庁的に逐次推進していく。 

突然発生する災害に迅速かつ円滑に対処するためには、必要とされる災害に関する情

報（被害情報や応急対策活動の実施状況等）を素早く把握し、村の体制を早急に確立す

る必要がある。 

そこで、以下の点を重点に初動体制の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 業務継続計画（ＢＣＰ（Business Continuity Plan）の略）の策定 

村は、災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続を見据え、災害時に

必要となる人員や資機材等を的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の

強化を図るため、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定している。 

この業務継続計画は、災害時における役場の機能を維持、回復させるための方策

を明らかにするものであり、実効ある業務継続体制を確保するため、定期的な教育・

訓練や点検等の実施により、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制

の見直しを行うものとする。 

２ 受援計画の策定 

村は、救助・救急、消火活動、医療活動及び物資調達等の応援を受ける際の要請

の手順、活動拠点等の基本的事項をあらかじめ整理することにより、警察、消防及び

自衛隊等の広域的な応援を迅速かつ効率的に受入れる体制を確保するため受援計画を

策定する。 

国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受入れて情報共有や各

種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業

務担当部署における受援担当者の選定をはじめ、会議室のレイアウトの工夫やテレビ

会議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保を行うものとする。 

また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に

業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

初動体制の強化 

職員の動員配備対策の充実 

災害対策本部の円滑な設置・運営のための備えの充実 

災害情報の収集・伝達体制の充実 

津波監視体制の整備 

受援計画の策定 
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対して紹介できる、旅館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる

空き地など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努める。 

加えて、策定された受援計画については、訓練等を通じた検証や必要に応じた見

直し等を行い、受援体制の強化を図るものとする。 

３ 職員の動員配備対策の充実 

職員（要員）をできるだけ早くかつ、多く確保することは、初動期の活動を行う

ためには、絶対条件の一つである。そこで、村職員が災害発生後速やかに職務に従

事・専念できる体制を整えるため、以下の対策を推進する。 

（１）職員参集・安否確認システムの導入 

迅速な動員配備を行うため、職員全員を登録でき、かつ、一斉配信した緊急メ

ールに対して、安否・参集等に関する情報を送信し、自動集計できる職員参集・

安否確認システムの導入を検討する。 

（２）姫島村初動マニュアルの作成配付 

災害発生時の職員の基本的な対応を確認できる姫島村初動マニュアルを全職員

に配付することにより、初動体制意識の徹底を図る。 

（３）職員の県民安全、安心メールへの登録促進の取組 

職員の参集手段として、職員の県民安全、安心メールへの登録促進を図る。 

（４）庁内執務室等の安全確保の徹底 

勤務時間中の地震発生時に、執務室内の備品の倒壊等で職員が負傷することの

ないよう、備品の固定化、危険物品の撤去等執務室等の安全確保を徹底する。 

（５）職員の家庭における安全確保対策の徹底 

災害時に職員が自己の職務に専念できることを可能にするため、職員は家庭に

おいても防災対策を徹底し、被害を最小限に止めることに努める。 

なお、発生時に家族と離れていた職員は、速やかに家族の安全を確認し、心理

的ストレスを解消することで冷静に業務に取組めるよう、平時から家族間での連

絡方法を確認しておかなければならない。 

【災害時の安全確認方法の例】 

イ 災害用伝言ダイヤル（ＮＴＴの「１７１」･「災害用伝言板（ｗｅｂ１７１）」

など）の利用 

ロ 携帯メールによる連絡（通話よりも着信確率が高いとされる。） 

ハ 「三角連絡法」（被災地へ向けての電話がつながりにくい状態でも、被災地

から外に向かっての電話は通じる場合があるので、隔地の親類や知人などの家

を連絡の中継地として、そこを伝言板がわりに利用する方法）の実施 

また、物資の調達体制が確立するまでの間（概ね３日間）に備えて、食料、水、

生活必需品の備蓄に努める。 

４ 災害対策本部の円滑な設置・運営のための備えの充実 

災害発生時に円滑な災害対策本部を設置し運営できる体制を確保するため、以下
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の対策を推進する。 

（１）災害対策本部設置基準の作成及び周知 

各災害に対する災害対策本部設置の基準を作成するとともに、村職員に対しそ

の内容を周知する。 

（２）災害対策本部職員用物資の確保 

災害対策本部の職員がその能力を最大限に発揮できるよう、少なくとも３日分

の水、食料、下着、毛布等の備蓄について検討する。 

５ 災害情報の収集・伝達体制の充実 

（１）情報機器の整備と通信手段の多様化 

災害の発生直後に必要とされる災害に関する情報（被害情報や応急対策活動の

実施状況等）を素早く把握し、村民へ伝達するため以下の対策を推進する。 

イ 震度計の設置 

地震による被害発生の可能性を最初に覚知する方法は、震度の把握である。現

在、本村には、大分県震度情報ネットワークシステムによる震度計が設置され、

震度が地震発生後速やかに把握できるシステムが構築されている。 

ロ 情報通信機器等の充実 

災害情報を迅速に収集・伝達するためには、通信施設及び設備等の整備を一層

進めていくことが必要であり、以下の対策を推進していくこととする 

（イ）防災行政無線及び衛星携帯電話・衛星通信等の移動通信機器の充実 

（ロ）村防災行政無線のデジタル化の推進等による最新機器への更新 

（ハ）沿岸部等への固定カメラの増設など画像情報の収集・連絡システムの充実 

（ニ）災害時に災害対応基本共有情報（ＥＥＩ）等に基づいた関係機関との迅速

な情報連携を行えるよう、あらかじめ関連システムの構築等に努める。 

ハ 通信手段の多重化 

大規模災害による通信手段の停止を想定した、防災情報の伝達手段の多重（複

数）化を平時から構築する。 

（イ）Ｌアラート、村ホームページ、ケーブルテレビ姫島による迅速な災害情報

の発信を行う。 

（ロ）県民安全・安心メールの登録を促進する。 

（ハ）おおいた防災アプリの利用を促進する。 

（ニ）携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）を活用する。 

（ホ）ＬＩＮＥ等ＳＮＳの利用を促進する。 

（ヘ）民間通信事業者との災害時の連絡・協力体制を構築する。 

（ト）アマチュア無線局やタクシー等の業務用無線局の災害時の活用について、

協力体制を検討する。 

（チ）災害情報収集に必要なパソコンや臨時回線等の資機材の調達方法について

検討するとともに実際の調達手順について定期的に確認する。 

（※）Ｌアラート 
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報道機関やポータルサイト（Yahoo等）、携帯事業者（緊急速報メール）等の

メディアに一斉に情報を発信するシステムであり、村民としては、災害時に安全

安心に関わる情報をテレビ、ラジオ、携帯電話など多様なメディアを通じて、迅

速かつ確実に得ることができる。 

ニ ＩＰ電話に係る停電対策 

ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図る。 

（２）地震・津波に関する情報伝達体制の整備 

イ 防災関係機関相互及び機関内部における情報伝達 

村、県及び防災関係機関は、機関相互間及び各機関内部において、津波警報等

の情報が確実に伝達され、共有化できるようその経路及び方法を確立するものと

する。また、情報伝達の経路及び方法を確立するにあたっては、通常使用してい

る情報伝達網が地震・津波の影響により寸断される可能性があることを十分考慮

し、代替の経路及び方法も確立しておくものとする。なお、津波発生時に活用で

きるよう平時においても利用する。 

ロ 村民等への情報伝達 

村は、村民、公私の団体（以下、「村民等」という。）及びその管轄区域内に

一時滞在する観光客、釣り客、海水浴客、ドライバー等（以下、「観光客等」と

いう。）に対し、津波に関する情報が迅速・正確・広範に伝達されるよう、関係

事業者の協力を得つつ、同報無線の整備及びそのデジタル化の推進、姫島村情報

センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、屋外拡声放送設

備、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、広報車、テレビ、ラジオ、ワン

セグ放送、学校等における情報端末の設置、県民安全・安心メール、携帯電話事

業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、おおいた防災アプリ、イン

ターネット（村ホームページや、ＳＮＳ等）、スーパー、郵便局等の地域スポッ

トの活用、Ｌアラートの活用、報道機関との連携など、情報伝達手段の多様化を

図る。 

また、避難指示等の情報について、災害対応支援システムの入力により、各種

メールに自動配信されるよう必要な改修を行うものとする。 

ハ 船舶、港湾関係者等への情報伝達等 

村及び県は、船舶及び港湾、漁港等の関係者に対する津波警報等の情報伝達に

ついて、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を利用した同報無線での自動

一括放送や、「県民安全・安心メール」への登録促進等により、伝達の経路及び

方法を示すものとする。また、船舶等の船主については、津波の発生場所や規模

により、予想される津波の高さ、到達時間等を踏まえ、港外退避をとるべきか、

あるいは人命優先で避難すべきか、などの考え方を整理し周知する。 

ニ 村は、赤と白の格子模様の旗（津波フラッグ）による、津波警報等の視覚的

な伝達の実効性を高めるため、県等の関係機関と連携し、普及・啓発を図るも

のとする。 
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６ 津波監視体制の整備 

（１）海面監視体制の確立 

震度４以上の揺れを感じた場合、又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりと

した揺れを感じた場合は、津波警報等が発表されるまでに津波が来襲するおそれ

がある。 

そのため、村は、速やかにテレビ、ラジオの視聴等を行うとともに、安全な地

点で海面の監視を行う体制がとれるよう、津波の監視場所、監視担当者、監視情

報の伝達手段をあらかじめ定めておくものとする。 

（２）監視方法等 

イ 海上からの監視 

航行中の船舶及び出漁中の漁船等にあっては、異常な海象等を発見した場合は、

速やかに無線等で通報するものとする。 

ロ 遠方からの監視 

地震発生直後からの潮位等の海面変化を監視するため、監視カメラでの遠方監

視を行うものとする。 
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第２節 活動体制の確立 

多岐にわたる村の災害応急対策を迅速かつ円滑に実施するためには、対策の前提とな

る活動体制を整えておく必要がある。 

そこで、以下の点を重点に活動体制の確立を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 村職員の防災能力の向上 

村職員にとって災害応急対策活動は日常的なものではなく不慣れなものである。

不慣れな活動を実際の災害時に的確に実施するためには、その防災能力を日々向上さ

せておく必要があるため、以下の対策を推進する。 

（１）職員を対象とした防災研修の実施 

職員を対象とした防災研修会を定期的に開催し、職員の資質の向上を図る。 

（２）職員を対象とした参集訓練の実施 

勤務時間外に災害が発生した場合であっても、予め定めた参集場所まで職員を

迅速かつ確実に到達させるため、職員を対象とした参集訓練の実施に努める。 

（３）姫島村地域防災計画の周知 

姫島村地域防災計画の内容を周知し、平時から、災害対策本部設置時等におけ

る各班の体制、事務分掌等を周知させることにより、防災意識の向上を図る。 

（４）図上訓練の実施 

職員の防災能力の向上、災害対策本部員としての役割及び行動を確認（各種機

器操作等を含む。）するため、図上訓練の実施に努める。 

（５）防災対策要員の育成 

防災対策要員は村の防災業務の要の職にある職員であり、災害発生時にはリー

ダーシップを発揮した活動が求められる。これらの職員が災害発生時に的確な活

動を行うためには、平時から特に重点的な研修が必要であり、以下の施策を推進

する。 

連携体制の充実及び応援体制の強化 

村職員の防災能力の向上 

物資、資機材の確保体制の充実 

交通確保・輸送体制の充実 

広報体制の充実 

防災拠点の整備 

被災住宅の被害調査の迅速化のための対策 

活動体制の確立 
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イ 国・県等の実施する防災研修会等に積極的に職員を参加させる。 

ロ 被災した自治体への視察、意見交換会の開催等を行い、情報収集を行う。 

ハ 災害派遣した職員からの意見集約を行い、職員の計画の参考とする。 

２ 連携体制の充実及び応援体制の強化 

地域の防災関係機関・団体等の連携強化を目的として、県が振興局管内ごとに設

置した「防災対策推進ブロック協議会」に参加し、県内関係業界、民間団体のほか、

ボランティアとの連携体制の充実を図る。 

また、他市町村との相互応援協定、広域応援協定を締結した場合は、応援要請が

迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連絡方法を取り決めてお

くなど、実効性の確保に努め、今後とも以下の対策を講じることとする。 

（１）地域における連携体制の充実 

県が取組む以下の対策に積極的に参画する。 

イ 村災害対策本部と県地区災害対策本部との連携 

ロ 防災対策に関する専門研修等の実施 

ハ 図上訓練等の実施により連携体制の強化 

ニ その他 

（２）県内関係業界、民間団体との連携体制の充実 

官民一体となって災害に対処できる体制を充実するため、以下の対策を講じて

いく。 

イ 県内関係業界、民間団体との応援協力協定の締結 

災害時の連携が円滑に行えるよう、ノウハウを有する県内関係業界、民間団体

との間で、当該団体等が災害時等に担うべき役割、当該団体等との連携体制の構

築や役割分担についての認識を共有した上で、応援協力協定を締結し体制を強化

するとともに、人的・物的協力の具体的な手順等を明確化し、訓練等を通じて、

発災時の連絡先、要請手順等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものと

する。 

ロ 災害時における情報共有手段の検討を行い、定期的な訓練実施に努める。 

ハ 建設業団体等の担い手の確保・育成 

災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取組

むものとする。 

ニ 県に対して、協定を締結すべき相手方などについて、必要に応じて適切な助

言を求めるものとする。 

（３）ボランティアとの連携体制の充実 

災害発生時にボランティアの活動が迅速かつ円滑に実施されるよう、以下の対

策を講じていく。 

イ 医療業務、介護業務及び被災建築物の応急危険度判定や急傾斜地の危険度判

定等の資格又は技術を要する専門ボランティアやボランティア団体の事前登録

並びにボランティアの活動拠点等の整備を促進する。 
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ロ 社会福祉法人姫島村社会福祉協議会等と連携して、災害時のボランティアの

あり方、求められるマンパワーの要件、活動の支援・調整等について研修会等

を行い、災害ボランティアセンター運営人材の養成に努める。 

ハ 村は、災害発生後の迅速な災害ボランティアセンターの設置や、円滑な運営

を実施する体制を構築するため、平時に県振興局や村社会福祉協議会等が顔を

合わせ、意見交換等を実施する「村災害ボランティアネットワーク会議」に積

極的に参加する。 

（４）他市町村との相互応援協定締結の推進 

現在、「大分県及び市町村相互間の災害時応援協定」及び「大分県常備消防相

互応援協定」を始め、多くの相互応援協定があり、県内のすべての市町村、消防

本部間の協定締結は完了している。今後は、他県の隣接市町村等と相互応援協定

の締結を促進するものとする。 

（５）広域応援体制の強化 

被害が甚大で村及び県において対応が困難な場合、村外及び県外からの応援を

求める必要がある。 

村は、応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、

連絡方法を取り決めておくなど、実効性の確保に努め、今後とも、必要に応じ協

定を締結するなど、応援体制の充実強化を図る。また、訓練等を通じて、応急対

策職員派遣制度の活用方法の習熟、災害時における円滑な活用の促進に努めるも

のとする。 

（６）応援機関等の活動拠点候補地のリストアップ 

村外から応援機関が集結し活動する場合、活動の拠点となる場所を迅速に確保

する必要がある。そこで、公共施設を中心に活動拠点の候補地をリストアップし

ておき、災害時にできるだけ迅速に対処できるようにする。 

（７）ヘリコプター応援要請のための体制・ルールづくり 

大規模災害時には、生存率が急激に低下する72時間以内の救出救助が大事にな

り、道路の被災状況が明らかでない中では、ヘリコプターを用いた空からの活動

が有効となる。 

村は、応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、

連絡方法を取り決めておくなど、実効性の確保に努める。また、訓練等を通じて、

応援要請手順の習熟に努めるものとする。 

（８）重要施設の非常用電源の確保 

医療機関等重要施設の管理者は、発災後72時間の事業継続が可能となる非常用

電源を確保するよう努めるものとする。 

３ 物資、資機材の確保体制の充実 

迅速・的確な災害応急対策の実施にあたっては、膨大な数の救出救助用資機材

（チェーンソー、のこぎり、ジャッキ、かけや、重機等）、消火用資機材（消火器、
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可搬ポンプ等）、医薬品・医療用資機材、食料・水・被服寝具等の生活必需品等の確

保が必要となる。 

そこで、以下の方針のもとに、迅速に所要量を確保できる体制を推進していく。 

（１）救出救助用資機材の確保体制の充実 

救出救助用資機材は、災害発生時に極めて緊急的に使用されるので、村民等が

身近で確保できるよう、村は行政区の単位での確保を柱とした整備を推進する。 

イ 消防団及び自主防災組織の救出救助用資機材の整備促進 

ロ 資機材を保有する建設業者等との協定等締結の推進 

ハ 家庭や事業所に対する救出救助用資機材の備蓄に関する啓発 

（２）消火用資機材の確保体制の充実 

消火用資機材は、災害発生時に極めて緊急的に使用されるので、村民等が身近

で確保できるよう、村は行政区の単位での確保を柱とした整備を推進する。 

イ 消防団及び自主防災組織の消火用資機材の整備促進 

ロ 家庭や事業所に対する消火用資機材の備蓄に関する啓発 

（３）医薬品・医療資機材の確保体制の充実 

医薬品・医療用資機材は災害発生時に極めて緊急度的に使用されるので、十分

な量を備蓄し保存しておくことが難しいため、一定程度は姫島村国保診療所にお

いて調達・補給を行い、普段から在庫の調査・調整を行うとともに、県等の支援

を受けながら不足分については、出入りの業者と緊急供給の方法を協議し確立し

ておくものとする。 

（４）食料・水・被服寝具、携帯トイレ、トイレットペーパー等の生活必需品の確保体

制の充実 

県等からの食料・水・被服寝具、携帯トイレ、トイレットペーパー等の生活必

需品（以下、「生活用品」という。）の支援については、時間がかかることが想

定されることから、それまでの間は、家庭や地域等で確保できるような対策を講

じるものとする。 

イ 家庭、社会福祉施設、医療機関、旅館等への生活用品の備蓄に関する啓発 

ロ 村における食料・水・生活用品の備蓄促進 

ハ 村内業者（商工会、農協、漁協等）との災害時の食料等緊急供給の方法の協

議 

ニ 学校プールや災害時協力井戸などの事前把握 

４ 交通確保・輸送体制の充実 

大規模な災害時には、災害対策要員、負傷者、物資、資機材等多様かつ大量の輸

送需要が生じる。こうした輸送を円滑に行うためには、輸送用車両等の確保と併せて、

輸送を円滑に行うための事前措置が必要であり、今後以下の対策を推進していくこと

とする。 

（１）地域内輸送拠点の選定 
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村において、地域内輸送拠点を選定する。県等からの物資を集積し、指定避難

所への輸送拠点とする。なお、隣接市の地域内輸送拠点を使用することが効率的、

効果的な場合は、当該市に要請し連携して行う。 

（２）交通規制計画の作成等 

緊急通行上重要な道路が交通渋滞で機能麻痺しないよう、交通規制計画を作成

する。 

（３）道路の防災対策 

道路管理者は、緊急輸送道路を中心とした法面崩壊対策など道路施設の災害予

防対策と道路改良事業を実施する。 

また、道路利用者に対する災害発生時の緊急連絡用や道路情報の提供を行うた

め、道路情報板の整備を図る。 

（４）重要道路啓開のための体制整備 

災害発生後速やかに道路の被害状況を把握し、通行に障害のある場合、直ちに

啓開できる体制を県及び関係団体の協力も得ながら整える。 

（５）臨時ヘリポート等の確保 

孤立化した場合等に備え、空からの輸送が迅速になされるよう、村内１箇所以

上臨時ヘリポート等を確保する。 

（６）緊急通行車両及び規制除外車両（以下、「緊急通行車両等」という。）の事前の

申請手続き 

災害時の緊急輸送の確保を図るため交通規制がなされた場合、当該区間・区域

を通行するためには緊急通行車両等の確保がなされる必要がある。この場合、村

有車両については、災害発生前に申出を行い標章・証明書の交付を受けることが

できるようになっている。また、民間の保有する大規模災害発生時に優先すべき

ものに使用される車両については、事前に規制除外車両の届出を行い審査を受け

ておくことで、災害発生時に標章・証明書の交付を迅速に受けることができるよ

うになっている。そこで、本計画第３部の災害応急対策に基づいて使用する可能

性の高い確実な車両（村有車両、協定等に基づく防災関係機関、民間の保有する

車両）をリストアップし、事前申請手続きの活用を図ることとする。 

５ 広報体制の充実 

被災地での流言飛語や二次災害を防止するための情報、災害応急対策に関する情

報（対策の進捗状況、救援物資についてのお願い、ボランティアの募集等）を村内外

に的確に発信することは災害応急対策を円滑に進める上で極めて重要である。 

そこで、以下の体制を早急に整える。 

（１）プレスルームの整備 

報道機関を通じて、村からの情報を迅速・的確に発信するため、必要に応じて

プレスルームを設置する。 

（２）災害時における報道機関との協力体制の構築 



第２部 災害予防 第４章 迅速かつ円滑な災害応急対策のための事前措置 

-119- 

災害時に村からの情報が報道機関を通じて的確に村民に提供できるよう、報道

機関との協力体制を構築する。 

（３）インターネット、ケーブルテレビを活用した情報発信 

災害等緊急時に、姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声

告知放送設備、屋外拡声放送設備、県民安全・安心メール、おおいた防災アプリ、

携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、インターネット

（村ホームページ、ＳＮＳ等）を通じて情報を発信し、情報の早期伝達、内容充

実に努める。 

（４）手話通訳者、外国語通訳者のリストアップ 

聴覚障がい者、外国人に対しても的確に広報を行えるよう、村内の手話通訳者

及び外国語通訳者をリストアップし、災害時の協力について事前に要請する。ま

た、平時より災害時の情報伝達手段等の周知に努める。 

６ 防災拠点の整備 

防災拠点は、避難所や災害応急対策活動等の拠点となる。各地区に地区公民館を

中心とした防災拠点整備を推進していくものとする。 

７ 被災住宅の被害調査の迅速化のための対策 

早期の復旧・復興の観点から、迅速・円滑な被害調査が求められているため、村

は、県が主催する住家被害調査研修会に参加し、村職員の被害調査技術の向上を図る

とともに、り災証明書の迅速な発行に向けて、県下統一の「被災者台帳システム」の

活用を図る。また、市町村間や不動産鑑定士、行政書士等の士業団体その他の民間団

体との応援協定の活用により、被害調査に係る市町村間の応援体制の構築を図る。 
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第３節 津波からの避難に関する事前の対策 

津波から迅速に避難するため、以下の点を重点に津波からの避難に関する事前の対策

を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 緊急避難場所、避難路等の指定・整備 

（１）緊急避難場所、避難路等の指定 

村は、津波に対する人的被害を防止するため、あらかじめ緊急避難場所や避難

路が津波に対して危険な区域に位置していないかどうかを調査し、津波に対して

安全な緊急避難場所、避難路を指定し、積極的に周知・広報するものとする。 

（２）緊急避難場所等の整備 

村は、地震が発生した場合、津波により避難が必要となることが想定される地

域（以下、「避難対象地区」という。）を明示するとともに、避難対象地区にお

ける緊急避難場所の計画的な整備を行うものとする。また、当該地域においては

重点的に避難体制の整備を図るものとする。 

（３）避難路等の整備 

村は、地震発生に伴う土砂災害等のおそれのない避難路等、徒歩専用の避難路

等、安全な避難路の整備・確保に努めるものとする。避難路の整備にあたっては、

高台等への避難路には手すりをつけるとともに、道を平坦にして歩きやすくして

おくなど高齢者等の要配慮者に配慮したものとする。 

背後地が急峻で避難が困難な地域、高齢者などの避難困難者の多い地区におけ

る避難路は、重点的に整備を行うことが必要であるため、建物の倒壊等により避

難路が通行困難とならないよう、避難路沿いの建物の耐震化やブロック塀の補強、

道路幅員の確保などの措置を講ずるものとする。 

なお、避難がスムーズに行えるよう、避難路の整備と併せて海抜表示板や避難

所表示板等の整備も図るものとする。 

（４）夜間や停電時の避難対策 

村は、夜間でも安全に避難できるよう、指定緊急避難場所に投光器や発電機等

の整備を図るものとする。また避難路の整備にあたっては、地震による停電時に

も点灯可能な太陽蓄電式パネル等の導入を図るものとする。 

緊急避難場所、避難路等の指定・整備 

居住者等の避難対策 

避難所の維持・運営 

津波避難のための意識啓発 

津波からの避難に関す

る事前の対策 防災業務従事者の安全確保対策 
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なお、必要に応じて、海抜表示板や避難所表示板等に反射材等を活用するなど、

夜間や停電時でも村民等に分かりやすい表示にすることが必要である。 

２ 居住者等の避難対策 

（１）村及び自主防災組織等は、要配慮者の避難について必要な支援を行うものとする。

また、外国人、出張者及び観光客等の避難誘導等の適切な対応を行うものとする。 

なお、この場合、支援を行う者の避難に要する時間に配慮するものとする。 

（２）村及び防災関係機関は、観光客等に対して津波警報等の情報を迅速かつ確実に伝

達できるよう、姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知

放送設備、屋外拡声放送設備、広報車、県民安全・安心メール、携帯電話事業者

が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、おおいた防災アプリ、インター

ネット（村ホームページやＳＮＳ等）、ワンセグ放送、情報提供装置等を用いた

情報伝達体制の確立を図るとともに、観光客等の避難誘導計画を策定するものと

する。 

（３）村及び防災関係機関は、港湾就労者・漁業従事者等、沿岸域で作業を行う者の避

難誘導計画を策定するものとする。また、海岸・港湾施設・漁業施設の管理者は、

船舶・漁船等の避難に関して、地震発生後の津波到達時間を勘案して、港外退避

などの措置を円滑に取れるよう、あらかじめ対応策を定めて関係者に周知するも

のとする。 

（４）東海、東南海、南海地震等は数時間から数日間の時間差で発生する可能性もある

ことから、村及び防災関係機関は、後発地震により大きな被害を受ける可能性の

ある地域（大きな津波の来襲が懸念される地域、土砂災害の発生が懸念される地

域等）では、数日間に限っての避難の実施を検討するものとする。数日間避難し

た後、地震が発生しない場合には、原則として最大限の警戒を呼びかけた上で避

難の解除を行う等、避難解除時期について具体的な計画を策定するものとする。 

（５）村以外の避難誘導を実施すべき機関にあっては、具体的な避難実施の方法、村と

の連携体制等を確立するものとする。なお、その際、姫島村地域防災計画に定め

られた内容と十分調整の取れたものとするよう留意するものとする。 

３ 防災業務従事者の安全確保対策 

村民等の避難誘導など、災害発生時の初動対応に携わる防災業務従事者であって

も、人命が最優先であるため、自己の安全が担保できない場合、直ちに避難すること

が必要である。 

このためには、消防団員等防災業務従事者が津波の現況を把握した上で業務に携

わることが必要であることから、村は、災害時の消防団活動・安全管理対策の作成や

災害時に消防団員相互の有効な情報伝達手段の一つであるトランシーバーなどの安全

装備品等の整備を進めていくとともに、可能な限り水門等の自動化・遠隔操作化を進

めていく。 

また、防災業務従事者のリスクを減らすためにも、日頃の自主防災組織での活動
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や防災訓練等を通じて、村民自らが率先して避難する自助の意識を高めることが重要

である。 

４ 避難所の維持・運営 

避難した居住者等は、行政区、自主防災組織等を中心に互いに協力しつつ、避難

所の運営に協力する。 

村は、第２部第３章第２節「防災訓練」に記載する避難所運営訓練等を参考に、

日頃から自主防災組織等を中心に地域内で確認しておくよう指導に努めるとともに、

避難所への津波警報等の情報の提供について配慮するものとする。 

５ 津波避難のための意識啓発 

（１）村は、避難対象地区の村民等が迅速かつ的確な避難を行うことができるよう、地

域の実情を反映した地域避難行動計画の策定を支援するとともに、指定避難所、

避難路等の街頭表示の整備、防災マップ等の配布により、当該地区の指定避難所、

避難路等について周知徹底するものとする。 

（２）村及び防災関係機関は、津波災害に関するワークショップ、避難訓練、防災訓練

等を通じて、また、デジタル技術も活用し、津波避難に関する意識啓発を図るも

のとする。特に、東海・東南海・南海地震等は複数の地震が時間差をもって発生

する可能性もあることから、あらかじめいくつかの時間差で地震が発生すること

を想定した種々のシミュレーションの実施などにより、時間差発生による災害等

について村民等の意識啓発を図るものとする。 
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第４節 個別応急対策の迅速かつ円滑な実施のための事前措置の充実 

多種多様な災害応急対策活動を迅速かつ円滑に実施するためには、各々の活動に対応

したきめ細かな事前措置を施していく必要がある。よって、各々について以下の対策を

講じていくこととする。 

 

 

 

 

 

１ 生命・財産への被害を最小限とするための事前措置の充実 

村民の生命・財産への被害を最小限に止めるためには、情報の伝達、避難誘導、

救出救助、救急医療、消防活動、二次災害防止活動の各々についてきめ細かな事前措

置を施していく必要があるので、以下の対策を積極的に推進する。 

（１）地震・津波に関する情報伝達体制の充実 

地震の余震や津波による被害をより効果的に防止するためには、余震情報や津

波に関する情報を村民に迅速に知らせる必要がある。このため、村は情報伝達体

制の充実を図るとともに、その運用を的確かつ円滑に行う体制を整える。また、

村は、村民等及び村内に一時滞在する観光客等に対し、津波に関する情報が迅

速・正確・広範に伝達されるよう、関係事業者の協力を得つつ、同報無線の整備

及びそのデジタル化の推進、姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家

庭の音声告知放送設備、屋外拡声放送設備、広報車、全国瞬時警報システム（Ｊ

－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ、ワンセグ放送、学校等における情報端末の設

置、県民安全・安心メール、携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリア

メール等）、おおいた防災アプリ、インターネット（村ホームページやＳＮＳ

等）、スーパー、郵便局等の地域スポットの活用、Ｌアラートの活用、報道機関

との連携など、情報伝達手段の多様化を図る。 

さらに避難指示等の情報について、災害対応支援システムの入力により、各種

メールに自動配信されるよう必要な改修を検討するものとする。 

（２）避難誘導対策の充実 

危険な建物、地域から安全な場所に村民や旅行者等を避難させるためには、避

難誘導に関する対策を村、社会福祉施設、学校、不特定多数の者が出入りする施

設等においてそれぞれ確立する必要がある。そこで、村としては以下の対策を推

進していくこととする。 

イ 公立学校、その他村の施設の耐震補強と避難体制の再点検 

ロ 社会福祉法人、旅館経営者、スーパー経営者等に対する避難体制の再点検の

指導 

ハ 要配慮者のための支援マニュアルの作成 

生命・財産への被害を最小限とするための事前措置の

充実 

被災者の保護・救援のための事前措置の充実 

個別応急対策の迅速か

つ円滑な実施のための

事前措置の充実 
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ニ 避難指示等の判断・伝達マニュアルの作成 

ホ 避難経路沿線施設の耐震性についての点検及び防災マップの作成 

（３）救出救助対策の充実 

建物、土砂の中に生き埋めとなった者、危険な地域に孤立した者を迅速に救出

救助できるよう、以下の対策を推進していくこととする。 

イ 村、消防機関、警察、消防団との図上演習を含む合同救出救助訓練の実施 

ロ 自主防災組織の救出救助資機材（避難所情報サインを含む。）の充実 

（４）救急医療対策の充実 

大きな地震により多数の負傷者が発生し、同時に医療機関もライフライン機能

の停止等で機能麻痺に陥ることを想定すると、負傷者に対して迅速かつ的確に医

療処置を施すためには、災害に強い医療施設・設備を整備するとともに、限られ

た医療資源を有効に活用できる対策を講じていく必要がある。そのために、医療

関係者に加えて、保健・福祉関係者の連携のもとに、以下の対策を推進していく

こととする。 

イ 医療機関の施設・設備の整備拡充 

ロ 多数傷病者の受入れを想定した実働訓練の実施 

ハ 保健医療福祉活動チーム（災害派遣医療チーム（大分ＤＭＡＴ）、災害派遣

精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、

災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）、医療支援チーム、保健師等チーム等）の派

遣要請方法の整理 

ニ 初動期を念頭においた緊急医薬品等の備蓄 

ホ 「広域災害・救急医療情報システム」（ＥＭＩＳ）、「災害時保健医療福祉

活動支援システム」（Ｄ２４Ｈ）の活用方法の整理 

（５）消防対策の充実 

同時多発火災の発生に迅速に対処できるよう、以下の対策を推進していくこと

とする。 

イ 消防ポンプの定期的な入替え、耐震性貯水槽・消防水利の増設の推進 

ロ 消防団員の確保を図るため、村民・事業所への協力依頼 

ハ 自主防災組織用の初期消火用資機材等の整備 

（６）建築物の応急危険度判定体制の整備 

建築物の余震等による倒壊や部材の落下物等による二次災害を防止し、村民の

安全を確保するため、被災建築物の応急危険度判定が迅速かつ的確に実施できる

体制の整備に努める。 

（７）宅地の危険度判定体制の整備 

大規模な地震により被災した宅地等に対して、二次災害を防止し、村民の安全

を確保するため、被災宅地の危険度判定が迅速かつ的確に実施できる体制の整備

に努める。 

（８）各種情報システム・データの適切な保全 
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村民生活に密接に関連するものや各種行政関連事務に係る情報システム・デー

タについて、被害を最小限に抑えるため、情報セキュリティ対策基準等に沿った

適切な保全、バックアップ体制を整備するとともに、その運用を的確かつ円滑に

行うものとする。 

また、遠隔地における各種データの保全整備の検討を行うものとする。 

２ 被災者の保護・救援のための事前措置の充実 

被災者に対してきめ細かな保護・救援を迅速に行うため、以下の対策を推進する。 

（１）学校の防災拠点化の推進 

学校が地域の防災拠点として機能するために、避難所設置者は次の点に留意す

る必要がある。 

イ 無線設備の整備 

ロ 教職員の役割の事前規定 

ハ 調理場の調理機能の強化 

ニ 保健室の救急医療機能（応急処置等）の強化 

ホ シャワー室、和室の整備 

ヘ 学校プールの通年貯水（消火用、断水時の生活用水用）及び浄化施設の整備 

ト 給水用・消火用井戸、貯水槽、備蓄倉庫の整備及び備蓄の推進 

チ トイレの増設及びトイレットペーパーの備蓄等非常時のトイレ対応整備 

（２）災害福祉広域支援体制の整備 

要配慮者が村内で保健福祉サービスを受けることができない場合に、村外の社

会福祉施設等で一時的に保健福祉サービスを受けるため、受入候補施設を事前に

リストアップしておく。 

また、村内の社会福祉施設等が災害時に、村外の施設からの職員派遣や施設利

用等の協力が得られるよう、応援協定の締結等、施設相互の協力体制整備を支援

する。 

さらに、介護保険施設、障がい者支援施設等に対して災害時に派遣可能な職員

の登録を要請することや、関係団体と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行う

ことにより、介護職員等の派遣体制の整備に努めるものとする。 

（３）村における生活必需品等の備蓄等 

大規模災害に対応できるよう、避難所として指定した学校等の建築物において、

備蓄のためのスペースや通信設備の整備等を進めるとともに、備蓄場所の分散化

を図る。また、県との連携により、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ・

簡易トイレ、食料、飲料水、常備薬、炊出し用具、段ボールベッド等の簡易ベッ

ド、毛布、プライバシー保護のためのパーティション等避難生活に必要な物資等

の備蓄に努めるものとする。 

なお、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、こどもにも配慮するもの

とする。 
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（４）家庭、社会福祉施設、医療機関、旅館等への備蓄の啓発 

災害発生初期の段階においては、各々が備蓄する食料、水、生活用品により生

活の確保を図る体制を強化する必要がある。そのため、家庭、社会福祉施設、医

療機関、旅館等に対して、物資の調達又は供給体制が確立するまでの間（概ね３

日間）、食料、水、生活用品の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、

乾電池等）の準備に努めるよう啓発を行う。 

（５）応急仮設住宅の迅速な建設のための事前措置 

賃貸型応急住宅の円滑な供給に向け、不動産関係団体と協定を締結し、災害時

の取扱い等について、あらかじめ定めておくものとする。 

また、災害により住家を失った人に対して迅速に建設型応急住宅を提供できる

よう、プレハブ住宅関係団体や木造住宅団体など、多様な住宅供給団体と協定を

締結する。 

「応急仮設住宅供給・管理マニュアル」に基づき、県と連携し、災害発生時に

迅速な供給が可能となるよう、平時から体制を整備しておくものとする。 

（６）物価の安定等のための事前措置 

災害発生時、物価の安定等を図るため、スーパー及びガソリンスタンド等の営

業状況の把握に努める。これらの活動を迅速に行うため、以下の事前措置を実施

する。 

イ 災害発生時に価格を監視する物品のリスト化及び監視方法の検討 

ロ 災害発生時に営業状況を把握する大規模小売店及びガソリンスタンド等のリ

スト化 

（７）文教対策に関する事前措置 

災害発生時に、文教対策を円滑に行うため、以下の事前措置を実施する。 

イ 学校等の教育施設が避難所として使用される場合の、その使用のあり方（避

難所として開放する場所等）及び学校職員の行動方針等の検討 

ロ 村外通勤教員の連絡体制の検討 

ハ 時間外災害発生時の幼児、児童、生徒の被災状況の把握方法の検討 

ニ 時間外災害発生時の教職員の被災状況の把握方法の検討 

ホ 文化財の所有者又は管理者に対する防災体制の確立指導並びに文化財の耐震

調査の指導 

（８）被災者等への的確な情報伝達のための事前措置 

要配慮者、災害により孤立化する可能性のある地域の被災者、在宅での避難者、

応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握できる広域避難

者、帰宅困難者等情報が入手困難な被災者等に対しても、確実に情報伝達できる

よう必要な体制を検討する。 

また、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災及び防犯に関する情報を

迅速かつ確実に取得することができるよう体制の整備を図る。 

村外の市町村に避難する被災者に対しても必要な情報や支援・サービスを容易
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かつ確実に受け渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を避難元と避難

先の市町村が共有する仕組み（復興庁が提供する全国避難者情報システム等）の

円滑な運用・強化を図る。 

（９）障がい者の意思疎通に係る施策の推進 

障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円滑な意思疎通により

迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報

の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるよう努める。 

（10）被災者の生活再建等のための台帳整備に関する事前措置 

災害対策基本法第90条の３に規定する被災者台帳は、発災後の被災者の援護を

総合的かつ効率的に実施するために有効である。そこで熊本地震の検証に基づき、

大規模災害時に迅速なり災証明書の発行、県内市町村の相互応援・受援等の観点

から、県下統一の被災者台帳システムにより、職員の応援要請を行う等、統一し

た運用を図る。 
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第５節 救助物資の備蓄 

村は、東日本大震災を踏まえ、村内の最大避難者数を302人と想定し、村外からの支

援物資が届くまでの間の避難者が最低限度必要とする主食、副食、飲料水、毛布、ブル

ーシート、マスク、アルコール消毒薬、及び要配慮者が必要とする物資の備蓄を行うこ

ととする。 

なお、災害発生時に備蓄物資の供給を円滑に行うため、新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）

を活用し、平時から、訓練等を通じて、施設ごとの物資の備蓄状況や運送手段等の確

認・更新を定期的に行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、

要請手続等の確認を行う。 

村及び県が、備蓄する具体的な品目及び備蓄量については、別に定める「災害時備蓄

物資等に関する基本方針」によるものとする。 

また、孤立が想定される地域について、大規模災害に伴う孤立集落等対策指針に基づ

き、避難所への分散備蓄を進めるなど地域特性等に応じ必要となる物資を備蓄するとと

もに、毎年１回、物資の備蓄状況を公表することとする。 
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第６節 地域の孤立化対策 

大規模な災害による道路や通信の途絶等により孤立するおそれのある地域については、

連絡手段の確保、情報連絡員の配置等、孤立の未然防止を図るとともに、万が一孤立し

た場合には、被災状況の早期把握、住民の救出・救助等の応急対策を迅速に実施できる

体制を確立する必要がある。そのため、村及び県、防災関係機関等が一体となった取組

みを推進することにより、村民の安全確保を図る。 

 

 

 

 

 

１ 孤立のおそれのある地域の把握 

村は、道路状況や通信手段の確保の状況から孤立が予想される地域について、事

前の把握に努める。 

把握にあたっては、過去の災害での事例を参考にするとともに、消防機関等防災

関係機関から意見を聴取する。 

２ 孤立の未然防止対策 

孤立を未然に防止するため、村及び防災関係機関等は連携しながら、次のような

対策に取組み、孤立対策に必要な施策を推進する。 

また、関係機関による連絡会等を設置し、日頃から情報交換に努める。 

（１）孤立のおそれのある地域においては、地域の代表者（区長、班長、消防団員等）

を災害情報連絡員として任命する等、災害発生時における防災情報の提供体制を

整備する。 

また、自主防災組織を育成・強化し、地域内の防災力の向上に努める。 

（２）地域内に学校や駐在所等の公共的機関、九州電力(株)、ＮＴＴ西日本(株)等の防

災関係機関がある場合は、それらの機関の持つ連絡手段の状況について事前に確

認するとともに、災害時における活用についても事前に調整する。 

（３）アマチュア無線等を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、日頃から関

係者との連携を図る。 

（４）孤立のおそれのある地域において、救出・救助や物資投下のための緊急ヘリポー

ト用地（校庭、空き地等）を選定・確保する。 

（５）孤立のおそれのある地域については、危険箇所の補強や耐震対策等の防災工事に

計画的に取組む。そのため、県と定期的に道路整備状況等について情報交換を行

う。 

 

 

孤立のおそれのある地域の把握 

孤立の未然防止対策 

地域の孤立化対策 
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第１節 災害対策基金の設置 

災害が発生した場合は、被害を最小限に止めると同時に速やかに復旧することにより、

民生の安定、福祉を図らねばならないので、村は、災害救助の実施に必要な費用及び災

害対策に要する費用の財源にあてるための、災害対策基金等の設置について検討する。 
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 第１節 災害応急対策の基本方針 

 第２節 村民に期待する行動 
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第１節 災害応急対策の基本方針 

１ 迅速・的確な災害応急対策の遂行 

地震時においては、瞬時に広域的な被害が発生する可能性がある。村民の生命・

財産への被害を最小限に止めるためには、迅速かつ的確な災害応急対策が遂行されな

ければならない。そのため、村は、地震災害が発生し又は発生するおそれがある場合

及び津波襲来のおそれがある場合は、速やかに災害応急対策の遂行に必要な情報を積

極的に収集し、消防機関、警察、自衛隊等の防災関係機関と連携をとりながら的確な

対策を講じていくものとする。 

また、相互支援体制や連携体制の整備にあたっては、実効性の確保に留意すると

ともに、産学官が連携し、先端技術の導入等により、災害応急対策の高度化に取組ん

でいく。 

２ 県との連携、応援要請の実施 

災害応急対策の実施については、村民に最も身近な行政主体として第一順位とし

ては村があたり、県は広域にわたり総合的な処理を必要とするものに取組むものであ

る。しかしながら、村の対応能力を超えるような災害が発生した場合又は村行政の中

枢が被害を受けその機能が麻痺した場合は、村が被災者に対して迅速かつ的確な災害

応急対策を施すことは難しい。そのため、村単独では十分な応急対策ができない場合、

県に対し必要に応じて、防災要員の派遣、通信連絡機器の支援等の応援要請を速やか

に実施するものとする。 

３ 要配慮者に配慮した災害応急対策の遂行 

村は、高齢化の進展により、援護を要する高齢者が増加しつつあること、また、

観光客等にも留意した災害応急対策が遂行されなければならない。高齢者、観光客、

障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人等の要配慮者は、災害時の行動や生活に大きな制

約があり、村、その他の防災関係機関においては、これらの人々に最大限に配慮した

災害応急対策を遂行するものとする。 

４ ニーズに即した情報の多様な方法を用いての提供 

災害後の村民の生活安定のためには、村民のニーズに対応した情報を、避難所に

いる被災者を含め村民が容易に知ることのできる方法で提供することが不可欠である。 

村では、被災者の情報ニーズを的確に把握し、姫島村情報センターによるケーブ

ルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、屋外拡声放送設備、貼り紙、チラシ、立て

看板、広報ひめしま、広報車、ラジオ、テレビ、新聞、県民安全・安心メール、おお

いた防災アプリ、インターネット（村ホームページやＳＮＳ等）等の多様な方法を用

いて広報することとする。 
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第２節 村民に期待する行動 

地震又は津波による災害から村民の生命及び財産を守るためには、第一に「自らの生

命・財産は自らの手で守る｣という自己責任による「自助」の考え方、第二に村民どう

しの助け合いによって｢自分たちの地域を自分たちの手で守る」という「共助」の考え

方、このふたつの理念にたち、村民と「公助」の役割を果たす行政とが、それぞれの責

務と役割を明らかにした上で連携を図っていくことが必要である。このような「自助、

共助、公助」の考え方は防災の原点である。村及びその他の防災関係機関においては、

各々の能力を最大限に発揮して防災対策に取組むものであるが、その活動をより効果的

なものとするため、また、地震・津波による被害を最小限に止めるため、村民に対して

次のような行動を期待するものである。 

１ 家庭 

（１）的確な避難 

家族の安否とともに、家屋の被災状況、周囲の災害の状況（火災の延焼、山・

がけ崩れのおそれ等）、津波に関する情報等に注意して、安全な場所に迅速に避

難する。 

また、夜間や停電の場合に備え、日頃から懐中電灯や携帯ラジオ、携帯電話の

充電器等を直ちに携行できるようにしておくとともに、自動車へのこまめな満タ

ン給油を心がけ、地域での防災訓練に参加し、指定緊急避難場所、避難経路をあ

らかじめ確認しておくことが必要である。 

（２）的確な初期消火 

自宅から出火した場合、消火器等を用いて初期段階での消火に努める。 

（３）負傷者の応急手当、医療機関等への搬送 

家族に負傷者が出た場合、適切な応急手当を行い、医療機関へ搬送する。 

（４）的確な防災関係機関への通報 

山・がけ崩れ等二次的な災害発生のおそれがあると判断した場合、また、消防

機関、警察署（駐在所）等に出動を求める場合は、落ち着いて迅速に通報する。 

（５）的確な情報収集 

テレビ、ラジオ、防災行政無線、姫島村情報センターからの情報等によって正

しい情報の把握に努める（むやみに役場、消防機関、警察署（駐在所）等の防災

関係機関に問い合わせることは、防災関係機関の的確な活動を妨げとなることが

ある。）。 

また、区長、駐在員、消防団員等を通じた情報の把握に努める。 

２ 地域（班、行政区、駐在区、自主防災組織） 

（１）的確な避難 

避難する場合、隣近所で声を掛け合って安全な場所へ迅速に避難する。避難所

の運営にあたっては、避難施設の管理者、村職員等に協力する。また、夜間や停
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電の場合に備え、速やかに避難所を開設できるように、行政区や自主防災組織で

は、防災関係者とともに指定緊急避難場所等の開け方（鍵の管理）や非常用電源

の位置、電話、連絡網等をあらかじめ確認しておくことが必要である。 

（２）的確な初期消火 

近隣で出火した場合、地域で協力して、消火器やバケツリレー等による初期段

階での消火に努めるとともに、消防機関、消防団の出動時には、その指示に従っ

て適切な協力を行う。 

（３）的確な救出 

地域内で家屋の倒壊等による被災者の救出が必要となった場合、地域内にある

資機材（のこぎり、かけや等）を活用して、二次災害に留意しながら可能な限り

の救出活動を行うとともに消防機関、消防団、警察署（駐在所）、自衛隊等の出

動時には、その指示にしたがって適切な協力を行う。 

（４）負傷者の応急手当、医療機関等への搬送 

地域で負傷者が出た場合、適切な応急手当を行い、医療機関へ搬送する。 

（５）近所の要配慮者への援助 

地域内に在住する高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等要配慮者の避難、初期

消火等の援助に努める。 

（６）的確な情報収集と防災関係機関への通報 

地域内の災害状況を迅速に把握し、役場、消防機関、警察署（駐在所）等に速

やかに通報する。 

３ 企業・事業所 

（１）的確な避難 

地震発生時、従業員や顧客などを安全な場所へ避難させる。 

（２）的確な初期消火 

企業・事業所内で出火した場合、消火器等を用いて初期段階での消火に努める。

なお、自衛消防組織をもつ事業所にあっては、被害を事業所内に食い止めること

に全力を尽くす。消防機関、消防団の出動時には、その指示にしたがって適切な

協力を行う。 

（３）負傷者の応急手当、医療機関等への搬送 

事業所内で負傷者が出た場合、適切な応急手当を行い、医療機関へ搬送する。 

（４）地域（隣近所、行政区）の防災活動への協力 

事業所の所在する地域の防災活動に積極的に協力する。 

４ 災害対応社員等の家族の安否確認 

発災時に家族と離れていた社員等は、速やかに家族の安全を確認し、心理的スト

レスを解消することで冷静に業務に取組めるよう、平時から家族間での連絡方法を確

認しておかなければならない。 
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【災害時の安全確認方法の例】 

イ 災害用伝言ダイヤル（ＮＴＴの「１７１」･「災害用伝言板ｗｅｂ１７１」な

ど）の利用 

ロ 携帯メールによる連絡（通話よりも着信確率が高いとされる。） 

ハ 「三角連絡法」（被災地へ向けての電話がつながりにくい状態でも、被災地

から外に向かっての電話は通じる場合があるので、隔地の親類や知人などの家

を連絡の中継地として、そこを伝言板がわりに利用する方法）の実施 
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第３節 災害応急対策の体系 

災害応急対策の体系は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迅速・的確な災害応急対策の実施 

活動体制の確立 ○組織 

○動員配備 

○通信連絡手段の確保 

○気象庁が発表する地震・津波情報の収集・伝達及

び関係機関への伝達等 

○災害情報・被害情報の収集・伝達 

○災害救助法の適用及び運用 

○広域的な応援要請 

○防災ヘリコプターの緊急運航の要請 

○自衛隊の災害派遣体制の確立 

○他機関に対する応援要請 

○技術者、技能者及び労働者の確保 

○ボランティアとの連携 

○帰宅困難者対策 

○応急用・復旧用物資及び資機材調達供給 

○交通確保・輸送対策 

○広報活動・災害記録活動 

（第２章） 

生命・財産への被害を

最小限とするための活

動 

○地震・津波に関する情報の村民への伝達等 

○地震・津波に関する避難の指示等及び誘導 

○津波からの避難 

○救出救助 

○救急医療活動 

○消防活動 

○二次災害の防止活動 

○避難所運営活動 

○避難所外被災者の支援 

○食料供給 

○給水 

○被服寝具その他生活必需品給与 

○医療活動 

○保健衛生活動 

○廃棄物処理 

○行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬 

○住宅の供給確保等 

○文教対策 

○社会秩序の維持・物価の安定等 

○義援物資の取扱い 

○被災動物対策 

○地域の孤立化対策 

被災者の保護・救護の

ための活動 

（第３章） 

（第４章） 

社会基盤の応急対策 

（第５章） 

○電気、ガス、簡易水道、下水道、通信の応急対策 

○道路、港湾、漁港等の応急対策 
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第２章 活動体制の確立 
 

 

 

 第１節 組織 

 第２節 動員配備 

 第３節 通信連絡手段の確保 

 第４節 気象庁が発表する地震・津波情報の収集及び関係機関への伝達等 

 第５節 災害情報・被害情報の収集・伝達 

 第６節 災害救助法の適用及び運用 

 第７節 広域的な応援要請 

 第８節 防災ヘリコプターの緊急運航の要請 

 第９節 自衛隊の災害派遣体制の確立 

 第10節 他機関に対する応援要請 

 第11節 技術者、技能者及び労働者の確保 

 第12節 ボランティアとの連携 

 第13節 帰宅困難者対策 

 第14節 応急用・復旧用物資及び資機材調達供給 

 第15節 交通確保・輸送対策 

 第16節 広報活動・災害記録活動 
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第１節 組織 

災害応急対策を総合的、かつ集中的に実施するために必要な組織は、この節の定める

ところによって確立する。 

１ 活動組織の整備確立方針 

地震又は津波による災害が発生し又は発生するおそれがある場合に、当該災害の

発生を防御し又は拡大を防止するために必要な処置は、それぞれの防災事務又は業務

を所掌する防災関係機関が、その機能のすべてをあげて対処するものであることに鑑

み、それぞれの防災関係機関において、当該事務又は業務を的確かつ円滑に実施する

ための防災活動組織を整備する。 

本計画に定めるほか、個別具体的な事項は「姫島村防災会議条例（昭和38年条例

第14号）」、「姫島村災害対策本部条例（昭和38年条例第13号）」及び「姫島村業務

継続計画」等により確立する。 

２ 災害発生時における組織体制 

村長は、地震又は津波による災害が発生し又は発生することが予想される場合、

災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、災害対策本部を設置する。なお、災害

対策本部の設置前又は設置がされない場合には、災害の種類及び規模等に応じて災害

警戒本部又は災害対策連絡室を設置するものとする。 
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■ 活動組織系統図 

村の系統的な防災活動組織は、概ね次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害対策本部設置前の体制 

（１）災害対策連絡室（準備体制） 

区分 内 容 

設置基準 

イ 村内で震度４を観測し、気象庁が地震情報を発表したとき。 

ロ 気象庁が津波予報区の大分県瀬戸内海沿岸に津波注意報を発表したとき。 

ハ 気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表したとき。 

ニ その他、特に必要と認めるとき。 

設置場所 村役場総務課内 

組織・職制 
イ 室長：総務課長 

ロ 室員：動員配備で定める職員（災害時職員初動マニュアルに定める。） 

処理すべき

主な事務 

イ 災害情報の収集、伝達及び村内巡視 

ロ 県及び関係機関等に対する災害対策上の通報 

ハ その他緊急な応急措置に関すること 

解散基準 

イ 注意報等が解除され、準備体制を継続する必要がないと認めるとき。 

ロ 災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき。 

ハ 被害状況等により準備体制を継続する必要がないと認めるとき。 

その他 
災害対策連絡室員は、災害の状況に応じて別途職員を配置し、災害応急対策を

行うものとする。 

姫島村防災会議 
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（２）災害警戒本部（警戒体制） 

区分 内 容 

設置基準 

イ 村内で震度５弱を観測し、気象庁が地震情報を発表したとき。 

ロ 気象庁が津波予報区の大分県瀬戸内海沿岸に津波警報を発表したとき。 

ハ 気象庁が南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）を発表したとき。 

ニ その他、特に必要と認めるとき。 

設置場所 村役場会議室内 

組織・職制 

イ 本部長：副村長、教育長 

ロ 副本部長：総務課長、建設課長 

ハ 本部員：動員配備で定める職員（災害時職員初動マニュアルに定める。） 

処理すべき

主な事務 

イ 災害情報の収集、伝達及び村内巡視 

ロ 県及び関係機関等に対する災害対策上の通報 

ハ 関係課の初動措置等の総合調整 

解散基準 

イ 警報等が解除され、警戒体制を継続する必要がないと認めるとき。 

ロ 災害対策本部又は災害対策連絡室が設置されたとき。 

ハ 被害状況等により警戒体制を継続する必要がないと認めるとき。 

その他 
災害警戒本部員は、災害の状況に応じて別途職員を配置し、災害応急対策を行

うものとする。 

 

４ 災害対策本部を設置した場合の体制 

（１）災害対策本部（非常体制） 

区分 内 容 

設置基準 

イ 村内で震度５強以上を観測し、気象庁が地震情報を発表したとき。 

ロ 気象庁が津波予報区の大分県瀬戸内海沿岸に大津波警報を発表したとき。 

ハ 気象庁が南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）を発表したとき。 

ニ その他、特に必要と認めるとき。 

設置場所 村役場会議室内（使用不可の場合は、使用可能な村有施設） 

組織・職制 

イ 本部長：村長 

ロ 副本部長：副村長、教育長 

ハ 本部員：動員配備で定める職員（災害時職員初動マニュアルに定める。） 

処理すべき

主な事務 

イ 災害対策本部会議（以下、「本部会議」という。）の開催 

ロ 県及び関係機関等に対する災害対策上の通報 

ハ 災害対策の総合調整 

解散基準 

イ 被害状況等により本部による災害対応を継続する必要がないと災害対策本

部長が認めるとき。 

ロ 発生が予想された災害にかかる危険が解除されたと認められるとき。 

その他 災害対策本部員は、各部局の体制及び要員等について定めるものとする。 
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■ 災害対策本部組織図 

       

総務対策部 

総務班 
総務課 

本部長  副本部長     議会事務局 

（村長）  （副村長、教育長）     
企画班 

企画振興課 

        出納室 

   本部会議   広報班 情報センター 

   村長   消防団対策班 姫島村消防団 

   副村長      

   教育長   

厚生対策部 
福祉班 

住民福祉課 

   総務課長   姫寿苑 

   企画振興課長   保育所 

   議会事務局長   地域包括支援 

   出納室長   センター 

   情報センター所長   税務班 税務課 

   住民福祉課長      

   税務課長   

土木対策部 

建設班 建設課 

   姫寿苑所長   水産・観光 水産・観光 

   保育所長   商工班 商工課 

   地域包括支援センター長      

   建設課長   

文教対策部 
学校教育班 

学校教育課 

   水産・観光商工課長   幼稚園 

   学校教育課長   社会教育班 社会教育課 

   社会教育課長      

   船舶課長   船舶・交通 船舶・交通 

対策班 
船舶課 

   生活環境課長   対策部 

   健康推進課長      

   診療所長   
衛生対策部 

生活環境班 生活環境課 

   診療所事務長   健康推進班 健康推進課 

   消防団長       

   国東市消防署姫島出張所長   
医療対策部 医療対策班 

姫島村 

国保診療所    その他本部長が必要と認めた者   

   事務局防災担当職員      

※本部会議の議事進行は総務対策部長が行う。     

         

 

（２）本部長が不在等の場合の責任体制 

本部長（村長）が発災時に登庁困難な場合若しくは登庁に時間を要する場合の

職務代理者は、次のとおりとする。 

第１順位 第２順位 第３順位 

副村長 教育長 総務課長 
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（３）本部会議の協議事項 

イ 災害応急対策の基本方針の決定 

ロ 避難情報等の発令、伝達 

ハ 被災状況の収集、伝達 

ニ 被災者の救助・救護・保護 

ホ 被災者に対する飲料水及び食料・生活必需品の供給・輸送 

へ 食料・生活必需品の調達 

ト 防疫その他の保健衛生 

チ 県災害対策本部への報告 

リ 自衛隊の災害派遣要請検討 

ヌ 災害救助法の適用検討 

ル その他必要な災害応急対策の実施 

ヲ 県東部振興局との災害応急対策についての連携 

ワ 県・災害応援協定締結市町村への要請 

カ 災害対策に要する経費 

ヨ 施設、設備の応急復旧 

タ 災害本部体制の廃止 

（４）災害対策本部の設置及び廃止の通知 

災害対策本部を設置又は廃止したときは、次の防災関係機関に通知するものと

する。 

イ 東部振興局（県地区災害対策本部） 

ロ 国東警察署姫島駐在所 

ハ 国東市消防署姫島出張所 

ニ その他必要と認められる機関 

（５）災害時における各対策部の分掌事務 

各対策部分掌事務は、概ね次に掲げるとおりとする。 

イ 各部共通事項 

対策部名 

（部長） 
分掌事務 

各部共通事項 

１ 各部の動員配備に関すること。 

２ 災害対策本部及び各部間、所管する関係機関の連絡調整に関すること。 

３ 指揮命令系統及び業務実施体制の確立に関すること。 

４ 使用可能な所属内の業務資源の確認及び保全に関すること。 

５ 所管する施設の被害調査及び応急対策に関すること（指定避難所、指定

緊急避難場所、指定福祉避難所を優先的に調査報告すること。）。 

６ 所管施設の利用者の安全確保、避難救助に関すること。 

７ 所属職員、家族等の安否確認、所属職員の参集状況の把握に関するこ

と。 

８ 所管する施設が避難所として開設された場合の協力に関すること。 

９ 被害認定調査、り災証明書、被災者台帳作成への協力に関すること。 

10 物資集積所の管理及び救援物資の管理・配布への協力に関すること。 

11 他部、他班の応援に関すること。 
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ロ 総務対策部 

対策部名 班名 分掌事務 

総務対策部 

部 長： 
総務課長 

 

総務班： 
総務課 

議会事務局 
班 長： 

総務課長 

副班長： 
議会事務局長 

１ 災害対策本部事務、本部会議の総合調整に関するこ

と。 

２ 県、関係機関との連絡調整、応援要請に関すること。 

３ 避難指示等の発令、警戒区域の設定に関すること。 

４ 被害状況の総合取りまとめ、及び報告に関すること。 

５ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

６ り災証明に関すること。 

７ 災害情報の収集、伝達に関すること。 

８ 消防団との連絡に関すること。 

９ 地震、津波情報等の受理及び報告に関すること。 

10 災害応急業務の事前命令に関すること。 

11 消防資機材の確保及び輸送に関すること。 

12 職員の動員配備、調整に関すること。 

13 各対策部との連絡調整に関すること。 

14 自主防災組織との連絡、情報伝達・収集に関するこ

と。 

15 広域避難、広域一時退避の連絡調整に関すること。 

16 公用負担に関すること。 

17 議会との連絡調整に関すること。 

企画班： 
企画振興課 

出納室 

班 長： 
企画振興課長 

副班長： 
出納室長 

１ 災害応急対策費の予算措置に関すること。 

２ 村有財産の災害対策及び被害調査に関すること。 

３ 災害対策本部用車両等の調達・配車・管理に関するこ

と。 

４ 受援に関すること。 

５ 義援物資等の必要量の把握、配分計画に関すること 

６ 基幹情報システム等の機能維持及び復旧対策に関する

こと。 

７ 農作物の災害対策及び被害状況の調査に関すること。 

広報班： 
情報センター 

班 長： 
情報センター長 

１ 防災行政無線、通信機器に関すること。 

２ 広報、報道関係に関すること。 

３ 災害記録に関すること。 

消防団対策班: 

姫島村消防団 

班 長： 

消防団長 

副班長： 

消防団副団長 

１ 災害の警戒防御に関すること。 

２ 消防、水防に関すること。 

３ 避難誘導に関すること。 

４ 村民への避難情報等の伝達に関すること。 

５ 人命救助及び緊急に関すること。 

６ 行方不明者の捜索に関すること。 

７ 警戒区域の設定に関すること。 

８ 傷病者の移送に関すること。 

９ 関係機関との連絡調整に関すること。 

10 消防団員の動員に関すること。 
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ハ 厚生対策部 

対策部名 班名 分掌事務 

厚生対策部 

部 長： 
住民福祉課長 

 

福祉班： 

住民福祉課 

姫寿苑 

保育所 

地域包括支

援センター 

班 長： 
住民福祉課長 

副班長： 
姫寿苑所長 

保育所長 

地域包括支

援センター

長 

１ 主要食料の確保及び配給並びに非常炊出しに関するこ

と。 

２ 身元不明者の対応に関すること。 

３ 要配慮者の被災状況の把握及び対策に関すること。 

４ 被災者に対する生活保護の適用に関すること。 

５ 被災者に対する身体障害者福祉法、老人福祉法の適用

に関すること。 

６ 指定避難所の開設（設営を除く。）及び管理に関する

こと。 

７ 避難者の収容、保護に関すること。 

８ 被災者支援についての問い合わせ、各種相談に関する

こと。 

９ 被災者の安否問い合わせへの対応に関すること。 

10 被災者台帳の作成に関すること。 

11 社会福祉協議会との連携協力に関すること。 

12 社会福祉団体、社会福祉施設との連絡調整に関するこ

と。 

13 災害ボランティアセンターとの連絡調整に関するこ

と。 

14 ボランティアの受入れに関すること。 

15 災害弔慰金の支給等に関すること。 

16 被災者生活再建支援金の支給に関すること。 

17 避難行動要支援者名簿・個別避難計画の作成・管理に

関すること。 

18 保育施設の災害対策及び被害状況の調査に関するこ

と。 

19 園児の安全及び被害状況の調査に関すること。 

20 被災地における園児の就園確保に関すること。 

21 応急保育に関すること。 

22 被災保育施設及び被災園児の保健衛生に関すること。 

23 災害時における給食対策に関すること。 

24 姫寿苑に関すること。 

25 日赤、共同募金会等との連絡に関すること。 

26 義援（見舞）金品等の受領、保管及び配分に関するこ

と。 

税務班： 

税務課 

班 長： 
税務課長 

１ 家屋等の被害状況調査に関すること。 

２ 被災家庭、被災者の被害状況の調査及びり災固定資産

の損害額評定に関すること。 

３ 被災者の村税及び保険税の減免に関すること。 
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ニ 土木対策部 

対策部名 班名 分掌事務 

土木対策部 

部 長： 
建設課長 

 

建設班： 
建設課 

班 長： 
建設課長 

１ 漁港、漁業用資産並びに観光施設の災害対策及び被害

の状況の調査に関すること。 

２ 津波等水防対策に関すること。 

３ 土木災害全般の被害状況の取りまとめに関すること。 

４ 被災地の障害物の除去に関すること。 

５ 建設業者への連絡に関すること。 

６ 災害対策のための労働者に関すること。 

７ 道路、橋りょう、河川、漁港、ため池その他の土木施

設の災害対策及び被害状況の調査に関すること。 

８ 地すべり対策に関すること。 

９ 被災地における道路交通の禁止及び制限に関するこ

と。 

10 応急対策用資機材、物資の調達並びに緊急輸送に関す

ること。 

11 応急用仮設住宅の建設、管理及び被災住宅の応急修理

に関すること。 

12 避難所の設営に関すること。 

13 被災建築物、被災宅地応急危険度判定に関すること。 

14 公営住宅の被害調査、応急対策に関すること。 

15 農地、農業用施設の災害対策及び被害状況の調査に関

すること。 

16 公園の被害調査及び災害応急対策に関すること。 

水産・観光 

商工班： 

水 産 ･ 観

光･商工課 

班 長： 
水 産 ･ 観

光･商工課

長 

１ 農業、水産業被害に伴う金融対策等の相談及び指導に

関すること。 

２ 水産物の災害対策及び被害状況の調査に関すること。 

３ 水産業用施設の災害対策及び被害状況の調査に関する

こと。 

４ 漂流物の処理に関すること。 

５ 商工業の災害対策及び被害調査に関すること。 

６ 商工業者に対する融資に関すること。 

７ 公園の被害調査及び災害応急対策に関すること。 

８ 健康管理センターの災害対策及び被害状況の調査に関

すること。 

９ 観光業者との連絡に関すること。 

10 観光客等の安全確保対策に関すること。 

11 風評被害対策に関すること。 
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ホ 文教対策部 

対策部名 班名 分掌事務 

文教対策部 

部 長： 

教育長 

学校教育班: 

学校教育課 

幼稚園 

班 長： 
学校教育課長 

１ 教育施設の災害対策及び被害状況の調査に関するこ

と。 

２ 生徒・児童・園児の安全及び被害状況の調査に関する

こと。 

３ 被災地における生徒・児童・園児の就学確保に関する

こと。 

４ 災害救助用学用品の給与に関すること。 

５ 応急教育に関すること。 

６ 被災教育施設及び被災生徒・児童・園児の保健衛生に

関すること。 

７ 災害時における学校給食対策に関すること。 

社会教育班: 

社会教育課 

班 長： 
社会教育課長 

１ 社会教育施設の利用者の避難に関すること。 

２ 社会教育施設の被害状況調査、応急対策に関するこ

と。 

３ 婦人会等社会教育団体との連絡及び協力依頼に関する

こと。 

４ 文化財の被害状況調査、応急対策に関すること。 

５ 避難施設の運営協力に関すること。 
 

ヘ 船舶・交通対策部 

対策部名 班名 分掌事務 

船舶・ 

交通対策部 

部 長： 

船舶課長 

船舶・ 

交通対策班: 
船舶課 

班 長： 

船舶課長 

１ 第１・２姫島丸の災害対策及び被害の状況の調査に関

すること。 

２ 船客待合所の被害調査に関すること。 

３ 災害救助物資の輸送に関すること。 

４ 潮位の調査に関すること。 

５ 緊急海運施設の確保に関すること。 
 

ト 衛生対策部 

対策部名 班名 分掌事務 

衛生対策部 

部 長： 

生活環境課長 

生活環境班: 
生活環境課 

班 長： 

生活環境課長 

１ 被災地の環境衛生、食品衛生管理及び防疫に関するこ

と。 

２ 災害廃棄物処理に関すること。 

３ 被災地のごみ、し尿収集運搬に関すること。 

４ 環境衛生施設の災害対策及び被害の状況の調査に関す

ること。 

５ 簡易水道、下水道の被害状況、応急対策に関するこ

と。 

６ 被災地に対する飲料水の供給に関すること。 

７ 応急給水用資機材の調達に関すること。 

８ 水質検査に関すること。 

９ 指定工事事業者の応援協力に関すること。 

10 節水、給水等広報に関すること。 

11 遺体の処理及び埋火葬に関すること。 

12 災害時の愛がん動物（ペット）対策に関すること。 

13 仮設トイレの使用・処理に関すること。 
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対策部名 班名 分掌事務 

健康推進班: 
健康推進課 

班 長： 

健康推進課長 

１ 被災地の感染症予防に関すること。 

２ 被災者の保健衛生指導、健康相談及び心のケア対策に

関すること。 

３ 救護所の設営に関すること。 

４ 指定避難所等への巡回相談に関すること。 

 

チ 医療対策部 

対策部名 班名 分掌事務 

医療対策部 

部 長： 

診療所長 

医療対策班: 

姫島村 

国保診療所 

班長： 

診療所長 

副班長： 

診療所事務長 

看護師長 

１ 医療機関施設の被害調査に関すること。 

２ 負傷者の収容に関する調整及び情報提供に関するこ

と。 

３ 医師会、看護協会等関係団体との連絡調整に関するこ

と。 

４ 防疫対策の指導監督に関すること。 

５ 入院患者の保健医療の確保と医療救護班の編成に関す

ること。 

６ 医薬品及び衛生材料の調達等に係る連絡調整に関する

こと。 
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第２節 動員配備 

災害時において、防災関係機関が災害を防御し、又はその拡大を防止するために必要

な職員の動員配備は、この節の定めるところによって実施するものとする。 

１ 動員配備体制の確立 

災害を防御し、又はその拡大を防止するために必要な職員等の動員配備は、あら

かじめ必要な手続き及び方法を確立しておくものとし、その実施にあたっては、特に

勤務時間外における動員の順序方法を重点的に定めるものとする。 

２ 職員等の動員順序 

（１）準備体制（災害対策連絡室） 

区分 内 容 

動員の基準 第３部第２章第１節３「災害対策本部設置前の体制」に同じ。 

要員の確保 

イ 勤務中：庁内放送及び庁内電話を利用する。 

ロ 勤務時間外：電話連絡又は携帯メールにより随時呼び出し、要員を確保す

る。 

要員 災害時職員初動マニュアルに定める。 

 

（２）警戒体制（災害警戒本部） 

区分 内 容 

動員の基準 第３部第２章第１節３「災害対策本部設置前の体制」に同じ。 

要員の確保 

イ 勤務中：庁内放送及び庁内電話を利用する。 

ロ 勤務時間外：電話連絡又は携帯メールにより随時呼び出し、要員を確保す

る。 

要員 災害時職員初動マニュアルに定める。 

 

（３）非常体制（災害対策本部） 

区分 内 容 

動員の基準 第３部第２章第１節４「災害対策本部を設置した場合の体制」に同じ。 

要員の確保 

イ 勤務中：庁内放送及び庁内電話を利用する。 

ロ 勤務時間外：電話連絡又は携帯メールにより随時呼び出し、要員を確保す

る。 

要員 災害時職員初動マニュアルに定める。 

 

３ 動員配備方針 

職員は、配備基準に該当する地震等が発生した場合、動員・配備の指令を待たず、

以下により直ちに配備体制につく（夜間、休日等の時間外を含む。）。 

なお、配備体制の変更等については、必要に応じて４に示す動員系統により動員

配備に関する指示を行う。 
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（１）準備体制（災害対策連絡室） 

イ 災害対策連絡室の要員として指名された職員 

村役場総務課に参集する。 

ロ その他の職員 

動員配備に関する指示に留意しながら待機する。 

（２）警戒体制（災害警戒本部） 

イ 災害警戒本部の要員として指名された職員 

村役場会議室に参集する。 

ロ その他の職員 

（イ）各部の要員は各所属課に参集する。 

（ロ）動員配備に関する指示に留意しながら待機する。 

（３）非常体制（災害対策本部） 

イ 災害対策本部の要員として指名された職員 

村役場会議室に参集する。 

ロ その他の職員 

全職員は、各所属課に参集する（非常時において優先すべき通常業務に従事す

る者を除く。）。 

４ 災害対策本部職員等の動員方法及び系統 

電話その他迅速、的確な方法により必要な職員に連絡するとともに、次の系統に

従い勤務体制に応じて配置するものとする。 
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（１）通常の勤務時間内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職

員 

各対策部 

（各課長） 

総務対策部 

（総務課長） 

消防団長 

副本部長（副村長・教育長） 

本部会議 

本部長（村長） 

各

施

設

の

責

任

者 

各
分
団
長 

団

員 

地
区
連
絡
員
（
区
長
） 

東

部

振

興

局 
国
東
市
消
防
署
姫
島
出
張
所 

国
東
警
察
署
・
姫
島
駐
在
所 

各
団
体
の
長
又
は
責
任
者 

〈出動要請〉 

〈必要に応じて協議〉 

〈体制通報〉 

〈指示〉 
〈必要に応じて指示〉 

〈通知〉 

〈通知〉 

〈応援の要請〉 

〈指示〉 

〈指示〉 

〈指示〉 

〈指示〉 
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（２）勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 災害対策本部職員の勤務基準 

（１）常時配置される防災連絡員 

常時配置される防災連絡員は、常に地震、津波情報等に留意し、災害が発生し

たとき、又は災害のおそれがあると認められるときは、速やかに登庁する等災害

に関し必要な連絡を実施するものとする。 

また、宿日直者及び他からの通報を受けた場合にあっても、速やかに登庁の上、

その職務に従事するものとする。 

（２）災害対策本部設置前の体制 

イ 準備体制（災害対策連絡室） 

準備体制の発令時にあっては、当該体制に応じて勤務すべき防災連絡員は、定

められた職務に従事し、また、警戒体制に応じて勤務すべき防災連絡員は、自宅

その他の場所に所在、連絡方法を明らかにして待機するものとする。 

〈連絡〉 

村長（本部長） 

副村長・教育長 

消防防災担当者 総務課長 総務課長補佐 各課長 

宿日直職員 

防災連絡員 東

部

振

興

局 

消

防

団

長 

国
東
警
察
署
・
姫
島
駐
在
所 

国
東
市
消
防
署
姫
島
出
張
所 

職

員 

各

施

設

の

責

任

者 

〈連絡〉 

〈通報〉 

〈報告〉 

〈連絡〉 〈報告〉 

〈報告〉 〈通報〉 

〈報告〉 
〈報告〉 

〈報告〉 

〈指示〉 

〈以下、必要な配置

は勤務時間内の場

合と同様とする〉 
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ロ 警戒体制（災害警戒本部） 

警戒体制の発令時にあっては、準備体制及び当該体制に応じて勤務すべき防災

連絡員は、定められた職務に従事し、また、非常体制に応じて勤務すべき災害対

策本部職員は、自宅その他の場所に所在、連絡方法を明らかにして待機するもの

とする。 

（３）災害対策本部を設置した場合の体制 

イ 非常体制（災害対策本部） 

非常体制の発令時にあっては、非常体制に応じて勤務すべき災害対策本部職員

は、定められた職務に従事し、また、災害対策本部職員以外の職員においても、

自宅その他の場所に所在、連絡方法を明らかにして待機するものとする。 

なお、勤務時間外においては、動員配備基準に該当すると判断した場合は、動

員・配備の指令を待たずに、直ちに所属に参集し、配備体制につく。 

また、勤務時間外参集にあたっては、以下の点に留意する。 

（イ）災害の状況により参集できないときの対応 

災害の状況により参集できない場合は、所属の上司又は総務課長に連絡し、

その指示に従う。 

（ロ）参集途上にあっては、災害情報の収集に留意し、被害及び異常等があれば

速やかに所属の上司又は総務課長に報告するものとする。 

６ 職員の参集状況に応じた災害対策本部要員の配備方針 

非常配備において、災害対策本部の要員が不足した場合については、それぞれの

分掌業務に拘束されない柔軟で実効性のある応急対策活動を確保するため、参集の状

況に応じて要員の配備を行う。 

（１）参集職員が３割以下 

登庁した職員が順次緊急活動班を組織し、直ちに本部会議の決定に従い、応急

対策活動にあたる。 

（２）参集職員が５割程度 

各対策部に必要最小限の連絡員を配置し、その他の職員は緊急活動班を組織し

て、本部会議の決定に従い応急対策活動にあたる。 

（３）参集職員が７割以上 

計画どおり各対策部は、分掌事務に従って応急対策活動を行う。なお、必要に

応じて、本部会議は要員の不足している対策部の要員調整を行う。 

７ 参集した職員の家族の安否確認 

発災時に家族と離れていた職員は、参集途上又は参集初期の段階で、速やかに家

族の安全確認を行う。 
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第３節 通信連絡手段の確保 

災害時において、災害を防御し、又はその拡大を防止するため必要な通信連絡手段の

確保については、この節の定めるところにより実施するものとする。 

１ 通信連絡手段確保の基本方針 

災害に際し必要とする通信連絡の方法を確立するため、災害対策本部及び消防団

は、その保有する通信連絡手段の確保に万全を期するとともに、村内の防災関係機関

の保有する通信連絡手段を必要に応じて利用できる体制を講じることとする。 

２ 村の通信連絡手段の確立措置 

通信連絡手段の確保は次のとおり実施するものとする。 

（１）電話及び通信用資機材等の点検・確認。 

（２）総務対策部長は、庁内電話のうちから災害通信専用電話（電話87-3670）を指定

し、指定された電話は、災害通信以外に使用しないものとする。 

（３）県及び県内市町村との災害通信は、防災行政無線を利用するものとする。 

（４）災害のため、ＮＴＴ回線電話等の利用が不可能である場合は、姫島村防災行政無

線による通信連絡を図る他、連絡員を派遣して連絡手段を講じるものとする。ま

た、必要に応じて漁業無線及び村内アマチュア無線愛好家に通信の要請を行う等

の対応をとることとする。 

３ 防災関係機関の保有する無線施設・設備の利用 

防災相互通信用無線を保有している防災関係機関相互間における情報の収集・伝

達は、この無線を利用して通信の確保を図る。 

４ 非常通信措置 

災害により非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、有線通信

を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難なときは、大分地

区非常通信連絡会（大分県危機管理室内）を構成する無線局に対して非常通信の取扱

いを依頼し、通信の確保を図ることができる。 

（１）通信の内容 

イ 人命救助に関すること 

ロ 被災地への救援に関すること 

ハ 交通通信の確保に関すること 

ニ 秩序の維持に関すること 

ホ その他緊急な事項 

（２）非常通信の利用手続き 

非常通信を行おうとする場合は、通報用紙等を使用して無線局に対して非常通

信を依頼するものとする。 

様式の定めはないが、大分地区非常通信連絡会で使用している「非常用通報用
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紙」を使用する場合は次により記載する。 

イ 通報番号欄は、発信人が発信する通報順に一連の番号を記入する。 

ロ あて先、発信人の欄を記入する。機関名、役職名を用いることとし、住所を

記入する必要はない。 

ハ 通報内容は、簡潔で要領よく記載する（200字程度）。その他の用紙を使用す

る場合は、上記にならって記載すること。なお、通信分の余白に必ず「非常」

と明記すること。 

（３）非常通信受領後の措置 

非常通信の第１報は、無線局側で責任をもって配達又は交付する。 

第２報以下については、受取人が責任をもってあらかじめ受取人を無線局に派

遣するか、適宜の方法で通報の有無を問い合わせるなどして、受領に遺漏のない

ようにすることが必要である。 

ただし、ＦＡＸによる通報の場合は、着信の確認を行うことが必要である。 

 



第３部 災害応急対策 第２章 活動体制の確立 

-164- 

第４節 気象庁が発表する地震・津波情報の収集及び関係機関への伝達等 

気象庁が発表する緊急地震速報、震度速報、地震情報（「震源・震度に関する情報」、

「各地の震度に関する情報」）、大津波警報・津波警報・津波注意報、津波情報及び津

波予報の収集・伝達に関する要領等は、この節に定めるところである。 

１ 基本方針（地震） 

地震発生後に気象庁から発表される緊急地震速報、震度速報については、防災情

報提供システム（専用線又はインターネット回線）により入手するほか、直接テレ

ビ・ラジオ等を通じて入手するものとする。揺れの大きさは各地により異なることも

あるので、初期の段階から村内の防災関係機関が一丸となって村民の生命・財産への

被害を最小限とする体制を整えるため、揺れの大小に関わらず直ちにテレビ・ラジオ

等からの情報に留意する。 

２ 地震・津波に関する情報の種類等 

（１）地震・津波に関する情報の概要 

気象庁は、全国の地震活動を24時間監視しており、日本及びその周辺で地震が

発生すると、各地の地震計のデータを直ちに解析し、震源と地震の規模（マグニ

チュード）を決め、防災関係機関が速やかに必要な初動対応をとることができる

ように、地震や津波に関する情報を発表する。 

また、地震による強い揺れのおそれがあると推定した場合、揺れが伝わる前に

緊急地震速報（警報）を発表する。震源が近い場合では強い揺れに間に合わない

場合もある。 
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イ 情報発表の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急地震速報 

発表する情報の種類 

震度５弱以上が予想されたとき 

地震情報 

（震度速報） 

大津波警報・津波警報・ 

津波注意報 

津波情報 

（津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報） 

（各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報） 

数秒 

地震情報 

（震源に関する情報） 

地震情報 

（震源・震度に関する情報） 

津波情報 

（沖合の津波観測に関する情報） 

（津波観測に関する情報） 

地震情報 

（各地の震度に関する情報） 

地震情報 

（長周期地震動階級に関する情報） 

津波情報 

（津波に関するその他の情報） 

地震情報 

（地震の活動状況に関する情報） 

1.5分 

３分 

５分 

震度３以上を観測したとき 

津波による災害の発生が予想される場合 

※震度速報より早く発表する場合あり 

大津波警報・津波警報・津波注意報を発

表した場合 

震度３以上を観測したとき（津波警報又

は津波注意報を発表した場合は発表しな

い） 

以下のいずれかを満たしたとき 

・震度３以上を観測したとき 

・津波警報又は津波注意報発表時 

・若干の海面変動が予想されるとき 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合 

大津波警報・津波警報・津波注意報を発

表した場合で実際に津波を観測したとき 

震度１以上を観測したとき 

「津波なし」の場合はその旨を付加し

「津波予報」を含めて発表 

震度１以上を観測した地震のうち、長周

期地震動階級１以上を観測した場合 

 
大津波警報・津波警報・津波注意報の解

除後も海面変動が継続するとき、海面変

動が予想される津波予報区とその継続時

間を「津波予報」で発表 

報道発表資料の内容 

地震発生 
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ロ 用語解説 

情報の種類 解  説 

緊急地震速報（警報） 

震源に近い観測点で捉えた地震波を解析し、その地震により震度

５弱以上が推定された場合、その地域及び震度４が推定された地

域を強い揺れが到達する前に伝える。なお、地震の震源が近い時

は緊急地震速報（警報）が強い揺れの到達に間に合わない。 

大津波警報・津波警報・

津波注意報 

津波により災害が発生するおそれがある地域（九州・山口県では

16 区分した津波予報区）に対し、予想される津波の高さに応じ

て、大津波警報、津波警報、又は津波注意報（以下、「津波警報

等」という。）を発表する。 

日本近海で発生する津波については、地震発生後約３分を目標に

発表する。 

また、緊急地震速報の技術によって精度の良い震源位置やマグニ

チュードが迅速に求められる地震については、地震発生後２分程

度で発表する。 

津 

波 

情 

報 

津波到達予想時刻･

予想される津波の高

さに関する情報 

津波警報等の発表に続けて速やかに、各津波予報区の津波の到達

予想時刻（10 分単位（遠地地震については 30 分単位））や予想

される津波の高さ（５段階の数値（メートル単位）、又は２種類

の定性的表現で発表）、地震の震源要素（発生時刻、緯度・経

度、深さ、地震の規模（マグニチュード））、震央地名を発表す

る。 

各地の満潮時刻･津

波到達予想時刻に関

する情報 

津波警報等を発表している津波予報区にある津波観測点の満潮時

刻（１分単位）と津波到達予想時刻（10 分単位、遠地地震につい

ては 30 分単位）、地震の震源要素（発生時刻、緯度・経度、深

さ、地震の規模（マグニチュード））、震央地名を発表する。 

津波観測に関する情

報 

沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその

時点における最大波の観測時刻と高さを発表する。当該津波予報

区において大津波警報又は津波警報が発表中であり観測された津

波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表す

る。 

沖合の津波観測に関

する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定さ

れる沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表す

る。 

最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じよう

に避難行動への影響を考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を

発表しない。 

大津波警報又は津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸で

推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖

合での観測値）又は「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表

し、津波が到達中であることを伝える。 

津波に関するその他

の情報 

津波による被害の心配はないが、若干の海面変動が予想される場

合に津波予報区とその継続時間を「津波予報」として発表する。 

地 

震 

情 

報 

震度速報 

震度３以上の強い揺れを伴う地震の発生を知らせる情報。震度３

以上を観測した地域名（九州・山口県は 36地域に分割）とその震

度、地震の揺れの発現時刻を伝える。 

この情報は、防災の初動対応をとるための情報で、地震発生後約

１分 30秒で発表する。テレビ、ラジオ等でも速報される。 
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情報の種類 解  説 

地 

震 

情 

報 

震源に関する情報 

震度速報が発表された後、津波による被害の心配のないことが速

やかに判明したとき、地震の震源要素（発生時刻、緯度・経度、

深さ、地震の規模（マグニチュード））、震央地名、及び「津波

の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれないが、被害

の心配なし」を付加して、地震発生から２～５分程度で発表す

る。 

この情報は、強い揺れ（震度３以上）があるが、津波による被害

の心配はない時に、防災関係機関の防災対応（即時対応）に資す

るために提供する。津波警報等を発表したときには、この情報は

発表しない。 

震源･震度に関する

情報 

最大震度３以上が観測されたとき、津波警報等発表時、若干の海

面変動が予想される場合、緊急地震速報（警報）を発表した場合

に発表する情報。地震の震源要素（発生時刻、緯度・経度、深

さ、地震の規模（マグニチュード））、震央地名、震度３以上が

観測された地域名と強い揺れが観測された市町村名を地震発生か

ら５分程度で発表する。 

震度５弱以上になった可能性がある市町村の震度データが得られ

ていないとき、その事実も含めて発表する。 

各地の震度に関する

情報 

震度１以上が観測されたときに発表する情報。地震の震源要素

（発生時刻、緯度・経度、深さ、地震の規模（マグニチュー

ド））、震央地名、観測点ごとの震度からなる情報。 

震度５弱以上になった可能性がある震度観測点の震度データが得

られていないとき、その事実も含めて発表する。 

「津波なし」の場合はその旨を付加した津波予報を含めて発表す

る。 

長周期地震動階級に

関する情報 

固有周期が１～２秒から７～８秒程度の揺れが生じる高層ビル内

における、地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移

動・転倒などの被害の程度から４つの段階に区分した揺れの大き

さの指標。 

地震発生から 10分後程度で発表。 

地震回数に関する情報 
地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震回数を発表す

る。 

地震の活動状況に関する

情報 
気象庁が報道発表を行ったとき、その内容を発表する。 

 

  



第３部 災害応急対策 第２章 活動体制の確立 

-168- 

（２）気象庁震度階級関連解説表 

イ 人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、地震

計には記録される。 
－ － 

１ 
屋内で静かにしている人の中

には、揺れをわずかに感じる

人がいる。 

－ － 

２ 

屋内で静かにしている人の大

半が、揺れを感じる。眠って

いる人の中には、目を覚ます

人もいる｡ 

電灯などのつり下げ物が、わ

ずかに揺れる。 
－ 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、

揺れを感じる。歩いている人

の中には、揺れを感じる人も

いる。眠っている人の大半

が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てる

ことがある。 

電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩いて

いる人のほとんどが、揺れを

感じる。眠っている人のほと 

んどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大き

く揺れ、棚にある食器類は音

を立てる。座りの悪い置物

が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車

を運転していて、揺れに気付

く人がいる。 

５弱 

大半の人が、恐怖を覚え、物

につかまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激し

く揺れ、棚にある食器類、書

棚の本が落ちることがある。

座りの悪い置物の大半が倒れ

る。固定していない家具が移

動することがあり、不安定な

ものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ち

ることがある。電柱が揺れる

のが分かる。道路に被害が生

じることがある｡ 

５強 

大半の人が、物につかまらな

いと歩くことが難しいなど、

行動に支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本

で、落ちるものが多くなる。

テレビが台から落ちることが

ある。固定していない家具が

倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちること

がある。補強されていないブ

ロック塀が崩れることがあ

る。据付けが不十分な自動販

売機が倒れることがある。自

動車の運転が困難となり、停

止する車もある。 

６弱 

立っていることが困難にな

る。 

固定していない家具の大半が

移動し、倒れるものもある｡

ドアが開かなくなることがあ 

る｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下することがある。 

６強 

立っていることができず、は

わないと動くことができな

い。 

揺れにほんろうされ、動くこ

ともできず、飛ばされること

もある。 

固定していない家具のほとん

どが移動し、倒れるものが多

くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下する建物が多くな

る。補強されていないブロッ

ク塀のほとんどが崩れる 

７ 

固定していない家具のほとん

どが移動したり倒れたりし、

飛ぶこともある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破

損、落下する建物がさらに多

くなる。補強されているブロ

ック塀も破損するものがあ 

る。 
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ロ 木造建物（住宅）の状況 

震度 

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられるこ

とがある。 

 

 

 

  

５強 － 

壁などにひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。 

 

 

 

  

６弱 

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみら

れることがある。 

 

 

 

 

 

  

壁などにひび割れ・亀裂が多くなる。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることが

ある。 

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることが

ある。倒れるものもある。 

 

 

 

  

６強 

壁などにひび割れ・亀裂がみられるこ

とがある。 

 

 

 

 

  

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが

多くなる。 

傾くものや、倒れるものが多くなる。 

 

 

 

  

７ 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。

まれに傾くことがある。 

 

 

 

  

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

 

 

 

  

注１ 木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいもの

ほど高い傾向があり、概ね昭和56年（1981年）以前は耐震性が低く、昭和57年（1982年）

以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅

があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。

既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

注２ この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕

上壁（ラス、金網下地を含む。）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない

状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 

注３ 木造建物の被害は地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成20年（2008

年）岩手・宮城内陸地震のように震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 
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ハ 鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度 

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。 

６弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひ

び割れ・亀裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

６強 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひ

び割れ・亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状

のひび割れ・亀裂がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが

ある。 

７ 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひ

び割れ・亀裂がさらに多くなる。 

１階あるいは中間階が変形し、まれに

傾くものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状

のひび割れ・亀裂が多くなる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが

多くなる。 

注１ 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概

ね昭和56年（1981年）以前は耐震性が低く、昭和57年（1982年）以降は耐震性が高い傾向

がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、

必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の

耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

注２ 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひ

び割れがみられることがある。 

 

ニ 地盤・斜面等の状況 

震度 

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂や液状化が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の

崩壊が発生することがある。 ７ 

注１ 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記し

ている。 

注２ 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行する

と、地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホー

ルが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

注３ 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成さ

れることがある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

 

  



第３部 災害応急対策 第２章 活動体制の確立 

-171- 

ホ ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程

度以上の揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供

給が止まることがある。 

断水、停電の発生 
震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生する

ことがある。 

鉄道の停止、高速道路

の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、

安全確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者

の判断によって行われる（安全確認のための基準は、事業者や地域

によって異なる。）。 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電

話・インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、

電話等がつながりにくい状況（輻輳）が起こることがある。 

そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震など

の災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用

伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあ

った場合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認など

のため、時間がかかることがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の

供給が停止することがある。 

 

へ 大規模構造物への影響 

長周期地震動による超

高層ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コン

クリート造建物に比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる

性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、ゆっくりと

した揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器

などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同

じ場所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのスロッシ

ング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液

面が大きく揺れる現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、

火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間を有する施

設の天井等の破 

損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、

壁など構造自体に大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等

が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到

達して、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くな

ることがある。 
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３ 地震に関する情報の伝達系統 

大分地方気象台及び関係機関から地震情報等を入手し、防災上必要と認める場合

は、その情報を可能な限り迅速、かつ的確にケーブルテレビ・音声告知・自治組織・

消防団・広報車等を使って村民・浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利

用施設へ伝達する。 

■ 地震に関する情報の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  漁 

  業 

  無 

  線 

 

 

 

 

 

 

４ 基本方針（津波） 

地震発生後に気象庁から発表される津波警報・津波注意報、津波情報及び津波予

報については、防災情報提供システム（専用線又はインターネット回線）により入手

するほか、直接テレビ・ラジオ等を通じて入手するものとする。これらは、地震によ

る揺れが小さい場合にも発表されることがあるので、初期の段階から村内の防災関係

機関が一丸となって村民の生命・財産への被害を最小限とする体制を整えるため、揺

れの大小に関わらず直ちにテレビ・ラジオ等からの情報に留意する。 

５ 大津波警報・津波警報・津波注意報の発表基準及び種類等 

（１）発表基準 

地震発生後、「大分県瀬戸内海沿岸」及び「大分県豊後水道沿岸」において、

大分地方気象台 

 

村 民・要配慮者利用施設 

沿岸漁船 
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漁 協 

 

区 長 
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津波による災害が予想される場合に大津波警報、津波警報又は津波注意報を発表

する。 

（２）津波予報区 

本村沿岸の津波予報区は「大分県瀬戸内海沿岸」、区域は「大分県（関崎東端

以南を除く。）」となっている。 

津波予報区 大分県瀬戸内海沿岸 大分県豊後水道沿岸 

区域 大分県（関崎東端以南を除く。） 大分県（関崎東端以南に限る。） 

大分県沿岸 

市町村名 

中津市、宇佐市、豊後高田市、姫島村、 

国東市、杵築市、日出町、別府市、大分市 

大分市、臼杵市、津久見市、 

佐伯市 

 

■ 津波予報区分図 
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（３）大津波警報・津波警報・津波注意報 

イ 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをも

とに沿岸で予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場

合には、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意

報（以下、これらを「津波警報等」という。）を発表する。なお、大津波警報に

ついては、津波特別警報に位置付けられる。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。

ただし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規

模を数分内に精度よく推定することが困難であることから、推定した地震の規模

が過小に見積もられているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的

表現で発表する。予想される津波の高さを定性的表現で発表した場合は、地震発

生からおよそ15分程度で求められる地震規模（モーメントマグニチュード）をも

とに予想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。 

■ 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警報等 
の種類 

発表基準 
津波の高さ予想の

区分 

発表される津波の高さ 津波警報等を見聞
きした場合にとる
べき行動 

数値での 
発表 

定性的表現 
での発表 

大津波警報 

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで３ｍを
超える場合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び
浸水するおそれが
あるため、沿岸部
や川沿いにいる人
は、直ちに高台や
避難ビルなど安全
な 場 所 へ 避 難 す
る。 
警報が解除される
まで安全な場所か
ら離れない。 

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警報 

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで１ｍを
超え、３ｍ
以下の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

津波注意報 

予想される
津波の高さ
が高いとこ
ろで 0.2ｍ
以上、１ｍ
以下の場合
であって、
津波による
災害のおそ
れがある場
合 

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ （表記なし） 

海岸保全施設等よ
りも海側にいる人
は避難する。海の
中にいる人は直ち
に 海 か ら 上 が っ
て、海岸から離れ
る。海水浴や磯釣
りは危険なので行
わない。 
注意報が解除され
るまで海に入った
り海岸に近付いた
りしない。 

注１ 大津波警報は、津波特別警報に位置付けられている。 

２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時点に

津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをい

う。 
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ロ 津波警報等の留意事項等 

（イ）沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の

襲来に間に合わない場合がある。 

（ロ）津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新

する場合がある。 

（ハ）津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解

除を行う。このうち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能

性は小さいと判断した場合には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満と

なる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合があ

る。 

（ニ）強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震、火山噴火等による津波

に関して、村民の避難意識がない状態で突然津波が押し寄せることのないよ

う、津波警報等や避難指示の発表・発令・伝達体制を整える。 

（４）津波の高さと予想される被害の関係 

津波の高さ（ｍ） １ ２ ４ ８ 16 32 

津波の形態 

・緩斜面  

 

岸で盛り上がる  

 

沖でも水の壁 

第二波が砕波 

 

先端の砕波が

増える 

 

第一波が巻き波、

砕波 

・急斜面 速い潮汐 急斜面では速い 

潮汐 

  

木造家屋 部分的破壊 全面破壊 

石造家屋 持ちこたえる  全面破壊 

鉄筋コンクリート 持ちこたえる  全面破壊 

漁船  被害発生 被害率 50％ 被害率 100％ 

防潮林（幅 20ｍ） 被害軽減、漂流物阻止、津波軽減 
部分的被害 

漂流物阻止 
全面的被害無効果 

養殖いかだ 被害発生 

〈出典〉首藤伸夫、1992：津波強度と被害、津波工学研究報告第９号、101-136 
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（５）津波警報等及び津波予報発表のタイミング 
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６ 津波警報等の伝達系統及び各機関の措置 

（１）津波警報等の伝達系統 

津波警報等の伝達系統は、図に示すとおりであり、各防災関係機関においては、

迅速かつ的確に受信及び伝達を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁 福岡管区気象台 総務省消防庁 
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別府市、日出町 
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（２）各機関の措置 

イ 大分地方気象台 

大分地方気象台は、気象庁が津波警報等を発表・解除した場合は、直ちに大分

県及び防災関係機関に通知する。 

ロ 大分県（警察本部を除く。）の措置 

県は、大分地方気象台から津波警報等の発表・解除（以下、「津波に関する情

報」という。）の通知を受けた場合は、直ちに沿岸の市町村、消防本部及び関係

する振興局へ通知する。 

ハ 大分県警察本部の措置 

大分県警察本部は、大分地方気象台又は九州管区警察局から津波に関する情報

の通知を受けた場合、沿岸区域を管轄する警察署へ、また警察署はそれぞれの定

めるルートにしたがって駐在所及び交番並びに沿岸市町村へ直ちに通知する。 

ニ 大分海上保安部の措置 

大分海上保安部は、大分地方気象台又は第七管区海上保安本部から津波に関す

る情報の通知を受けた場合、佐伯海上保安署・津久見分室へ直ちに通知する。大

分海上保安部及び佐伯海上保安署・津久見分室は、直ちに入港中の船舶及び海事

関係者等に周知する。 

７ 海面状態の監視等 

（１）海面状態の監視 

村は、津波警報等が発表された場合又は震度４以上の揺れを感じた場合、ある

いは弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、高台等津

波の危険性のない場所において、直ちに潮位等の海面状態を監視する。 

（２）異常現象を発見した者の措置等 

海面の異常現象を発見した者は、村長、警察官、海上保安官のうち、通報に最

も便利な者に速やかに通報するものとする。 

この場合において、村長が通報を受けた場合は、速やかに知事及び大分地方気

象台に通報するものとする。 

また、警察官、海上保安官が通報を受けた場合は、速やかに村長、警察本部長、

大分海上保安部長に通報するものとし、通報を受けた村長、警察本部長、大分海

上保安部長は速やかに知事に通報するものとする。知事は速やかに大分地方気象

台に通報し、地震・津波に関する情報伝達に準じた伝達を行うよう依頼するもの

とする。 
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第５節 災害情報・被害情報の収集・伝達 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合における災害に関する情報（避難、交

通規制等応急措置の実施状況等）及び被害に関する情報の収集・伝達は、この節の定め

るところにより実施する。 

この場合、情報の収集・伝達を迅速かつ正確に行い情報の一元化を図るため、村、県

機関は、災害対応支援システム等を活用する。 

１ 災害情報・被害情報の収集・伝達責任体制 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害に関する情報（避難、交通

規制等応急措置の実施状況等）（以下、「災害情報」という。）及び被害に関する情

報（以下、「被害情報」という。）は、村内に所在する関係機関等に協力を求めて調

査収集する。なお、収集した災害情報・被害情報は、総務対策部において取りまとめ

た後、必要に応じて県、防災関係機関及び村民等に伝達する。 

２ 災害情報の収集調査基準 

村は、各段階で求められる災害状況の把握に必要な情報収集項目、あるいは応急

対策の具体化に必要な項目等を事前に整理するよう努めるものとする。 

なお、災害に関する情報の調査収集、報告又は通報要領等は、それぞれ防災関係

機関の定めるところによる。 

３ 災害情報・被害情報の収集・伝達活動 

（１）災害情報・被害情報の収集体制の確立 

イ 各部・班からの情報収集 

災害対策本部を設置した場合、災害情報・被害情報の収集体制を確立するため、

各対策部・班は必要な情報を収集し、総務対策部において取りまとめる。また、

総務対策部は必要に応じて被害地に連絡員を派遣し情報の収集にあたる。 

ロ 被害写真、ビデオ映像の撮影 

被害状況の写真、ビデオ映像は、被害状況確認の資料及び記録のため極めて重

要であるので各調査担当者は被害箇所を撮影するものとする。 

被害写真には、撮影年月日、時刻、箇所名、被害名等必要な事項を記入してお

くものとする。 

以上の調査とは別に情報センターは被害状況をビデオ撮影し、保存、管理する

ものとする。 

ハ 県職員の受入れ 

必要に応じて県地区災害対策本部（東部振興局）より職員を受入れ、村の行う

情報収集及び応急対策に必要な協力を要請する。 

ニ 災害対応支援システム等の活用 

村は、村内の災害情報を災害対応支援システムに入力し、被災状況等の報告を

行う。災害対応支援システムが使用できない場合は、防災行政無線回線等を用い
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て、電話やＦＡＸにより報告する。 

また、必要に応じ消防庁に被害情報を連絡するとともに、新総合防災情報シス

テム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を通じて関係省庁等とも共有する。 

なお、収集した情報は災害対策本部内や関係機関とで共有を図るものとする。 

ホ ＩＣＴの活用 

各種防災システムをより効果的に機能させるため、情報収集にタブレット端末

を活用できる環境や収集した情報を効率よく共有できる環境の整備に努めるもの

とする。 

へ その他 

大規模災害発生直後は、被災地からの情報入手が困難になることが想定される

ため、ＳＮＳを活用した情報収集・分析やドローンを活用した災害情報の把握な

ど、多様な手段により情報収集を行うとともに、収集した画像情報について、防

災ＩｏＴシステム等を活用し、関係機関間での迅速な共有に努めるものとする情

報収集手段を確保する。 

（２）災害情報・被害情報の収集・伝達の特例（村長の意思決定、村民への呼びかけ・

周知のために必要な情報） 

災害対策本部が設置された場合又は災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等

からみて特に必要があると認められる場合は、被害規模を早期に把握するため、

災害発生から村長の指示があるまでの間、下記の（３）、（４）に関わらず、以

下に掲げる事項に関する概括的な災害情報・被害情報を各部・班が収集・伝達す

るものとする。これらの情報は、知事に対しての自衛隊の災害派遣要請や広域応

援要請に必要であり、二次災害等から村民の安全確保を行う上で不可欠な情報で

あるとともに、一元的に把握すべきものである。 

イ 人的被害・住家被害・火災・がけ崩れ等に関する情報 

ロ 避難者数、指定避難所の場所等に関する情報の収集 

ハ 医療機関の被災状況・稼働状況に関する情報の収集 

ニ 道路の被害、応急対策の状況及び交通状況に関する情報 

ホ 港湾・漁港の被害、応急対策の状況及び海上交通状況に関する情報 

へ 臨時ヘリポートの被害及び応急対策の状況に関する情報 

ト 電気、上・下水道、通信の被害及び応急対策の状況に関する情報 

なお、情報の重複、輻輳を可能な限り抑制するため以下の点に留意する。 

チ 情報のソース（現場で確認したものか、報告等間接的なものか） 

リ 現場の位置 

ヌ 発信する情報を入手した時刻 

（３）上記情報の収集・伝達方法 

総合的な被害状況等及びこれに対しとられた措置の概要については、概ね次の

系統により収集・伝達するものとする。 
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（４）総合的な被害状況等の収集方法及び形式 

総合的な被害状況等の収集方法及び形式は、消防組織法（昭和22年法律第226号）

第40条に基づく災害報告取扱要領（昭和45年４月10日付消防災第246号）及び火

災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防災第267号）によるものとする。 

なお、県への報告手段が途絶した場合の国（総務省消防庁）へ直接伝達する。 

４ 他の防災関係機関の災害情報・被害情報収集・伝達措置 

（１）指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び公共的団体等は、村及

び県が実施する災害情報・被害情報等の収集・伝達について積極的に協力すると

ともに、当該機関が調査収集した災害情報等について、努めて村及び県に通報又

は連絡を行うものとする。 

（２）村内に所在する指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の出先事

務所又は事業所等は、災害時に村が災害情報・被害情報の収集・伝達を行う場合

には、積極的にこれに協力するものとする。 

（３）村は、防災関係機関から入手した災害情報・被害情報を村民へ提供するため、姫

島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、屋外拡

声放送設備、広報車、インターネット（村ホームページやＳＮＳ等）での情報発

信や報道機関等へ情報提供を行う。 

５ 村民からの通報、問い合わせへの対応 

村民からの通報、問い合わせへの対応については、厚生対策部は専用電話により

村民からの通報や問い合わせに応じる。重要事項については、関係する機関等へ伝達

する。 

 

 

 

・村内の県地方機関 

・国東警察署姫島駐在所 

・公共的団体 

・その他の防災関係機関 

・大分海上保安部 

・ＮＴＴ西日本（株）大分支店 

・九州電力（株）大分支店 

・その他の防災関係機関 

国 

（総務省 

消防庁） 

姫島村災害対策本部 

 

県地区災害 

対策本部 

（東部振興局） 

県災害対策本部 

 
総合調整室 

情報収集班 

各 班 

総務対策部 

各 部 
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第６節 災害救助法の適用及び運用 

災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用と、これに基づく必要な救助は、この節

の定めるところにより実施する。 

１ 災害救助法適用に関する活動 

村内で、地震・津波による被害が発生、又は発生するおそれがある場合、村は以

下により、災害救助法に関連した業務を行う。 

（１）被害情報の収集 

災害救助法適用のための被害情報の収集・確認を行う。 

（２）被害の報告 

村長は、災害による被害が災害救助法適用基準以上と判断したときは、知事に

対して、その状況を報告する。 

２ 災害救助法適用基準 

（１）情報収集した被害が次の程度に達し、かつ、被災者が現に救助を要する状態にあ

ると認められるときは、知事は災害救助法を適用し、これに基づいた応急救助を

実施する。 

イ １号適用（災害救助法施行令第１条第１項第１号） 

村の区域内において30世帯以上の住家が滅失したとき。 

ロ ２号適用（令第１条第１項第２号） 

県内の市町村ごとの滅失被害世帯の合計が1,500世帯以上となり、かつ、村の

区域内の15世帯以上の住家が滅失したとき。 

ハ ３号前段適用（令第１条第１項第３号前段） 

県下の滅失被害世帯数の合計が7,000世帯以上であって、村の区域内の被害世

帯数が多数であるとき。 

ニ ３号後段適用（令第１条第１項第３号後段） 

当該災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を

著しく困難とする、内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世

帯の住家が滅失したとき。 

（２）４号適用（令第１条第１項第４号後段） 

多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、

内閣府令で定める基準に該当するとき。 

（内閣府令で定める基準） 

イ 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難

して継続的に救助を必要とすること。 

ロ 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊な

補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊な技術を必要

とすること。 
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（例） 

（イ）船舶の沈没あるいは交通事故により多数の者が死傷した場合。 

（ロ）交通路の途絶のため多数の登山者が放置すれば飢餓状態に陥る場合。 

（ハ）火山爆発又は有毒ガスの発生等のため多数の者が危険にさらされている場

合。 

（ニ）群衆の雑踏により多数の者が死傷した場合。 

（ホ）山崩れ、がけ崩れにより多数の住家に被害が生じ、かつ、多数の者が死傷

した場合。 

（３）災害が発生するおそれがある場合において、国が特定災害対策本部、非常災害対

策本部又は緊急災害対策本部を設置し、告示された当該本部の所管区域に大分県

が含まれ、村の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあるとき。 

（注）被害の認定基準 

（Ａ）被害の認定は、災害救助法適用の判断のみならず、救助の実施にあたり、そ

の種類、程度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであるから適正に行

わなければならない。 

（Ｂ）「住家」とは、現実にその建物を居住のため使用しているものをいい、必ず

しも１戸の建物に限らない。例えば炊事場、浴場又は便所が別であったり、離

座敷が別であるような場合にはこれら生活に必要な部分の戸数は、合して一戸

とする。また、社会通念上、住家と称せられる程度のものであることを要しな

い。例えば、一般に非住家として取扱われる土蔵、小屋等であっても、現実に

住家として人が居住しているときは、住家に入れるべきである。 

（Ｃ）「世帯」とは、生計を一つにしている実際の生活単位をいう。従って、同一

家屋内の親子夫婦であっても、生活の実態が別々であれば当然二世帯となるわ

けである。また、マンションのように１棟の建物内で、それぞれの世帯が独立

した生計を営んでいる場合も、それぞれをひとつの世帯として取扱う。 

（Ｄ）「全壊（焼）」、「流出」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失

したもの、すなわち、住家全体が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家の

損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的

には住家の損壊、焼失若しくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の

70％以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素（住家の構成要素のう

ち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。半

壊（焼）の場合も同様）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ

の住家の損害割合が50％以上に達した程度のものをいう。 

（Ｅ）「半壊（焼）」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失した

もの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる

程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未

満のもの又は住家の主要な構成要素の経済的損失を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のものをいう。 

（Ｆ）「床上浸水」とは、（Ｄ）及び（Ｅ）に該当しない場合であって、浸水がそ

の住家の床上以上に達した程度のもの又は土砂、竹木等のたい積等により一時

的に居住することができない状態となったものをいう。 

（Ｇ）「床下浸水」とは、浸水がその住家の床上以上に達しない程度のものをい

う。 
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（Ｈ）「一部損壊」とは、住家の損壊程度が半壊に達しない程度のものをいう。 

（Ｉ）「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、又は遺体を

確認することができないが死亡したことが確実なものをいう。 

（Ｊ）「行方不明」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがあ

るものをいう。 

（Ｋ）「重傷者」とは、災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあ

るもののうち、１月以上の治療を要する見込みの者をいう。 

（Ｌ）「軽傷者」とは、災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける見込みの

あるもののうち、１月未満で治療できる見込みの者をいう。 

 

３ 災害救助実施体制 

応急救助の実施については、県の指導、助言により必要な事務処理並びに調整を

行う。 

４ 応急救助の実施基準 

（１）救助の程度及び機関 

救助の種類 対象 期間 備考 

避難所の設置 
災害により現に被害を受け、又は被

害を受けるおそれのある者 

災害発生の日から

７日以内 

１．高齢者等の要配慮者等を収容する

「福祉避難所」を設置した場合、当

該地域における通常の実費を加算で

きる。 

２．費用は、避難所の設置、維持及び

管理のための賃金、職員等雇用費、

消耗器材費、建物等の使用謝金、借

上費又は購入費、光熱水費並びに仮

設便所等の設置費を含む。 

３．輸送費は別途計上 

応急仮設住宅

の供与 

住宅が全壊、全焼又は流失し、居住

する住家がない者であって自らの資

力では住宅を得ることができない者 

災害発生の日から

20日以内に着工 

１．１戸あたりの平均の面積、額が基

準以内であればよい。 

２．同一敷地内等に概ね50戸以上設置

した場合は、集会等に利用するため

の施設を設置できる。 

３．要配慮者等を数人以上収容する

「福祉仮設住宅」を設置できる。 

４．供与期間 

最高２年以内 

５．民間賃貸住宅の借上げによる設置

も対象とする。 

炊出しその他

による食品の

給与 

避難所に避難している者又は住家に

被害を受け、若しくは災害により現

に炊事のできない者 

災害発生の日から

７日以内 

食品給与のための総経費を延給食日数

で除した金額が限度額以内であればよ

い。（1食は1/3日） 

飲料水の供給 

現に飲料水を得ることができない者 

（飲料及び炊事のための水であるこ

と。） 

災害発生の日から

７日以内 
輸送費、人件費は別途計上 

被服寝具その

他生活必需品

の給与又は貸

与 

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半

焼又は床上浸水、全島避難等によ

り、生活上必要な被服、寝具、その

他生活必需品を喪失、又は損傷等に

より使用することができず、直ちに

日常生活を営むことが困難な者 

災害発生の日から

10日以内 

１．備蓄物資の価格は年度当初の評価

額 

２．現物給付に限ること。 
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救助の種類 対象 期間 備考 

医療 医療の途を失った者（応急的処置） 
災害発生の日から 

14日以内 
患者等の移送費は別途計上 

助産 

災害発生の日以前又は以後７日以内

に分べんした者であって災害のため

助産の途を失った者（出産のみなら

ず、死産及び流産を含み現に助産を

要する状態にある者） 

分べんした日から

７日以内 
妊婦等の移送費は別途計上 

被災者の救出 

現に生命もしくは身体が危険な状態

にある者又は生死不明の状態にある

者を捜索し、又は救出するもの 

災害発生の日から

３日以内 

１．期間内に生死が明らかにならない

場合は、以後「遺体の捜索」として

取扱う。 

福祉サービス

の提供 

現に被害を受け、避難生活において

配慮を必要とする者 

災害発生の日から

７日以内 

人件費は別途計上 

住宅の応急修

理 

【準半壊以上

（相当）】 

住家が半壊（焼）又はこれに準ずる

程度の損傷を受け、雨水の侵入等を

放置すれば住家の被害が拡大するお

それがある者 

災害発生の日から

10日以内に完了 
 

住宅の応急修

理 

【大規模半壊 

・中規模半壊 

・半壊】 

１．住家が半壊（焼）し、自らの資

力では応急修理をすることができ

ない者 

２．大規模な補修を行なわければ居

住することが困難な程度に住家が

半壊したもの 

災害発生の日から

３ヶ月以内に完了 

（国の災害対策本

部が設置された災

害においては６ヶ

月以内に完了） 

 

学用品の給与 

住家の全壊（焼）、流失、半壊

（焼）又は床上浸水により学用品を

喪失若しくは損傷等により学用品を

使用することができず、就学上支障

のある小学校児童、中学校生徒及び

高等学校等生徒 

災害発生の日から

教科書：１ヶ月以

内 

学用品の給与 

埋葬 
災害の際死亡した者を対象にして実

際に埋葬を実施する者 

災害発生の日から

10日以内 

災害発生の日以前に死亡した者であっ

ても対象となる。 

死体の捜索 

行方不明の状態にあり、かつ、四囲

の事情により既に死亡していると推

定される者 

災害発生の日から

10日以内 
輸送費、人件費は別途計上 

障害物の除去 

半壊（焼）又は床上浸水した住家で

あって、住居又はその周辺に運ばれ

た土石、竹林等で一時的に居住でき

ない状態にあり、自力では当該障害

物を除去できない者 

災害発生の日から

10日以内 
 

輸送費及び賃

金職員等雇上

費 

１．被災者及び避難者の避難に係る

支援 

２．医療及び助産 

３．被災者の救出 

４．飲料水の供給 

５．死体の処理 

６．救済用物資 

救助の実施が認め

られる期間以内 
 

実費弁済 
災害救助法施行令第４条第１号から

第４号までに規定するもの 

救助の実施が認め

られる期間内 

時間外勤務手当及び旅費は別に定める

額 

※この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、知事は、内閣総理大臣に協議し、

その同意を得た上で、救助の程度・方法等及び期間を定めることができる。 

 

（２）応急救助の委任 

イ 知事は、必要な場合、救助の実施に関する事務の一部を村長に委任すること

ができる。 

ロ 情報提供 
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（イ）救助の実施に関する事務の一部を委任されている村においては、救助の実

施にあたる責任者は、救助実施記録日計表の１部を、村災害対策本部に提出

するとともに１部は自己の控として保管しておくものとする。ただし災害の

態様、規模等によっては交通が途絶して集落が孤立し提出できない場合も予

想されるので、このような場合には、取りあえず救助種類ごとに次の事項を

電話等の方法により情報提供し、後日その間の救助実施記録日計表を整理の

上、一括提出しても差し支えない。 

救助の種類 情報提供事項 

避難所の設置 箇所数、避難人員 

応急仮設住宅の設置 設置（希望）戸数 

炊出しその他による食品の供与 箇所数、給食数、給食人員 

飲料水の供給 対象人員 

被服寝具その他生活必需品の給与 主なる品目別給与点数及び給与世帯数 

医療及び助産 班数、医療機関数、患者数、分娩者数 

被災者の救出 救出人員、行方不明者数 

福祉サービスの提供 対象人員 

災害にかかった住宅の応急修理 対象世帯数 

学用品の給与 小、中学、高等学校等別対象者数及び給与点数 

埋葬 埋葬数 

死体の捜索 遺体の取扱数 

 

（ロ）各部長は、部員から提出された救助実施記録日計表又は報告事項を取りま

とめ、その結果を総務対策部へ報告する。ただし、災害発生直後にあっては、

救助の実施の全貌が掌握できない場合もあるので、このような場合には判明

している範囲内の救助の実施状況のみでも差し支えない。 

ハ 委任を受けた応急救助費の繰替支払 

村長は、知事より委任を受けた応急救助費の繰替支払を行うものとする。 
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第７節 広域的な応援要請 

地震･津波の大規模災害が発生し、村単独では応急対策等の実施が困難と認められる

場合は、あらかじめ締結した応援協定や国（総務省）の応急対策職員派遣制度等に基づ

き、この節の定めるところにより迅速･的確な応援要請の手続きを行う。 

１ 市町村における相互応援協力体制 

（１）大分県及び市町村相互間の応援協力 

大分県及び大分県内の市町村は、「大分県及び市町村相互間の災害時応援協定」

に基づき災害応急措置に必要な応援を行うものとされている。応援の内容は以下

のとおりである。 

（応援の内容） 

イ 災害応急措置に必要な職員の派遣 

ロ 食料、飲料水及びその他の生活必需品の提供 

ハ 避難及び収容のための施設の提供 

ニ 救護、医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 

ホ 救助及び救難活動に必要な車両、船艇、ヘリコプター及びその他の資機材の

提供 

ヘ ごみ及びし尿処理のための車両及び施設の提供 

ト 火葬場の提供 

チ その他被災市町村の長から特に要請のあったもの 

２ 村における広域応援要請の実施 

（１）組織体制及び応援要請の手続 

大規模災害が発生した場合は、災害対策本部において広域応援要請の必要性と

応援要請先についての検討を行う。必要と判断された場合は、下記の点について

検討を行い、併せて知事に応援要請を行う。 

イ 応援期間、派遣職員の人数及び職種 

ロ 応援隊の集結場所、活動拠点、宿泊、給食 

ハ 受入れにあたっての交通ルート等 

（２）応援要請の手続 

イ 個別に要請するとき 

 

 

 

 

 

 

 

姫島村長 
知 事 

 

その他の市町村長 

① 要請（TEL、FAX又はメール） 

② 諾否（TEL、FAX又はメール） 

③ 応援の実施 

④ 要請文書の提出 
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ロ 個別に応援要請する暇がないとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）村内所在機関相互の応援協力 

村の区域内に所在する県、指定地方行政機関等の出先機関及び村の区域を活動

領域とする公共的団体等は、災害が発生し又はまさに発生しようとする場合は、

村が実施する応急措置について、応援協力を行うものとする。 

（４）市町村相互の応援協力及び県外への応援要請 

イ 災害が発生した場合、隣接する市町村は、応急措置の実施について相互に応

援協力を行うものとする。 

ロ 発生した災害がさらに拡大した場合、同一ブロック内（東部振興局の所管区

域内）の市町村は、被災市町村からの要請に基づき、応急措置の実施について

必要な応援協力を行うものとする。 

ハ 災害が大規模となりブロックを超える応援が必要と判断される場合、村は県

に対して県内市町村の相互応援の調整及び県外の防災関係機関等からの応援に

ついて要請する。 

３ 県及び市町村と指定公共機関等相互との連携 

（１）指定公共機関又は指定地方公共機関の業務に係る災害が発生した場合、村は、自

ら又は被災関係機関からの要請に基づき、速やかに、必要な応援協力に努めるも

のとする。 

（２）指定公共機関又は指定地方公共機関の業務に係る災害が大規模なものとなった場

合、県は、自ら又は被災を受けた機関からの要請に基づき、近隣市町村、その他

防災関係機関に出動を求めるなど必要な応援協力に努めるものとする。 

（３）前（１）及び（２）による県及び市町村の援助協力の範囲は、概ね次のとおりと

する。 

イ 被災者の避難保護措置 

ロ 被災者に対する給食給水措置 

ハ 傷病者に対する応急的な医療救護 

ニ 応急復旧用資機材の調達供給 

知 事 

姫島村長 その他の市町村長 
⑤ 応援の実施 

⑥ 要請文書の提出 

① 要請の依頼 

（TEL、FAX又はメール） 

② 要請の伝達 

（TEL、FAX又はメール） 

③ 諾否 

（TEL、FAX又はメール） 

④ 連絡 
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ホ その他被害の拡大を防止するために必要な措置 

（４）他の都道府県等への応援要請 

イ 「九州・山口９県災害時応援協定」と被災市区町村応援職員確保システムに

基づく応援要請 

県単位では十分に応急対策や災害復旧・復興に関する対策が実施できないと認

める場合は、県は九州・山口各県（要請先：九州・山口９県被災地支援対策本部）

や国（総務省）に対し応援を要請する。 

（イ）応援要請の種類 

応援要請の種類は、次のとおりである。 

ａ．職員の派遣 

ｂ．食料、飲料水及び生活必需品の提供 

ｃ．避難施設及び住宅の提供 

ｄ．緊急輸送路及び輸送手段の確保 

ｅ．医療支援 

ｆ．物資集積拠点の確保 

ｇ．災害廃棄物の処理支援 

ｈ．その他の応援のため必要な事項 

また、この協定等に基づく応援によっても十分な災害応急対策等が期待でき

ないと判断される場合は、「関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互

応援に関する協定」に基づき、九州・山口９県被災地支援対策本部から関西広

域連合に応援を要請する。 

（ロ）応援要請の種類 

上記（イ）に加えて「資機材の提供」 

ロ 「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」に基づく応援要請 

県は、上記イの応援によっても十分な災害応急対策等が期待できないと判断さ

れる場合は、他のブロック知事会を構成する都道府県に対して、全国知事会を通

じて、広域応援を要請する。 

（イ）応援要請の種類 

ａ．資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 

ｂ．施設、提供業務の種類又はあっせんの内容 

ｃ．職種及び人数 

ｄ．応援区域又は場所及びそれに至る経路 

ｅ．応援期間（見込みを含む。） 

ｆ．前各号に定めるものの他必要な事項 

（５）職員の派遣及び派遣あっせんの要請 

国又は都道府県の職員の派遣要請と派遣あっせんの要請は、下記によるものと

し、総務対策部が行う。 

イ 村内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、必要
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があると認めるときは、指定行政機関の長（指定地方行政機関の長を含む。）

に対し、災害対策基本法第29条の規定に基づき、次の事項を明らかにして職員

の派遣を要請する。 

（イ）派遣を要請する理由 

（ロ）派遣を要請する職員の職種別人員数 

（ハ）派遣を必要とする期間 

（ニ）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（ホ）その他職員の派遣について必要な事項 

ロ さらに、必要があると認めるときは、災害対策基本法第30条の規定に基づき、

内閣総理大臣又は知事に対し次の事項を明らかにして指定行政機関（指定地方

行政機関の長を含む。）の職員の派遣についてあっせんを求める。 

（イ）派遣のあっせんを求める理由 

（ロ）派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

（ハ）派遣を必要とする期間 

（ニ）派遣される職員の給与その他の勤務条件 

（ホ）その他職員の派遣のあっせんについて必要な事項 

ハ 他の都道府県に対する職員の派遣要請は、上記（４）に基づき実施するほか、

地方自治法第252条の17及び災害対策基本法第30条の規定に基づき、職員の派遣

要請及び派遣あっせんの要請を行う。 

４ 応援の受入れ 

（１）受入体制の確保 

応援要請を行うにあたり、総務対策部は各班と協議の上、以下の点について検

討、整理し、県へ通知する。 

イ 道路や交通機関の被災状況、運行状況 

ロ 応援隊の集結場所、活動拠点、宿泊、給食等 

（２）経費の負担 

応援に要した経費は、原則として応援を受けた村の負担とする。 

（３）リエゾン（災害対策現地情報連絡員）の受入れ 

震度６弱以上の地震発生時は、九州地方知事会（九州・山口９県被災地支援対

策本部）等からリエゾン（災害対策現地情報連絡員）が派遣されるため、県と連

携して、受入体制を確保する。 
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第８節 防災ヘリコプターの緊急運航の要請 

災害が発生した場合、村は必要に応じて「大分県防災ヘリコプター運航管理要綱」に

基づき、県防災ヘリコプター「とよかぜ」の緊急出動を防災航空管理者に要請し、被災

者の捜索、救助活動などに活用する。 

１ 防災ヘリの活動内容 

（１）災害応急対策活動 

地震、津波等の災害状況の把握や村民への避難誘導・警報等への伝達及び被災

地への緊急物資等の搬送 

（２）災害予防対策活動 

村民への災害予防の広報、災害危険箇所の調査等 

（３）救急活動 

山村、離島などからの救急患者の搬送、高度医療機関への傷病者の緊急転院搬

送 

（４）救助活動 

海等の水難事故及び山岳事故等における捜索・救助 

（５）火災防御活動 

林野火災等における空中からの消火活動、情報収集 

（６）ヘリＴＶ活動 

地震、津波等の災害発生時、ヘリコプターＴＶ装置を装着して災害現場の情報

を映像と音声により送信 

２ 緊急運航の要件 

防災ヘリコプター緊急運航の要請は、原則として次の（１）～（３）の条件をす

べて満たし、かつ「大分県防災ヘリコプター緊急運航基準」に該当する場合にできる

ものとする。 

（１）公共性 

地域並びに村民の生命、身体及び財産を保護する目的であること。 

（２）緊急性 

差し迫った必要性があること。 

（３）非代替性 

防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと。 

３ 緊急運航要請に係る手続 

（１）防災ヘリコプターの緊急運航に係る要請先及び手順は次のとおりである。 
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（２）緊急運航の要請は、災害等が発生した村等が防災航空管理者に対し行うものとす

る。 

４ 村内のヘリポート（場外離着陸場） 

場外 

番号 
名称 所在地 

座標（WGS84）DMS 

北緯 東経 

16-1 姫島中学校グラウンド 東国東郡姫島村南 2118 33°43’31” 131°39’09” 

16-2 姫島フェリー広場 東国東郡姫島村松原 33°43’18” 131°38’58” 

16-3 
姫島総合運動公園 

（多目的グラウンド） 
東国東郡姫島村 2301-3 33°43’19” 131°39’17” 

16-4 
姫島総合運動公園 

（野球場） 
東国東郡姫島村 2301-3 33°43’18” 131°39’19” 

 

５ 要請連絡先及び連絡方法 

防災航空隊：豊後大野市大野町田代2592-2 

電話 0974-34-2192 

FAX 0974-34-2195 

緊急運搬要請専用電話 0974-34-3136 

 

 

  

姫島村長 
運行責任者 

（防災航空管理官） 

① 出動要請 

⑥ 災害状況報告 

③ 出動 

② 出動の可否回答 

運行管理責任者 

（県消防保安室長） 

運行管理責任者 

（県防災局長） 

重大事項報告 

④ 
出
動
報
告 

⑤ 

出
動
終
了
報
告 
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第９節 自衛隊の災害派遣体制の確立 

災害に際して、人命又は財産の保護のため、特に必要があると認められるときは、こ

の節の定めるところにより、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第83条の規定に基づき、

知事に自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

１ 災害派遣の要請 

（１）村長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措

置を実施するため必要があると認めるときは、知事に対し、自衛隊の災害派遣を

要請するよう求める。この場合において、村長は、その旨及び村の地域に係る災

害の状況を防衛大臣又は最寄りの駐屯地司令の職にある部隊等の長へ通知するこ

とができる。 

（２）村長は、知事に対して災害派遣の要請を求めることができない場合は、その旨及

び村の地域に係る災害の状況を防衛大臣又は最寄りの駐とん地司令の職にある部

隊の長に通知することができる。 

（３）村長は、（１）（２）の通知をしたときは、速やかにその旨を知事に通知しなけ

ればならない。 

２ 派遣要請の方法 

村長が、知事に対し災害派遣の申請をしようとするときは、次の派遣要請事項を

明示した派遣申請書を知事宛に提出しなければならない。 

ただし、緊急を要する場合の申請は、電話等を使用して行い、その後速やかに文

書を提出する。 

（１）災害の状況及び派遣を要請する事由 

（２）派遣を希望する期間 

（３）派遣を希望する区域及び活動内容 

（４）その他参考となるべき事項（宿泊施設の有無、道路橋りょうの決壊に伴う迂回路

の有無、救援のため必要とする資機材の有無、駐車適地、ヘリポ－ト適地の有無

等） 

３ 派遣部隊の受入体制 

村は、次の事項について処置し、派遣部隊に協力するものとする。 

（１）資機材の提供 

派遣部隊の救援作業に必要とする資機材を速やかに調達し提供するものとする。 

（２）連絡調整員の指定 

村は、自衛隊の災害派遣の間、連絡調整のため適任の担当職員を連絡調整員と

して指定し、県から連絡調整員が派遣された場合は当該職員とも連携しながら迅

速・的確な自衛隊の災害派遣業務を実施するものとする。 

（３）宿舎のあっせん 
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村内の公共・一般宿泊施設をあっせんするが、必要に応じ村外の宿泊施設や学

校・公民館等の公共施設についても管理者等の承諾を得てあっせんするものとす

る。 

（４）臨時ヘリポ－トの設定 

イ 姫島運動公園多目的グラウンド又は、姫島村フェリー広場を使用するものと

する。 

ロ 基準を満たす地積（ヘリポート）を確保する。この際、土地の所有者又は管

理者との調整を確実に実施する。 

ハ 着陸地点には、基準のＨ記号を風と平行方向に向けて標示するとともに、ヘ

リポートの近くに上空から風向、風速が判定できる吹き流しを掲揚する。 

ニ 危険予防の措置 

（イ）着陸地点及びその近傍において運航上の支障となるおそれのある範囲には

立ち入らせない。 

（ロ）表土が砂塵の発生しやすいところでは、航空機の進入方向に留意して散水

等の措置を講ずるものとする。 

（５）艦艇等が使用できる岸壁の準備 

使用する港湾及び漁港は資料編による。 

（６）情報等の提供 

派遣部隊に対し、災害の状況や救援作業の内容、地元機関による応急措置の実

施状況など、速やかに情報の提供を行うものとする。 

４ 自衛隊の災害派遣要請系統及び派遣要請先等 

災害派遣要請系統及び派遣要請先、要請連絡先等は、次のとおりである。 

（１）自衛隊の災害派遣系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

派遣要請（文書） 
自衛隊 

指定部隊の長 

知 事 

第七管区海上保安部長 

大阪航空局大分空港事務所長 

派遣要請 ※事態が急迫して文書によることができ

ない場合は、口頭又は電話等による 

姫島村長 
知事に要請できない場合、直接、通知ができる 
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（２）要請先等 

要請先等 連絡方法等 
指定部隊

等の長 
備考 

陸上 

自衛隊  

第 41普通科連隊 

第３科 

（別府駐屯地） 

別府市大字鶴見 4548-143 

TEL 0977-22-4311 

FAX 0977-23-3433 

連隊長 

大分県の北部、東部

（大分、別府、宇佐、

中津、豊後高田、杵

築、臼杵、津久見、国

東の各市及び姫島村）

を管轄 

西部方面戦車隊 

（玖珠駐屯地） 

玖珠郡玖珠町帆足 2494 

TEL 0973-72-1116 

FAX 0973-72-1116 

隊長 
大分県の西部（日田市

及び玖珠郡）を管轄 

第４師団 

第３部防衛班 

（福岡駐屯地） 

福岡県春日市大和町 5-12 

TEL 092-591-1020 
師団長 

九州北部４県（大分県

含む。）全域 

海上 

自衛隊 

呉地方総監部 

防衛部第３幕僚室 

広島県呉市幸町 8-1 

TEL 0823-22-5511 

22-5680（直通） 

22-5692（直通） 

総監 
大分県沿岸部全域を管

轄 

航空 

自衛隊 

西部航空方面隊 

司令部 

防衛部運用課 

福岡県春日市原町 3-1-1 

TEL 092-581-4031 

FAX 092-581-4031 

司令官 大分県全域を管轄 

地本 

自衛隊 

大分地方協力本部 

総務課 

大分市新川町 2-1-36 

TEL 097-536-6271 
本部長 

緊急の場合等における

連絡先 

 

（３）要請連絡先及び連絡方法 

名称 住所 連絡先及び連絡方法 

大分県生活環境部 

防災対策室 
大分市大手町 3-1-1 

電話 097-506-3155、3152 

FAX  097-533-0930 

防災行政無線 200-264、204 FAX 200-387 

第七管区 

海上保安本部 

福岡県北九州市門司区 

西海岸 1-3-10 
電話 093-321-2931 

大阪航空局 

大分空港事務所 
国東市武蔵町糸原大海田 

電話 0978-67-3771 

FAX  0978-67-3780 

 

５ 自衛隊の活動内容等 

（１）一般の任務 

自衛隊の災害派遣部隊は、緊急性、公共性、非代替性を重視して、関係機関と

緊密な連携のもとに救助活動等を実施する。 

（２）災害派遣時に実施する救援活動等 

災害派遣時に実施する救援活動の具体的内容は、災害の状況、他の救援機関等

の活動状況等のほか、知事等の要請内容、現地における部隊等の人員、装備等に

よって異なるが、通常次のとおりとする。 
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イ 被害状況の把握 

ロ 避難の援助 

ハ 遭難者等の捜索援助 

ニ 水防活動 

ホ 消防活動の支援 

ヘ 道路又は水路の啓開 

ト 応急医療、救護及び防疫 

チ 人員及び物資の緊急輸送 

リ 炊飯及び給水 

ヌ 援助物資の無償貸付又は譲与 

ル 危険物の保安及び除去 

ヲ その他 

（３）災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、村長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場

合に限り、次の措置をとることができる。この場合、当該措置をとったときは、

直ちに、その旨を村長に通知する。 

なお、当該措置に伴う補償等については、法令に定めるところによる。 

イ 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令 

ロ 他人の土地等の一時使用等 

ハ 現場の被災工作物等の除去等 

ニ 村民等を応急措置の業務に従事させること 

ホ 通行禁止区域等における緊急通行車両等の円滑な通行確保のための措置 

（４）陸上自衛隊の災害派遣主要器材等 

作業区分 器材名 主 要 作 業 内 容 

交通等 

ドーザ 

小型 １．土砂の切取り、盛土 

２．側溝掘削 

３．土砂運搬 

４．地ならし 

中型 

大型 

バスケットローダ 
１．土砂運搬、車両等への積込み 

２．軽易な地ならし、土砂の切り取り 

クレーダ 

１．整地 

２．道路舗装 

３．側溝掘削 

４．除雪 

トラッククレーン 

（20トン） 

１．重量物の吊り上げ（クレーン） 

２．土砂掘除、積込み（ショベル、その他） 

ダンプ 
2 1/2 ﾄﾝ、3 1/2 ﾄﾝ 

土砂運搬 
４トン 

油圧シャベル 側溝掘削 

橋（人員用） 人員の通過 
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橋 

（車両用） 

鋼製道板橋（ＭＺ） 車両の通過 

浮のう橋（Ｍ４ＡＺ） 〃 

自走架柱橋 〃 

自走浮橋 〃 

ボート 人員、物量の水上輸送 

給水給食 
浄水セット 浄水（１ｾｯﾄの展開に約 10ｍ2の地積が必要） 

野外炊事１号 給食 

消毒・ 

衛生 

除染車  

化学加熱器  

噴霧器 

背負式  

車載式  

動力Ⅰ型  

入浴セット 入浴 

洗濯セット 洗濯 

 

６ 陸上自衛隊航空機と地上との交信方法 

陸上自衛隊西部方面隊航空機と地上との交信方法は、次によるものとする。 

■ 地上からの航空機に対する信号の種類 

旗の識別 事態 事態の内容 希望事項 

赤 旗 緊急事態発生 

人命に関する非常事態（急患又は

緊急に手当を要する負傷者）が発

生している。 

緊急着陸又は隊員の降下を

乞う。 

黄 旗 緊急事態発生 
食料又は飲用水の欠乏等異常が発

生している。 

役場又は警察官に連絡を乞

う。できれば通信筒をつり

上げてもらいたい。 

青 旗 異常なし 別段の異常は発生していない。 特に連絡する事項はない。 

 

７ 災害派遣の撤収要請 

（１）派遣の目的を完了し又はその必要がなくなった場合は、村長は知事に対して、自

衛隊の撤収の要請をするものとする。 

（２）撤収の要請は、電話等により報告した後、速やかに文書をもって行うものとする。 

８ 経費負担区分 

派遣部隊が活動した経費のうち次の事項については、通常、派遣を受けた側の負

担とする。 

細部については、その都度災害派遣命令者と知事が協議して定めるものとする。 

（１）派遣部隊の連絡班等のための宿泊施設の借上料、電話の設置費及び通話料金 

（２）派遣部隊の宿舎に必要な土地、建物等の借上料 
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（３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、汲取料、電話及び入浴料等 

（４）派遣部隊の救援活動に提供する資材、器材等の購入、借上げ又は修理費 

（５）派遣部隊の活動に伴う故意によらない損害の補償 

（６）その他協議により決定したもの 
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第10節 他機関に対する応援要請 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、村は、必要があると認めるときは、

村内外の他機関に対し応援を要請し、災害応急対策を実施するものとする。 

１ 村の災害・防災に関する協定等の締結状況 

災害応急対策の実施に必要な協力を求めるため、村が他の防災関係機関等と締結

している主な応援協定・覚書等は以下のとおりである。 

村は、必要があると認めるときは、これらの協定等に基づいて応援を要請するも

のとする。 

２ 広域応援要請 

村は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めると

きは、県に対し、指定行政機関又は関係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の

要請をするよう求めるものとする。 

上段の要求ができない場合には、その旨及び村の地域における災害の状況を指定

行政機関又は指定地方行政機関に通知するものとする。この場合において、当該通知

を受けた指定行政機関又は指定地方行政機関は、その事態に照らし緊急を要し、県か

らの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要請を待たないで、応急措置

を実施することができる。 

広域応援要請に関する事項は、第３部第２章第７節「広域的な応援要請」のとお

りである。 
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第11節 技術者、技能者及び労働者の確保 

災害応急対策の実施等のために必要な技術者、技能者及び労働者等（以下、「要員」

という。）の確保は、この節に定めるところによって行うものとする。 

１ 要員の確保体制 

災害時に必要な要員の確保は、村において実施するが、その確保が困難な場合、

県に対し、これらの者の確保を要請するものとする。 

（１）災害応急対策に必要な要員確保及び調整は、総務対策部が行う。 

（２）各対策部は、要員の確保が必要な場合、総務対策部にその旨を連絡する。 

（３）消防団及び他の防災関係機関から要員確保の要請があった場合、それを受け付け

る。 

２ 要員の確保対策 

（１）民間団体（婦人会、区長会等）に対し、協力を要請する。 

（２）村職員及び前記（１）に記述した民間団体の協力を要請しても、なお要員に不足

を生じるときは、県に所要人員の確保を要請する。 

（３）村長は、要員を確保するために特に必要がある場合は、災害対策基本法第65条の

規定に基づき従事命令等を執行して、その確保を図る。 

なお、同法第71条の規定により、知事から委任を受けた場合についても、従事

命令を執行することができる。 

３ 災害救助法に基づく要員の雇上げ 

災害救助法が適用された場合、被災者の救助を実施するため、必要な要員の確保

は、知事が次の要領でこれを確保するものとする。 

ただし、村長に業務が委任された場合は、村長がこれを行う。 

（１）労働者雇用の範囲 

種別 内 容 

被災者の避難 
・災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を安全地帯に

避難させるため雇い上げるもの。 

医療助産のための

移送 

・救護班では処置できない重症患者又は救護班が到着するまでの間医療

措置を講じなければならない患者を病院、診療所へ運ぶためのもの。 

・救護班によって医療、助産が行われる際の医師、助産師、看護師等の

移動に伴い必要なもの。 

・重傷ではあるが、今後は自宅療養によることとなった患者の輸送のた

め必要なもの。 

被災者の救出 

・被災者の救出行為に必要なもの。 

・救出に要する機械、器具、その他の資料を操作し、又は後始末をする

ためのもの。 

飲料水の供給 

・飲料水を供給するためのもの。 

・飲料水を供給するための機械、器具の運搬、操作を行うためのもの。 

・飲料水を浄水するための医薬品等の配布を行うためのもの。 
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種別 内 容 

救助物資の整理、

輸送及び配分 

・救済用物資の種別、地区別区分、整理、保管の一切に要するもの。 

・救済用物資を送達するための荷物の積み卸し、上乗り及び運搬に要す

るもの。 

・救済用物資の被災者への配布に要するもの。 

（注）他の法令等によりその費用が措置される物資又は各救助を実施す

るため支出できる費用に含まれる資材等はここの賃金職員等雇上費

としては認められない。 

行方不明者の捜索 

・行方不明者の捜索行為に必要なもの。 

・行方不明者の捜索に要する機械、器具、その他の資材の操作又は後始

末を行うためのもの。 

遺体の取扱い 

（埋葬を除く。） 

・遺体の洗浄、消毒等の処置をするためのもの。 

・遺体を仮安置所等まで輸送するためのもの。 

（注）上記のほか激甚災害等特殊な場合には、内閣総理大臣の承認を得てこれらの例外

として、次に掲げる労働者の雇い上げを実施する。 

イ 「遺体埋葬のための労働者」 

ロ 「炊出しのための労働者」 

ハ 「避難所開設・応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理等の資材を輸送するた

めの労働者」 

 

（２）期間 

それぞれの救助の実施が認められている期間とする。ただし、これにより難い

場合は、内閣総理大臣の承認を得て期間を延長するものとする。 
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第12節 ボランティアとの連携 

被災者・被災地のニーズに最大限に応えられるよう、ボランティアと連携を図るため

の体制等について定める。 

１ 基本方針 

大規模災害発生時には、各種の援護を必要とする被災者が増大することが想定さ

れ、村外から参加するボランティア･ＮＰＯ等による被災者への積極的な支援活動が

求められる。 

本村は離島という条件の中、村外からのボランティアに対しての海上交通の確保、

村内施設が少なく活動拠点の確保等制限も多いが、その活動が円滑かつ効果的に行わ

れるように、ボランティア活動の独自の領域と役割に留意しながら、受入体制及び活

動環境を整備し、相互の信頼と協力体制を構築する。 

２ 組織体制 

災害発生時から復旧期までボランティアが円滑かつ効果的に活動できるようにす

るため、村社会福祉協議会が設置する現地災害ボランティアセンターに、厚生対策部

より職員を派遣し、ボランティアへの情報提供等、村のボランティアに関する総合窓

口としての活動を行う。 

３ ボランティア活動の支援 

村は、現地災害ボランティアセンターの活動を支援するとともに、県が設置する

ボランティア調整班と連絡調整を行い、被災状況、避難場所、必要な援助活動などの

情報提供に努める。 

（１）情報の提供 

イ ライフライン・公共機関の復旧、交通規制の状況及び行政政策の動向など、

各種ボランティア活動に必要な情報をボランティア団体に的確に提供する。 

ロ 被災地や被災者のボランティアニーズを把握するとともに、総務対策部を通

じて報道機関等への情報提供及びボランティア活動関係の広報を行う。 

（２）活動拠点の提供 

ボランティア･ＮＰＯ等が被災地若しくはその周辺で独自に活動拠点を設置する

場合には、現地災害ボランティアセンターと連携の調整を行う。 

（３）活動資材の提供 

現地ボランティアセンターの運営や活動に必要な各種資機材については、県を

通じて大分県災害ボランティアネットワーク連絡協議会などの協力を得ながら、

被災地及び被災者の状況等を勘案して提供するよう努める。 

４ 現地災害ボランティアセンターの役割 

（１）被災者ニーズ把握システムを活用し、被災地及び被災者のニーズを迅速、効果的

に把握するとともに、村災害対対策本部との協働により、支援の「もれ・むだ」
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がないよう確実に実施する。 

（２）被災地及び被災者の適時・的確な支援を実現するため、ボランティア・ＮＰＯ等

の専門性や特質性を考慮した上で受入れ及び配置を調整する。 

イ 一般ボランティア・ＮＰＯ活動例 

（イ）清掃作業及び簡易な防疫作業 

（ロ）危険を伴わない範囲での片付け作業 

（ハ）救援物資の搬入、仕分及び配布 

（ニ）その他被災者の生活支援に関する活動 

ロ 専門ボランティア・ＮＰＯ活動例 

（イ）生活支援ニーズの把握 

（ロ）被災者の健康管理やカウンセリング 

（ハ）災害応急対策物など資材の輸送 

（ニ）被災建築物等の復旧作業に係るアドバイス 

（ホ）外国人に対する通訳 

（ヘ）歴史資料の救出や修復 

（ト）その他災害救助活動等に関して専門的な資格や技術などを要する活動 

（３）ボランティア・ＮＰＯ等の安全確保に努めるとともに、ボランティアの健康管理

に十分配慮する。また、ボランティアにボランティア保険への加入を推奨する。 
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第13節 帰宅困難者対策 

大規模な災害が発生した場合、交通機能停止等により自宅に帰ることができない人々

（以下、「帰宅困難者」という。）が多数発生することが予想される。本節では、この

ような帰宅困難者への対応等について定める。 

１ 基本方針 

帰宅困難者への対応は、安否確認の支援、被害情報の伝達、避難場所の提供、帰

宅のための支援等、多岐にわたる。 

このため、事業所や学校などの組織では、災害発生時には、組織の責任において

安否確認や交通情報等の収集を行い、災害状況を十分に見極めた上で、従業員、学生、

顧客等の扱いを検討する。 

帰宅困難者対策は、行政のエリアを越え、かつ多岐にわたる分野に課題が及んで

いることから、県や村、事業所、防災関係機関が相互に連携・協力し、災害発生時に

おける交通情報や食料・飲料水の提供、従業員や学生等の保護などについて、支援体

制の構築を図っていくものとする。 

２ 対策の実施 

（１）村民、事業所等への情報提供 

村及び防災関係機関においては、村民・事業所等に対して、各種の手段により、

交通情報、徒歩帰宅に必要な装備、家族との連絡手段、徒歩帰宅経路等について

必要な情報を提供するものとする。 

（２）代替交通手段の確保 

村は、帰宅のための支援方針を決定するとともに、海上交通など、代替交通手

段を確保するため、必要に応じて交通事業者と調整を図るものとする。 

（３）一時避難所の提供 

本村は離島という条件であるため、九州本島に戻ることのできない帰宅困難者

に対し、一時避難所を提供するものとする。 
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第14節 応急用・復旧用物資及び資機材調達供給 

災害に際し、必要とする応急用・復旧用の物資及び資機材の調達供給は、この節の定

めるところにより実施する。 

１ 応急用・復旧用物資及び資機材の調達供給の基本方針 

災害時において、必要な応急用・復旧用物資及び資機材は、村が調達供給を行う

ものとし、関係機関、団体等からの要請等に応じて、当該物資の生産、販売、集荷等

を行う村内外業者に協力依頼する。 

ただし、大規模な災害の発生等により、特に必要があると認めるとき、又は緊急

に確保する必要があるときは、法令の規定に基づき関係業者等に対しこれらの物資及

び資機材の保管を命じ、又は収容の上、調達供給する。 

２ 応急用・復旧用物資及び資機材の調達確保対策 

応急用・復旧用物資及び資機材の調達確保は各対策部がそれぞれ行うものとし、

生産、出荷、販売等の業者に対して、文書又は関係職員を派遣して以下の要請を行い、

応急用・復旧用物資及び資機材の調達確保を図る。 

（１）業者に対する物資等の調達に対する協力要請措置 

イ 指定する品目について在庫品等の数量の通報に関する要請 

ロ 指定する品目について適正な価格による需給に関する要請 

ハ 指定する品目についての数量の確保に関する要請 

ニ 指定する品目の在庫数量調査の実施に関する要請 

ホ その他必要と認める事項についての要請 

（２）物資等の調達供給順序 

応急用・復旧用物資及び資機材は、村内業者等により調達供給し、さらに不足

するものについては村外業者等から調達供給するものとする。 

３ 応急用・復旧用物資及び資機材の調達が困難な場合の措置 

大規模な災害の発生等により、応急用・復旧用物資及び資機材の調達が村内にお

いて困難な場合は、県又は指定地方行政機関に対して、必要な物資及び資機材の調達、

あっせんを求め、その調達供給を行う。 
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第15節 交通確保・輸送対策 

災害時において、交通施設の被害状況を迅速に把握し、これに対する応急措置の実施

等、必要な応急対策要員の移送、応急対策用資機材、生活必需物資等の輸送は、この節

に定めるところによって、迅速かつ的確に行うものとする。 

１ 役割分担 

（１）村の役割 

イ 村が災害応急対策を実施するために必要な輸送は、原則として村が行う。 

ロ 村長は、輸送の応援が必要なときは、県に対して必要な措置を要請する。 

（２）県の役割 

県は、効率的な輸送を行うために、交通規制・交通量の状況、緊急輸送道路等

の応急復旧の状況等の情報を収集するとともに、緊急輸送ルートに関する情報伝

達窓口を一元化（総合調整室）し、輸送主体からの問い合わせに対して的確な情

報伝達を行う。 

（３）国等の役割 

防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な輸送は、それぞれの機関

が行うものとするが、特に必要な場合は、災害対策本部に必要な措置を要請する。 

２ 輸送の基準 

輸送は、概ね次の基準により実施するものとする。 

（１）第一段階 

イ 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

ロ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

ハ 災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等初動の応急対策

に必要な要員、物資等 

ニ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

ホ 輸送に必要な道路や防災上の拠点となる施設の応急復旧、交通規制等に必要

な人員及び物資 

（２）第二段階 

イ 上記（１）の続行 

ロ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ハ 被災地外へ搬送する傷病者及び被災者 

ニ 輸送施設（道路、港湾、漁港、ヘリポート等）の応急復旧等に必要な人員及

び物資 

（３）第三段階 

イ 上記（２）の続行 

ロ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ハ 生活必需品 
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３ 村の地域内輸送拠点の設置 

県等からの物資を輸送・集積し、各避難所への輸送のための拠点となる施設は姫

島中学校体育館とする。なお、被災又は地形等の理由から、隣接市の地域内輸送拠点

を使用することが効率的、効果的な場合は、県を通じて当該市に要請し、連携して行

う。 

４ 災害救助法の規定による輸送 

災害救助法が適用された場合で、事態が急迫し知事の輸送措置を待ついとまがな

いとき又は特別な事情があるときは、次の基準により村長が知事の委任を受けて輸送

を実施する。 

（１）輸送の範囲とその期間 

輸送の範囲 輸送実施の認められる期間 

被災者の避難に関する輸送（資機材人員輸送） 
災害が発生し又は災害が発

生しようとする１両日 

医療に関する輸送（人員輸送） 発生の日から 14日以内 

助産に関する輸送（〃） 〃 13日以内 

被災者の救出に関する輸送（人員資機材輸送） 〃 ３日以内 

飲料水の供給に関する輸送（飲料水、ろ水器等、資機材輸送） 〃 ７日以内 

救援用 

物資輸送 

炊出し用食料、調味料及び燃料等の輸送 〃 ７日以内 

医薬品及び衛生材料の輸送 〃 14日以内 

被服、寝具、その他の生活必需品の輸送 〃 10日以内 

学用品の輸送 

教科書については災害発生

の日から１か月以内 

その他は 15日以内 

遺体の捜索に関する輸送（捜索と必要な人員、資機材輸送） 発生の日から 10日以内 

遺体の処理に関する輸送（埋葬を除く。） 〃 10日以内 

 

（２）輸送に要する経費の基準 

地域における通常の実費とし、概ね次の経費とする。 

イ 輸送費（運賃） 

ロ 借上料 

ハ 燃料費 

ニ 消耗品器材 

ホ 修繕料 

（３）村の措置 

災害救助法に基づく輸送の実施についての必要な帳簿、証拠書類を整理保存す

る。 

５ 陸上輸送体制 

（１）道路交通規制の実施及び緊急交通路の確保 
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イ 交通状況の収集・把握 

土木対策部は、関係機関の協力を得て、村内の交通事情を収集、把握して総務

対策部に報告する。 

ロ 交通規制の実施 

（イ）交通規制の法的根拠等 

災害時の交通規制は、次の法令に基づき実施する。 

規制を実施 

するもの 
規制の内容 規制の理由等 規制対象 根拠法令 

公安委員会 

通行の禁止 

又は制限 

道路における危険を防止し、その

他交通の安全と円滑を図り、又は

交通公害その他の道路交通に起因

する障害を防止するため必要があ

ると認めるとき 

歩行者 

車両等 

道路交通法 

第４条第１項 

同上 

県内又は隣接若しくは近接する県

の地域に係る災害が発生し、又は

まさに発生しようとしている場合

において、災害応急対策が的確か

つ円滑に行われるようにするため

緊急の必要があると認めるとき 

緊急通行 

車両以外 

の車両 

災害対策基本法 

第 76条第１項 

警察署長 
通行の禁止 

又は制限 

所轄区域内の道路に災害による損

壊等危険な状態が発生した場合に

おいて、その危険を防止し、その

他交通の安全と円滑を図るため必

要があるとき 

歩行者 

車両等 

道路交通法 

第５条第１項 

警察官 同上 

災害発生時において道路の損壊そ

の他の事情により緊急措置を行う

必要があるとき 

歩行者 

車両等 

道路交通法 

第６条第４項 

道路管理者 同上 
道路の破損、決壊その他の事由に

より交通が危険であるとき 
同上 

道路法 

第 46条第１項 

 

（ロ）緊急通行車両等以外の車両の交通規制 

緊急通行車両等以外の交通規制として、県公安委員会は、県又はこれに隣接

し若しくは近接する県の地域に係る災害が発生し、又は発生しようとしている

場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の

必要があると認めるときは、災害対策基本法第 76 条第１項の規定により、路

線の交差点から道路の区間（災害が発生し、又は発生しようとしている場所及

びこれらの周辺の地域にあっては、区域又は道路の区間）を指定して緊急通行

車両等以外の車両の通行を禁止し、又は制限するものとする。また、緊急通行

車両等以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、道路管理者に対

し、緊急通行車両等の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生

車両等の移動等について要請するものとする。 

ハ 村民への交通規制情報の提供 

総務対策部及び交通規制を実施した機関（警察、道路管理者）は、交通規制箇
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所について交通情報板等を活用し、また報道機関に協力を求めるなど、積極的に

村民に対し情報を提供する。 

（２）道路（村内主要路線）の応急復旧 

イ 主要路線 

大規模な災害時における村内の緊急輸送業務の円滑を期するため、あらかじめ

指定する道路は次のとおりである。 

（イ）主要路線 

ａ．県道稲積姫島港線 

ｂ．県道西浦姫島港線 

ｃ．県道北浦姫島港線 

ｄ．村道北浦松原線 

ｅ．村道中堂線 

ｆ．村道金大海線 

（ロ）代替路線 

ａ．村道南海岸線 

ｂ．村道松原大海線 

ｃ．村道大海稲積線 

ロ 交通施設の被害状況の把握 

（イ）土木対策部は災害が発生した場合は、速やかに村内の主要路線の被災状況

（破損、決壊、流出等）を把握する。 

（ロ）村内の道路の被災箇所を発見した場合は、その状況を速やかに県地区災害

対策本部庶務班（東部振興局）及び国東警察署に通報する。この場合、所管

する道路において旅客運送を営む機関がある場合においては、その状況を当

該機関に通報するように努めるものとする。応急措置が完了し交通上支障が

なくなった場合もまた同様とする。 

ハ 総合的な被災状況把握と交通施設の応急復旧方針の策定 

（イ）交通施設の総合的な被災状況の把握 

土木対策部は、必要に応じ上記ロや本章第５節「災害情報・被害情報の収

集・伝達」により報告を受けた交通施設の被災状況を総合的に取りまとめ、輸

送計画等の基礎資料とする。 

（ロ）主要路線の啓開及び応急復旧方針の策定 

土木対策部は県と連携し、自衛隊、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊等の救

助のための緊急輸送や、被災者支援のための輸送拠点への輸送などの各段階に

応じ、上記により取りまとめた道路施設の被災状況を勘案（復旧時間、大型車

の通過可否、通行可能交通量等）し、優先して啓開及び復旧する主要路線を選

定する。 

ニ 交通施設の応急復旧 

（イ）道路啓開及び復旧の体制の把握 
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土木対策部は、必要に応じて大分県建設業協会国東支部の会員の被災状況や

啓開復旧体制（重機、作業員、運搬車、資材の確保）について、支部又は会員

に直接聞き取り調査するなど、道路啓開や応急復旧を行う体制（人員や重機等

の量）を把握する。 

（ロ）道路啓開の実施 

各道路管理者は、上記で道路啓開を優先するとされた主要路線をはじめ、所

管する道路について早期に啓開を実施し、緊急車両が円滑に走行できるよう点

検を実施する。 

（ハ）応急対策の実施 

ａ．短期的対策 

各道路管理者は、道路啓開後、輸送用トラック等の通行を可能とするため、

路面の段差補修など応急対策を実施する。 

ｂ．中期的対策 

各道路管理者は、所管する道路の中で、流出した橋りょうがある場合は、

必要に応じ仮橋の設置などを実施し、盛土や法面の崩壊がある場合は、必要

に応じ仮設防護柵の設置などを実施し、関係機関の協力を得てできるだけ早

急に応急対策を講じ、安全な輸送道路の確保に努める。 

（ニ）自衛隊への応援要請 

道路管理者は、被害の状況や緊急性などを考慮し、道路啓開や応急対策など

について、自衛隊の応援が必要な場合は、県を通じて出動要請を依頼する。 

（３）輸送手段等の確保 

イ 車両の確保・配車 

車両（村有車両、村有車両以外）の確保は、総務対策部が担当し、各部・班か

らの要請に応じて配車を行うものとする。 

災害応急対策に備えて、村所有車両については緊急通行車両の事前の申出、民

間所有車両については規制除外車両の事前の届出を県公安委員会に行うものとす

る。 

（イ）村有車両 

ａ．車両の確保 

総務対策部は、役場内の車両保有状況を考慮し、使用車両を決定し、配車

するものとする。 

ｂ．輸送方法 

迅速かつ効率的に輸送するものとする。 

ロ 燃料の確保 

輸送に必要な燃料（軽油、ガソリン）については、庁内で最低限必要な分量を

備蓄するとともに、村内販売業者等との「災害時における石油類の供給等に関す

る協定」等の締結を検討する。 

ハ 自衛隊への応援要請 
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道路が寸断され、陸上輸送では物資輸送に支障をきたす場合は、県を通じて自

衛隊に応援要請し、ヘリコプター等により輸送する。 

６ 海上輸送体制 

（１）海上交通規制及び海上輸送路の確保 

イ 被災区域の交通規制 

災害により航路障害となる事態が発生し、港内において船舶交通の安全確保の

ため必要がある場合は、海上保安部（港長）に要請を行い、航路又は区域を指定

し、船舶の航泊を禁止し又は制限する。 

ロ 交通規制の周知 

交通規制の伝達方法は、巡視船艇により実施するほか、報道機関に協力を求め

るものとする。 

ハ 海上輸送路の確保 

（イ）管理者は、海上保安庁、村、自衛隊等の協力を得て可航水域、港湾等の施

設の被害へ復旧の見込み等緊急輸送に必要な情報を把握し、県に報告する。 

（ロ）土木対策部は、港湾施設等の被害状況の情報に基づき、海上保安部等と連

携を図り、海上輸送ルートを定める。 

（ハ）管理者は、自衛隊等、大分海上保安部の協力を得て、港内の航行可能路を

選定するとともに海上輸送ルートの確保に努める。 

（２）港湾、漁港の応急復旧 

港湾の応急復旧については、各港の港湾ＢＣＰに従い、航路啓開や応急復旧の

体制確保に努める。 

イ 緊急輸送港啓開の実施 

管理者は、九州地方整備局及び海上保安庁等関係機関の支援を受け、緊急輸送

港の被害状況、障害物の状況を把握し、警察、自衛隊、消防機関及び占用工作物

管理者及び船舶運航者等の協力を得て啓開作業を実施する。 

ロ 復旧作業の実施 

管理者は、緊急輸送港の被災箇所について、早期に機能回復できるよう、復旧

工事を実施する。 

ハ 係留許可 

管理者は、緊急性・重要性を考慮して、二次災害防止を踏まえて係留許可を行

う。 

（３）輸送手段の確保 

海上輸送は、海上自衛隊、海上保安庁、大分海上保安部から派遣要請を受けた

大分県水難救済会、防災関係機関等及び民間の協力を得て次の船舶等により行う。 

イ 村営フェリー及び漁船等の借上げ 

ロ 自衛隊の艦艇及び航空機 

ハ 海上保安庁の船艇及び航空機 

ニ 大分海上保安部から派遣要請を受けた大分県水難救済会所属救助船 
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ホ その他防災関係機関及び民間船舶 

（４）緊急輸送船舶基地の確保 

大規模な災害時における村内の緊急輸送業務の円滑を期するため、あらかじめ

指定する港湾、漁港は次のとおりである。 

イ 主要港湾及び漁港 

（イ）姫島港 

（ロ）国東市国東港（伊美地区） 

（ハ）西浦漁港 

（ニ）北浦漁港 

（ホ）東浦漁港（大海・金・稲積 ３港） 

ロ 代替港湾及び漁港 

（イ）国東市国見町竹田津漁港 

（ロ）国東市国東町田深港 

７ 航空輸送体制 

地上輸送がすべて不可能で、緊急に航空機による輸送の必要が生じた場合は、県

を通じ県の防災ヘリコプター若しくは自衛隊にヘリコプター等の出動を要請するもの

とする。 

８ 輸送実施機関の相互協力 

広範囲にわたる災害時に応急用・復旧用物資及び資機材を輸送する場合は、防災

関係機関は相互に協力するものとし、必要に応じてその車両人員等を他の機関の応援

のため派遣するものとする。なお、防災関係機関が輸送を実施する場合は、公安委員

会に対しあらかじめ輸送の日時、発着地、経路、理由、輸送品目等を申し出て当該輸

送区間における緊急通行車両等以外の車両通行禁止又は制限を申し出るものとする。 
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第16節 広報活動・災害記録活動 

災害に関する広報活動と災害記録活動は、この節に定めるところにより実施する。 

１ 広報活動・災害記録活動の基本方針 

大規模な災害が発生した場合、村民生活の安定のためには、村民のニーズに対応

した情報を、村民が容易に知ることのできる方法で提供することが不可欠である。村

では、被災者の情報ニーズを的確に把握し、要配慮者へも確実に広報が行われるボラ

ンティア団体等とも連携を図りながら、姫島村情報センターによるケーブルテレビ

網・各家庭の音声告知放送設備、屋外拡声放送設備、広報車、県民安全・安心メール、

携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、おおいた防災アプリ、

インターネット（村ホームページやＳＮＳ等）、ワンセグ放送、情報提供装置等多様

な方法を用いて積極的に広報活動を展開することとする。特に避難所にいる被災者は

情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関する情報については口

頭・紙媒体の併用など、適切に情報提供がなされるよう努めるものとする。 

さらに、災害の記録は、応急対策の教訓を見いだしそれを将来への財産とするた

めに極めて重要であり、きめ細かく記録するものとする。 

２ 広報活動・災害記録活動の措置 

（１）活動体制の確立 

災害対策本部を設置した場合、迅速・的確に広報活動・災害記録活動を行うた

め、総務対策部（広報班・姫島村情報センター）において一元的かつ、効果的な

広報活動を行う。 

イ 報道機関への協力要請 

総務対策部は、報道機関に対して協力の要請を行う。 

ロ プレスルームの開設 

総務対策部は、プレスルームを開設し、情報を一元的に発信する。 

ハ 庁内の複写機、印刷機器、印刷業者の稼働状況の確認 

総務対策部は、庁内の複写機、印刷機器及び印刷業者の稼働状況の確認を行い、

印刷物による広報活動を迅速に行える体制を整える。 

ニ 多言語情報センターの活用 

村は、県が設置する多言語情報センターを活用し、多言語による災害情報の発

信、外国人からの問い合わせに対する対応を行う。 

（２）広報手段・方針の検討及び周知 

総務対策部は災害の状況を踏まえ、当該災害における最も迅速・的確な広報の

方針及び手段を検討し関係者へ伝達する。 

（３）広報する情報の集約及び広報 

イ 総務対策部は、その時点で広報すべき情報は何かを検討し、情報を収集する。 

ロ 総務対策部は、集約した情報を、（２）に基づき広報する。 
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なお、被害が甚大であり大量の広報を迅速に行う必要性がある場合等において

は、（２）の検討において各部が独自に対応することも考慮する。 

（４）広報手段等 

主たる広報手段及び広報先は次によるものとし、多様な手段を活用する。なお、

平時から活用することにより、災害時においても円滑に利用できるよう努めるこ

と。 

広報手段 広報先 

記者会見・発表、口頭、文書、インターネット（村ホームページ、Ｓ

ＮＳ等） 
報道機関 

電話、庁内放送、各種広報紙、ビデオ、文書、インターネット（村ホ

ームページ、ＳＮＳ等） 
庁内連絡地方機関 

姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送

設備、屋外拡声放送設備、広報車、県民安全・安心メール、携帯電話

事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、おおいた防災

アプリ、インターネット（村ホームページやＳＮＳ等） 

村民・被災者 

姫島村情報センターによるケーブルテレビ網、屋外拡声放送設備、広

報車、携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール

等）、テレビ、ワンセグ放送、各種広報紙、ビデオ、文書、インター

ネット（村ホームページやＳＮＳ等） 

公共的団体等 

 

（５）情報、資料の収集及び広報資料の作成 

総務対策部は、広報内容に食違いが生じないよう関係対策部及び防災関係機関

等と緊密な情報及び資料の交換を図り、災害広報資料を作成するものとする。 

イ 広報上の情報及びその資料の収集 

収集事項 収集内容 収集方法 

地震情報及び 

津波警報等 

１ 情報の出所 

２ 情報発表の日時 

３ 情報の内容 

４ 村民の心構え及び対策 

地震情報及び津波警報等の通

報伝達に併行して行う 

災害情報及び 

その資料 

１ 情報の出所 

２ 情報発表の日時場所 

３ 被害の対策、範囲、程度 

４ 被害発生の経過 

災害情報収集に併行して行う 

避難等の措置の状況 

１ 情報の出所 

２ 避難措置の実施者 

３ 避難した地域、世帯、人員 

４ 避難先、避難日時 

５ 理由及び経過 

同上 

消防団、自衛隊等の

出動状況 

１ 情報の出所 

２ 出動機関又は出動要請者 

３ 出動日時、出動対象、目的 

４ 出動人員、指揮者、携行機械器具 

５ 経過 

同上 
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収集事項 収集内容 収集方法 

応急対策の情報及び 

その資料 

１ 情報の出所 

２ 応急対策実施日時、場所 

３ 応急対策の内容 

４ 実施経過及び効果 

同上 

その他災害に関する 

各種措置の状況 

１ 情報の出所 

２ 措置の実施者 

３ 措置の内容、対象、実施期間 

４ 実施理由、経過、効果 

同上 

 

ロ 広報資料の作成 

災害広報資料は、概ね次により作成する。 

（イ）日時、場所、主体、対象、理由、状態 

（ロ）記事、写真、動画、図表の整備、記事のほか添付資料の整備に留意する。 

（ハ）その他 

広報内容に食い違い等が生じないよう各機関との情報及び資料の交換を密に

する。 

ハ 報道機関に対する情報の提供 

報道機関に提供すべき広報資料は、概ね次に掲げる事項とする。 

（イ）災害の発生場所及び発生原因 

（ロ）災害の種別及び発生日時 

（ハ）被害の状況 

（ニ）安否情報 

（ホ）応急対策の状況 

（ヘ）村民に対する避難指示等及び避難場所等の状況 

（ト）村民並びに被害者に対する協力及び注意事項 

ニ 職員に対する広報措置 

広報担当者は、実施した広報のうち必要と認められるものについては、職員情

報共有システム等を用いて、一般職員にも周知する。 

（６）各関係機関に対する連絡 

総務対策部は、特に必要がある場合は、村内の各団体及び重要な施設の管理者

等に対し、災害情報を提供する。 

（７）村民に対する周知 

村民に対する災害情報や応急措置等についての周知は、姫島村情報センターに

よるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、屋外拡声放送設備、広報車、

県民安全・安心メール、携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリアメー

ル等）、おおいた防災アプリ、インターネット（村ホームページやＳＮＳ等）等

により迅速・的確に行う。また、避難指示等については、職員や消防団員の個別

訪問等により、徹底した広報活動を行うものとする。 

（８）要配慮者に対する周知 
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要配慮者に対する災害情報や応急措置等についての周知は、一般の村民への周

知方法に加え、施設管理者への周知、外国語広報等多様な方法により迅速・的確

な周知を図る。 

また、避難指示等については、ボランティア等と連携・協力し徹底した広報活

動を行うものとする。 

（９）災害記録活動 

各部・班は、現場において可能なかぎり、災害に関する記録の収集に努める。

総務対策部はそれらを収集し、記録として残すものとする。 

（10）安否情報の対応 

村は、被災者の安否について村民等から照会があったときは、被災者等の権利

利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるよ

うな災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限

り安否情報を回答するよう努める。この場合において、安否情報の適切な提供の

ために必要と認めるときは、消防機関、警察等と協力して、被災者に関する情報

の収集に努める。なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追

跡されて危害を受けるおそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所

が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努めるも

のとする。 
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第１節 地震・津波に関する情報の村民への伝達等 

本節は、地震による、生命・財産への被害を最小限に止めるため、被害の未然防止、

拡大防止を村民に呼びかけるための情報の収集・伝達及び災害が発生するおそれがある

異常な現象の通報に関する要領等を定めるものである。 

１ 被害の未然防止、拡大防止のための村民への呼びかけ（地震） 

（１）基本方針 

村内で震度５弱以上の地震が発生した場合、村民に対して出火防止、山・がけ

崩れ等危険箇所からの避難など、被害の未然防止、拡大防止を促す呼びかけを行

い、村民に注意を喚起することとする。 

（２）村の措置 

村内で震度５弱以上の地震を覚知した場合（第２章第４節「気象庁が発表する

地震・津波情報の収集・伝達及び関係機関への伝達」参照）、姫島村情報センタ

ーによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、屋外拡声放送設備、広

報車、県民安全・安心メール、携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリ

アメール等）、おおいた防災アプリ、インターネット（村ホームページやＳＮＳ

等）等を用いて村民に注意を呼びかけ、被害の未然防止・拡大防止を図る。その

際、要配慮者、帰宅困難者等にも的確に呼びかけができるよう配慮する。 

２ 災害が発生するおそれがある異常な現象の通報 

（１）基本方針 

決壊のおそれがある堤防の漏水、地割れ、海鳴りなど災害が発生するおそれが

ある異常な現象を発見した者は、速やかに村長（消防機関を含む。）、警察官、

海上保安官に通報しなければならない。通報を受けた警察官、海上保安官はその

旨を速やかに村長に報告する（災害対策基本法第54条）。 

（２）村の措置 

発見者、警察官、海上保安官から通報を受けた村長は、速やかにその概況を把

握確認の上、被害を受けるおそれのある村民に周知するとともに、次により関係

機関に通報し必要な措置を求める。 
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（３）関係機関への通報 

村長は、異常現象発見の通報を受けたときは、直ちに情報を確認し、必要な応

急措置を行うとともに、必要に応じて次の機関に通報するものとする。 

イ 大分地方気象台（097-532-2247） 

ロ 大分県（危機管理室 097-506-3152、東部振興局 0978-72-1212） 

ハ 大分海上保安部（097-521-0112） 

ニ 国東警察署姫島駐在所（0978-87-2059） 

ホ 国東市消防署姫島出張所（0978-87-2233） 

へ その他関係機関 

３ 津波に関する情報の村民への伝達等 

（１）海面状態の監視 

イ 基本方針 

村は、津波警報等が発表された場合又は震度４以上の揺れを感じた場合、ある

いは弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波の危

険性のない高台等において、直ちに潮位等の海面状態を監視する。 

ロ 異常現象を発見した者の措置等 

海面の異常現象を発見した者は、村長、警察官、海上保安官のうち、通報に最

も便利な者に速やかに通報するものとする。 

この場合において、村長が通報を受けた場合は、速やかに知事及び大分地方気

象台に通報するものとする。 

また、警察官、海上保安官が通報を受けた場合は、速やかに村長、警察本部長、

大分海上保安部長に通報するものとし、通報を受けた村長、警察本部長、大分海

大分地方気象台 

警察官若しくは 

海上保安官 

県総合調整室 

情報収集班 

姫島村長 

発 見 者 

県地区災害対策本部 

庶務班（東部振興局） 

大分海上保安部 

国東警察署 

その他関係機関 

第七管区海上保安本部 

県警察本部 
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上保安部長は速やかに知事に通報するものとする。知事は速やかに大分地方気象

台に通報し、地震・津波に関する情報伝達に準じた伝達を行うよう依頼するもの

とする。 

（２）津波災害に備えた村民への呼びかけ－津波に対する自衛措置－ 

イ 村の措置 

（イ）津波は、場合によっては津波警報等が伝達されるよりも早く到達すること

があるので、村は、強い地震（震度４以上）を感じたとき、又は弱い地震で

あっても長い間ゆっくりとした揺れを感じたときは、次の措置を行う。 

ａ．村長は、自らの判断で、海岸付近の村民はもとより、観光客、釣り客、ド

ライバー、漁業従事者、港湾労働者等の海浜にいる者に対して、直ちに海浜

から退避し、高台等の安全な場所へ避難するよう指示する。 

ｂ．村は、テレビ、ラジオ放送を聴取するよう努める。 

（ロ）大分県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表された場合（第２章第４節「気象庁

が発表する地震・津波情報の収集・伝達及び関係機関への伝達」参照）、ま

た、（１）の海面監視で異常を覚知した場合、村は、沿岸部を所管する各防

災関係機関の協力を得ながら、次の措置を行う。 

ａ．村長は、海岸付近の村民、海浜にいる者等に対して、直ちに海浜から退避

し、高台等の安全な場所へ避難するよう指示する。その際、要配慮者にも的

確に呼びかけができるよう配慮する。 

ｂ．放送ルート以外の法定伝達ルート等により、村長に津波警報等が連絡され

た場合も、同様の措置を行う。 

ロ 海岸付近の村民等の措置 

海岸付近の村民、海浜にいる者等は、強い地震（震度４以上）を感じたとき、

又は弱い地震であっても長い間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに海浜

から退避し、高台等の安全な場所へ避難するとともに、可能な限りラジオ、テレ

ビ等の放送を聴取する。また、報道機関から津波警報等が放送されたときも、同

様の措置をとる。 

なお、異常現象を発見した者は、直ちに防災関係機関等へ通報するものとする。 

ハ 村民への呼びかけ手段 

村は、姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設

備、屋外拡声放送設備、広報車、県民安全・安心メール、携帯電話事業者が提供

する緊急速報メール（エリアメール等）、インターネット（村ホームページやＳ

ＮＳ等）、サイレン等可能な限り多数の手段を用いて村民への呼びかけを直ちに

行う。 

津波警報等をサイレンによって周知させる場合の標識は次のとおりである（サ

イレン音は、Ｊ－ＡＬＥＲＴによる標準音を使用する。）。また、津波情報の呼

び掛けの例を以下に示す。 
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■ 津波警報等の標識 

大津波警報の 

サイレンパターン 

「３秒吹鳴 ２秒休み を３回繰り返し、メッセージ」の一連が３回  

 3 秒 2 秒 3 秒 2 秒 3 秒 2 秒 
メッセージ 

      1 セット 

    休み    休み    休み       を３回 

メッセージ （大津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難して下さい。）  

                            

津波警報の 

サイレンパターン 

「５秒吹鳴 ６秒休みを ２回繰り返し、メッセージ」の一連が３回   

 5 秒 6 秒 5 秒 6 秒 
メッセージ 

1 セット 

      休み      休み を３回 

メッセージ （津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難して下さい。）  

                            

津波注意報の 

サイレンパターン 

「10秒吹鳴 ２秒休みを ２回繰り返し、メッセージ」の一連が３回   

 10 秒 2 秒 10 秒 2 秒 
メッセージ 

1 セット 

           休み           休み を３回 

メッセージ （津波注意報が発表されました。海岸付近の方は注意して下さい。）  

 

〔呼びかけの例１〕 
 
こちらは、姫島村です。 

ただいま、大津波警報が発表されました。ただいま、大津波警報が発表されました。大津波

が予想されますから、沿岸部にいる方々は、直ちに高台などの安全なところに避難してくだ

さい。 

なお、避難の際には、車を使用しないでください。 

（繰り返し） 

 

〔呼びかけの例２〕 
 
こちらは、姫島村です。 

津波情報をお知らせします。津波情報をお知らせします。 

ただいま、○○港で津波の第１波を観測しました。波の高さは、約○○メートルです。 

津波は何回も押し寄せてきますから引き続き警戒してください。 

（繰り返し） 

 

〔呼びかけの例３〕有線放送、無線放送、広報車等による呼びかけ例 
 
こちらは姫島村です。 

○○時○○分に、姫島村沿岸に大津波警報（津波注意報）が発表されました。 

津波の高さは高いところで５ｍ以上の大津波が予想されますので、厳重に警戒してくださ

い。（津波の高さは高いところで１ｍ程度の津波が予想されますので、注意してくださ

い。） 

海岸にいる方は直ちに海岸から離れて、高台などの安全なところへ避難して下さい。 

○○、○○地区の村民の皆さんは、直ちに○○、○○へ（高台などの安全な場所へ）避難し

てください。 

避難する時には、車を使わないでください。 

津波は繰り返し襲ってきます。大津波警報（津波注意報）が解除されるまでは、そのまま避

難を続けてください。 

（繰り返し） 
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〔呼びかけの例４〕防災ヘリコプター（特に港湾内の船舶への呼びかけ例） 

 

こちらは大分県です。 

○○時○○分に、姫島村沿岸に大津波警報（津波注意報）が発表されました。 

津波の高さは高いところで５ｍ以上の大津波が予想されますので、厳重に警戒してくださ

い。（津波の高さは高いところで１ｍ程度の津波が予想されますので、注意してくださ

い。） 

海岸にいる方は直ちに海岸から離れて、高台などの安全なところへ避難して下さい。 

○○、○○地区の村民の皆さんは、直ちに○○、○○へ（高台などの安全な場所へ）避難し

てください。） 

避難する時には、車を使わないでください。 

港の中の船舶は、直ちに港の外の、水深の深い、広い海域へ退避してください。 

港の外に退避できない小型の船舶は、高いところに引き上げて、津波が来ても流されないよ

うしっかり固定してください。 

津波は繰り返し襲ってきます。大津波警報（津波注意報）が解除されるまでは、そのまま港

外への退避を続けてください。 

津波は繰り返し襲ってきます。大津波警報（津波注意報）が解除されるまでは、そのまま避

難を続けてください。 

（繰り返し） 
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第２節 地震・津波に関する避難の指示等及び誘導 

災害に際し、危険な地域又は危険が予想される地域にある居住者、滞在者等を安全な

地域に誘導し、又は安全な場所に収容する等の身体・生命の保護は、この節の定めると

ころにより実施する。 

なお、本節では、地震・津波に関する避難の指示等及び避難誘導について定め、避難

所の運営に係る活動については第４章第１節「避難所運営活動」に定める。 

１ 避難指示・措置の責任体制 

災害の危険のある場合、必要と認められる地域の居住者、滞在者、その他の者に

対し、立退きを指示する等の避難措置は、気象台や消防機関等の関係機関から情報を

収集し、関係法令に基づきそれぞれの実施責任者が時期を失しないよう必要な措置を

とらなければならない。 

特に、村長は避難措置実施の第一次責任者として警察官・海上保安官・知事及び

自衛官等の協力を求め、常に適切な措置を講じるものとする。また、必要に応じて、

対象地域、判断時期等について、関係機関に対して助言を求めるものとする。 

２ 避難指示等の基準 

避難措置を行う場合、概ね次の方法に基づき、当面する責任者が関係機関の協力

を得て実施するものとする。 

（１）避難措置の区分 

イ 避難指示 

余震で倒壊する危険のある建物からの避難、山・がけ崩れ・津波等の予想され

る地域からの避難、火災の延焼危険地域からの避難などの危険が予想され避難が

適当と判断される場合。 

火災の延焼が間近に迫ったり、有毒ガス事故が発生するなど、著しく危険が切

迫していると認められるときは、速やかに近くの安全な場所に避難させる。 

ロ 緊急安全確保 

災害が発生していることを把握したときは、可能な範囲で危険区域の村民等に

命を守るための最善の行動をとるよう促す。 

ハ 警戒区域の設定 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、村民等の生命

又は身体に対する危険を防止するために特に必要があると認めるときは、警戒区

域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域の立入を制

限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる。 

（２）避難指示等の発令判断基準例 

イ 地震の場合 

避難指示等の発令にあたっては、以下の基準を参考に、今後の地震情報や巡視

等の情報を含めて総合的に判断する。 
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区分 判 断 基 準 例 

避難指示 

・地震により建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なと

き。 

・地震による火災が拡大するおそれがあるとき。 

・地震により、ため池等の堤防が損傷を受け、水害が発生するおそれの

あるとき。 

・地震により、土石流、がけ崩れ、地すべり等が発生するおそれのある

とき。 

・地震により建物が損傷を受け、大量の有害又は有毒ガスあるいは可燃

性ガス又は液体の流出等があったとき、又はそのおそれがあるとき。 

・その他、村民の生命又は身体を災害から保護するため必要と認められ

るとき。 

緊急安全確保 
避難指示時より条件が悪化し、避難すべき時期が切迫した場合又は災害

が発生し、現場に残留者があるとき。 

注意事項 

●避難情報等の発令にあたっては、地震・津波情報を含め総合的に判断

する。 

●地震発生後の降雨による災害時の発令については、風水害等災害対策

編によるものとするが、事前に地震による影響を受けていることを考

慮する。 

避難情報等の解除 
●解除については、地震・津波情報、今後の地震状況等を総合的に判断

して行う。 

 

ロ 津波の場合 

避難指示等の発令にあたっては、以下の基準を参考に、今後の地震・津波情報

や巡視等の情報を含めて総合的に判断する。 

区分 判 断 基 準 例 

【対象地域の考え方】 

○防災ハザードマップの浸水想定区域のうち、津波警報等で発表される予想津波高に応じて

想定される浸水区域を基本とする。 

○避難情報等は津波災害の可能性のある範囲全体を対象に発令する。 

（原則「立退き避難が必要な区域」とする。） 

○どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、基本的

には、高齢者等避難・緊急安全確保は発令せず、避難指示のみを発令する。 

○大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なる。 

○立退き避難が必要な区域 

・大津波警報の発表時：最大クラスの津波により浸水が想定される地域を対象 

・津波警報の発表時：海岸堤防等が無い又は海岸堤防等が低いため、高さ３ｍの津波によっ

て浸水が想定される地域を対象 

・津波注意報の発表時：漁業従事者、漁港施設等で仕事に従事する者、海水浴客等を念頭

に、海岸堤防等より海側の地域を対象 

【警戒レベル４】 

避難指示 

１：大津波警報、津波警報、津波注意報の発表 

（ただし、避難指示の対象区域が異なる。） 

２：停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができな

い状況において、強い揺れを感じた場合、あるいは、揺れは弱くとも

１分程度以上の長い揺れを感じた場合 

注意事項 
●避難情報等の発令にあたっては、地震・津波情報を含め総合的に判断

する。 
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区分 判 断 基 準 例 

●津波は局所的に高くなる場合もあること、想定を超える範囲に浸水が

拡大する可能性があることに留意が必要である。 

●遠地で発生した地震や火山噴火等に伴う津波の場合 

日本から遠く離れた場所で発生した地震や火山噴火等に伴う津波の

ように到達までに相当の時間があるものについては、気象庁が、津波

警報等が発表される前から津波の到達予想時刻等の情報を「遠地地震

に関する情報」の中で発表する場合がある。 

村は、この「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表され

る可能性があることを認識し、津波警報等の発表前であっても、その

内容により、必要に応じて高齢者等避難の発令を検討する。 

避難情報等の解除 
●解除については、津波警報等の解除、今後の地震状況等を総合的に判

断して行う。 

 

（３）避難経路及び誘導方法 

イ 避難誘導は、村職員、消防団員、警察官等が連携して実施する。 

ロ 突発的災害の場合の避難者については、特に誘導責任者・誘導員が充分な連

絡のもとに強い意志を持って誘導にあたり、村民及び群衆の無秩序な行動を防

ぐことに努める。 

ハ 避難者の誘導にあたっては、要配慮者に配慮する。 

ニ 避難者が自力によって立退きが不可能な場合は、車両、船艇等により救出す

る。 

ホ 避難が遅れたものを救出する場合、村において処置できないときは、直ちに

県又はその他の機関に援助を要請する。 

ヘ 避難者の誘導経路は、でき得るかぎり危険な橋りょう、堤防、その他新たに

災害発生のおそれのある場所等を避け、安全な経路を選定する。この場合、な

るべく身体壮健者等に依頼して避難者の誘導監視措置を講ずる。 

ト 危険な地点には、標示、なわ張り等を行うほか、夜間にあっては、特に誘導

員（消防団員）を配置し、浸水地にあっては、船艇又はロープ等を使用して安

全を期する。 

チ 避難誘導は、避難先におけるその他の救助措置等を考慮して、なるべく自治

会単位で行う。 

リ 避難者の携行品は、貴重品（現金、預金通帳、印鑑、有価証券等）、手拭き、

チリ紙等とし、その他は最小限の着替え、日用の身の廻り品とする。 

なお、服装はでき得るかぎり軽装とし、素足を避け、必ず帽子、頭巾等をつけ、

雨合羽又は外とう等防雨防寒衣を携行する。 

ヌ 避難を指示するための信号は概ね水防信号における避難信号とし、あらかじ

め関係者に周知しておく。 

（４）避難場所の指定 

第４章第１節２「避難所の開設」に定める。 

（５）避難者に周知すべき事項 
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避難の指示等を行う場合は、状況の許す限り次の事項が避難者に徹底されるよ

うに努める。 

イ 避難すべき理由（危険の状況） 

ロ 避難の経路及び避難先 

ハ 避難先の給食及び救助措置 

ニ 避難後における財産保護の措置 

ホ その他 

（６）学校、社会福祉施設等における避難 

イ 児童・生徒の避難措置については、秩序が乱れて混乱することのないよう文

教対策部は常に検討し、安全な方法を考慮しておく。 

ロ 小、中学校・施設ごとに次のことを定め、徹底しておく。 

（イ）避難実施責任者 

（ロ）避難の順位 

（ハ）避難誘導責任者及び補助者 

（ニ）避難誘導の要領及び措置 

（７）要配慮者への配慮 

村は、発災時には、避難行動要支援者本人及び避難支援等関係者の同意の有無

に関わらず、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を活用し避難行動要支援者

に対して多様な手段による情報伝達を行うこと。また、避難所等での避難支援や

迅速な安否確認等を行うこと。 

（８）車両等の乗客の避難措置 

イ 車両等の乗客に対する避難措置は、それぞれの乗務員の指示により迅速かつ

的確を期するものとする。 

ロ 天災その他の理由により、輸送の安全を確保できない場合は、当該車両の乗

務員は、速やかに村長に対し、避難措置等について必要な協力の要請を行うも

のとする。 

３ 避難措置の実施 

村内において災害の危険がある場合、必要と認める地域にある居住者・滞在者、

その他の者に対し避難措置を実施するとともに、必要に応じてその立退き先を指示す

る。 

（１）避難措置に関する関係機関の連絡 

村は、国東警察署姫島駐在官、国東市消防署姫島出張所長、その他に対し必要

な事項を通報するとともに避難指示の実施に関し協力を依頼するものとする。 

（２）避難措置を実施した場合の責任者 

イ 各地区ごとに避難する場合の実施責任者は区長とする。また、村長はその補

助員として各対策部長の中から１名派遣を行う。 

ロ 全域における避難措置を行う場合の実施責任者は総務対策部長とし、補助員
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として各対策部長があたる。 

（３）避難の伝達方法 

イ 村は、姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送

設備、広報車、屋外拡声放送設備、広報車、県民安全・安心メール、携帯電話

事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、インターネット（村ホ

ームページやＳＮＳ等）、サイレン等、その他の可能な方法により避難指示等

の伝達を行うものとする。 

ロ 消防団等は、各家庭への戸別訪問等により避難指示等の徹底を図るものとす

る。 

（４）伝達内容 

村は、避難措置の実施に関し、以下の事項を周知徹底する。 

イ 地域ごとの避難所及び避難方法 

ロ その他の避難措置上必要な要項 

（５）報告、公示 

イ 村長は、避難措置を実施しようとするときは、当該現場にいる警察官・海上

保安官等のほか、指定緊急避難場所の管理者又は占有者にあらかじめ必要な事

項を通報するものとする。 

ロ 村長は避難指示等の発令をしたとき及び警察官、海上保安官、自衛官等から

避難を指示した旨の通知を受けたときは、速やかにその内容を県総合調整室情

報収集班又は県地区災害対策本部庶務班（東部振興局）に報告するものとする。 

ハ 村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示しなければな

らない。 

４ 警察官、海上保安官及び自衛官の行う避難措置 

（１）警察官又は海上保安官は、村長が避難のための立退きを指示することができない

と認めるとき又は村長から要求があったときは、必要と認める地域の居住者、滞

在者その他の者に対し、避難のため立退きを指示することができる（災害対策基

本法第61条）。 

この場合において、当該指示をしたときは、速やかに村長に指示した日時、居

住者等、立退き先を通知しなければならない。 

（２）警察官は、前記（１）の避難の指示のほか、警察官職務執行法（昭和23年法律第

136号）第４条の規定により、極めて危険な状態が切迫するなど特別な状況下にお

いては、被害を受ける者に対し避難の措置をとることができる。 

この場合においては、公安委員会に報告しなければならない。 

（３）警察官又は海上保安官は、村長若しくはその委任を受けて村長の職権を行う村の

吏員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、警戒区域の

設定を行うことができる（災害対策基本法第63条）。 

この場合において、警察官又は海上保安官は、直ちにその旨を村長に通知しな
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ければならない。 

（４）災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、村長若しくはその委任を受けて村長の

職権を行う村の吏員、警察官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒

区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及び退去命令を行うことができ

る（自衛隊法第94条）。 

この場合において、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちにその旨を

村長に通知しなければならない。 

５ 県の実施する避難措置 

（１）知事による避難の指示等の代行 

知事は、災害が発生した場合において、当該災害の発生により村がその全部又

は大部分の事務を行うことができなくなったときは、避難のための立退きの指示

に関する措置の全部又は一部を村長に代わって実施するものとする（災害対策基

本法第60条）。 

（２）主要地すべり区域における立退きの指示等 

二次災害を防止するため、震度５強以上の地震が発生した場合、特に重要な地

すべり区域に、必要な職員を派遣し危険箇所のパトロールを行うとともに、村長

若しくはその委任を受けた村職員の実施する避難のための立退きについて指導し、

又は自らが実施する避難措置について協力させるものとする（地すべり等防止法

（昭和33年法律第30号）第25条）。 

６ 津波に関する避難の指示及び誘導 

（１）村民への避難の指示等の実施 

村は、津波警報等が発表された場合や地震（震度４以上）を感じたとき、又は

弱い地震であっても長い間ゆっくりとした揺れを感じたときは、本章第１節３

（２）「津波災害に備えた村民への呼びかけ－津波に対する自衛措置－」にある

とおり、村長自らの判断で、直ちに海浜から退避し、速やかに近隣の高台等の安

全な場所へ避難するよう指示するものとする。 

また、浸水被害が発生するおそれがあると判断した場合は、速やかに海岸付近

の村民及び海浜にある者等に対して避難するよう指示するものとする。 

村長が必要と認める場合は、知事を通して、避難の指示について放送機関に放

送を行うことを要請するものとする。また、避難指示等を災害対応支援システム

で入力することにより、自動的に各種メールで一斉配信を行う。 

（２）速やかな避難誘導の実施 

村は、沿岸の村民及び海浜にある者等に対して避難するよう指示した場合は、

あらかじめ定めた避難計画に従って避難地、避難場所、避難路を指示し、村職員、

消防団、自主防災組織等により速やかに避難誘導を行うものとする。 

なお、沿岸の村民等は、本章第１節３（２）「津波災害に備えた村民への呼び

かけ－津波に対する自衛措置－」にあるとおり、津波警報等が発表された場合や
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地震（震度４以上）を感じたとき、又は弱い地震であっても長い間ゆっくりとし

た揺れを感じたときは、あらかじめ指定された指定緊急避難場所に速やかに避難

するものとする。その際、高齢者、障がい者等の要配慮者の避難を互いに協力し

て行うものとする。 

７ 避難指示等の解除 

避難指示等を解除する場合は、十分に安全性の確認に努めるものとする。 
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第３節 津波からの避難 

１ 津波からの避難についての基本的な考え方 

東日本大震災の被災者からの意見をはじめ、被災地における調査結果から、津波

から安全に避難するためには早期避難が重要であることや、津波の襲来を予想してい

ない人でも周囲の声かけにより避難したということが明らかになった。 

このため、自主防災組織や行政区で近隣所に呼びかけながら、避難行動を連鎖的

に広げていくことが重要であり、そのためにも地域での日頃の活動や付き合いを大事

にし、防災訓練を重ねておくことが必要である。 

また、強い揺れを感じたら、まずは直ちに近隣の高い場所に避難し、地震の情報

を確認した後、より大きな津波のおそれがある海溝型地震の場合は、さらに高い場所

への避難のような段階的な避難を考えておくなど、想定にとらわれずに行動すること

が必要である。 

今後の地震や津波襲来時の犠牲者を最小限に止めるためには、日頃から避難経路

や、避難方法などを家族や地域と確認しておき、いざ地震や津波が襲来してきたとき

は、どのような状況にあっても直ちに近隣の高台等に避難する意識を持っておくこと

が必要である。 

東日本大震災の教訓を踏まえ、より実効性のある支援を行うため、村は避難行動

要支援者名簿・個別避難計画を作成し、発災時には、避難行動要支援者本人の同意の

有無に関わらず、避難支援等関係者に避難行動要支援者名簿・個別避難計画を提供し、

避難支援や迅速な安否確認等が行われるよう努めるものとする。ただし、避難支援等

関係者の安全確保に配慮するため、村民全体で話し合い、ルールを決め、計画を作り、

周知することが望ましい。その上で、避難行動要支援者には、避難支援等関係者等は

全力で助けようとするが、助けられない可能性もあることを理解してもらうことが大

事である。 

２ 村民等に求められる避難への備え 

避難対象地区内の村民等は、指定緊急避難場所、避難路、避難方法及び家族との

連絡方法等を日頃から家族や地域と確認しておき、津波が襲来した場合の避難につい

て、訓練等により所要時間を把握し、自主的な避難を行うよう努めるものとする。 

３ 要配慮者の避難 

（１）予め手助けが必要な方を地域で把握し、避難行動要支援者を含めた避難訓練を重

ねて、自動車の利用ルール等を地域で話し合っておき、隣近所で声をかけ合って

避難することが重要であることが分かった。 

（２）施設における要配慮者の避難 

施設職員のスピーディーな行動と危機感を持って日頃の訓練を積み重ね、避難

行動時間の短縮化を図っておくことが重要である。 
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４ 夜間等の避難への備え 

津波が夜間に発生したり、停電の場合に備えるためには次のことに留意しておく

必要がある。 

イ 懐中電灯や携帯ラジオ等を直ちに携行できるように備えておくこと。 

ロ 地域での防災訓練に参加し、指定緊急避難場所、避難経路をあらかじめ確認

しておくこと。 

ハ 速やかに避難所を開設できるように、行政区や自主防災組織では、防災関係

者とともに指定避難所の開け方（鍵の管理）や電源の位置、電話、連絡網等を

あらかじめ確認しておくこと。 

５ 徒歩避難の原則 

地震・津波発生時には、地震の揺れやそれに伴う液状化などにより家屋の倒壊、

落下物、道路の損傷や段差が発生したり、渋滞・交通事故が発生するなど、多くの課

題が懸念されるため、避難については徒歩によることを原則とする。 

ただし、津波到達時間や要配慮者の支援など、緊急で止むを得ない場合は、自動

車による避難も考慮しておく必要がある。特に避難行動要支援者にあっては、徒歩に

よる避難が困難な場合もあるため、地域の実情等を総合的に勘案し地域で合意形成を

図った上で、避難方法をあらかじめ検討しておくことが必要である。 

６ 村民等に求められる避難 

（１）強い揺れを感じた時は、海抜表示板や避難所案内板等を参考にして、指定緊急避

難場所へ直ちに避難する。 

なお、津波到達時間が短い地域では、直ちに近隣の高い場所等、いわゆる、

「地震・津波発生直後に緊急的に避難する場所」へ一時避難をし、周囲の安全が

確認できた後に、「避難生活を送るために避難する場所」へ避難することが必要

である。 

（２）避難の際、周囲に避難を開始していない人がいたら、積極的な声かけにより避難

を促すとともに、自らが家族や地域内の率先避難者となるように努める。 

（３）正しい情報をラジオ・テレビ・姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各

家庭の音声告知放送設備・広報車・屋外拡声放送設備・県民安全・安心メール・

携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）・インターネット

（村ホームページやＳＮＳ等）・サイレン等、あらゆる情報伝達手段を通じて入

手する。 

（４）津波警報や避難指示等の情報から、高い津波の襲来が予想される場合は、迷うこ

となくさらに高い場所へ避難する。 

７ 船舶に求められる避難 

（１）正しい情報をラジオ・テレビ・無線放送等を通じて入手する。 

（２）津波来襲までの時間的余裕がない場合の措置 
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人命の安全確保を第一に考慮し、可能な限り船舶の流出防止措置をとった後、

各地区、各機関ごとにあらかじめ定めた緊急避難場所へ速やかに避難する。 

（３）津波来襲までの時間的余裕がある場合の措置 

イ 陸揚げできる小型船については、陸揚げし津波により海上に流出しないよう

固縛後、上記（３）の措置をとるか、港外退避の措置をとる。 

ロ 陸揚げできない船舶については、原則港外退避の措置をとる。 

（４）津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報等の解除まで警戒を続ける。 

※１ 津波襲来までの時間的余裕がない場合とは 

津波警報等が発せられた時点から避難に要する十分な時間（船舶を港外退避、

陸揚げ固縛等の安全な状態に置くまで）がない場合をいう。 

※２ 港外退避海域について 

港外の水深が深く、十分広い海域とすること。 
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第４節 救出救助 

地震により建物が倒壊し生き埋めとなった者、山・がけ崩れ等により生き埋めとなっ

た者、危険な地域に孤立した者、津波でさらわれた者等の救出救助及び医療機関への搬

送については、この節の定めるところによって実施する。 

１ 救出救助の実施体制 

被災者の救出救助及び搬送は、村長、警察官及び海上保安官が、関係機関の応援

を求めて、速やかに実施するものとする。消防団、自主防災組織、事業所及び村民は、

自ら可能な限り救出救助活動を行うとともに、防災関係機関の活動に積極的に協力す

る。村及び関係機関のみで迅速・的確な処理が不可能と判断された場合、速やかに県

及び近隣市町に応援を要請する。 

２ 救出の対象者 

災害のために現に生命身体が危険な状態にある者及び被災したことにより救助を

求める者。 

３ 避難所情報に関するサイン 

避難者がいることや避難者の中に重傷者等がいることについての情報を防災ヘリ

等に、容易に把握させるため、情報伝達用サインを統一する。 

■ サインの内容 

規格 布（概ね２ｍ×２ｍ） 

① 黄色 

 

 

 

 

 

 

 

避難者がいること

を示す 

② 赤色 

 

 

 

 

 

 

避難者の中に、負

傷者や要配慮者等

の緊急な救助を要

する者がいること

を示す 

 

４ 村の救出救助 

（１）被災者の救出救助及び搬送は、各対策部において班編成を行い、消防団、警察官、

海上保安官及び関係機関と協力し、救出に必要な車両、船艇、その他の資機材を

使用してそれぞれの状況に応じた救出作業を実施する。 

（２）村は、外部からの応援が必要と判断される場合、大分県常備消防相互応援協定及

び大分県消防団相互応援協定に基づき応援要請を行う。また、災害の状況により

さらに応援が必要と判断された場合には、以下の図に示すとおり、緊急消防援助

隊や自衛隊等の応援の要請を行う。 
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５ 災害救助法の適用 

被害の規模が大きく災害救助法が適用された場合、村長は、知事の委任に基づき、

災害救助法の規定による被災者の救出について必要な措置を行うものとする。 

（１）救出を実施する者の範囲 

災害にかかった原因のいかんに関わらず、また、災害にかかった者の住家の被

害に関係なく、災害のため現に生命、身体が危険な状態にある者及び災害のため

生死不明の状態にある者。 

（２）救出のための費用の負担 

以下に係る費用は県が負担する。 

イ 船艇その他救出のため必要な機械、器具の借上費用又は購入費用（直接捜索

及び救出作業に使用したものに限り、その使用期間における借上費又は購入費

が認められる。） 

ロ 救出のため使用した機械、器具の修繕費用 

ハ 機械、器具を使用する場合に必要な燃料費及び救出作業を行う場合の照明に

使用する燃料費 

（３）救出費用の限度額 

常備消防県内応援隊出動 

消防庁長官 
緊急消防援助隊 

（陸上・航空部隊） 

常備消防県内応援協定 

（代表機関：大分市消防局） 

④緊急応援出動 

③応援要請・出動指示 

（法第44条） 

姫島村長 

消防長 

（現地指揮本部） 

常備消防・消防団相互応援出動 

近隣市長・消防組合管理者 

近隣消防長・消防団長 

消防応援活動調整本部 

（本部長：知事） 

（法第44条の２） 

②緊急消防援助隊の

出動要請 

（法第44条） 

①緊急消防援助隊の応援要請 

（法第44条） 

緊急消防援助隊への指示 

（法第44条） 常備消防相互応援協定

による出動要請 

常備消防・消防団相互応援要請 

（法第39条及び常備消防相互応援協定、

消防団相互応援協定） ※法：消防組織法 
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必要やむを得ない経費で、当該地域における通常の実費の範囲内とする。 

（４）救出実施期間 

救出実施期間は、災害発生の日から３日以内とする。 

（５）帳簿等の備え付け等 

村長は、知事の委任に基づき災害救助法の規定による被災者の救助を実施した

場合は、次の帳簿等を備え、必要な記録を行うとともに、これを保存しなければ

ならない。 

イ 救助実施記録日計票 

ロ 被災者救出用器具燃料受払簿 

ハ 被災者救出状況記録簿 

ニ 被災者救出関係支払証拠書類 
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第５節 救急医療活動 

地震により負傷者が多数発生し、一方で医療機関の被災、ライフラインの停止により

被災地域の医療機能が低下した場合の救急医療活動については、この節の定めるところ

により実施する。（本節では、地震発生から概ね72時間を目処とした活動について定め、

それ以降の被災者の保護・救援を中心とした活動については、第４章第６節「医療活動」

に定める。） 

１ 救急医療活動の実施体制 

地震により負傷者が多数発生し、一方で医療機関の被災、ライフラインの停止に

より被災地域の医療機能が低下した場合の救急医療活動については、限られた医療ス

タッフや医薬品・医療資器材等を最大限に活用し、１人でも多くの命を救うため、村、

県、消防機関、日本赤十字社大分県支部、大分県医師会・国東市医師会、国東市歯科

医師会、大分ＤＭＡＴ指定病院、大分県薬剤師会、大分県看護協会等が密接な連携を

図りながら、医療対策部において医療救護班を編成し、被災者の保護・救援等につい

ては、主として衛生対策部が各対策部の応援を求めて活動を行う。 

また、災害救助法が適用された場合は、知事が実施する医療及び助産措置につい

て協力する。 

２ 村の救急医療活動 

村が行う救急医療活動は次のとおりとする。また、厚生対策部は総務対策部と連

携し、負傷者の情報、医療機関の状況、必要な医師・医薬品等の情報を収集するとと

もに、県福祉保健部、日赤大分県支部、医師会、村民等に情報を提供する。 

（１）医療救護所の設置 

村は、姫島村国保診療所では負傷者を受入れできない場合、避難所内あるいは

避難所の近くに医療救護所を設置する。 

（２）地域の医療提供体制の確保 

医療対策部は、医療及び助産の業務を行うため医療救護班を編成し、救急医療

活動を行う。 

村は、国東市医師会、国東市歯科医師会、大分県薬剤師会等に協力を求め、医

療提供体制の確保に努める。 

（４）県及び日本赤十字社大分県支部との協力体制 

地震により大規模な被害が発生し、村において迅速・的確な処理ができないと

判断した場合、速やかに県（保健医療福祉調整本部）及び日本赤十字社大分県支

部に対して、保健医療福祉活動チーム（災害派遣医療チーム（大分ＤＭＡＴ）、

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥ

ＡＴ）、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）、医療支援チーム、保健師等チーム等）

の派遣要請を行うものとする。 

（５）保健医療福祉活動チームの受入れ・調整 
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村は、保健医療福祉活動チームの受入れ及び医療救護活動を実施するために必

要な調整を行う。 

（６）医薬品・医療資器材等の確保 

村は、避難所及び医療救護所で必要な医薬品・医療資機材等を、最寄りの販売

業者等から調達する。 

３ 災害救助法の規定による医療又は助産 

（１）医療の実施基準 

イ 医療の実施範囲 

（イ）診察（疾病の状態を判断するもの） 

（ロ）薬剤又は治療材料の支給（傷病に伴う治療のため直接又は間接に必要なほ

う帯、ガーゼ等の消耗品材料及び輸血用の血液等を支給するもの） 

（ハ）処置、手術、その他の治療及び施術 

（ニ）病院・診療所への収容（病院、診療所等患者収容の設備を有する施設に入

院させ、治療を施すことになれば、平時のとおり医療保険で対応すべきであ

る。） 

（ホ）看護（傷病者に対する治療及び養生のために必要な医学的世話ないし介護

をするもの） 

ロ 医療救護の対象者 

（イ）災害のため医療の途を失った者（り災者の有無を問わない） 

（ロ）応急的な医療をほどこす必要のある者 

ハ 医療の実施期間 

医療の実施期間は、特別な事情のない限り、災害発生の日から14日以内の期間

とする。 

ニ 医療のため負担する費用の範囲 

（イ）医療救護班による場合は、使用した薬剤、治療材料及び医療器具破損の実

費 

（ロ）病院又は診療所に収容した場合は、国民健康保険診療報酬の額以内 

（ハ）施術者による場合には、当該地域における協定料金の額以内 

（ニ）従事命令により、医療に従事するものに対しては、必要に応じ日当・超過

勤務手当・旅費が支給される。また、医療活動において負傷した場合には療

養扶助金が支給され、その他に休業扶助金・障害扶助金・打切扶助金・遺族

扶助金・葬祭扶助金の制度がある。 

（２）助産実施の基準 

イ 助産の範囲 

（イ）分べんの介助（陣痛の開始から胎盤排出までの間の必要な介助をいう。） 

（ロ）分べん前、分べん後の処置（出産前の準備及び処置並びに出産後の新生児

に対するもく浴を含む事後処理をいう。） 

（ハ）脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材料 
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ロ 助産の対象者 

（イ）災害のため助産の途を失った者 

（ロ）災害発生の日の前後７日以内に分べんした者 

ハ 助産の期間 

助産を実施する期間は、特別な事情のない限り分べんの日から７日以内の期間

とする。ただし、災害発生の日前に分娩した者は、分べんの日から７日以内の期

間が災害発生の日から７日以内の期間と重複する期間の範囲とする。 

ニ 助産のための費用の負担の範囲 

（イ）医療救護班による場合は、使用した材料の実費 

（ロ）その他医療機関による場合は、それぞれの地域における慣行料金の８割以

内の額 
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第６節 消防活動 

地震火災等に的確に対処し、生命・財産への被害を最小限に止めるための応急活動に

ついては、この節の定めるところによって実施する。 

なお、国東市消防署姫島出張所の消防活動は、国東市警防計画等各種計画の定めると

ころに実施するものとし、計画策定等に際しては、津波時の浸水想定を考慮するよう努

めるものとする。 

１ 消防活動の実施体制 

村、国東市消防署姫島出張所、姫島村消防団（以下、「村（消防機関）」とい

う。）は、消防活動の第一次責任者として、迅速・的確な消防活動を展開する。自主

防災組織、事業所及びその他の村民は、自ら可能な限りの消防活動（主として初期消

火活動）を行うとともに、村（消防機関）の行う活動に積極的に協力する。（１）国

東市消防署姫島出張所 

災害時における体制については、国東市警防計画等各種計画の定めるところによ

る。 

（２）姫島村消防団 

イ 緊急配備体制の確立 

火災等が発生し、村長が「特別配備体制」を発令した場合、消防団長は各分団

長に緊急連絡を行うとともに消防団対策本部を設置し、速やかに管内の消防活動

を展開する。 

ロ 消防団対策本部及び分団対策本部の組織 

■ 消防団対策本部及び分団対策本部の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団対策本部会議（正副分団長） 
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（３）本部の設置及び構成 

消防団災害対策本部は、役場庁舎内に設置し、構成は消防団長他本部員及び各

分団の正、副分団長で構成する。 

２ 災害応急活動 

火災等が発生し、村（消防機関）が緊急出動する場合、地区内に設置している消

火栓等を使用し、迅速かつ的確な消火作業に努めるものとする。 

また、災害応急活動は次のとおりとする。 

（１）国東市消防署姫島出張所 

災害時における活動については、国東市警防計画等各種計画の定めるところに

よる。 

（２）姫島村消防団 

イ 活動範囲 

消防団員に与えられた任務を的確に果たすため、活動の範囲は自分団の管内を

優先させる。 

ロ 分団の任務 

（イ）災害発生時には、速やかに受け持ち区域に出動し、村民に対し、出火防止

の呼びかけ及び初期消火、火災防御、人命救出活動等を行う。 

（ロ）各分団は消防団対策本部との連絡を緊密にし、的確な情報の収集と報告に

努める。 

（ハ）災害の進展状況に応じて、村民への避難の指示及び避難の誘導にあたる。 

（ニ）救出、救助活動にあたっては、有効な資機材の確保に努め、関係機関及び

村民と一体となって活動にあたる。 

（ホ）受け持ち区域内に消火能力を超える火災が発生した場合、分団長は直ちに

消防団対策本部に連絡し、他分団の応援を求める。 

３ 応援要請 

村（消防機関）は、大規模な火災等の発生により外部からの応援が必要と判断さ

れる場合、「大分県常備消防相互応援協定」及び「大分県消防団相互応援協定」によ

り県内の市及び消防組合に応援を求める。又は、県総合調整室情報収集班若しくは県

地区災害対策本部庶務班（東部振興局）を経由して県消防保安室に対して、緊急消防

援助隊や自衛隊等の応援要請を依頼する。また要請体系図については、第３章第４節

４「村の救出救助」（２）を参照する。 
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第７節 二次災害の防止活動 

地震後の余震、降雨等による水害、土砂災害、建築物・構造物の倒壊等に備え、生

命・財産への被害を最小限に止めるための活動は、この節の定めるところにより実施す

る。 

１ 二次災害防止活動の実施体制 

村、県及びその他の防災関係機関は、地震発生直後から、その所掌する業務又は

事務の範囲で、所管施設等の点検・応急措置・危険区域のパトロール等を行い、二次

災害の発生を防止することとする。 

また、二次災害の危険性の有無について迅速かつ的確に判断を行い、被害の増大

や社会不安の増大を防止するため、必要に応じて防災アドバイザー制度を活用するも

のとする。 

２ 村における二次災害防止活動 

村においては、次のような二次災害防止活動を行う。 

（１）土砂災害等の防止活動 

土木対策部は、土砂災害等の危険箇所として指定されている箇所等の点検及び

パトロールを行い、二次災害防止のための措置をとり、その実施状況を把握する

とともに、総務対策部に報告する。 

なお、点検・パトロール箇所は、次のとおりとする。 

イ 砂防指定地 

ロ 急傾斜地崩壊危険区域 

ハ 地すべり防止区域 

ニ 土砂災害警戒区域等 

ホ 保安林及び保安施設地区 

ヘ 山地災害危険地区 

ト 海岸危険地域 

チ 落石等危険箇所 

リ その他二次災害の危険性があると判断される箇所 

（２）建築物・構造物の二次災害防止及び住宅の応急危険度判定活動 

土木対策部は、二次災害防止のため次の活動を行い、その実施状況を把握する

とともに、総務対策部に報告する。 

イ 村有施設の点検及び避難対策・応急対策 

村有施設の点検を行い、危険性が認められる場合は、避難及び立ち入り禁止の

措置をとる。また、必要な応急措置を実施する。 

ロ 道路、漁港及び漁港施設等構造物の点検及び応急対策 

道路、護岸、堤防等構造物の点検を行い、危険性が認められるときは、通行止

等の措置をとる。また、必要な応急措置を実施する。 
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ハ 被災建築物や斜面の応急危険度判定 

災害による危険建築物並びに危険箇所の判定は専門的知識を必要とすることか

ら、県へ応急危険度判定士や斜面判定士の派遣依頼を行うとともに、相互に情報

共有、連携を図る。 

ニ 危険な一般建築物の応急措置等 

災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保する

ための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部

分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除却等の措置を行う。 

（３）二次的な水害の防止活動 

土木対策部は、ため池等の点検・パトロールを消防団と協力して行い、二次災

害防止のための措置をとり、その実施状況を把握するとともに、総務対策部に報

告する。 

（４）高潮、波浪等による被害の防止活動 

土木対策部は、高潮、波浪等による被害の危険がある箇所の点検・パトロール

を行い、二次災害防止のための措置をとり、その実施状況を把握するとともに、

総務対策部に報告する。 

なお、点検・パトロール箇所は、次のとおりとする。 

イ 港湾施設 

ロ 海岸保全施設 

ハ 漁港施設 

ニ 農地海岸保全施設 

（５）爆発物、有害物質等による二次災害防止活動 

爆発物、有害物質等による二次災害を防止するため、村（消防機関）は、県及

び防災関係機関と協力して、次に掲げる施設等を対象に、所管する危険物施設等

の被害状況の確認及び被害防止に関する指導を行うものとする。 

イ 危険物施設 

ロ ガス施設 

ハ 給油施設 

ニ 毒劇物施設 

ホ 造船所 

ヘ その他二次災害の危険性があると判断される箇所 

（６）流出油等による二次災害防止活動 

災害等により船舶からの貨物油、燃料油又は有害液体物質等（以下、「海上流

出油等」という。）が海上に流出した場合、発生する有毒ガス等により甚大な被

害が予想されるとともに、付近海域の航行が不能となるため、港湾啓開作業に多

大なる支障をきたすことから、土木対策部は、海上流出油等の除去にあたっては、

大分海上保安部を通じて法令の規定により排出源（船舶及び船舶を運航する企業

等も含む。）及び除去委託団体等に対し、除去指導等も含め適切な措置をとる。 
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また、その実施状況を把握するとともに、総務対策部に報告する。 

（７）二次災害防止のための村民への呼びかけ 

村は、余震、降雨等による二次災害の危険性について、姫島村情報センターに

よるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、広報車、屋外拡声放送設備、

県民安全・安心メール、インターネット（村ホームページやＳＮＳ等）、消防団

等を通じて村民に注意を呼びかける。 

（８）被災建築物の石綿飛散防止活動 

村は、県及び県地区災害対策本部保健所班（東部保健所）と連携し、被災した

建築物から石綿が飛散するおそれのあるときは「災害時における石綿飛散防止に

係る取扱いマニュアル」（環境省水･大気環境局大気環境課）を参考に建築物の所

有者等に対して飛散防止対策を講じるように助言・指導を行う。 

また、石綿が使用されている建築物の解体・補修を行うときは、必要に応じて

事業者に対し大気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう助言・指導を行う。 
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第１節 避難所運営活動 

本節は、避難所が開設された場合、その適切な運営管理を行うための活動事項等を定

めるものである。（避難指示及び避難誘導については、第３章第２節「地震・津波に関

する避難の指示等及び誘導」に定める。なお、避難所情報に関するサインについては、

第３章第４節「救出救助」に定める。） 

１ 避難所運営の責任体制 

（１）避難所の運営は、第一順位としては村が行う（災害救助法適用の場合は、知事か

らの委任に基づく。）。また、避難所の適切な運営管理のため、消防団等に協力

を要請する。 

（２）村は、避難所等に避難してきた者は、住民票の有無等に関わらず適切に受入れを

行う。その他の防災関係機関は、避難所の適切な運営管理のため、村から要請が

あった場合には、積極的に協力する。 

（３）村は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、

避難所の開設状況等とともに指定避難所については当該避難所に付与された全国

共通避難所・避難場所ＩＤを適切に県に報告する。 

２ 避難所の開設 

避難者を収容し保護する施設は、あらかじめ村有施設の内から選定しておく。 

（１）避難所の選定・開設 

イ 避難所の選定は本部において行い、運営管理は厚生対策部が中心となって行

うものとする。 

ロ 避難所は離島センター「やはず」、中央公民館及び地区公民館等村有施設

（大多数の場合は、学校の体育館）を避難所として開設する。必要によっては

神社・寺院・旅館等の既存建物から選定し、応急的に整備して避難所として使

用する。また、これらの施設で対応できない場合は、プレハブ等の仮設による

避難所を設置する。 

ハ 必要があれば、あらかじめ指定された施設以外についても、災害に対する安

全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開設する。 

ニ 被害が激甚であるため、村内で避難所を設置することができない場合は、県

あるいは近隣市町と協議の上、近隣市町に収容を要請し、あるいは近隣市町の

建物、土地を借上げて避難所を設置する。 

（２）避難所に収容する被災者 

避難所に収容する者は、災害によって被害を受けるおそれのある者及び現に災

害によって被害を受けた者とする。 

なお、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認めるときは、災害対策

基本法第86条の14の規定に基づき、運送事業者である指定公共機関又は指定地方

公共機関に対して、運送すべき人並びに運送すべき場所及び期日を示して、被災
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者の運送を要請するものとする。 

（３）避難所の開設手続き及び収容状況報告 

村において避難所を開設した場合は、概ね次の措置をとる。 

イ 避難所の開設の周知 

村は、速やかに被災者及び警察官、消防、防災組織等関係者にその場所等を周

知し、避難所に収容すべき者を誘導し保護する。その際、必要に応じて県地区災

害対策本部（東部振興局）の応援を求める。 

ロ 避難者名簿の作成及び公表 

村は、速やかに避難所ごとの避難者名簿を作成し、報道機関等を通じて公表す

る。その際、避難者名簿の作成にあたっては、必要に応じて県地区災害対策本部

（東部振興局）や村民の協力を求め、迅速かつ的確な避難者名簿の作成・公表に

努める。 

ハ 避難所開設に関する県への報告 

村は、避難所の開設に関する情報（日時、場所、箇所数、避難者数、ライフラ

インの状況、疾病別人数、ニーズ）とともに、指定避難所については当該避難所

に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを避難所開設後直ちに、県総合調整

室情報収集班又は県地区災害対策本部庶務班（東部振興局）に報告する（第２章

第５節「災害情報・被害情報の収集・伝達」参照）。 

また、上記の報告の後速やかに次の事項を整理し、県総合調整室情報収集班又

は県地区災害対策本部庶務班（東部振興局）に報告する。 

（イ）避難所開設の日時及び場所 

（ロ）設置箇所数及び収容人員（避難所別に） 

（ハ）避難者名簿 

（ニ）開設見込期間 

ニ 避難所の設置に要する経費 

災害救助法が適用された場合の避難所の設置に要する経費は、内閣総理大臣が

定める基準の範囲内とする。 

この場合、支出できる費用の内容は、概ね次のとおりとする。 

（イ）賃金職員等雇上費 

（ロ）消耗器材費 

（ハ）建物の使用謝金 

（ニ）器物の使用謝金 

（ホ）借上費又は購入費 

（ヘ）光熱水費 

（ト）仮設便所等の設置費 

ホ 避難所の開設期間 

災害救助法が適用された場合の避難所の開設は、災害発生の日から７日以内の

期間に限るものとし、該当期間を超えて開設しなければならない特別な事情があ
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る場合は、村はあらかじめその理由を県福祉保健部福祉保健企画課に申し出て承

認を受ける。 

ヘ 帳簿等の備え付け等 

災害救助法が適用された場合、村は概ね次の帳簿等を備え必要な事項等につい

て記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

（イ）避難者名簿 

（ロ）救助実施記録日計表 

（ハ）避難所用物資受払簿 

（ニ）避難所設置及び収容状況 

（ホ）避難所設置に要した支払証拠書類 

（ヘ）避難所設置に要した物品受払証拠書類 

３ 避難所における感染症対策 

村は、避難所の開設にあたり、避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な

限り多くの避難所を開設するなど、感染症対策に必要な措置を講じるものとする。 

（１）村民への周知 

村は、村民に対しハザードマップ等を活用し、災害時の避難行動を確認すると

ともに避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合には、親戚や友人の

家等への避難を検討するよう周知する。 

また、避難時に備え、非常用持出袋の防災用品について、感染症対策を念頭に

置いた物資を追加するよう周知する。 

（２）避難先の検討・確保 

村は、指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能

な限り多くの避難所の開設を検討するとともに、旅館等の活用も検討する。 

また、発熱や咳等の有症者や濃厚接触者の避難を想定し、避難者ごとの個室ス

ペースを確保した指定避難所以外の避難所を開設するなど、それぞれに専用の避

難所を確保する。特に、避難所が学校の場合は、学校医に助言を求める。 

併せて、平時から、避難所のレイアウトや動線等を確認し、感染症患者が発生

した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措

置を講じる。 

感染症に罹患した場合に重症化しやすいとして、指定避難所から分離した方が

よいと判断される者の避難先として、旅館等の活用を検討・確保する。 

（３）感染症対策に必要な備蓄品の確保 

村は、マスクやアルコール消毒液など、避難所内での感染症対策に必要な物資

を確保する。 

（４）避難者の受入体制の確立 

村は、避難者の受入れにおいて、検温や体調確認、換気・消毒などの業務が発

生するため、部局を超えた村職員の協力体制を構築するなど避難者の受入体制を
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強化する。 

（５）避難所内での感染予防 

村は、避難所内での感染予防策として、次のような対策を講じることとする。 

イ 避難所の受付では、健康チェックを兼ねた受付名簿を作成する。なお、受付

を行う職員等はマスク・ゴム手袋を着用する。 

ロ 避難者に対し、マスクの着用、手指消毒を呼びかける。 

ハ 検温、風邪症状の有無、感染が確認されている者の濃厚接触者かどうかを確

認し、その結果に応じた対応を行う。 

ニ 避難所内の居住スペースでは１人あたり４㎡を確保するよう努める。 

ホ 避難者同士の距離を十分に確保できない場合は、簡易仕切りなどを用いて区

分する。 

ヘ アルコール消毒薬を出入り口やトイレなど、多くの人が使用する箇所に複数

設置する。 

ト ドアノブや手すり、テーブルなど不特定多数の人が触れる場所は定期的に消

毒を行う。 

チ 定期的に窓あるいはドアを開け、換気を行う。 

リ 避難生活開始後も、定期的に健康状態を確認し、発熱、咳等の症状が出現し

た場合は、職員等に報告するよう避難者に周知する。 

（６）感染症対策に考慮した避難所運営訓練の実施 

村や自主防災組織は、感染症対策に考慮した避難所の開設・運営が円滑にでき

るよう県との共同により、村職員や自主防災組織を対象にした避難所運営訓練等

を必要に応じて実施する。 

（７）感染症患者に関する情報共有等 

行動制限を要する感染症の自宅療養者やその濃厚接触者の避難に関して、防災

担当部局や保健福祉担当部局、東部保健所、県と連携のもと、平時から避難先の

確保や避難行動について具体的な調整、確認を行う。 

併せて、東部保健所は自宅療養者や濃厚接触者に対し、避難先や避難方法につ

いて情報提供を行う。 

４ 要配慮者の避難等の措置 

村は、避難所のバリアフリー化に努めるとともに、要配慮者用の窓口や重度障が

い者等のためのスペースを確保するなどの措置を講じるなど、福祉的支援を充実させ

る。また、福祉避難所の開設が必要と判断する場合は、速やかに開設するものとする。 

また、避難所での集団生活が困難な要配慮者のために必要に応じて、旅館等を福

祉避難所に指定する。 

なお、要配慮者の避難等の措置について村のみでは対応できない場合、県総合調

整室情報収集班又は県地区災害対策本部庶務班（東部振興局）及び関係機関へ要配慮

者の受入先の確保について協力を要請し、村外の福祉避難所の指定を受けた施設や社

会福祉施設その他の適切な場所（以下、「広域避難施設」という。）へ避難させる。 
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（１）広域避難を必要とする要配慮者等の把握 

村は、救助にあたり、特別な配慮を要する者の状況等を把握し、保健福祉サー

ビスの提供や福祉避難所への避難等のための連絡調整を行うとともに、他市町村

の広域避難施設への避難を必要とする者の状況について県総合調整室情報収集班

又は県地区災害対策本部情報庶務班（東部振興局）へ報告する。 

（２）広域避難施設の選定 

（１）の報告内容を踏まえ、県福祉保健医療部福祉保健衛生班は、必要に応じ

て県総合調整室広域応援対策班、県被災者救援部避難所対策班及び厚生労働省と

も協議しながら、県内外の社会福祉施設等の中から適切な広域避難施設を選定す

る。 

（３）広域避難施設への移送 

広域避難施設への移送については、県総合調整室広域応援対策班は必要に応じ

て、自衛隊（総合調整室総務班）、輸送関係指定地方公共機関等（通信・輸送部）

に応援を要請する。 

（４）広域避難施設への応援措置 

県総合調整室広域応援対策班は、要配慮者の広域避難施設への移送が円滑に行

われるよう、村及び県総合調整室広域応援対策班、県地区災害対策本部・被災者

支援班（東部振興局）・保健所班（東部保健所）と連携して受入可能な広域避難

施設を把握し、移送する。 

５ 避難所の運営管理 

避難所の運営管理は、村長の責任のもとで行う（災害救助法適用の場合は、知事

からの委任に基づく。）が、村民や民間の力を活かすことが望ましいため、村は「避

難所運営マニュアル」を策定し、発災時の迅速な避難所の立ち上げと円滑な運営に努

める。 

学校その他が避難所となった場合、学校長等の施設責任者は、避難所が円滑に運

営管理されるよう村に協力する。 

また、避難者の健康対策を含めた災害時の保健活動については、「姫島村災害時

保健活動マニュアル（令和６年３月策定）」に基づき、村（保健師含む。）及び保健

所等関係機関と連携の上実施する。 

（１）避難所の運営管理体制の確立 

村は、避難所を開設後早期に、避難施設の施設責任者、避難した村民の代表者

（行政区長等）と協議して避難所運営管理チ－ムを設け、運営管理の協力を依頼

する。 

避難者は、先ず隣保班や居住域等により自主的に「班」をつくり、各班で話し

合って「班長」を決めていくことが、その後の食料や水等の配給・分配をスムー

ズに行い、避難所内でのトラブルを防ぐもととなる。 

（２）避難所での情報伝達 
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避難所で生活している避難者に対する生活情報等の提供は、口頭での説明の他、

掲示板の設置、チラシの配布等により、聴覚障がいや視覚障がい等のため情報伝

達に障がいのある避難者にも配慮した方法を用いる。また、必要に応じて、テレ

ビ、ラジオ等を避難所に設置することを検討する。 

（３）避難所での食料・水・生活必需品の配布 

村は、支援物資が避難所までスムーズに行き届くよう、国、県、村及び民間事

業者等の役割分担を明確化する。 

また、避難所ごとのニーズを的確に把握し、県と連携を図りながら新物資シス

テム（Ｂ－ＰＬｏ）を活用して、備蓄する物資・資機材の供給・調達・輸送に関

し情報共有を図るものとする。 

村は、避難所での食料・水・生活必需品の配布について、運営管理チームの協

力を得て行う。食料の配布にあたっては、栄養士の指導を受けて避難者の適切な

栄養管理に努めるとともに、食物アレルギーを有する避難者ニーズの把握やアセ

スメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保・配布等に努めるものと

する。 

また、女性用品の取扱い、配布等は女性が行うなど配慮する。 

（４）避難所のニーズの把握 

村は、常に避難所のニーズを把握し、迅速かつ的確に対応する。 

（５）避難した村民の健康への配慮 

村は、避難者の健康管理のため、保健師等チームを派遣するとともに、各種団

体に災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ等）の派遣要請を行い、常に避難した村民

の健康管理を行うとともに、公衆衛生ニーズを把握する。 

また、避難生活の長期化等により、二次的な健康被害を及ぼさないようエコノ

ミークラス症候群の予防や熱中症への注意喚起等の対策を講じる。 

（６）避難所の生活環境への配慮 

イ 村は、あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計

画を作成するよう努める。また、簡易トイレ（洋式）・携帯トイレの備蓄やマ

ンホールトイレの導入、トイレカーの導入検討など、災害・断水時のトイレを

確保するとともに、清掃等衛生環境面に注意を払い、常に良好なものとなるよ

う努める。 

ロ 村は、避難所開設当初からパーテーションや段ボールベッドを設置するよう

努める。特に避難の長期化等に伴い必要に応じてプライバシーの確保や暑さ寒

さ対策、身体の負担軽減等につながる段ボールベッド等の確保、入浴及び洗濯

の機会の確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点に配慮する。 

ハ 村は、避難所における保健衛生ニーズの有無を把握し、必要に応じ県へ保健

師等で構成する保健師等チームや保健医療福祉活動チームの派遣を要請する。 

ニ 村は、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バラン

スのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的
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な支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、避難所

の生活環境に配慮するため、必要に応じ県へキッチンカーやトイレカーの派遣

を要請する。 

（７）女性の視点からの避難所運営 

避難所の運営、レイアウト等にあたっては、次のような工夫を図り、女性の特

性等に配慮する。 

イ 避難所運営には、男性と女性の責任者を配置する。 

ロ 一人暮らしの女性や高齢者・障がい者、乳幼児のいる家族等の被災者の状況

に応じ、間仕切りをするなどの配慮を行い、快適な居住スペースの確保に努め

る。 

ハ 乳幼児のいる家族に配慮した授乳スペース・育児スペースの確保に努める。 

ニ 男女別のトイレや更衣（又は化粧）スペース及び女性用洗濯物の干し場の確

保に努める。 

ホ 仮設トイレの設置等の避難所のレイアウトにおいては、女性やこどもの安

全・安心に配慮した場所や通路、夜間の照明の確保に努める。また、巡回警備

や防犯ブザーの配布も努める。 

へ 女性やこどもへの暴力を防止し、心身の健康を守るために、専用の相談窓口

の設置に努める。 

ト 家事や育児などの家庭的責任は男女が共同して負担するよう努める。 

（８）避難所運営訓練の実施 

村や自主防災組織が円滑に避難所を開設・運営できるよう、村職員や自主防災

組織等と共同で、避難所運営訓練等を実施する。 

（９）避難所での外国人への配慮 

村は、日本語の理解できない外国人に対し、情報や配給などが行き渡るようボ

ランティア通訳等の手配により配慮する。ボランティア通訳者や災害時外国人支

援情報コーディネーターの要請が必要な場合、県災害対策本部被災者救援部外国

人救援班と連携して配慮を行う。 

６ 避難生活者の保護・救援 

（１）医療救護班等の派遣要請 

村は、避難所における医療ニーズの有無を把握し、必要に応じ県へ医療救護班

の派遣要請を行う。 

（２）保健医療福祉活動チームの派遣要請 

村は、避難所における保健衛生ニーズの有無を把握し、必要に応じ県へ保健師

等チームや保健医療福祉活動チームの派遣要請を行う。 

（３）災害派遣福祉チームの派遣要請 

村は、避難所や在宅、車中泊等避難者の福祉ニーズの把握や要配慮者の支援等

を行うため、必要に応じ県へ災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣要請を行う。 
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（４）福祉避難所サポーターの派遣要請 

村は、避難の長期化に伴う福祉避難所の職員不足等を解消するため、必要に応

じ福祉避難所サポーターの派遣要請を行う。 

７ 広域避難 

（１）村は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、村外への広域的な避難、指定避難所

及び指定緊急避難場所の確保が必要であると判断した場合は、県や受入先の市町

村と以下のとおり調整を行うものとする。 

イ 県内の他の市町への避難については、受入先の市町に直接協議することを原

則とするが、必要に応じて県が調整する。 

ロ 他の都道府県の市町村への避難については、県に対し、受入先の都道府県と

の協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、知事に報告

した上で、村自ら受入先の都道府県内の市町村に協議することができる。 

（２）県は、村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。 

（３）村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも

供することについても定めるなど、他の市町村からの避難者を受入れることがで

きる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

（４）村、県、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的なオペレーションを定めた

計画に基づき、関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよ

う努めるものとする。 

（５）村、県及び事業者は、避難者のニーズを十分把握するとともに、相互に連絡をと

りあい、放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的

確な情報を提供できるように努めるものとする。 

８ 広域一時滞在 

村は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等により、区域外へ

の広域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した時は、県や受入

先の市町村と以下のとおり調整を行うものとする。 

（１）県内の他の市町への避難については、受入先の市町に直接協議することを原則と

するが、必要に応じて県が調整する。 

（２）他の都道府県の市町村への避難については、県に対し、受入先の都道府県との協

議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、知事に報告した上

で、村自ら受入先の都道府県内の市町村に協議することができる。 

（３）村は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被災住民に関する情報の共有を

確実に行うものとする。また、受入先の市町村は、受け入れた避難者に対し、必

要な支援情報を提供するものとする。 
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第２節 避難所外被災者の支援 

様々な事情により避難所以外の場所で生活する被災者、あるいは、自宅の使用はでき

るものの、ライフラインの途絶等により食料や情報を得ることが困難になった被災者に

対しても、避難所で生活する被災者と同様に、食料・物資等の提供、情報の提供、避難

所への移送、巡回健康相談など、必要な支援を行う。なお、大規模な災害の発生等によ

り、支援が困難な場合には、県地区災害対策本部（東部振興局）に支援の要請を行う。 

１ 避難所外被災者の状況把握 

村は、車中泊等の避難所外被災者の実態把握や指定避難所への誘導等の対応につ

いて具体的な手法を明確にし、必要な支援を行う。 

２ 避難所外の要配慮者 

村は、避難所外の要配慮者について、早期に福祉避難所や医療機関等に移送する

よう努める。 

また、村及び県被災者救護部外国人救援班は、避難所外の外国人について、必要

に応じてボランティア通訳者や災害時外国人支援情報コーディネーターを配置して、

適切な支援を行うものとする。 

３ 避難所外被災者への情報伝達活動 

村及び県は、被災者のニーズを十分把握し、地震の被害、余震の状況、二次災害

の危険性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状

況、医療機関等の生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交

通規制、被災者生活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確、かつ、きめ細かな

情報を適切に提供するように努める。 

なお、その際、高齢者、障がい者等の要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅

として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者等に対して、紙

媒体で情報提供を行うなど、適切な手段により情報提供に努める。 

さらに、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置づけられた避難所

についても、あらかじめ情報を把握するとともに、在宅避難者等が発生する場合や、

避難所のみで避難者等を受入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域

の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点

を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める。 

４ 車中泊避難者への支援 

やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらか

じめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中

泊避難者の支援方策を検討するよう努めるものとする。その際、車中泊避難を行うに

あたっての健康上の留意点等の広報や車中泊者の支援に必要な物資の備蓄に努める。 

また、村は要配慮者の多様なニーズへの対応のため、必要に応じて県へ災害派遣
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福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣を要請する。 

５ 食料・物資の供給 

村及び県は、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、大規

模災害に伴う孤立集落等対策指針に基づき、関係機関との連携により、早期に孤立状

態の解消に努めるとともに、食料、飲料水及び生活必需品等の物資の円滑な供給に努

める。また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、

所在が把握できる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。 

６ 巡回健康相談の実施 

村及び県は、避難所外被災者に対しても、健康管理のため、保健師等チームを派

遣し、巡回して健康相談を行うとともに、保健衛生ニーズを把握する。 

また、避難生活の長期化等により、二次的な健康被害を及ぼさないようエコノミ

ークラス症候群の予防や熱中症への注意喚起等の対策を講じる。 
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第３節 食料供給 

本節は、食料の供給、販売機能が麻痺し、又は住家の被害により自宅で炊飯等ができ

ない被災者又は応急対策等に従事する者に対する一時的な炊出しや必要な食料品の供給

に関する事項について定めるものである。 

１ 食料供給の責任体制 

食料供給は、第一順位としては村が行う（災害救助法適用の場合は、知事からの

委任に基づく。）。村による食料供給が困難な場合は、速やかに県地区災害対策本部

（東部振興局）に、物資の確保及び配送を要請する。 

また、その他の防災関係機関は、村及び県から食料供給に関する要請があった場

合には、積極的に協力する。 

２ 食料供給活動の流れ 

（１）被災者、応急対策等への従事者に対する食料供給の必要性の判断 

村は、以下の情報を収集し、被災者、応急対策等への従事者に対する食料供給

の必要性を判断する。 

イ 避難者の状況 

ロ 医療機関、社会福祉施設等の状況 

ハ 応急対策等への従事者の状況 

ニ 電気、ガス、水道の状況 

（２）村による食料供給の実施 

村は、食料供給が必要と判断された場合、厚生対策部が中心になって食料の供

給を行う。その際、要配慮者及び姫島村国保診療所の入院患者、姫寿苑の入居者

に配慮する。 

また、県の支援が必要と判断される場合は、県に支援を要請する。 

イ 実施体制 

情報収集等は総務対策部が行い、食料の供給及び炊出しについては厚生対策部

が中心となって行うものとする。 

ロ 供給あっせんの対象者 

食料の供給及び炊出しの対象者は、災害により被害を受けた者で必要と認めら

れる者及び災害応急対策に従事する者。 

ハ 食料の確保 

食料の確保は、村内関係団体及び業者等の協力を得て行うものとする。 

また、村内で確保できない場合は県及び近隣市町に応援を求め確保する。 

ニ 食料の供給及び炊出しの実施 

食料の供給、炊出し及び輸送は村職員及び消防団員をもって行うが災害の状況

により特に必要があると認めるときは、婦人会等村内各団体に協力を要請する。 
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３ 政府所有米穀の緊急引渡し 

（１）村の手続き 

村長は、農林水産省の定める「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（災

害救助法及び国民保護法が発動された場合の特例）により、災害救助用米穀の緊

急引渡しの要請を行う。 

イ 通常の手続きによる緊急引渡し等 

村長は、県地区災害対策本部（東部振興局）を経由して県に対し、災害救助用

米穀の緊急引渡しの要請を行い、引渡しを受けた後、被災者に対する供給又は給

食を実施する。 

ロ 孤立した場合等における緊急引渡し 

村長は、交通・通信の途絶等の重大な災害の発生により、災害救助用米穀の引

渡しについて知事の指示を受け得ない場合であって、緊急に災害救助用米穀を必

要とするときは、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づき、農林水

産省農産局長（以下、「農産局長」という。）に対して災害救助用米穀の引渡し

を要請する。村長が農産局長に直接要請を行った場合、知事との通信体制が復旧

した後、必ずその旨を連絡することとする。 

（２）応急供給系統図 

■ 村長と県が連絡を取れない場合の現物引渡し 

 

 

 

 

 

 

４ 災害救助法の規定による炊出しその他による食品の供与 

災害救助法が適用された場合は、知事の委任に基づき、村長は以下の業務につい

て必要な措置を行うものとする。 

（１）炊出し、その他による食品の給与基準 

イ 給与を受ける被害者の範囲 

（イ）避難所に収容された者 

（ロ）住家の被害が全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水等である場

合、又は社会基盤の被災により炊事のできない者 

（ハ）村内の旅館の宿泊人及び一般家庭の来訪客で（イ）又は（ロ）と同一の状

態にある者 

（ニ）被災を受け、一時縁故先に避難する者で食料品をそう失した者 

（ホ）流通の途絶により食品が確保できない者 

知 事 

被災者 姫島村長 農産局長 受託事業体 姫島村長 

売買契約 引渡指示 受領書提出 

現品引渡 

連絡 
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ロ 炊出しその他による食品給与の方法 

（イ）炊出しは、避難所内又はその近くの適当な場所を選んで実施し、適当な場

所がないときは、飲食店又は旅館等を使用する。 

（ロ）食品の給与にあたっては、現に食し得る状態にある物を給すること（原材

料（小麦粉、米穀、醤油等）及び現金食券を支給することは災害救助法の趣

旨に反し認められない。）。 

（ハ）食品の給与は産業給食（弁当等）によっても差し支えない。 

（ニ）乳幼児に対する食品の給与は、ミルク等によっても差し支えない。 

（ホ）炊出しの実施に支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費として１

人１日あたり、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

ハ 炊出し及び食品の給与の期間 

特別な事情のない限り、災害の発生の日から７日以内の間とする。 

ニ 費用の負担 

県は、村にその実施を委任した炊出しその他による食品の給与について、概ね

次の範囲内の費用を負担するものとする。 

（イ）主食費 

ａ．知事が一括売却を受け配分した場合の主食 

ｂ．供給食料のほか一般の食品店その他から炊出し等のため購入したパン、麺

類等 

（ロ）副食費及び調味料費 

（ハ）炊出し用の燃料費 

（ニ）雑費 

器物の使用謝金、又は借上料等 

（２）県への情報提供等 

知事の委任に基づく災害救助法の規定による炊出し、その他食品の給与に着手

した場合は、村長は速やかにその概要を県福祉保健部福祉保健企画課に情報提供

し必要な指示を受けるものとする。 

なお、集約した情報は、新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）を活用して関係機関で

共有する。 

（３）帳簿等の備え付け等 

村長が、知事の委任に基づき炊出しその他の食品を給与する場合は、その責任

者を指定するとともに、炊出し等の各現場に実施責任者を定め、概ね次の帳簿等

を備え必要な事項について記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

イ 救助実施記録日計表 

ロ 炊出しその他による食品給与物品受払簿 

ハ 炊出し給与状況 

ニ 炊出しその他による食品給与に関する証拠書類 
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５ その他の機関が実施する食料の供給措置 

（１）自衛隊 

特に緊急を要する場合は、部隊が管理する「乾パン」等の管理換えに応ずる。 

（２）日本赤十字社大分県支部 

所管の赤十字奉仕団等を通じて、被災者等に対する炊出しその他の食品等の給

与の応援協力を実施する。 

（３）九州農政局（大分県拠点） 

知事等又は政府の要請に基づき、農林水産省が実施する応急用食料（精米、パ

ン、おにぎり、弁当、即席めん、育児用調整粉乳、缶詰、レトルト食品、乾パン

及び水（ペットボトル）等）の供給可能量把握、供給団体等への出荷要請に連携

し、職員の派遣等により応急用食料の供給支援を実施する。 
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第４節 給水 

本節は、災害による断水等のため、現に飲料水及び生活用水を得ることができない者

に対する給水に関する事項について定めるものである。 

１ 給水の責任体制 

給水は、第一順位としては村が行う（災害救助法適用の場合は、知事からの委任

に基づく。）。村による給水が困難な場合は、速やかに県地区災害対策本部（東部振

興局）に、水の確保及び配送を要請する。 

また、その他の防災関係機関は、村から給水に関する要請があった場合には、積

極的に協力する。 

２ 給水の実施体制 

総務対策部は、第３部第２章第５節「災害情報・被害情報の収集・伝達」により

得た情報及び断水地域の調査等により必要な給水量を把握し、土木対策部と協力し飲

料水を確保する。なお、供給の実施は衛生対策部を中心として行政区、自主防災組織

等の協力を得て行う。 

３ 給水活動の流れ 

（１）被災者に対する給水の必要性の判断 

村は、以下の情報を収集し、被災者に対する給水の必要性を判断する。なお、

飲料水の衛生状況の把握は、県地区災害対策本部保健所班（東部保健所）に協力

を求める。 

イ 被災者の状況 

ロ 医療機関、社会福祉施設等の状況 

ハ 通水状況 

ニ 飲料水の衛生状況 

（２）村による給水の実施 

情報及び断水地域の確認後、給水が必要と判断された場合、以下の点に留意し

て給水活動を行う。 

イ 給水場所、給水方法、給水時間等については、姫島村情報センターによるケ

ーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、広報車、屋外拡声放送設備、県

民安全・安心メール、インターネット（村ホームページやＳＮＳ等）、区長等

を通じて周知する。 

ロ 医療機関、社会福祉施設については、臨時の活動班を編成するなどして、迅

速・的確な対応を図る。 

ハ 自力で給水を受けることが困難な要配慮者を支援するため、可能な限りボラ

ンティアとの連携を図る。 

ニ 給水の実施にあたっては、衛生管理に留意し、供給するものとする。 
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４ 給水の方法 

（１）飲料水 

イ 給水車による給水 

ロ ろ水器による給水 

ハ ボトル水等水入り容器を運搬して行う給水 

（２）生活用水 

イ 給水車による給水 

ロ 学校プールその他適当な場所への貯水 

ハ 災害時協力井戸による給水 

ニ 浄水剤の支給による給水 

５ 災害救助法の規定に基づく措置 

災害救助法が適用された場合は、知事の委任に基づき、村長は以下の業務につい

て必要な措置を行うものとする。 

（１）給水の基準 

イ 飲料水を受ける者 

災害のため現に飲料水を得ることができない者 

ロ 飲料水の供給方法 

（イ）水道法による水道用水の緊急応援 

（ロ）ろ水器等による浄水の供給 

（ハ）ペットボトル水等水入り容器の支給 

ハ 飲料水の供給期間 

特別の事情のない限り、災害発生の日から７日以内の期間とする。 

ニ 飲料水の供給量 

最小限度必要な量を供給する。 

（２）給水のための費用 

イ 水の購入費（ただし、真にやむを得ない場合に限る。） 

ロ ろ水器その他給水に必要な機械、器具の借上費、修繕費及び燃料費 

ハ 浄水用の薬品及び資材費 

ニ ボトル水の購入費等特に必要と認める費用 

（３）帳簿等の備え付け等 

村長は、知事の委任に基づく飲料水の供給を実施した場合は、次の帳簿等を備

え、必要な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

イ 救助実施記録日計表 

ロ 飲料水の供給簿 

ハ 給水用機械器具燃料、ボトル水及び浄水用薬品資材受払簿 

ニ 飲料水供給のための支払証拠書類  
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第５節 被服寝具その他生活必需品給与 

本節は、被災者に対する日常生活に欠くことのできない被服、寝具、その他生活必需

品の一時的な給与又は貸与に関する事項について定めるものである。 

１ 被服寝具その他生活必需品等の給与又は貸与の責任体制 

被災者に対する被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与は、第一順位とし

ては村が行う（災害救助法適用の場合は、知事からの委任に基づく。）。村による実

施が困難な時は、県地区災害対策本部（東部振興局）に支援を要請する。 

また、その他の防災関係機関は、村及び県から要請があった場合には、積極的に

協力する。 

２ 実施体制 

被服、寝具、その他生活必需品等の必要品目及び必要量の把握、配分計画につい

ては総務対策部で行い、給与及び貸与の実施は厚生対策部が中心となって行う。 

３ 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与の流れ 

（１）被災者に対する給与又は貸与の必要品目及び必要量の判断 

村は、以下の情報を収集し、被災者に対する給与又は貸与の必要品目及び必要

量の判断を行う。 

イ 被災者の状況 

ロ 医療機関、社会福祉施設の状況 

（２）被災者に対する給与又は貸与の実施 

村は、（１）で必要とされた被服寝具その他の生活必需品を、下記により調達

確保し給与又は貸与を実施する。 

イ 被服寝具その他生活必需品等の確保 

被服寝具その他生活必需品等の確保は、村内関係団体及び業者等の協力を得て

行うものとする。 

村内で確保できない場合は、県及び近隣市町等に応援を求め確保するほか、日

本赤十字社大分県支部に備蓄する物資の交付を申請するものとする。 

ロ 救助物資の給与又は貸与 

給与又は貸与の実施は村職員で行うが、村職員で対応できない場合は消防団、

自主防災組織等に協力の要請を行うものとする。 

４ 災害救助法が適用された場合の措置 

（１）実施体制 

イ 災害救助法が適用された場合、県地区災害対策本部（東部振興局）は村と連

携して、被災者に対する給与又は貸与の必要品目及び必要量を把握し、県福祉

保健部福祉保健企画課に情報提供する。 

ロ 県福祉保健部福祉保健企画課は、３（１）で必要とされた被服寝具その他の



第３部 災害応急対策 第４章 被災者の保護・救護のための活動 

-264- 

生活必需品を、備蓄物資又は流通在庫から調達確保し、給与又は貸与を実施す

る。 

（２）給与又は貸与の基準 

救助物資の給与又は貸与の基準は、概ね次のとおりとする。 

イ 給与又は貸与の対象者 

（イ）災害により住家に被害を受けた者（住家の被害は全壊、全焼、流失、半壊、

半焼及び床上浸水をいう。） 

（ロ）被服、寝具、その他生活上必要な最小限度の家財をそう失した者 

（ハ）被服、寝具、その他生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むこと

が困難な者 

ロ 給与又は貸与品目 

（イ）被服、寝具及び身の回り品 

洋服、作業着、下着、毛布、布団、タオル、靴下、サンダル、傘等 

（ロ）日用品 

石けん、歯みがき、バケツ、トイレットペーパー等 

（ハ）炊事用具及び食器 

炊飯器、鍋、包丁、ガス器具、茶碗、皿、箸等 

（ニ）光熱材料 

マッチ、プロパンガス等 

ハ 給与物資の配分基準 

それぞれの物資の価格に応じて定めるものとする。 

ニ 給与又は貸与の限度額 

１世帯あたりの救助物資の給与又は貸与額は、内閣総理大臣が定める基準の範

囲内とする。 

ホ 給与又は貸与の期限 

特別な事情のない限り災害発生の日から10日以内に給与又は貸与を終るものと

する。 

５ その他災害時の救助物資の給与又は貸与 

災害救助法の適用を受けない災害の発生時においては、概ね次の基準により被災

者に対し救助物資を給与する。 

（１）給与の対象者 

災害により住家に全壊、全焼、流出、及び半壊、半焼の被害を受けた者 

（２）給与実施基準 

被害を受けた世帯が10世帯に達した場合とする。 

（３）給与の限度額 

「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」（平成

25年度内閣府告示第228号）第１章第４条３のイ及びロに定める支出できる費用の

範囲内とする。 
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（４）その他必要な事項は、災害救助法の規定による救助物資の給与又は貸与の基準に

準ずる。 

６ 帳簿等の備え付け等 

村長は知事の委任に基づき、被災者に対し救助物資の給与又は貸与を行った場合

は、次の帳簿等を備え、必要な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

（１）物資購入（配分）計画表 

（２）物資受払簿 

（３）物資購入及び支払証拠種類 

７ その他の防災関係機関が実施する救助物資の給与又は貸与 

（１）日本赤十字社大分県支部は、その保管する救援物資を被災者に対して配布する。 

イ 保管場所 

大分市千代町２丁目３番31号 日本赤十字社大分県支部倉庫 

ロ 対象者 

（イ）災害により住家が全壊・全焼・流失及び半壊・半焼・床上浸水等の被害を

受けた被災者 

（ロ）避難所に避難した被災者 

ハ 保管品名 

毛布、タオル、タオルケット（夏期）、バスタオル、緊急セット、ブルーシー

ト 

（２）陸上自衛隊は、知事の要請に基づき、その保管し、管理する次の救助物資を緊急

事態の場合、被災者に貸与し、知事による救助物資の給与又は貸与が実施される

までの間の被災者の保護を図る。 

寝具（毛布）、外衣（作業服上下） 

（３）その他の防災関係機関においても、当該機関が保管し、管理する救助物資を積極

的に放出して村又は県が実施する被災者の保護に協力するものとする。  
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第６節 医療活動 

避難生活や医療機関の機能麻痺が長期化した場合、村をはじめとする防災関係機関は

被災地の村民の医療の確保に万全を期す必要がある。その場合、第３章第５節「救急医

療活動」に基づく超急性期の医療活動から、それ以降の急性期や慢性期（概ね発災から

72時間以降）の活動にスムーズに移行できる体制を講じるとともに、以下の点に留意し

た対策を講じる。 

１ 被災地における医療ニーズのきめ細かな把握 

衛生対策部及び医療対策部は、県保健医療福祉調整本部、県地区災害対策本部保

健所班（東部保健所）と連携して次の情報を収集し、総務対策部に報告するとともに、

医療救護活動を迅速・的確に推進する。 

（１）避難所及び被災地域における医療ニーズ 

（２）医療機関、薬局の状況 

（３）電気、水道の被害状況、復旧状況（第２章第５節「災害情報・被害情報の収集・

伝達」参照） 

（４）交通確保の状況（第２章第５節「災害情報・被害情報の収集・伝達」、第15節

「交通確保・輸送対策」参照） 

２ 医療救護活動の実施 

衛生対策部及び医療対策部は、超急性期からの医療活動を必要に応じ継続させる

とともに、それ以降の急性期や慢性期における医療活動にスムーズに移行させるため

調整を行う。また、村だけでは、十分な医療活動が実施できないと判断したときは、

県へ医療救護班等の派遣を要請する。 

３ 医療救護活動情報の集約及び広報・相談活動の実施 

衛生対策部及び医療対策部は、以下の情報を集約し、総務対策部を通じて県に報

告し、姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、広

報車、屋外拡声放送設備、県民安全・安心メール、インターネット（村ホームページ

やＳＮＳ等）等を通じて一般に広報する。また、相談専用電話を設置し、村民からの

問い合わせに応じる。 

（１）医療機関の被災状況、稼働状況 

（２）医療救護班の派遣及び医療救護拠点の設置状況 

（３）現地での医薬品、人員等の確保状況 

（４）医療救護活動に関連した緊急輸送ルート及び輸送手段の状況 

（５）負傷者の発生状況 

（６）移送が必要な入院患者の発生状況 

（７）透析患者、人工呼吸器患者及び在宅酸素患者等難病患者への医療体制確立状況 
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第７節 保健衛生活動 

本節は、災害後の生活環境等の急変・悪化による疾病予防に関する事項について定め

るものである。 

１ 保健衛生活動の責任体制 

災害後の生活環境等の改善に関する活動は、村が実施するものとする。また、災

害時の保健活動については、本節の内容のほか、「姫島村災害時保健活動マニュアル

（令和６年３月策定）」において保健師や管理栄養士、保健所等の関係機関の役割を

明確化しており、村及び関係機関等との連携の上、村災害時保健活動マニュアルに基

づいて実施する。感染症予防に関する防疫措置は県の指示に基づき実施するものとし、

村のみで対応が困難な場合は、県に代行又は支援を要請する。 

２ 保健衛生活動の実施体制 

衛生対策部は、県保健医療福祉調整本部、県地区災害対策本部保健所班（東部保

健所）と連携して、以下の公衆衛生ニーズを的確に把握し、必要な措置を実施すると

ともに衛生環境改善の指導を行う。 

【把握する公衆衛生ニーズ】 

（１）被災者の身体的（栄養状態含む。）・精神的健康状態 

（２）避難所における医療ニーズ 

（３）避難所にいる要配慮者の数 

（４）食料や飲料水の供給状態 

（５）医薬品や衛生物品、生活必需品の供給状態 

（６）避難所における廃棄物処理、し尿処理の実施状況 

（７）飲料水や電気、ガス等のライフラインの復旧状況 

（８）有害昆虫（ハエ等）の発生状況 

（９）トイレ等の衛生状態 

３ 保健衛生活動の実施 

村は、被災地域において、以下の保健衛生活動を実施する。なお、村のみでは対

応が困難と判断された場合は、県地区災害対策本部（東部振興局）に支援を要請する。 

イ 派遣された保健医療福祉活動チーム等の受入調整及び活動調整 

ロ 要配慮者への保健指導及び情報提供 

要配慮者に対し必要な保健・医療・福祉の情報提供や保健指導を行う。 

ハ 健康相談 

被災地域（仮設住宅等を含む。）における健康相談を行う。 

ニ 栄養指導対策 

避難所等を巡回し、村等の栄養士とともに、食品取扱者や被災した村民に対し

栄養管理指導及び栄養に関する相談への応対を行う。 

ホ 健康教育（普及・啓発） 
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感染症予防、食中毒予防、口腔ケア、栄養指導、エコノミークラス症候群、生

活不活発病予防等の健康教育を実施する。 

ヘ 家庭訪問 

被災地域（仮設住宅等を含む。）における家庭訪問を行う。 

４ 防疫活動の実施 

（１）防疫の責任体制 

被災地の防疫に関する計画の立案及び実施は村長が行う。ただし、重大な災害

発生のため、村のみで実施することが困難な場合は県に協力を求める。 

（２）防疫体制の確立 

村は県地区災害対策本部保健所班（東部保健所）、国東市医師会等と緊密な連

携をとり、感染症についての広報、防疫機器及び薬剤の点検確保並びに防疫組織

の整備等に留意し、防疫活動の円滑化を図るよう努める。 

（３）防疫班の編成 

この節に定める防疫の業務を行うため、衛生対策部及び医療対策部は防疫班を

編成し、県地区災害対策本部保健所班（東部保健所）、国東市医師会等と連絡を

密にし、村民の協力を求めて効果的な防疫活動を行う。 

（４）防疫対象 

イ 調査及び健康診断 

災害発生地域に感染症患者が発生し、又は発生するおそれがあるときは被災地

全般にわたり検病調査並びに健康診断を行うものとする。 

ロ 清潔方法 

家屋内外の掃除、溝の清掃、汚物やゴミの処理を行うものとする。 

ハ 消毒方法 

災害発生により感染症の病原体に汚染されたと思われる室内各部、便所、溝、

井戸、水槽等に対して薬物散布、その他の方法により消毒を行う。 

ニ 臨時予防接種の実施 

村は、知事が疾病のまん延予防上必要と認めて予防接種を受けるものの範囲及

び期日を指定し要請した場合、緊急な臨時予防接種を実施する。 

ホ 防疫知識の普及・啓発 

調査、健康診断又は消毒方法等を実施する際には、災害発生地域の村民に対し

て防疫について、各家庭における個人衛生等の正しい衛生思想普及を図り、防疫

活動が円滑にできるよう努める。 

５ 保健衛生活動の広報 

保健衛生活動の広報は、総務対策部を通じ一般に広報する。 
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第８節 廃棄物処理 

本節は、災害廃棄物の処理に関する事項について定めるものである。 

１ 災害廃棄物処理の基本方針 

早期の復旧・復興を図るため、次の基本方針に基づき災害廃棄物を処理する。 

（１）国、県、村、関係事業者及び村民が一体となって災害廃棄物の処理を推進する。 

（２）姫島村災害廃棄物等処理計画に基づき、迅速な処理を行う。 

（３）ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て処理を進める場合は、関係団体等と連携し、

効率的に災害廃棄物等の搬出を行う。 

（４）災害廃棄物の処理は、発災から概ね３年間で終了することを目標とする。 

（５）災害廃棄物は、各種法令、制度に基づき適正に処理する。 

（６）災害廃棄物の処理にあたっては、極力再資源化に努めるとともに、中間処理によ

る減量化などを推進し、最終処分量の削減に努める。 

（７）処理のために使用する施設については、既存の廃棄物処理施設の活用など圏域内、

県内処理を原則とするが、被災状況や災害廃棄物の発生量など災害の状況に応じ、

県外への広域処理や仮設処理施設の設置なども視野に入れ対応する。 

２ 災害廃棄物処理の実施 

（１）災害廃棄物処理の実施 

村は、「姫島村災害廃棄物等処理計画」を作成し、排出量に対応した仮置場の

確保、収集運搬手段、ごみ収集への周知活動などのごみ処理体制の整備を図るも

のとする。 

イ 姫島村災害廃棄物等処理計画の骨子 

災害に伴い大量発生が予想される災害廃棄物等処理について、排出量に対応し

た仮置場の確保、交通途絶となった場合の収集運搬手段、ごみ収集への周知活動

などのごみ処理体制の整備を図るものとする。 

ロ 災害廃棄物等の種類 

木くず（流木を含む。）、コンクリート塊、金属くず、し尿、生活ごみ、粗大

ごみ、廃油（海上流出油、アスファルト等を含む。）及び環境汚染が懸念される

廃棄物（アスベスト等。ただし、放射性物質等を除く。） 

ハ 処理計画の内容 

（イ）災害廃棄物の収集運搬（陸上・海上）体制の整備 

（ロ）震災発生時におけるがれきの発生量の推計 

（ハ）がれきの仮置場の確保と配置計画 

（ニ）がれきの処理・処分計画の作成 

（ホ）有害廃棄物対策等 

（へ）仮置場における環境汚染防止対策・事故防止対策 

（２）広域処理体制の構築 
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県が構築する相互支援体制に基づき、姫島村清掃センターにおいて廃棄物処理

が長期にわたって困難となった場合には、県、関係機関及び周辺自治体に対して

広域処理協力支援の要請を行い、衛生的かつ迅速な廃棄物処理を行うものとする。 
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第９節 行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬 

本節は、災害により行方不明になった者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬を的確に

実施するための活動について定めるものである。 

１ 行方不明者の捜索及び遺体の取扱い及び埋葬実施の責任体制 

行方不明者の捜索及び遺体の取扱い、埋葬については、村、警察機関、県及びそ

の他防災関係機関等が、相互に緊密な連絡と迅速な措置によって行う。 

２ 行方不明者の捜索 

（１）行方不明者の届出の受理及び村への通報 

警察官及び海上保安官は、行方不明者の届出の受理又は通報を受けたのち、村

及び関係機関への通報連絡にあたる。 

（２）行方不明者の捜索 

村、消防機関、警察機関、海上保安部、自衛隊その他関係団体等は、相互に協

力し、行方不明者の捜索にあたる。 

３ 遺体の取扱い 

（１）遺体の安置（検視前） 

イ 発見された遺体は、村が警察官、海上保安官と協議して適切な場所に安置す

る。 

ロ 身元不明人については、人相、所持品、着衣等の特徴を写真撮影するととも

に、遺品を保存し身元の発見に努める。 

（２）遺体の検視及び検案 

イ 遺体は、死体取扱規則又は検視規則等に基づき、速やかに警察官、海上保安

官の検視に付す。 

ロ 医療対策部又は医師は、遺体の検案を行うとともに必要な処理を行う。 

ハ 村は、遺体検視及び検案に必要な医療関係者等の確保に努め、確保が困難な

場合は、県に通報し、協力を求める。 

（３）遺体の安置（検視後） 

イ 村は、遺体の安置所を設置する。 

ロ 村は、検視及び検案が終了した遺体を安置所に移送し納棺する。 

ハ 村は、安置所に収容した遺体については死体処理票及び遺留品処理票を作成

するとともに、「氏名札」を貼付する。 

ニ 村は、遺体引取の申し出があったときは、死体処理票によって整理の上引渡

すとともに、埋・火葬許可証を発行する。 

４ 遺体の埋・火葬 

遺体の埋・火葬は村が実施する。また、村のみで埋・火葬が困難な場合は、大分

県広域火葬計画（平成27年１月策定）に基づき、広域火葬を実施する。この場合、県
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は村から広域火葬に係る協力を求められたときは、県福祉保健医療部福祉保健衛生班

は県内他市町、近隣県等での受入可能地を選定し協力を求める。 

５ 行方不明者の捜索、遺体の取扱い及び埋葬に関する情報の集約・広報 

村は、県や防災関係機関と緊密に連携し、人命を最優先とした迅速かつ効率的な

災害対応を実施するため、災害発生時における安否不明者や行方不明者、死者の氏名

等の公表については、「災害時における安否不明者の氏名等の公表に関する方針（令

和５年８月29日伺定）（公表主体大分県）」に基づいて行うものとする。 

６ 災害救助法適用に関する事項 

災害救助法が適用された場合は、知事の委任に基づき、村長は以下の業務につい

て必要な措置を行うものとする。 

（１）遺体の捜索 

イ 捜索する遺体の範囲 

災害により現に行方不明の状況にあり、かつ各般の事情により既に死亡してい

ると推定される者（死亡した者の住家の被害状況及び死亡の原因を問わない。） 

ロ 支出する費用 

（イ）船艇その他捜索のために必要な機械器具の借上費又は購入費（直接捜索作

業に使用したものに限り、その使用期間における借上費又は購入費が認めら

れる。） 

（ロ）捜索のため使用した機械器具の修繕費 

（ハ）捜索のため機械器具を使用する場合に必要な燃料費 

（ニ）捜索作業のため必要な照明器具等の燃料費 

ハ 支出費用の限度額 

当該捜索地における実費 

ニ 捜索の期間 

特別な事情のない限り災害発生の日から10日以内とする。 

（２）遺体の取扱い 

イ 処理する遺体の範囲 

災害に際し死亡した者 

ロ 遺体の処理内容 

（イ）遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

（ロ）遺体の一時保存 

（ハ）遺体の検案 

ハ 支出する費用の限度 

（イ）遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、内閣総理大臣が定める

基準の範囲内とする。 

（ロ）遺体の一時保存のための費用は、既存建物を利用する場合は当該建物の借

上費の通常の実費とし、既存建物を利用できない場合は、毎年度、内閣総理
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大臣が定める基準の範囲内とする。 

（ハ）検案のための費用は、県医療救護班以外によって実施した場合について、

当該地域の慣行料金の範囲内とする。 

ニ 遺体の処理期間 

遺体の処理期間は、災害発生の日から10日以内とする。 

（３）遺体の埋葬 

イ 埋葬を行う範囲 

（イ）災害時の混乱の際に死亡した者 

（ロ）災害のため埋葬を行うことが困難な場合 

ロ 埋葬の方法 

応急的な仮葬とし、土葬又は火葬の別を問わない。なお、棺又は骨つぼ等埋葬

に必要な物資の支給あるいは火葬、土葬又は納骨等の役務の提供により行う。 

ハ 埋葬費の限度額 

埋葬による経費は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

ニ 埋葬の期間 

埋葬の期間は、災害発生の日から10日以内とする。 

（４）帳簿等の備え付け等 

村長が知事の委任に基づき遺体の捜索、取扱い及び埋葬を実施した場合は、次

の帳簿等を備え必要な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

イ 救助実施記録日計表 

ロ 遺体の捜索状況記録簿 

ハ 捜索機械器具燃料受払簿 

ニ 埋葬台帳 

ホ 死体処理台帳 

ヘ 死体捜索用関係、死体処理費、埋葬費支出証拠書類 
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第10節 住宅の供給確保等 

本節は、災害により住宅を失い、又は破損等のため居住することができない者のうち、

主として自らの資力により住宅を確保できない者に対して行う住宅の供給等に関して定

めるものである。 

１ 住宅の供給及び居住の確保措置の実施責任体制 

り災世帯に対する住宅の供給及び居住確保措置は、総務対策部が行い、応急仮設

住宅の措置、住宅の応急修理及び障害物の除去などについては、土木対策部が中心と

なって実施する。 

ただし、次の場合は主として知事が村長その他の関係機関に協力を求めてこれを

実施するものとする。 

（１）災害救助法の適用による応急仮設住宅の設置、住宅の応急処理及び障害物の応急

的な除去 

（２）次の各号に該当する場合における災害公営住宅の建設 

イ 被害地全域において住宅500戸以上が滅失した場合、若しくは200戸以上が焼

失した場合 

ロ 本村区域内で住宅200戸以上又は住宅戸数の１割以上が滅失した場合 

２ 住宅の供給及び居住の確保の方法 

住宅の供給及び居住の応急確保措置は、概ね次の方法により実施する。 

（１）村営住宅内に空室のある場合は、優先的に貸与するとともに村内の空家住宅を確

保する。また、被災住宅が多数の場合は、住宅の滅失した世帯に対する応急仮設

住宅の設置及び災害公営住宅（以下、「災害公営住宅」という。）の設置で対応

する。 

（２）住宅が半壊又は、半焼の被害を受け、居住のできない世帯に対しては、破損箇所

の応急修理により基本的に対応する。 

（３）住宅の日常生活に欠くことのできない場所に土石、竹木等の障害物が流れ込んだ

ため、居住できない世帯に対しては、応急的な除去作業により基本的に対応する。 

３ 住宅の供給及び居住の確保措置 

住宅の供給及び居住確保措置は、次の方法により実施する。 

（１）住宅の供給方針 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、

相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の

既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住

まいを早期に確保するものとする。 

また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅

を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。 

（２）住宅ニーズの把握 
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土木対策部は、県と協力して住宅を失った世帯の住宅ニーズを把握する。 

（３）災害救助法の規定による住宅の供給及び確保 

イ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の設置 

（イ）設置の基準 

構造及び規模等の概要は次のとおりとし、一戸建、長屋建又はアパート式の

いずれかにより応急仮設住宅を建設する。 

ａ．１戸あたり、建面積29.7㎡（９坪）を基準とする。 

ｂ．あらかじめ備蓄しているパイプ式組立住宅資材によることができる。 

ｃ．１戸あたりの費用は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

ｄ．設置場所 

応急仮設住宅の設置場所は、事前に住環境等を考慮し、村が選択した場所

とする。なお、公共用地等なるべく借地料等を必要としない場所を選択する。 

また、学校の敷地を設置場所とする場合は、学校の教育活動に十分配慮す

るものとする。 

ｅ．設置方法 

請負工事又はリース・買い取りにより実施する。 

ｆ．着工期日 

応急仮設住宅の設置は、おそくとも災害発生の日から 20 日以内に着工す

るものとし、できる限り速やかに完了させるものとする。 

（ロ）入居世帯の決定 

次の各号のいずれも該当する世帯のうちから村長が民生委員・児童委員等の

意見を聞いて、応急仮設住宅の入居世帯を決定する。 

ａ．住家が全壊、全焼又は流失した世帯 

ｂ．居住する住家がない世帯 

ｃ．自らの資力で住宅を確保することができない世帯 

また、応急仮設住宅の入居者の決定にあたっては、地域コミュニティの維持

及び構築に配慮する。 

なお、仮設住宅の建設にはある程度の期間を要することから、健康面に不安

がある人や、高齢者、障がい者等避難所での生活が困難な方に対しては、入居

者の意思を十分に尊重した上で、仮設住宅か借上民間賃貸住宅への入居の決定

を判断する必要がある。 

（ハ）福祉仮設住宅の供与 

要配慮者等、日常生活上特別な配慮を必要とする者が複数いる場合、次のよ

うに老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅

を設置する。 

ａ．段差解消のためのスロープ及び手すりの設置等、高齢者、障がい者等の安

全及び利便に配慮する。 

ｂ．老人居宅介護等支援事業等による生活援助員等の支援や入居者の互助を図
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られ易くするため、生活援助員室や共同利用を前提とした仕様とすることが

できる。 

ｃ．被災者に供給される部屋数をもって応急仮設住宅の設置戸数とする。 

（ニ）応急仮設住宅の供給期間 

設置工事が完了した日から２か年以内とする。 

ロ 住宅の応急修理 

（イ）応急修理の基準 

ａ．応急修理の面積については特にその制限はないが、居室、炊事場及び便所

等日常生活に欠くことのできない最小限の部分とする。 

ｂ．応急修理は、大工又は技術者等による修理若しくは請負工事によって実施

する。 

ｃ．応急修理は、災害発生の日から１か月以内に完了するものとする。 

ｄ．応急修理に要する１戸あたりの費用は、内閣総理大臣が定める基準の範囲

内とする。 

（ロ）応急修理を受ける世帯の決定 

入居世帯は、次の各号のいずれも該当する世帯のうちから村長が民生委員・

児童委員等の意見を聞いて、応急修理を受ける世帯を決定する。 

ａ．災害のため住家が半焼又は半壊した世帯 

ｂ．当面の日常生活が営み得ない世帯 

ｃ．自ら資力で応急修理ができない世帯 

ハ 住居又はその周辺の障害物の除去 

災害救助法が適用された場合、知事の委任に基づき、村が実施する住居又はそ

の周辺に運ばれた土石・竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの応

急的な除去については、以下のように実施する。 

（イ）障害物の除去の基準 

ａ．日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれた障害物の応急的な除去

とする。 

ｂ．１戸あたりの除去費用は、内閣総理大臣が定める基準の範囲内とする。 

ｃ．除去の方法は、技術者又は人夫等による除去若しくは請負工事による除去

とする。 

ｄ．除去の実施は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

（ロ）障害物の除去を受ける世帯の決定 

障害物の除去を受ける世帯を、次の各号に該当する世帯のうちから村長が民

生委員・児童委員等の意見を聞いて、決定する。 

ａ．災害のため住家が半壊又は床上浸水した世帯 

ｂ．当面の日常生活が営み得ない世帯 

ｃ．自らの資力で障害物の除去ができない世帯 

（ハ）帳簿等の備え付け等 

村長は知事の委任に基づく住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常
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生活に著しい障害を及ぼしているものの除去を実施した場合は、次の帳簿等を

備え、必要な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

ａ．救助実施記録日計表 

ｂ．障害物除去の状況 

ｃ．障害物除去費支出関係証拠書類 

ニ 技能者、技術者の供給 

村内の技能者、技術者に適宜協力を求め、県の要請に協力するものとする。 

４ 村が実施する住宅の供給及び確保措置（災害救助法の適用がない場合） 

（１）県の基準の準用 

災害救助法の適用のない応急住宅の仮設、住宅の応急修理及び住居の障害物の

応急的な除去を実施する必要がある場合、村は県の実施する基準に準じて行うも

のとする。 

（２）県への要請 

村は、被災者に対する住宅の供給及び確保等を実施する上で必要な事項につい

て、県に協力を求める。 

イ 住宅の建設又は仮設上、不足する資器材の供給あっせん 

ロ 建設技術者及び建設技能者の派遣又はあっせん 

ハ 県有地の優先的な貸付及び払下げ又は県有林の立木の払下げ 

ニ その他特に必要と認める事項 

５ 被災住宅の被害調査の対応 

被災住宅の被害調査は、住宅の早期復旧・復興の観点から迅速着手し、実施して

いく必要がある。 

そのため、村が被災した場合は、必要に応じて「大分県及び市町村相互間の災害

時応援協定書」に基づき応援を要請する。また、他の市町村の被災に備え、応援を行

うための体制を整えておく必要がある。 

村は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認

定調査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞ

れの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災

者に明確に説明するものとする。 
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第11節 文教対策 

本節は、教育施設及び設備が被災し、通常の教育が行えない場合における応急教

育の実施に関して定めるものである。 

１ 応急措置実施上の責任体制 

教育施設及び設備の被災は、直接幼児、児童、生徒の教育上に重大な影響を及ぼ

すので、その応急措置は、第一順位としては学校長等が保護者をはじめとするＰＴＡ

など関係機関等の協力を求めて実施し、第二順位として村教育委員会がこれにあたる

ものとする。村長は、村教育委員会が実施する応急措置の実施を援助・調整し、その

他必要と認める措置を講ずるものとする。応急措置の実施は、文教対策部が中心とな

って行うものとし、必要に応じて県児童・生徒対策部児童・生徒対策班に援助・協力

要請を行うものとする。 

また、学校等の教育施設を避難場所として使用される場合は、避難者の生活確保

を考慮しつつ、村教育委員会と県児童・生徒対策部児童・生徒対策班が協議して適切

な教育の確保に努めるものとする。 

２ 応急措置の実施基準 

（１）被災状況等の把握 

文教対策部は、学校を通じ、又は独自に村内の教育施設の被災状況、幼児・児

童・生徒の被災状況、教職員の被災状況、避難所としての使用状況を把握する。 

■ 被災状況等の連絡経路図 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教室の確保 

各学校等は必要な教育等を確保するため、所管施設又は設備の被災箇所を迅速

に調査把握し、関係機関に通報するとともに次の措置を講ずる。各学校等での措

置が困難な場合は、被災状況等の連絡経路図にしたがって応援を求める。 

イ 簡単な修理により使用可能な教室は、速やかに応急修理を行う。 

ロ 災害のため使用できない教室に代えて、体育館、特別教室等の利用を考慮す

る。 

ハ 必要に応じて２部授業を実施する。 

ニ 校舎の全部又は大部分が使用不能の場合は、公民館等公共施設を利用又は隣

小中学校 村教育委員会

文教対策部 

別府教育事務所、地区災害対策本部庶務班（東部振興局） 

児童・生徒対策部児童・生徒対策班 

総合調整室情報収集班 
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接学校の校舎等を利用し、必要に応じた分散授業等を実施する。 

ホ 広範囲にわたる激甚な被害のため、前記諸措置を実施しがたい場合は、応急

仮設校舎を建設する。 

（３）応急授業等の実施 

イ 各学校等は、災害発生の状況により授業が不可能なときは、とりあえず臨時

休業の措置を取るとともに、正規の授業が困難なときも、速やかに応急授業等

を開始し、授業時間数の確保に努める。 

ロ 災害に伴い教職員に欠員を生じたときは、学校内又は学校間等において相互

に応援、協力する。 

ハ 村教育委員会は、応急授業等の実施状況を把握し、必要な支援を行う。 

（４）教材学用品の供給措置 

教材学用品等の滅失、き損の状況を十分把握し、これらの負担を軽減する方法

で供給措置を講ずるものとする。 

災害救助法が適用された場合、村長は知事からの委任に基づき学用品の給与を

行う。その際の給与の基準及びその他必要な措置は次のとおりとする。 

イ 給与の基準 

（イ）給与の対象 

学用品の給与は、住家の全壊・全焼・流失・半壊・半焼又は床上浸水により

学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒に対して

行う。 

（ロ）給与の品目 

学用品の給与は、被害の実情に応じ教科書、文房具、通学用品とし、概ね次

のとおりとする。 

ａ．教科書及び教材（小学校児童及び中学校生徒） 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律第 132 号）第２条第１

項に規定する教科書及び教科書以外の教材で村教育委員会に届出又はその承

認を受けて使用している教材。 

ｂ．文房具（ノート、鉛筆、画用紙、定規、消しゴム、クレヨン、絵具、筆、

下敷等） 

ｃ．通学用品（運動靴、傘、カバン、長靴等） 

（ハ）給与費用 

学用品の給与費用は次の範囲内とする。 

区分 小学校 中学校 

教科書及び教材 実費 実費 

文房具・通学用品 
生徒又は児童１人あたりの学用品の給与に要する経費は、内閣総理大

臣の定める基準の範囲内とする。 

 

（ニ）給与期間及び給与の方法 

学用品の給与期間及び給与の方法は、特別な事情のないかぎり次のとおりと



第３部 災害応急対策 第４章 被災者の保護・救護のための活動 

-280- 

する。 

ａ．教科書及び教材 

災害発生の日から１か月以内に現物を支給するものとする。 

ｂ．学用品・通学用品 

災害発生の日から 15日以内に現物を給与するものとする。 

ロ 帳簿等の備え付け等 

村長が知事からの委任に基づく学用品の給与を実施した場合は、次の帳簿等を

備え必要な記録を行うとともに、これを保存しなければならない。 

（イ）救助実施記録日計表 

（ロ）学用品の給与状況 

（ハ）学用品購入関係支払証拠書類 

（ニ）備蓄物資払出証拠書類 

（５）転校・転園措置及び進路指導 

イ 各学校等は、転校・転園を必要とする幼児・児童・生徒の状況を速やかに把

握し、村教育委員会及び大分県教育委員会と協力して速やかな転校・転園措置

を講ずる。 

ロ 各学校等は、被災幼児・児童・生徒の進級、卒業認定及び進学、就職並びに

入学選抜に関して幼児・児童・生徒の状況を十分把握し、村教育委員会及び大

分県教育委員会と協力して、速やかな措置を講ずる。 

（６）幼児・児童・生徒の安全対策 

各学校等は、災害時における幼児・児童・生徒の安全対策については村、学校、

警察、消防機関、医療機関等の関係機関及び保護者と密接な連携の上、次の措置

をとる。 

イ 避難を行い、安全を確保した後、被災状況を勘案して、保護者への引渡しを

行うか学校等の管理下での避難を継続するかの判断を行う。 

ロ 負傷者の確認と応急措置を行い、必要に応じ医療機関に要請し安全を図る。 

ハ 通学路等の被災危険箇所の把握に努めるとともに、必要に応じて立入禁止の

表示、監視員の配置、集団登下校などの措置を行う。 

ニ 災害発生時に在校していなかった幼児・児童・生徒については、その被災状

況の把握に努めるとともに、学校等からの情報を保護者へ伝達する。 

（７）学校等保健衛生措置 

各学校等は、幼児・児童・生徒に感染症、食中毒等の集団的な発生の防止を図

るため、必要に応じて次の措置をとる。 

各学校等での措置が困難な場合は、被災状況等の連絡経路にしたがって応援を

求める。 

イ 幼児・児童・生徒の保健衛生の管理を、関係法令に基づき十分に実施する。 

ロ 給食の調理従事者に対しては、健康診断、検便を実施するなどのほか、身体、

衣服の清潔保持に努めさせる。 
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ハ 校舎内外の清掃、消毒を関係法令に準じて実施する。 

ニ 飲料水の取扱について必要な監視を行う。 

また、必要に応じて、幼児・児童・生徒のこころの相談を行うため、保健室に

おけるカウンセリング体制を確立する。 

３ その他の応急措置 

（１）村内の教育施設のほとんどが被災し、使用困難な場合における措置 

大規模な災害のため、村内の教育施設のほとんどが被災し、使用困難な場合、

次の措置等をとる。 

イ 幼児・児童・生徒の集団的な移動教育 

ロ 応急仮設校舎の設置 

（２）その他応急教育上必要な措置 

村教育委員会は、教育職員が確保できない場合に県教育委員会に支援を要請す

る。 

４ 学校等が避難所となった場合の措置 

学校等の教育施設において避難所が開設される場合、学校長等は避難所の開設等

に協力し次のような措置を講じる。 

（１）在校・在園中に災害が発生した場合においては、幼児・児童・生徒の安全確保を

最優先とした上で、学校施設等の使用方法について村・村教育委員会と協議する。 

（２）避難所の運営については積極的に協力するとともに、できるだけ早い時期に授業

が再開できるよう村・村教育委員会、県教育委員会、県被災者救援部避難所対策

班、県児童・生徒対策部児童・生徒対策班等との間で必要な協議を行う。 

５ 文化財等の応急対策 

被災した文化財は、その価値を最大限に維持するよう所有者又は管理者が措置す

るものとする。 

（１）文化財の被害状況の調査 

村教育委員会は、速やかに文化財の被災状況の調査を行い、き損届の提出の指

導等必要な措置を講じるものとする。 

（２）文化財の被災状況の調査、連絡体制 

文化財の被災状況の調査、連絡体制は次のとおりとする。 

所有者又は管理者 ⇔ 村教育委員会 ⇔ 県教育委員会 ⇔ 文化庁 

 

 

（３）文化財保護のための指導等 

イ 県教育委員会は、国指定等の文化財について、文化庁と連絡を取りながら、

搬出後の保管方法や応急措置等について指導を行うとともに、国庫補助事業等

による災害復旧に努める。 

国指定文化財等 
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ロ 県教育委員会は、県指定等の文化財について、村教育委員会と連携を取りな

がら搬出後の保管方法や応急措置等について指導を行うとともに、県費補助事

業等による災害復旧に努める。 

（４）被災者の心の救済活動（地域に残る遺産の保全） 

村、教育委員会は、歴史資料ネットワーク（神戸大学文学部地域連携センター

内）などの協力を得ながら、被災した地域に残る遺産（歴史資料等）の救出・修

復・保全に努める。 
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第12節 社会秩序の維持・物価の安定等 

本節は、災害後の村民の生活を安定したものとするために行う社会秩序の維持及び物

価の安定等に関する活動について定めるものである。 

１ 社会秩序の維持・物価の安定等に関する活動の責任体制 

災害後の社会秩序の維持に関する活動は、県治安対策部警備班が行うこととなる

が、村及びその他の関係機関はその活動に協力する。 

物価の安定等に関する活動は、県支援物資部及び県地区災害対策本部各班が行う

こととなるが、村及びその他の関係機関はその活動に協力する。 

２ 社会秩序の維持のための活動 

県治安対策部警備班が行う以下の活動について、社会秩序を維持するため、村民

への広報、活動への協力依頼を行うものとする。また、必要により消防団等の協力を

得て被災地域の見廻りなど警備活動を行う。 

（１）困りごと相談所の開設 

（２）臨時交番等の設置 

（３）防犯パトロールの実施 

（４）犯罪の取り締り 

（５）地域安全情報等の広報 

３ 物価の安定等に関する活動 

県支援物資部及び地区災害対策本部各班が行う以下の活動について、物価の高騰、

悪徳商法等を抑え被災者が安心して生活できるよう村民への周知、活動への協力依頼

を行うものとする。また、商工会、漁協、農協、建設・建築業関係者、村内各商店に

対し物価の安定と商品・資材の確保について協力を要請する。 

（１）生活関連物資の価格及び需給動向調査・監視の実施 

（２）消費生活相談所の開設 

（３）小売店及びガソリンスタンド等の営業状況の把握 

（４）物価の安定等に関する情報の提供 
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第13節 義援物資の取扱い 

本節は、災害後に村に対して送付される義援物資の取扱いについて定めるものである。 

１ 義援物資の取扱いに関する基本方針 

村は県と同一対応を図るものとし、次の方針により義援物資を取扱う。 

（１）村は企業や自治体等からの義援物資について、被災者が必要とする物資内容を把

握し、報道機関等を通じて迅速に公表すること等により、受入れの調整に努める。 

なお、個人等からの小口義援物資については、仕分け作業や公平な配布が可能

かどうかを検討し、受入れの方針を決定の上、周知する。 

（２）村は、義援物資の受入れ、仕分け等に関して、必要に応じて村社会福祉協議会、

県被災者救援部ボランティア調整班を通じてボランティアの協力を得る。 

２ 村に送付される義援物資の取扱い 

（１）義援物資の取扱いに関する広報 

厚生対策部は、被災地での物資の過不足の状況を把握し、物資の受入品目、目

標量、受入場所を決定する。 

総務対策部は、決定した事項について県あるいは報道機関を通じて広報する。 

（２）義援物資の集積・輸送・配分 

義援物資の集積・輸送・配分については、第４章第５節「被服寝具その他生活

必需品給与」での取扱いと同様に実施する。 

３ 県より村に送付される義援物資の取扱い 

県支援物資部より義援物資を受入れる場合、総務対策部はあらかじめ物資の過不

足の状況を把握し、受入品目、受入場所を決定しておく。 
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第14節 被災動物対策 

大規模災害時には、所有者不明動物や負傷動物が多数生じるとともに、避難所におけ

る動物同伴者等への対処方法など様々な課題が発生することが予想されるため、村は動

物愛護の観点から動物の保護や適正な飼育に関し、県、獣医師会及び関係機関・団体と

の協力体制を確立する。 

１ 被災地域における動物の保護 

飼い主不明の負傷又は放浪状態の動物等の保護については、迅速かつ広域的な対

応が求められることから、村は県地区災害対策本部保健所班（東部保健所）、獣医師

会等関係機関・団体等を始め、動物愛護推進員、動物愛護ボランティア等と協力し動

物の保護を行う。 

２ 危険動物の逸走対策 

危険動物が、災害時に逸走し、人及びその財産に危害を及ぼすおそれがあるとき

には、国東警察署等の関係機関へ通報し、人の生命や財産等への侵害を未然に防止す

る。 

３ 避難所における動物の保護 

村は、県被災者救援部避難所対策班及び県地区災害対策本部保健所班（東部保健

所）、関係機関・団体等と協力して、飼い主に対し避難した動物の飼育について適正

な飼育指導を行うなど、動物の愛護及び衛生管理を含めた環境衛生の維持に努めるた

め以下の措置を行う。 

（１）各地域の被害状況、避難所での動物の飼育状況の把握及び資材の提供、獣医師の

派遣 

（２）避難所から保護施設への動物の受入れ及び譲渡等の調整 

（３）他自治体との連絡調整及び要請 

４ 被災動物救護対策指針 

村は「大分県被災動物救護対策指針」に基づき、県が行う被災動物の救護に協力

をするものとする。 

５ 応急仮設住宅等での対応 

村及び県は、応急仮設住宅等における家庭動物の適正飼養の指導を行う。 
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第15節 地域の孤立化対策 

大規模災害により道路や通信が途絶し孤立した地域に対して、村、県及び防災関

係機関が一体となった対策を実施し、村民の安全確保を図るものとする。 

１ 村による対策 

（１）孤立した地域が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合は、県に孤立

や被災に関する情報を速やかに提供する。 

（２）避難所の開設や飲料水、食事等日常生活に必要な物資を確保する。 

（３）居住地や避難所が道路の寸断や土地の水没等により孤立化した場合、固定電話、

携帯電話、防災行政無線等の通信手段により村民自らが安否情報を発信するよう

周知を図る。 

（４）医療的援助が必要な者など、要配慮者の有無の把握に努める。 

（５）その他必要な対策について、関係機関と連携を図りながら、迅速に実施する。 

２ 県による対策 

（１）村からの孤立情報を受けて、防災ヘリコプターの活用や職員の派遣等により、被

災状況の把握、救急患者の搬送等を行うほか、消防や警察等と連携を図り、各般

の応急措置を実施する。 

（２）被災状況に応じて、自衛隊への災害派遣要請、災害時相互応援協定に基づく応援

要請を行う。 

（３）放送協定に基づく放送事業者への緊急情報伝達要請のほか、アマチュア無線連盟

に対する緊急情報の収集・伝達要請を行う。 

３ 電気通信事業者による対策 

（１）通信の疎通に対する応急措置 

（２）災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置 

（３）通信の利用制限 

（４）災害用伝言ダイヤル（ＮＴＴの「１７１」･「災害用伝言板ｗｅｂ１７１」など）

の利用 

４ 道路管理者による対策 

災害時相互応援協定に基づき建設業団体等の協力を得て、道路等の応急復旧を実

施するとともに、交通規制情報を提供する。 

５ 国東警察署による対策 

安否確認、行方不明者の捜索、救出救助、緊急交通路の確保を図る。 
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第１節 電気、ガス、簡易水道、下水道、通信の応急対策 

本節は、社会生活に欠かせない電気、ガス、簡易水道、下水道、通信の災害時の応急

対策について定めるものである。 

１ 応急対策の基本方針 

電気、ガス、簡易水道、下水道、通信に係る各事業者は、各々のＢＣＰなど災害

時対応計画に基づき、地震発生時には、二次災害の防止及び早期復旧に努める。また、

簡易水道・下水道システムの基幹施設等のほか宅内配管も迅速に復旧できるよう、簡

易水道・下水道一体となった対応に努める。村は事業者から要請があった場合、その

応急対策に可能な限り協力する。 

２ 災害発生時の連絡体制の確立 

（１）電気、ガス、簡易水道、下水道、通信に係る各事業者は、村が災害対策本部を設

置した場合には、村に対して逐次連絡が確保できる体制をとる。 

（２）人身に係わる二次災害が発生するおそれのある場合、また、発生した場合は、村

のほか、県、消防機関、警察署、海上保安部へ迅速に通報する。 

３ 被害状況・応急対策の進捗状況に関する広報 

各事業者は、当該施設等の被害状況・応急対策の進捗状況について、逐次報道機

関、チラシ等を用いて村民に広報する。その場合、視覚障がい者、聴覚障がい者、外

国人にも配慮する。 

４ 応急対策にあたっての支援 

村及び県は、各事業者が広域的な応援を求めて応急対策を実施する場合や、村民

向けの広報を行おうとする場合は、応援隊の集結ルート、集結場所の紹介・あっせん

等を行い、迅速な応急対策を支援する。また、以下の事項について各事業者から要請

を受けた場合、村及び関係機関は可能な範囲で協力を行うものとする。 

（１）道路に倒壊した樹木や飛来物の除去及び道路損壊箇所の仮復旧 

（２）道路損壊等による孤立地区への復旧要員、資機材の輸送 

（３）復旧要員の宿泊、待機場所及び車両の駐車場としての村有施設の貸与 

（４）姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各家庭の音声告知放送設備、広報

車、屋外拡声放送設備、県民安全・安心メール、インターネット（村ホームペー

ジやＳＮＳ等）による停電、復旧状況の広報 
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第２節 道路、港湾、漁港等の応急対策 

本節は、各種応急対策の遂行に重大な影響を与える道路、港湾、漁港等の応急対策に

ついて定めるものである。 

１ 応急対策の基本計画 

道路、港湾、漁港等の管理者等は、各々の災害時対応計画にしたがい、地震発生

時には二次災害の防止及び早期復旧に努める。また、村、県及びその他の防災関係機

関は、施設管理者等から要請があった場合は、その応急対策に可能な限り協力する。 

２ 災害発生時の連絡系統 

第２章第５節「災害情報・被害情報の収集・伝達」の定めるところによる。 

３ 被害状況・応急対策の進捗状況に関する広報 

各管理者等は、当該施設等の被害状況・応急対策の進捗状況について、逐次報道

機関、チラシ等を用いて村民に広報する。その場合、視覚障がい者、聴覚障がい者、

外国人にも配慮する。 

４ 応急対策にあたっての支援 

村及び県は、各施設管理者等が広域的な応援を求めて応急対策を実施する場合や、

村民向けの広報を行おうとする場合は、応援隊の集結ルート、集結場所の紹介・あっ

せん等を行い、迅速な応急対策を支援する。 
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災害に対しては、第２部「災害予防」に基づいて実効性のある予防対策を推進するこ

とが必要である。一方、災害は、いつ、どのような規模で、どのような地域に起きるか

予測することが難しく、不幸にして大きな被害を受けることもあり得る。その場合、一

刻も早く施設、産業、り災者の復旧・立ち直りがなされ、さらに災害を糧にして、より

災害に強い村土を後世に残すことを目的とした復興が行われる必要がある。 

こうした観点から、次の点に留意して速やかな復旧・復興を図るための方向を定める。 

○村民の意向を十分尊重した災害復旧・復興を行うこと 

○現状復旧に止まらず、再度の災害を防止できる災害復旧・復興を行うこと 

○復興後の村土の姿を明確にして、計画的な災害復旧・復興を行うこと 

○被災者、被災事業者が災害から立ち直るための支援をきめ細かく、十分行うこと 

なお、被害が甚大であり「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」

に基づく激甚災害の指定を受ける必要があると判断される場合、必要な事項を速やかに

調査し、早期に激甚災害の指定を受けられるよう措置する。 

また、特に大規模な被害を被った場合、村では村民及び関係民間団体も含めた委員会

を設置して復興計画を作成し、復興後の村土の姿を明確にして、計画的な災害につよい

村土づくりを進めていくこととする。 

その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促

進するものとする。併せて、障がい者、高齢者等の要配慮者の参画を促進するものとす

る。また、産学官が連携し、先端技術の導入等により、復旧・復興の高度化に取組んで

いく。 

加えて、職員の不足等により、村単独では速やかな復旧・復興の実施が困難と認めら

れる場合は、県に対し地方自治法に基づく職員派遣を要請するなど、必要な措置を講じ

る。 

特に、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては、復旧・復

興支援技術職員派遣制度を活用するものとする。 

 

 

  



第４部 災害復旧・復興 第１章 災害復旧・復興の基本方針 

-296- 

 

 

 

 

 



 

-297- 

 

 

 

 

 

第２章 公共土木施設等の災害復旧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-298- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４部 災害復旧・復興 第２章 公共土木施設等の災害復旧 

-299- 

本節は被災した公共土木施設等の復旧を促進し、並びに、これらの施設等の再度災害

発生の防止について定める。 

１ 災害復旧事業の施行の基本方針 

災害復旧事業は、被災した各施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止す

るため、必要な施設の新設又は、改良を行う等不測の災害に備えるものとする。 

２ 公共土木施設災害復旧事業の推進 

公共土木施設の災害復旧については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（昭和26年法律第97号）の趣旨等を踏まえ、緊要度を勘案の上、災害復旧事業の促進

を図るものとする。 

なお、単独事業、補助事業及び直轄事業にかかる災害復旧事業についても短期間

の完全復旧を実施するものとする。また、高度な技術又は機械力を要する工事等で、

工事実施体制や技術上の制約等により、これらの工事を的確に実施できない場合は、

国土交通省の権限代行制度の適用を要請することも検討する。 

３ 国土交通省等の権限代行制度 

県は、村道（県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。）につ

いて、村から要請があり、かつ村の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して、村に

代わって県が災害復旧等に関する工事を行うことが適当であると認められるときは、

その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該工事を行うことができる権限代行制度に

より、支援を行うことも検討する。 

４ 農林水産業施設災害復旧事業の促進 

農林水産業施設の災害復旧については、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助

の暫定措置に関する法律（昭和25年法律第169号）の趣旨に基づき、原則として発生

年を含む３か年で完了する方針のもとにそれぞれの事業主体において被災施設の災害

復旧事業の促進を図る。 

５ その他の災害復旧事業の推進 

公立学校施設をはじめ、前各号に定める以外の施設の災害復旧事業についても、

その緊要度を勘案の上、短期間完全復旧の実施を図る。 
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１ 住民サポートセンター（仮称）の設置 

被災者及び被災事業者の自立を総合的に支援するため、村では、必要に応じて

「住民サポートセンター（仮称）」を設置する。 

住民サポートセンター（仮称）では、概ね次のような業務を行うこととするが、

災害の規模や範囲に応じて業務内容の調整、支部の設置等運用にあたって柔軟に対応

する。 

（１）各種手続・各専門分野での相談窓口の開設 

イ 見舞金交付、資金貸付、税の減免等に関する手続き及び相談を一元的に処理

する。 

ロ 中小企業者、農林漁業者への融資に関する手続き及び相談を一元的に処理す

る。 

ハ 医療、保健（精神保健を含む。）、福祉、住宅に関する相談を受ける（電話

でも対応できるようにする。）。 

（２）法律相談の実施 

弁護士等の協力を得て、各種法律上の相談に応じる（電話でも対応できるよう

にする。）。 

（３）情報の提供 

自立を図る上での様々な情報を収集し、電話での照会及び報道機関、広報紙等

を通じた広報により提供する。 

２ 被災者台帳の整備及び情報提供 

村及び県は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むこと

ができるよう、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、

関係者が連携して、被災者に対するきめ細かな支援を継続的に実施する取組）の実施

等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細かな支援を行うとと

もに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

（１）被災者台帳の整備 

村は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、

配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総

合的かつ効率的な実施に努めるものとする。 

（２）情報提供 

村は、災害救助法を適用して被災者に対して応急救助を行ったときは、必要に

応じて、被災者に関する情報の提供を、県に要請するものとする。 

３ 災害義援金の配分等（住民福祉課、出納室） 

（１）配分組織の確立 

災害義援金の配分を適正、かつ迅速に行うため、必要に応じて村に義援金配分

委員会を設立する。 
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イ 配分委員会の構成機関 

配分委員会の構成機関は、次のとおりとする。 

（イ）村 

（ロ）村議会 

（ハ）社会福祉法人姫島村社会福祉協議会 

（ニ）その他の関係機関 

ロ 配分委員会の組織 

（イ）委員の任命 

村長は、委員会構成機関の職員を委員に任命する。 

（ロ）役員 

委員会に、委員の互選により、会長及び副会長をそれぞれ１人置く。 

（ハ）役員の職務 

会長は委員会を招集し、会務を統括する。 

副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代理する。 

（ニ）委員会の招集 

会長は必要に応じて委員会を招集する。委員は必要と認めたときは、会長に

委員会の招集を請求することができる。 

（ホ）配分資料の整備、保管 

会長は義援金配分の基礎となった資料（被害状況調査書等）を整備、保管し

なければならない。 

（２）配分の方法等 

災害救助法適用のいかんに関わらず、被害の程度に応じ配分委員会で決定する。 

※なお、広域災害となった東日本大震災では、り災証明書の発行や義援金の配布

等を求め村民が窓口に殺到し、庁舎が被災した自治体等ではその処理に時間が

かかった事例もあることから、県内で統一した被災者台帳システムの運用を図

る。 
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第１節 経済・生活面の支援 

被災者に対する経済・生活面の支援に関する各種制度は以下のとおり。各種制度の具

体的内容は資料編による。 

 

 

１ 災害弔慰金 

２ 災害障害見舞金 

３ 災害援護資金（災害弔慰金の支給等に関する法律） 

４ 生活福祉資金制度による貸付 

５ 母子寡婦福祉貸付金 

６ 厚生年金等担保貸付、労災年金担保貸付等 

７ 恩給担保貸付 

８ 教科書等の無償給与（災害救助法） 

９ 小・中学生の就学援助措置 

10 幼稚園への就園奨励事業 

11 特別支援学校等への修学奨励事業 

12 緊急採用奨学金 

13 国の教育ローン（災害特別措置） 

14 児童扶養手当等の特別措置 

15 地方税の特別措置 

16 国税の特別措置 

17 葬祭の実施（災害救助法） 

18 医療保険、介護保険の保険料・窓口負担（利用者負担）の減免・猶予等 

19 公共料金・使用料等の特別措置 
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20 放送受信料の免除 

21 生活保護 

22 未払賃金立替払制度 

23 雇用保険の失業等給付 

24 職業訓練 
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第２節 住まいの確保・再建のための支援 

被災者に対する住まいの確保・再建のための支援に関する各種制度は以下のとおり。

各種制度の具体的内容は資料編による。 

 

 

１ 被災者生活再建支援制度 

２ 大分県災害被災者住宅再建支援制度 

３ 災害復興住宅融資（建設） 

４ 災害復興住宅融資（新築購入、リ・ユース購入） 

５ 災害復興住宅融資（補修） 

６ 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 

７ 生活福祉資金制度による貸付（住宅の補修等） 

８ 母子寡婦福祉資金の住宅資金 

９ 公営住宅への入居 

10 特定優良賃貸住宅等への入居 

11 住宅の応急修理（災害救助法） 

12 応急仮設住宅の供与（災害救助法） 

13 障害物の除去（災害救助法） 

14 宅地防災工事資金融資 

15 地すべり等関連住宅融資 
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第３節 農漁業・中小企業・自営業への支援 

被災者に対する農漁業・中小企業・自営業への支援に関する各種制度は以下のとおり。

各種制度の具体的内容は資料編による。 

 

 

１ 天災融資制度 

２ 農漁業者に対する資金貸付 

３ 災害復旧貸付 

４ 災害復旧高度化資金 

５ 経営安定関連保証 

６ 小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経融資） 

７ 災害関係保証 

８ 復旧・復興のための経営相談 

９ 職場適応訓練費の支給 
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「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150

号）」（以下、「激甚法」という。）に基づく激甚災害の指定を受けるため、災害の状

況を速やかに調査し、実情を把握して早期に激甚災害の指定を受けられるように措置し、

災害復旧事業費等の負担の適正化と迅速な復旧に努める。 

１ 関係法令 

（１）災害対策基本法第97条～第98条 

（２）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

２ 対策体系 

 

   第１節 激甚災害指定の手続
き 

   
    

       

激甚災害
の指定 

     １ 公共土木施設災害復旧事
業等に関する特別の財政援
助 

    

       
   

第２節 特別財政援助 
  ２ 農林水産業に関する特別

の助成     
       
      ３ 中小企業に関する特別の

助成     
       
      ４ その他の特別財政援助及

び助成     
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第１節 激甚災害指定の手続き 

県内に大規模な災害が発生した場合、知事は市町村の被害状況を検討の上、激甚災害

及び局地激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について関係各部に必要な

調査を行わせる。 

県関係各部は、激甚法に定める必要な事項を速やかに調査し、早期に激甚災害の指定

を受けられるよう措置する。 

村長は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力する。 

内閣総理大臣は、知事等の報告に基づき、中央防災会議の意見を聞いて、激甚被害と

して指定すべき災害かどうか判断する。この場合、中央防災会議は、内閣総理大臣に答

申するに際し、激甚被害指定基準又は局地激甚災害指定基準に基づいて、激甚災害とし

て指定すべき災害かどうか答申することになっている。 
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第２節 特別財政援助  

村長は激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係部局に

提出するものとする。 

県関係部局は、激甚法に定められた事業を実施するものとする。 

激甚災害の指定を受けたとき、県関係部局は、事業の種別ごとに激甚法及び算定の基

礎となる法令に基づき負担金、補助等を受けるための手続きを実施するものとする。 

なお、激甚災害に対して適用すべき特別措置のうち、主要なものの概要は次のとおり

である。 

１ 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（激甚法第２章：第３条、第

４条） 

河川、道路、港湾等の公共土木施設、保護施設、児童福祉施設等の厚生施設や公

立学校などが災害により被害を受けた場合には、それぞれ、公共土木施設災害復旧事

業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）、生活保護法（昭和25年５月４日法律第144

号）、児童福祉法（昭和22年12月12日法律第164号）、公立学校施設災害復旧費国庫

負担法（昭和28年８月27日法律247号）等の根拠法令に基づき災害復旧事業等が行わ

れるが、激甚法第３条及び第４条が適用されると、これらの災害復旧事業等に係る国

庫負担率又は補助率がその額に応じて累進的に嵩上げされることになる。 

※過去の例から見ると、例えば、公共土木施設の災害復旧事業の場合、国庫補助

率は、一般災害であれば６～８割程度であるが、激甚災害の場合には、７～９

割程度まで引き上げられることとなる。 

２ 農林水産業に関する特別の助成 

（１）農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置（激甚法第５条） 

農地、農業用施設又は林道が災害により被害を受けた場合には、農林水産業施

設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年５月10日法律169号）

（以下、「暫定措置法」という。）に基づき行われるが、激甚災害法第５条が適

用されると、これらの災害復旧事業等に係る国庫補助率がその額に応じて累進的

に嵩上げされることとなる。 

※過去の例から見ると、例えば、農地の災害復旧事業の場合、国庫補助率は、一

般災害であれば概ね８割程度であるが、激甚災害の場合には、概ね９割程度ま

で引き上げられることとなる。 

（２）農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例（激甚法第６条） 

農業協同組合、森林組合等が所有する倉庫、加工施設、共同作業場等の共同利

用施設が災害により被害を受けた場合には、暫定措置法に基づき行われるが、激

甚法第６条が適用されると、これらの災害復旧事業に係る国庫補助率がその額に

応じて累進的に嵩上げされることとなる。 

※過去の例から見ると、国庫補助率は、一般災害であれば２割であるが、激甚災
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害の場合には、概ね９割又は５割程度まで引き上げられることとなる。 

（３）天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例（激甚

法第８条） 

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和30

年８月５日法律136号）（以下、「天災融資法」という。）が発動された災害が激

甚災害に指定された場合には、天災融資法に定める経営資金等について、貸付限

度額の引き上げ（一般被災農業者200万円→250万円、果樹栽培、家畜飼育、養殖

業者等500万円→600万円）及び償還期限延長（３～６年→４～７年）が行われ、

貸付条件の緩和が図られる。 

※なお、利率については、天災融資法の発動により、特別被災者に対して３％以

内の低利で貸すなどの措置がとられている。 

（４）共同利用小型漁船の建造費の補助（激甚法第11条） 

激甚災害の指定を受けた一定の都道府県が、漁業共同組合が必要とする共同利

用小型漁船建造費について補助を行った場合に、国が都道府県に対し、その２分

の１を特別に補助するものである。 

（５）森林災害復旧事業に係る補助（激甚法第11条の２） 

激甚災害の指定を受けた一定区域において都道府県、市町村、森林組合等が森

林を復旧するために行う被害木等の伐採及び搬出、被害木等の伐採跡地における

造林等の森林災害復旧事業について、国が都道府県に対し、当該事業費の２分の

１を特別に補助するものである。 

３ 中小企業に関する特別の助成 

（１）中小企業信用保険法（昭和25年12月14日法律264号）による災害関係保証の特例

（激甚法第12条） 

中小企業信用保険法による災害関係保証について、激甚法第12条の適用により、

保険限度額の別途設定（普通保険の場合、２億円の別枠設定）及び保険てん補率

の引き上げ（普通保険の場合、70％→80％）の特例措置が行われる。なお、激甚

災害の場合には、中小企業信用保険法施行令の規定により、保険料率の引き下げ

も併せて行われる。 

４ その他の特別財政援助及び助成 

（１）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（激甚法第16条） 

激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館等の社会教育施設の災害復旧

事業について、国が当該事業費の３分の２を特例的に補助するもの。 

（２）私立学校施設災害復旧事業に対する補助（激甚法第17条） 

激甚災害を受けた私立の学校の災害復旧事業について、国が当該事業費の２分

の１を特例的に補助するもの。 

（３）水防資材費の補助の特例（激甚法第21条） 
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激甚災害の指定を受けた一定の地域において、都道府県又は水防管理団体が水

防のため使用した資材に関する費用について、国が当該費用の３分の２を特例的

に補助するもの（一般災害の場合、費用の３分の１を補助する予算制度があ

る。）。 

（４）罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例（激甚法第22条） 

激甚災害により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため、

地方公共団体が公営住宅の建設等をする場合に、国がその建設等に要する費用の

４分の３を特例的に補助するものである（一般災害の場合、国庫補助率３分の

２）。 

（５）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（激甚法第24条） 

激甚災害によって生じた公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び

林道の災害復旧事業のうち、国庫補助の対象とならない１箇所の事業費が一定額

未満の小規模なものについて、当該事業費にあてるため発行を許可された地方債

（小災害債）に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法（昭和25年５月30日

法律第211号）の定めるところにより、基準財政需要額に算入されることとなって

いる（例えば、農地等の場合、基準財政需要額への算入率は約100％）。 
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第１節 推進計画の目的 

本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年

法律第92号。以下、「南海トラフ特措法」という。）第５条第２項の規定に基づき、南

海トラフ地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防

護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に関し地震防災上

緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、本村における南海トラフ地震に

係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。 

なお、この推進計画に定めのない事項については、本編第１部から第４部によるもの

とする。 

第２節 地震防災対策推進地域 

１ 地震防災対策推進地域（令和７年７月２日内閣府告示第107号） 

本村は、南海トラフ特措法第３条第１項で規定する南海トラフ地震対策推進地域

に該当する。 

なお、南海トラフ特措法第10条第１項で規定する南海トラフ地震津波避難対策特

別強化地域には該当しない。 

第３節 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業

務の大綱 

村の地震防災に関する、村、県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地

方公共機関及び公共的団体その他防災上重要な施設の管理者が処理すべき事務又は業務

の大綱は、「第１部第４章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」に準じる

ものとする。 
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第２章 津波からの防護、円滑な避難の確

保及び迅速な救助 
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第１節 津波からの防護のための施設の整備等 

海岸、港湾、漁港等の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門等の閉鎖、工事

中の場合は工事の中断等の措置を講ずるものとする。 

また、各施設の管理者等は、第２部第２章「災害に強いむらづくり」を推進するとと

もに、次の事項について留意するものとする。 

１ 津波防護施設の早期点検・計画的な整備 

海岸、港湾、漁港等の管理者は、津波による被害を防止・軽減するため、大きな

津波が来襲するおそれのある地域において、防潮堤、堤防、水門等の津波防護施設の

計画的な整備を実施するものとする。また、既存の津波防護施設については早急な耐

震点検を実施し、重点箇所を絞って計画的な補強・整備を実施するものとする。 

２ 水門等の開閉体制等の整備 

水門等の開閉体制、開閉手順、平時の管理方法等の確立及び定期的な開閉点検、

開閉訓練等の実施に努めるものとする。この場合において、強い地震（震度４程度以

上）を感じた時、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた時、又は、

地震を感じなくとも津波警報が発表された時は、直ちに海岸から離れ、急いで安全な

場所に避難することを原則とし、その後、津波に関する情報を把握し、津波到達時間

までに時間的余裕があると認められる場合には、避難に要する時間を十分確保した上

で、必要な安全確保対策を実施することを踏まえ、水門等の閉鎖に係る操作員の安全

管理に配慮するものとする。 

３ 地域の孤立を防止する津波防災性の高い交通基盤施設の整備 

地震発生時に地域が孤立することを防止するため、津波来襲時にも幹線道路とし

ての機能を担う道路等や緊急活動に重要な役割を果たすヘリコプター臨時発着場、港

湾、漁港等の基盤施設の整備を推進するものとする。 

なお、ヘリコプターの運用等に関する事項は、第３部第２章第８節「防災ヘリコ

プターの緊急運航の要請」によるものとする。 
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第２節 津波に関する情報の伝達等 

１ 気象庁が発表する地震・津波情報の収集及び関係機関への伝達、災害情報や被害情

報の収集・伝達については、第３部第２章第４節「気象庁が発表する地震・津波

情報の収集及び関係機関への伝達」及び第３部第２章第５節「災害情報・被害情

報の収集・伝達」によるものとする。 

なお、通常使用している情報伝達網が地震・津波の影響により寸断される可能

性があることを十分考慮し、代替の経路及び方法も確立しておくものとする。 

２ 村及び県は、管轄区域内の居住者、各種団体（以下、「居住者等」という。）及び

その管轄区域内に一時滞在する観光客、釣り客、海水浴客、ドライバー等（以下、

「観光客等」という。）並びに防災関係機関に対し、津波に関する情報が迅速・

正確・広範に伝達されるよう、姫島村情報センターによるケーブルテレビ網・各

家庭の音声告知放送設備、広報車、屋外拡声放送設備、県民安全・安心メール、

携帯電話事業者が提供する緊急速報メール（エリアメール等）、同報無線の整備

及びそのデジタル化の推進、学校等における情報端末の設置、インターネット

（村ホームページやＳＮＳ等）の利用、スーパー、郵便局等の地域スポットの活

用、報道機関との連携など、様々な情報収集・伝達手段の強化を図るものとする。 

第３節 津波対策等 

津波から迅速に避難するための、消防団の育成・強化、緊急避難場所・避難路等の整

備、居住者等の避難対策、消防団員等の防災業務従事者の安全確保対策、避難所の維

持・運営、津波避難のための意識啓発は、第２部第３章第４節「消防団・ボランティア

の育成・強化」及び第２部第４章第３節「津波からの避難に関する事前の対策」による

ものとする。その他避難対策に関する事項は、第３部第３章第２節「地震・津波に関す

る避難の指示等及び誘導」及び第３部第４章第１節「避難所運営活動」によるものとす

る。 
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第４節 消防機関等の活動 

１ 村による対策 

村は、消防機関及び消防団が津波からの円滑な避難等のために講ずる措置につい

て、次の事項を重点としてその対策を定めるものとする。 

（１）津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

（２）津波からの避難誘導 

（３）土嚢等による応急浸水対策 

（４）自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

（５）救助・救急等 

（６）緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

２ 水防管理団体等の対策 

地震が発生した場合、水防管理団体等は、次の措置をとるものとする。 

（１）所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

（２）水門等及び防潮扉の操作又は操作準備並びに人員の配置 

（３）水防資機材の点検、整備及び配備 
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第５節 簡易水道、下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応 

１ 簡易水道、下水道 

津波からの円滑な避難を確保するため、水道管、下水管等の破損等による二次災

害を軽減させるための措置をとるものとする 

２ 電気 

電気事業者は、津波から円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のた

めの利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する広報を実施するものとする。 

また、電気が、津波警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等、円滑な避難を

行うために重要なことから、電力供給のための体制確保等必要な措置を講じるととも

に、災害応急活動の拠点等に対して電力を優先的に供給するための方策を検討するも

のとする。 

３ ガス 

ガス事業者は、津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止の

ための利用者によるガス栓閉止等必要な措置に関する広報を実施するものとする。 

４ 通信 

電気通信事業者は、津波警報等の確実な伝達のために必要な通信を確保するため、

電源の確保、地震発生後の輻輳時の対策等の措置を講じるものとする。 

また、災害用伝言ダイヤル（ＮＴＴの「１７１」･「災害用伝言板ｗｅｂ１７１」

など）等の安否確認手段の普及に努めるものとする。 

５ 放送 

（１）テレビ、ラジオ等の放送は、居住者等及び観光客等への情報の正確かつ迅速な伝

達のために不可欠のものである。 

このため、放送事業者は、津波に対する避難が必要な地域の居住者等及び観光

客等に対しては、大きな揺れを感じたときは、津波警報等が発表される前であっ

ても津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波警報等の正確かつ迅速な報道

に努めるものとする。 

（２）放送事業者は、村、県及び防災関係機関と協力して、被害に関する情報、交通に

関する情報、ライフラインに関する情報、津波情報など、防災関係機関、居住者

等及び観光客等が津波からの円滑な避難活動を行うために必要な情報の提供に努

めるものとする。その際、聴覚障がい者等の情報入手に資するよう、テレビにお

ける字幕放送等の活用に努めるものとする。 

（３）放送事業者は、災害発生後も円滑に放送を継続し、津波情報等を放送できるよう、

あらかじめ必要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の被災防止措置を講ずる

ものとする。 
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第６節 交通対策 

１ 道路 

村及び道路管理者は、津波来襲のおそれのあるところでの交通規制、避難路につ

いての交通規制の内容を、広域的な整合性に考慮しつつ、あらかじめ計画し、周知す

るものとする。 

なお、必要に応じて、県との連絡を密にし、交通規制の整合性を広域的に確保す

るものとする。 

２ 海上 

港湾、漁港管理者等は、海上交通の安全を確保するための必要に応じた船舶交通

の制限及び津波による危険が予想される地域から安全な海域へ船舶を退避させる等の

措置に係る具体的な実施要領を定め、これに基づき必要な措置を講じるものとする。 

３ 乗客等の避難誘導 

港湾管理者等は、船舶の乗客や、待合所に滞在する者に対して、災害発生時に迅

速かつ的確な避難誘導が行えるよう、あらかじめ避難誘導計画等を定めるものとする。 
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第７節 村が自ら管理又は運営する施設に関する対策 

１ 道路 

村が管理する道路の管理上の措置は次のとおりである。 

（１）津波警報等の情報、ドライバーのとるべき措置を道路利用者に伝達する。 

（２）交通状況、工事中箇所、通行止め箇所を把握し、必要に応じて工事中の道路にお

ける工事の中断等の措置を講ずる。 

（３）災害発生後、迅速な情報収集を実施するため、重要区間を定め職員による情報収

集を実施する。 

（４）緊急輸送道路の応急復旧作業担当者に事前配備について連絡・確認する。 

（５）応急復旧資機材の保有状況について情報収集・把握する。 

（６）県、国東警察署と連携協力し、必要な応急対策の措置を講ずる。 

２ 不特定多数の者が出入りする施設 

村が管理する庁舎、病院、学校等の管理上の措置は概ね次のとおりである。 

なお、具体的な措置内容は、施設ごとに第９章の対策計画に準じた計画を策定す

るものとする。 

（１）各施設に共通する事項 

イ 津波警報等の来訪者等への情報伝達 

情報伝達にあたっては、特に以下の事項について留意するものとする。 

（イ）来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動をとり得る

ような適切な伝達方法を検討すること。 

（ロ）避難場所や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必要な情報を併

せて伝達するよう事前に検討すること。 

なお、施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたとき、又は弱い地

震であっても長いゆっくりとした揺れを感じたときには、津波警報が発表され

る前であっても、直ちに避難するよう来場者等に対し、伝達する方法を明示す

ること。 

ロ 来訪者等の安全確保のための退避等の措置 

ハ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止の措置 

ニ 出火防止の措置 

ホ 水、食料等の備蓄 

へ 消防用設備の点検、整備 

ト 非常用発電装置の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど

情報を入手するための機器の整備 

（２）個別事項 

イ 医療施設等にあっては、重症患者等、移動することが不可能又は困難な者の

安全確保のための必要な措置 
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ロ 学校等にあっては、次の措置をとるものとする。 

（イ）避難の安全に関する措置 

（ロ）学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合は、これらの者に対する保護

の措置 

ハ 社会福祉施設にあっては重度障がい者、高齢者等、移動することが不可能又

は困難な者の安全の確保のための必要な措置 

３ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

（１）災害対策本部等がおかれる庁舎等の管理者は、前２の（１）に掲げる措置をとる

ほか、次に掲げる措置をとるものとする。また、災害対策本部等を村が管理する

施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に対し、同様の措置をとる

よう協力を要請するものとする。 

イ 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

ロ 無線通信機等通信手段の確保 

ハ 災害対策本部等の開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

（２）県は、村津波計画に定める避難所等又は応急救護所の開設に必要な資機材の搬入、

配備に協力するものとする。 

（３）県は、村が行う屋内避難に使用する建物の選定について、県有施設の活用等協力

するものとする。 

４ 工事中の建築物等に対する措置 

工事中の建築物その他の工作物又は施設については、原則として工事を中断する

ものとする。 

なお、特別の理由により、津波被害の防災対策を行う場合は、従業員等の安全確

保のため津波からの避難に要する時間に配慮するものとする。 
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第８節 迅速な救助 

１ 救助・救急のための体制や車両・資機材の確保 

地震発生後の迅速な救助・救急の体制は、第３部第３章第４節「救出救助」、第

３部第３章第５節「救急医療活動」及び第３部第３章第６節「消防活動」によるもの

とする。 

また、救命・救助に必要となる車両や資機材の確保・充実については、第２部第

４章第２節「活動体制の確立」に基づき、計画的に図っていくものとする。 

２ 自衛隊・海上保安部・警察・消防等実動部隊の応援と連携 

自衛隊・海上保安部・警察・消防等実動部隊の応援体制等具体的な活動要領や連

携方策は、別に定める受援計画によるものとする。 

３ 消防団等における人員確保と車両・資機材や教育・訓練の充実 

消防団等の育成・強化については、第２部第３章第４節「消防団・ボランティア

の育成・強化」、第２部第３章第２節「防災訓練」及び第２部第３章第３節「防災教

育」によるものとする。 

また、救助等のために必要な車両や資機材の充実については、上記１によるもの

とする。 
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第３章 時間差発生等における円滑な避難

の確保等 
 

 

 第１節 概要 

 第２節 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策

に係る措置 

 第３節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合における災害応

急対策に係る措置 

 第４節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合における災害応

急対策に係る措置 
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第１節 概要 

１ 臨時情報について 

南海トラフ沿いでは、1854年の安政東海地震・安政南海地震では約32時間の間隔

を置いて発生し、1944年の昭和東南海地震・1946年の昭和南海地震は約２年間の間隔

を置いて発生している。 

このため、最初に発生した地震により被災地域で甚大な被害が発生している状況

において、時間差を置いて再び大きな揺れ・津波が生じた場合を想定し必要な対策を

行う。 

具体的には、気象庁が、次の「南海トラフ地震臨時情報」を発表した場合、後発

地震等に備えて、災害応急対策を実施する。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等 

から５～30 

分後 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する

評価検討会」を開催する場合 

○監視領域内（注１）でマグニチュード 6.8 以上の地震（注

２）が発生 

○ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認めら

れる変化を観測 

○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示

す可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関

連性の検討が必要と認められる現象を観測 

地震発生等 

から最短で 

２時間後 

巨大地震警戒 
○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチ

ュード（注３）8.0以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

○監視領域内において、モーメントマグニチュード 7.0 以上の

地震（注２）が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該

当する場合は除く。） 

○想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっく

りすべりが発生したと評価した場合 

調査終了 
○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはま

らない現象と評価した場合 

（注１）南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲。 

（注２）太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

（注３）断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計

算したマグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、

巨大地震に対しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、このマグニ

チュードを求めるには若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警

報等や地震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いて

いる。 
 

２ 基本方針 

確実に死者を出さないためには、事前避難は有効であるが、一方で、後発地震が

いつ発生するか判然としない中、村民の日常生活や企業活動が必要以上に萎縮するこ

とは防がなければならない。そのため、村民の意見を十分に反映させ、人命優先の施

策と日常生活維持とのバランスのとれた対策を行う。  
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第２節 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災

害応急対策に係る措置 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合、村は準備体制をとり情報

収集を実施する。この場合の情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制は

以下のとおり。 

（１）情報の収集・伝達における村、その他関係機関の役割については、第３部第２章

第４節「気象庁が発表する地震・津波情報の収集及び関係機関への伝達」による。 

（２）県、関係機関等との連絡体制図については、第３部第２章第５節「災害情報・被

害情報収集・伝達」による。 

（３）村は、災害対策連絡室を設置するとともに、速やかに今後の対応を確認する。状

況に応じて、警戒体制又は非常体制へ速やかに移行するものとする。 
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第３節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合にお

ける災害応急対策に係る措置 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の伝達、災害警戒本部等の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、村は警戒体制をと

り対応する。この場合の情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制は以下

のとおり。 

（１）情報の収集・伝達における村、その他関係機関の役割については、第３部第２章

第４節「気象庁が発表する地震・津波情報の収集及び関係機関への伝達」による。 

（２）県、関係機関等との連絡体制図については、第３部第２章第５節「災害情報・被

害情報収集・伝達」による。 

（３）村は、災害警戒本部を設置するとともに、速やかに今後の対応を確認する。状況

に応じて非常体制へ速やかに移行するものとする。 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された後の周知 

村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容、交通に関する情報、ラ

イフラインに関する情報、生活関連情報など村民に密接に関係のある事項について、

第３部第２章第16節「広報活動・災害記録活動」により周知する。 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された後の災害応急対策の実施状

況等に関する情報の収集・伝達等 

村は、災害応急対策の実施状況、その他南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表された後の諸般の状況を具体的に把握するための情報収集体制や指示事項等の

伝達及び災害応急対策に係る措置の実施状況の報告等については、第３部第２章第５

節「災害情報・被害情報の収集・伝達」により体制を整備する。 

４ 災害応急対策をとるべき期間等 

村は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ8.0以上の地震の

発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとる。また、当該期間経過後１週

間、後発地震に対して注意する措置をとる。 

５ 避難対策等 

（１）村民等の避難行動等 

国からの指示が発せられた場合において、村民等が後発地震が発生してからの

避難では、津波の到達までに避難が間に合わないおそれがある地域として、村が

あらかじめ定めた地域（以下「事前避難対象地域」という。）並びに事前避難対

象地域のうち全ての村民等が後発地震の発生に備え１週間避難を継続すべき地域

として、村があらかじめ定める地域（以下「住民事前避難対象地域」という。）

及び事前避難対象地域のうち避難行動要支援者に限り後発地震の発生に備え１週
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間避難を継続すべき地域（以下「高齢者等事前避難対象地域」という。）につい

ては、以下の方針に則り村が定める。 

イ 事前避難対象地域等の設定 

（イ）事前避難対象地域 

津波避難対策特別強化地域において地震発生後、30 分以内に 30 ㎝以上の浸

水が生じる地域を対象とする。ただし、大分県地域防災計画では、上記地域に

かかわらず、市町村の判断で地域の実情に沿って、事前避難対象地域の対象を

拡大することは妨げないことになっているが、「大分県南海トラフ地震 30分以

内 30cm以上浸水予測図」において、本村には地震発生後、30分以内に 30㎝以

上の浸水が生じる地域は存在しないため、事前避難対象地域は設置しないこと

とする。 

（ロ）住民事前避難対象地域 

大分県地域防災計画と同様、同地域は設置せず、後発地震発生時には高台等

など、その場所や状況に応じた適切な避難行動をとることを第一とする。 

（ハ）高齢者等事前避難対象地域 

大分県地域防災計画では、事前避難対象地域は高齢者等事前避難対象地域と

同一とされているため、本村においては高齢者等事前避難対象地域は設置しな

いこととする。 

後発地震に備えて一定期間避難生活をする避難所、避難経路、避難実施責任

者等具体的な避難実施に係る津波等災害の特性に応じた避難計画については、

第３部第３章第２節「地震・津波に関する避難の指示等及び誘導」による。 

ロ 避難情報等 

（イ）国からの指示が発せられた場合において、村は津波浸水想定区域内の避難

行動要支援者に対し高齢者等避難の避難情報を発令して避難を促す。すでに

大津波警報又は津波警報に伴い避難指示を発令している場合は、津波注意報

等へ切り替わった後、高齢者等避難の避難情報を発令して、避難場所等から

知人宅や指定された指定避難所へ避難させる。 

（ロ）村は、上記以外で、土砂災害が発生するおそれや住家の耐震性等に不安を

感じる住民の自主避難についても同様に受入れを行う。 

（ハ）村及び県は、津波浸水想定区域内の避難行動要支援者に対し、避難場所、

避難経路、避難方法及び家族との連絡方法等を平時から確認し、国からの指

示が発せられた場合に速やかに避難するよう周知する。 

（ニ）村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合におい

て、村民が日常生活を行いつつ、地震への備えを再確認（家具等の固定、避

難場所・避難経路の確認、家族との安否確認手段の取決め、家庭等における

備蓄の確認等）するよう村ホームページなどを通じて冷静な対応を呼びかけ

る。 

（２）避難所の運営 
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避難所の運営については、第３部第４章第１節「避難所運営活動」による。 

村は、避難者全員を収容できるよう避難所をあらかじめ確保する。村内で避難

所が確保できない場合、県へ隣接する市町の避難所、県有施設、民間の宿泊施設

等を含めた広域的な受入れの調整・支援要請を行うものとする。 

また、避難者が避難中に生活に困らないようにするため必要な食料や日用品を

確保する。 

６ 消防機関等の活動 

（１）村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合において、消

防機関及び消防団が出火及び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等のため

に講ずる措置について、次の事項を重点として、その対策を定める。 

イ 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

ロ 事前避難対象地域における地域住民等の避難誘導、避難経路の確保 

（２）水防管理団体等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合

に、第５部第２章第４節「消防機関等の活動」により措置をとる。 

７ 警備対策 

国東警察署は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合にお

いて、犯罪及び混乱の防止等に関して、次の事項を重点として、措置をとる。 

（１）正確な犯罪情報の収集及び伝達 

（２）不法事案等の予防及び取締り 

（３）地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

８ 簡易水道、下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応 

（１）簡易水道 

必要な飲料水を供給する体制を確保する。対応については、第５部第２章第５

節「簡易水道、下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応」のとおり。 

（２）下水道 

施設の安全確保のための所要の事項を定める。対応については、第５部第２章

第５節「簡易水道、下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応」のとおり。 

（３）電気 

電気事業者は、必要な電力を供給する体制を確保する。対応については、第５

部第２章第５節「簡易水道、下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応」

のとおり。 

（４）ガス 

イ ガス事業者は、必要なガスを供給する体制を確保する。対応については、第

５部第２章第５節「簡易水道、下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対

応」のとおり。 

ロ ガス事業者は、ガス発生設備、ガスホルダーその他の設備について、安全確
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保のための所要の事項を定めるとともに、後発地震の発生に備えて、必要があ

る場合には緊急に供給を停止する等の措置を講ずる。 

（５）通信 

通信事業者が行う対応は、第５部第２章第５節「簡易水道、下水道、電気、ガ

ス、通信、放送各事業者の対応」のとおり。 

（６）放送 

テレビ、ラジオ等の放送事業者が行う対応は、第５部第２章第５節「簡易水道、

下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応」のとおり。 

９ 金融 

日本銀行大分支店は金融業務の円滑な遂行を確保するために要員の配置計画等事

前の準備措置をとる。 

10 交通対策 

（１）道路 

イ 村は、道路管理者等と調整の上、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表された場合の交通対策等の情報についてあらかじめ情報提供する。 

ロ 村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、事前避

難対象地域内での車両の走行は、極力抑制するようにするものとし周知する。 

ハ 国東警察署は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合

は、運転者のとるべき行動の要領について定め、村民等に周知する。 

（２）海上 

イ 大分海上保安部及び港湾管理者は、津波に対する安全性に留意し、地域別に

在港船舶の避難等対策を行う。 

ロ 港湾管理者は、津波に対する安全性に留意し、津波による危険が予想される

地域に係る港湾の対策を行う。 

11 村が自ら管理又は運営する施設に関する対策 

（１）不特定かつ多数の者が出入りする施設 

村が管理する庁舎、病院、学校等の管理上の措置は概ね次のとおりである。 

イ 各施設に共通する事項 

（イ）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の入場者等への伝達 

ａ．来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）の発表された際、とるべき防災行動をとり得るよう適切な

伝達方法を検討すること。 

ｂ．避難場所や避難経路、避難対象地区、交通対策状況その他必要な情報を併

せて伝達するよう事前に検討すること。 

（ロ）入場者等の安全確保のための退避等の措置 

（ハ）施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 



第５部 南海トラフ地震防災対策推進計画 第３章 時間差発生等における円滑な避難の確保等 

-343- 

（ニ）出火防止措置 

（ホ）水、食料等の備蓄 

（ヘ）消防用設備の点検、整備 

（ト）非常用発電装置、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情報

を入手するための機器の整備 

（チ）必要に応じた各施設における緊急点検、巡視 

ロ 個別事項 

（イ）橋梁、トンネル及び法面等に関する道路管理上の措置 

（ロ）海岸、港湾施設及び漁港施設について、水門等の閉鎖手順の確認又は閉鎖

等津波の発生に備えて講じるべき措置 

（ハ）医療施設においては、患者等の保護等の方法について、各々の施設の耐震

性・耐浪性を十分に考慮した措置 

（ニ）学校等にあっては、次に掲げる事項の措置 

ａ．児童生徒等に対する保護の措置 

ｂ．学校等に保護を必要とする児童生徒等がいる場合は、これらの者に対する

保護の措置 

ｃ．避難経路、避難誘導方法、避難誘導実施責任者等 

（ホ）社会福祉施設にあっては、次に掲げる事項の措置 

ａ．入所者等の保護及び保護者への引き継ぎの方法 

ｂ．津波浸水想定区域内にある場合は、避難経路、避難誘導方法、避難誘導実

施責任者等 

なお、具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。 

（２）災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

イ 災害対策本部等が設置される庁舎等の管理者は、（１）のイに掲げる措置を

とるほか、次に掲げる措置をとる。 

また、災害対策本部等を村が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その

施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請する。 

（イ）自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

（ロ）無線通信機等通信手段の確保 

（ハ）災害対策本部等の開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

ロ 県は、村津波計画計画に定めるに定める避難所等又は応急救護所の開設に必

要な資機材の搬入、配備に協力するものとする。 

ハ 県は、村が行う屋内避難に使用する建物の選定について、県有施設の活用等

協力するものとする。 

（３）工事中の建築物等に対する措置 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合における工事中の

建築物その他の工作物又は施設については、安全確保上実施すべき措置を行う。 
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12 滞留旅客等に対する措置 

村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合における滞留

旅客等の保護等のため、避難所の設置や帰宅支援等必要な対策を定める。  
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第４節 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合にお

ける災害応急対策に係る措置 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の伝達、災害警戒本部等の設置等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、村は非常体制をと

り対応する。この場合の情報の収集・伝達に係る関係者の役割分担や連絡体制は以下

のとおり。 

（１）情報の収集・伝達における村、その他関係機関の役割については、第３部第２章

第４節「気象庁が発表する地震・津波情報の収集及び関係機関への伝達」による。 

（２）県、関係機関等との連絡体制図については、第３部第２章第５節「災害情報・被

害情報収集・伝達」による。 

（３）村は、災害対策本部を設置するとともに、速やかに今後の対応を確認する。 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された後の周知 

村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容、交通に関する情報、ラ

イフラインに関する情報、生活関連情報など村民に密接に関係のある事項について、

第３部第２章第16節「広報活動・災害記録活動」により周知する。 

３ 災害応急対策をとるべき期間等 

村は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ7.0以上Ｍ8.0未

満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50ｋｍ程度までの範囲でＭ7.0以

上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。）が発

生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通

常と異なるゆっくりすべりが観測されたケースの場合はプレート境界面で通常と異な

るゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経

過するまでの期間、後発地震に対して注意する措置をとる。 

４ 村のとるべき措置 

村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合において、村

民が日常生活を行いつつ、地震への備えを再確認（家具等の固定、避難場所・避難経

路の確認、家族との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認等）するよう

村ホームページなどを通じて冷静な対応を呼びかける。 

また、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認する。 
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第４章 関係者との連携協力の確保 
 

 

第１節 資機材、人員等の配備手配 

第２節 他機関に対する応援要請 

第３節 帰宅困難者への対応 
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第１節 資機材、人員等の配備手配 

村、県及び防災関係機関は、災害発生後の応急対策を迅速かつ的確に行うため、食料、

飲料水、生活必需品、応急用・復旧用物資及び資機材等の調達、供給を行うとともに、

災害応急対策に係わる措置を行う要員の配備を実施するものとする。 

なお、県から村への資機材等の提供、職員の派遣等に関する事項は、大分県地域防災

計画（地震・津波対策編）第３部第２章第７節「市町村への支援」によるものとする。 

１ 物資等の調達手配 

村は、村における物資、資機材（以下、「物資等」という。）の確保状況を把握

し、必要があるときは県へ要請するものとする。 

（１）食料の調達・供給確保に関する事項は、第３部第４章第３節「食料供給」による

ものとする。 

（２）飲料水の調達・供給に関する事項は、第３部第４章第４節「給水」によるものと

する。 

（３）被服寝具その他生活必需品の調達・給与に関する事項は、第３部第４章第５節

「被服寝具その他生活必需品給与」によるものとする。 

２ 人員の配備 

（１）村は、人員の配備状況を把握し、必要に応じて、村への人員派遣等、県に要請す

るものとする。 

（２）災害応急対策の実施に必要な技術者、技能者及び労働者の確保に関する事項は、

第３部第２章第11節「技術者、技能者及び労働者の確保」によるものとする。 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

（１）防災関係機関は、地震が発生した場合において、姫島村地域防災計画に定める災

害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実施するために、必要な資機材の点検、

整備及び配備等の準備を行うものとする。 

なお、機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに定めるものとする。 

（２）応急用・復旧用物資及び資機材の調達・供給に関する事項は、第３部第２章第14

節「応急用・復旧用物資及び資機材調達供給」によるものとする。 

第２節 他機関に対する応援要請 

甚大な被害が発生し、応援要請の必要がある場合は、第３部第２章第７節「広域的な

応援要請」によるものとする。 

なお、自衛隊に対する災害派遣要請は、第３部第２章第９節「自衛隊の災害派遣体制

の確立」によるものとする。 
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第３節 帰宅困難者への対応 

地震等の発生により、交通機能が停止し、自宅に帰ることが困難な者に対する対応に

ついては、第３部第２章第13節「帰宅困難者対策」によるものとする。 
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第５章 地震防災上緊急に整備すべき施設

等の整備 
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地震防災対策上緊急に整備すべき施設等の整備等を計画的に行うものとする。 

具体的な事業施行等にあたっては、施設全体が未完成であっても、一部の完成により

相応の効果が発揮されるよう、整備の順序・方法について考慮するものとする。 

１ 建築物、構造物等の耐震化 

村、県及び防災関係機関は、災害発生時の被害軽減のため、次の建築物、構造物

等の耐震化等を計画的に行うものとする。 

（１）住宅の耐震診断、耐震改修の推進 

（２）公共施設等の耐震診断及び耐震化の推進 

イ 学校、医療施設等多数の者が利用する施設の耐震化 

ロ 道路、港湾・漁港等主要な施設の耐震化 

（３）電気、ガス、簡易水道、下水道、通信施設等のライフライン施設の耐震化の推進 

２ 必要な施設等の整備 

村、県及び防災関係機関は、地震防災対策及び災害発生後の応急対策を実施する

上で、必要な施設等の整備を行うものとする。整備を行う施設等は次のとおりである。 

（１）緊急避難場所等の整備 

村は、居住者及び観光客等の避難の円滑化と、延焼火災等からの避難者の保護

を図るため、緊急避難場所、避難所案内標識等の整備を計画的に行うものとする。 

（２）避難路の整備 

村及び県は、居住者等及び観光客等の避難の安全と円滑化を図るため、道路及

び緊急避難場所誘導標識の整備を計画的に行うものとする。 

（３）津波対策施設の整備 

海岸・港湾施設・漁港等の施設管理者は、津波による被害を防止・軽減するた

め、津波防護施設の耐震点検や補強を実施するなど、必要な施設整備を計画的に

行うものとする。 

（４）消防用施設の整備 

村、県及び防災関係機関は、消防用施設及び消防用資機材の整備を計画的に行

うものとする。 

（５）緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港の整備 

村、県及び防災関係機関は、緊急輸送道路等の整備を計画的に行うものとする。 

（６）通信施設の整備 

村、県及び防災関係機関は、第３部第２章第５節「災害情報・被害情報の収

集・伝達」に定める事項に従い、地震防災応急対策を実施するために、次に掲げ

る通信施設の整備を計画的に行うものとする。 

イ 防災行政無線 

ロ その他の防災関係機関等の無線 
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第６章 防災訓練 
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村、県及び防災関係機関は、関係機関及び自主防災組織等との連携強化を目的として、

推進地域に係る南海トラフ地震を想定した防災訓練を、少なくとも年１回以上実施する

ものとする。 

防災訓練の実施にあたっては、第２部第３章第２節「防災訓練」によるものとする。 

その際、地域の実情に合わせて、より高度かつ実践的なものとするよう努めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５部 南海トラフ地震防災対策推進計画 第６章 防災訓練 

-358- 

 

 

 



 

-359- 

 

 

 

 

 

第７章 地震防災上必要な教育及び広報 
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村は、県、防災関係機関、地域の自主防災組織等、事業所の自衛消防組織、各種団体

等と連携して、地震防災上必要な教育及び広報を推進するものとする。 

なお、防災教育を推進するにあたっては、第２部第３章第３節「防災教育」によるも

のとし、地域、学校、家庭それぞれにおいて、適切に行うことで、被害が最小限となる

よう努めるものとする。 

教育方法としては、ホームページ、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地

域の実情に合わせた、より具体的な手法により、実践的な教育を行うものとする。 
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第８章 津波避難対策緊急事業計画 
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南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されている本村は、津波の浸水想定

に基づき、津波から避難するために必要な緊急に実施すべき事業をまとめた津波避難対

策緊急事業計画を作成することができる。 

その際、津波避難対策の推進のために必要な事業が重点的かつ効率的に行われるよう、

可能な限り具体的かつ明確な目標及びその達成期間を設定するものとする。 
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第９章 南海トラフ地震防災対策計画 
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村内で、水深30ｃｍ以上の浸水が想定される区域（津波防災地域づくりに関する法律

第８条第１項に基づき公表した浸水想定において、南海トラフ地震を想定した場合の浸

水域及び浸水深を基準とする。）において、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法施行令（平成15年政令第324号）第３条各号に掲げる施設又は事業

を管理し、又は運営する者は、次の事項を定めた対策計画を策定するものとする。 

１ 津波からの円滑な避難の確保 

（１）共通事項 

イ 津波に関する情報の伝達等 

ロ 避難対策 

ハ 応急対策の実施要員の確保等 

（２）個別事項 

イ 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設を管

理・運営する者 

（イ）津波警報等の顧客等への伝達 

（ロ）顧客等の避難のための措置 

（ハ）施設の安全性を踏まえた措置 

ロ 石油類、火薬類、高圧ガス等の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設を管

理・運営する者 

必要な緊急点検、巡視の実施、充填作業、移替え作業等の停止その他当該施設

の損壊防止のために特に必要がある応急的保安措置の実施等 

ハ 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業を運営する者 

（イ）津波警報等の旅客等への伝達 

（ロ）運行等に関する措置 

ニ 学校、社会福祉施設を管理・運営する者 

避難場所、避難経路、避難誘導方法、避難誘導実施責任者等 

ホ 水道、電気、ガス、通信及び放送事業関係 

第２章第５節「簡易水道、下水道、電気、ガス、通信、放送各事業者の対応」

に準じるものとする。 

２ 防災訓練 

３ 地震防災上必要な教育及び広報 
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